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一

　
財
務
諸
表
に
よ
る
経
営
分
析
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
方
法
が
提
案
さ
れ
て
居
り
、
叉
、
い
ろ
い
ろ
の
分
析
の
立
場
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
い
ま
、
之
を
貸
借
対
照
表
分
析
に
限
定
し
て
、
日
本
銀
行
統
計
局
の
発
表
す
る
「
本
那
主
要
企
業
経
営
分
析
調
査
」
に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
、
次
の
如
き
十
一
の
比
率
分
析
が
み
ら
れ
る
。
固
定
比
率
、
固
定
資
産
対
長
期
資
本
比
率
、
流
動
比
率
、
酸
性
試
験
比
率
、
売
上

債
権
対
商
品
（
製
品
）
比
率
、
売
上
債
権
対
棚
卸
資
産
比
率
、
売
上
債
権
対
買
入
債
務
比
率
、
流
動
負
債
比
率
↓
固
定
負
債
比
率
、
固
定
負

債
対
長
期
資
本
比
率
、
総
資
本
利
益
率
が
之
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
定
時
点
に
於
け
る
貸
借
対
照
表
数
字
に
よ
る
分
析
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、

之
を
静
的
分
析
の
方
法
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
に
反
し
て
、
二
期
の
貸
借
対
照
表
に
於
け
る
数
字
の
変
化
に
基
い
て
、
一

会
計
期
間
に
於
け
る
資
金
の
由
来
と
所
在
、
若
し
く
は
資
金
の
源
泉
と
運
用
の
関
係
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
所
謂
資
金
運
用
表
の
分
析
形
態

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
期
の
貸
借
対
照
表
借
方
項
目
の
増
減
と
前
貸
万
項
目
の
増
減
と
に
基
い
て
、
そ
の
期
間
に
招
来
し
た
資
金
源
泉
と
、

そ
の
運
用
形
態
と
を
対
照
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
定
時
の
貸
借
対
照
表
数
字
が
基
礎
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
資
金
の
移
動
関

　
　
貸
借
対
照
表
分
析
に
関
す
る
一
考
察
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貸
借
対
照
表
分
析
に
関
す
る
一
考
察

係
を
表
示
す
る
意
昧
に
惟
て
、
貸
借
対
照
表
分
析
の
動
的
方
法
と
し
て
、
之
を
そ
の
静
的
方
法
と
対
立
せ
し
あ
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
の
分

析
内
容
は
、
之
を
次
の
如
く
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
そ
の
分
析
の
目
的
と
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
は
、
貸
借
対
照
表
分
析
の
典
型
的
な
方
法
で
あ
り
、

　
三
分
却
増
減
増
減
増
増
益

舳
処
償
轟
韮
金
金
　
法
と
は
罵
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
雰
析
結
果
が
ど
の
、
う
量
要
書
味
を
も
つ
か
と
い

騨
緯
書
降
離
鍵
弊
響
胴
饗
鶴
総
画
聯
隊
雄
鷹
骸
難
警

隷
糠
∴
繕
鑑
欝
櫛
擬
塑
議
灘
撫
搬
鵠
嶽

は
な
い
が
、
少
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
分
析
法
に
は
何
等
の
科
学
性
が
な
い
。
貸
借
対
照
表
分
析
は
、
貸
借
対
照
表
の
本
質

乃
至
機
能
に
関
す
る
理
解
か
ら
、
そ
し
て
叉
、
そ
の
も
つ
機
能
と
論
理
的
関
連
に
於
て
、
そ
こ
に
考
へ
ら
れ
る
分
析
方
法
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
こ
に
始
め
て
、
そ
の
分
析
結
果
の
も
つ
意
味
と
、
そ
の
限
界
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
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シ
ユ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
動
臨
貸
借
対
照
表
の
出
現
以
来
、
貸
借
対
照
表
が
期
間
的
損
益
計
算
の
手
段
と
し
て
み
ら
れ
、
そ
れ
自
体
が
独

自
の
目
的
乃
至
機
能
を
も
つ
も
の
で
な
い
、
と
言
う
考
え
方
が
一
般
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
企
業
会
計
の
主
目
的
が
給
付
計
算

乃
至
損
益
計
算
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
貸
借
対
照
表
に
於
け
る
金
融
経
済
的
意
味
が
軽
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
フ
ル
プ

が
そ
の
著
「
金
融
経
済
的
貸
借
対
照
表
論
」
（
田
、
冒
き
N
三
生
。
・
9
鑑
二
苫
｝
ρ
①
じ
d
蕾
嵩
）
の
序
文
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
如
く
で
あ
る
。
ン
ユ
マ
ー



レ
ン
バ
ッ
ハ
動
的
貸
借
対
照
表
論
に
立
つ
限
り
、
貸
借
対
照
表
の
も
つ
財
政
表
示
的
機
能
は
否
定
ざ
れ
、
そ
こ
で
は
も
は
や
、
上
の
よ
う
な

貸
借
対
照
表
分
析
の
諸
方
法
は
意
味
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
り
に
、
上
の
よ
う
な
貸
借
対
照
表
分
析
が
理
論
上
可
能
で
あ

り
、
意
味
が
あ
る
た
め
に
は
、
貸
借
対
照
表
静
的
観
に
立
つ
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
見
解
と
は
異
る
貸
借
対
照
表

動
的
観
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
貸
借
対
照
表
分
析
論
を
承
認
す
る
科
学
的
立
場
は
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
同
じ
く
ケ
ル
ン
動
的
学
派
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ル
プ
教
授
の
立
場
は
、
貸
借
対
照
表
に
於
け
る
金
融
経
済
的
機

能
を
主
張
す
る
点
に
於
て
、
貸
借
対
照
表
を
損
益
計
算
の
手
段
と
み
た
シ
．
ユ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
理
論
と
異
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
貸

借
対
照
表
は
支
払
系
列
一
貨
幣
の
受
払
一
か
ら
す
る
直
接
的
な
損
益
計
算
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
を
も
つ
。
出
入
給
付

の
対
流
と
し
て
の
即
時
的
、
将
来
的
な
貨
幣
の
受
払
の
記
録
に
基
い
て
、
そ
の
貨
幣
の
受
払
項
目
の
計
算
か
ら
、
そ
れ
自
ら
が
直
接
的
に
損

益
を
計
算
す
る
も
の
と
し
て
貸
借
対
照
表
を
み
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
本
来
的
な
貨
幣
額
、
期
間
計
算
の
立
場
か
ら
貨
幣
へ
の
戻
し
記

入
額
、
並
に
追
加
記
入
額
が
貸
借
に
現
わ
れ
、
以
っ
て
、
そ
れ
自
ら
が
直
接
的
に
損
益
を
計
算
す
る
と
こ
ろ
に
、
貸
借
対
照
表
の
本
質
乃
至

機
能
を
理
解
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
理
論
に
於
て
は
、
貸
借
対
照
表
に
は
本
来
的
な
貨
幣
項
目
、
斯
間
計
算
の
立
場
か
ら
修
正
さ
れ
た
貨
幣

項
目
が
表
示
さ
れ
る
の
で
、
こ
x
に
、
貸
借
対
照
表
か
ら
、
過
去
期
間
に
於
け
る
貨
幣
運
動
の
経
過
を
画
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
x
な

る
。
叉
、
貸
借
対
照
表
を
か
x
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
当
初
に
例
示
し
た
よ
う
な
貸
借
対
照
表
分
析
の
立
場
が
、

一
応
妥
当
化
さ
れ
た
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
貸
借
対
照
表
分
析
論
は
、
そ
こ
に
始
め
て
、
科
学
の
名
に
相
応
し
い
立
場
を
獲

得
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
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三

　
貸
借
対
照
表
分
析
は
、
何
よ
り
も
、
貸
借
対
照
表
の
も
つ
本
質
的
機
能
か
ら
演
繹
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
上
に
指
摘

し
た
と
こ
ろ
の
如
く
で
あ
る
。
ワ
ル
プ
理
論
が
示
す
よ
う
に
、
貸
借
対
照
表
は
、
　
一
定
時
に
於
け
る
企
業
の
金
融
経
済
的
様
相
を
示
す
も
の

と
み
る
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
嘗
て
、
之
を
広
義
に
於
け
る
貨
幣
項
目
の
表
示
で
あ
る
と
考
え
る
私
見
も
亦
馬
結
果

的
に
は
同
一
の
考
え
方
へ
と
之
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
。
上
に
指
摘
し
た
貸
借
対
照
表
的
分
析
、
例
え
ば
一
定
時
に
於
け
る
企
業
の
資
金
源

泉
と
そ
の
投
下
形
態
と
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
も
亦
、
言
う
迄
も
な
く
、
貸
借
対
照
表
の
も
つ
金
融
経
済
的
機
能
を
前
提
と
し
て
可

能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
の
金
融
経
済
的
構
造
を
分
析
す
る
場
合
に
は
、
勿
論
、
一
定
時
に
於
け
る
資
金
源
泉
と
そ
の
所
在
と
の
関
係
馳

を
表
示
す
る
こ
と
に
は
意
味
の
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
　
一
定
時
の
状
態
で
は
な
く
、
　
一
定
期
間

に
於
て
、
企
業
金
融
の
た
め
ど
の
よ
う
な
資
金
が
利
用
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
貸
借
対
照
表
か
ら
画
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
貸
借
対
照
表
分
析
の
中
心
問
題
と
考
え
ら
れ
る
流
動
性
が
ど
う
言
う
状
態
に
あ
る
か
と
言
う
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
流
動
性
が
何
故

に
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
の
原
因
を
究
明
す
る
途
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
逆
に
将
来
、
馳
流
動
性
変
化
に
有
利
な
方

策
を
導
き
出
す
所
以
と
も
な
る
と
共
に
、
過
去
の
流
動
性
変
化
の
原
因
を
研
齢
す
る
途
を
与
え
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
過
去
期
間
に
利
用
さ
れ
た
資
金
の
源
泉
を
明
か
に
す
る
が
如
き
貸
借
対
照
表
分
析
は
、
貸
借
対
照
表
分
析
と
し
て
収
穫
多
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
こ
Σ
に
貸
借
対
照
表
分
析
の
動
的
方
法
が
特
に
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
が
あ
る
。

　
貸
借
対
照
表
動
的
分
析
の
一
例
と
し
て
、
先
に
示
し
た
も
の
は
、
二
つ
の
貸
借
対
照
表
数
字
か
ら
、
一
定
期
間
に
招
来
し
た
資
金
源
泉
と
、

そ
の
運
用
形
態
乃
至
資
金
由
来
と
そ
の
所
在
と
の
関
係
を
分
析
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
定
期
間
に
増
加
し
た

資
金
の
全
体
と
、
そ
の
資
金
由
来
の
全
体
に
つ
い
て
の
概
観
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
個
々
の
項
目
の
変
化
と
言
う
こ
と
は
決
定
的
で
は

r　6　ptH一，



な
く
、
、
全
体
と
し
て
一
定
期
間
に
増
加
し
た
資
金
の
所
在
と
、
全
体
と
し
て
の
そ
の
源
泉
と
を
対
照
表
示
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
種
の
考
え

方
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
貸
借
対
照
表
分
析
の
方
法
も
亦
重
要
で
あ
り
、
一
定
期
間
に
動
い
た
資
金
の
概
観
を
与
え
る

こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

　
資
金
の
由
来
と
そ
の
所
在
と
の
関
係
を
明
か
に
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
析
目
的
と
し
て
の
流
動
性

変
化
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
然
も
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
の
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
流
動
性
が
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
り
変
化
し

た
が
、
と
い
う
こ
と
を
分
析
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
流
動
性
が
生
産
領
域
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
そ
し
て
叉
、

商
業
活
動
領
域
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
に
、
全
体
と
し
て
の
流
動
性
変
化
の
結
果
を
明
か
に
す

る
こ
と
が
よ
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
資
金
の
所
在
と
由
来
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
は
、
実
は
、
流
動
性
変
化
の
分
析
そ
の
も
の
に

目
的
が
あ
る
と
考
え
得
る
の
で
、
そ
の
流
動
性
変
化
の
内
容
を
分
析
的
に
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
分
析
の
効
果
を
よ
り
大
き
く
す
る
か

1．設備領域に於ける流動1性変化

　
　
伽
…
…

　
　
q
敏
9
門

o
o
但

oo

盾盾

o

　
　
4
　
　
1

却
増
加
善

轟
改

価
当
域
性

廻
晶
動

a
3
・
設
流

．流動財産領域に於ける流動性変化

．

．

．

．

金預金増5，000
持商品材料増　6，000

持製品増1砿000
掛金増3，00024，000

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化

　
　
　
　
　
　
　
金
払
悪

　
　
　
　
　
　
掛
借
凝
性

現
手
手
売
来
買
短
感
動

　
　
　
　
　
由
－
・
a
a
流

貸
対
照
表
分
析
に
関
す
る
一
考
察

1・買掛金増10，000
2・短期借入金増10，　OOO

3・得意先内払増5，00025，000

流動性悪化　～1，000
．全体としての流動性改善…十1，000

で
あ
る
。

流
動
性
変
化
の
一
つ
が
生
産
領
域
か
ら
招
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
、

は
、
設
備
便
域
に
於
け
る
資
金
の
由
来
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

に
対
し
、
商
業
活
動
領
域
か
ら
招
来
す
る
流
動
性
変
化
と
は
、
本
来

な
流
動
資
産
、
流
動
負
債
．
の
変
化
か
ら
招
来
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
例

ば
、
設
備
領
域
に
於
け
る
も
の
と
、
商
業
活
動
領
域
に
於
け
る
資
金

由
来
と
そ
の
所
在
と
の
関
係
か
ら
招
来
す
る
流
動
性
変
化
は
、
仮
設
・

を
以
っ
て
示
せ
ば
上
の
如
く
で
あ
る
。
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貸
借
対
照
表
分
析
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
言
う
迄
も
な
く
、
流
動
性
変
化
は
固
有
の
流
動
財
産
の
領
域
か
ら
招
来
す
る
も
の
よ
り
も
、
よ
り
以
上
に
、
設
備
領
域
か
ら
招
来
す
る
流

動
性
変
化
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
設
備
財
産
の
増
加
が
、
ど
の
よ
う
な
資
金
源
泉
に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
た
か
と
言
う
こ
と
は
設
備
金
融

の
途
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
設
備
金
融
の
良
否
は
、
直
接
、
そ
れ
だ
け
流
動
性
の
改
善
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
之
に
対
流
、
流
動
財
産
そ
の
も
の
x
領
域
か
ら
招
来
す
る
流
動
性
変
化
は
、
言
は
ゴ
一
時
的
現
象
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、

設備勘定 期　首 増加　処分 振替 減価償却 期末
土　　地

H場建物

@械装置

^搬具
囃z未成

　100

T，000

W，000

S，000

Q，000

、2，000

@500 300

十2，000

|2，000

　500

P，600

@800

　100

U，500

W，400

R，400

19，100 2，500 300 2，900 18，400

こ
x
に
指
摘
し
た
貸
借
対
照
表
動
的
分
析
の
方
法
、

即
座
に
如
何
よ
う
に
も
之
が
修
正
を
可
能
益
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
N
に
、
流
動
性
変
化
を

究
め
る
動
的
分
析
に
と
り
て
は
、
何
よ
り
も
、
生
産
領
域
、
設
備
領
域
か
ら
招
来
す
る
流
動
性
変
化
が
重

要
な
領
域
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
換
言
せ
ば
、
設
備
資
金
が
ど
の
よ
う
な
方
…
法
に
よ
り
ま
か
な
わ
か
れ
た

か
と
言
う
こ
と
が
、
流
動
的
分
析
に
と
り
、
何
よ
り
も
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
限
り
、
実
は
、
貸
借
対
照
表
そ
れ
自
体
が
そ
の
よ
う
な
分
析
を
可
能
に
す

る
条
件
を
そ
の
う
ち
に
具
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
貸
借
対
照
表
が
、
そ
の
発
表
形
式
の
う

ち
に
、
固
定
資
産
勘
定
の
変
化
の
内
容
を
詳
細
に
表
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
少
く
と
も
設
備

勘
定
期
首
在
高
、
一
定
期
間
に
於
け
る
設
備
勘
定
の
増
加
、
そ
の
処
分
、
減
価
償
却
額
、
期
末
在
高
を
区

別
し
て
表
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ヅ
に
於
け
る
株
式
会
社
貸
借
対
照
表
の
中
に
み
ヶ

れ
る
設
備
勘
定
発
表
形
式
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
於
て
は
最
も
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
設
備
勘
定

の
部
分
を
要
約
し
て
示
せ
ば
、
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
に
流
動
性
の
分
析
的
方
法
は
、
前
述
フ
ル
プ
の
金
融
経
済
的
貸
借
対
照
表
の
う
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ち
に
示
す
一
問
題
を
中
心
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
分
析
的
方
法
に
一
つ
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
以
上
に
、
そ
の

貸
借
対
照
表
分
析
方
法
も
亦
、
そ
の
貸
借
対
照
表
本
質
観
か
ら
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
か
う
点
に
こ
そ
、
吾
々
の
学
ぶ
べ
き
考
え

方
が
存
す
る
、
と
言
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
に
あ
る
。
吾
国
に
於
け
る
貸
借
対
照
表
分
析
を
問
題
と
し
ょ
う
と
す
る
科
学
者
に
、
そ
の
前

提
に
立
つ
一
つ
の
根
本
問
題
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
所
以
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
五
二
・
一
二
・
二
九
1
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産
業
規
模
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濟
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理
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田

喜
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藏

一
　
産
業
規
模
の
決
、
定
原
理

二
産
業
部
門
の
規
模

　
1
　
産
業
部
門
の
構
成
過
程

　
2
　
企
業
新
設
の
場
合

　
3
　
既
存
企
業
動
員
の
場
合

三
　
費
用
補
償
主
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味

　
1
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判
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価
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原
理

　
4
　
平
均
費
用
供
出
主
義
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

藻
業
規
模
の
決
定
原
理

　
自
由
経
済
体
制
か
ら
計
画
経
済
体
制
へ
推
移
す
る
に
従
っ
て
、
産
業
経
済
の
実
践
的
課
題
と
し
て
、
企
業
溝
成
の
問
題
と
並
ん
で
産
業
部

門
構
成
の
問
題
が
登
窯
し
て
来
た
。
従
っ
て
企
業
規
模
及
び
企
業
操
業
度
の
決
定
原
理
と
並
ん
で
産
業
規
模
の
決
定
原
理
が
、
産
業
経
済
学

の
中
心
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
の
自
由
経
済
体
制
の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
産
を
掌
る
主
体

と
し
て
は
単
に
個
別
的
企
業
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
産
業
部
門
の
溝
成
を
意
識
的
に
掌
る
主
体
な
る
も
の
の
存
在
せ
ざ
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
自
由
経
済
の
段
階
で
は
、
個
別
的
企
業
の
構
成
す
な
わ
ち
企
業
の
規
模
及
び
操
業
度
の
決
定
を
い
か
に
す
べ
き

か
は
個
別
的
企
業
鯖
者
の
重
大
関
心
で
あ
り
、
彼
等
は
極
大
利
潤
を
保
証
し
う
る
企
業
規
模
及
び
操
業
度
の
原
理
を
求
め
る
に
反
し
、
産
業
部

門
の
規
模
は
意
識
的
計
画
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
下
か
ら
か
く
企
業
主
体
的
に
決
定
さ
れ
た
個
捌
的
企
業
の
規
模
及
び
操

業
度
の
産
業
部
門
的
総
計
と
し
て
自
動
的
に
決
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
部
門
の
構
成
さ

れ
ゆ
く
こ
と
の
国
民
経
済
全
体
に
お
け
る
統
一
的
秩
序
と
し
て
、
さ
ら
に
上
位
の
階
層
に
お
い
て
一
国
の
産
業
体
系
が
自
動
的
に
実
現
さ
れ

て
ゆ
く
一
こ
れ
に
対
し
て
計
画
経
済
の
段
階
で
は
、
反
対
に
上
か
ら
国
家
政
治
体
が
ま
ず
一
国
の
国
民
経
済
の
全
体
的
構
造
を
構
想
す
る
が
、

芝
の
こ
と
の
う
ち
に
二
国
の
産
業
体
系
の
計
画
が
織
込
ま
れ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
う
ち
に
個
々
の
産
業
部
門
の
種
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の

規
模
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
各
産
業
部
門
に
下
属
す
る
企
業
の
数
・
各
企
業
の
規
模
が
計
画
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
自
由
主
義
の
時
代
に
は
、
下
か
ら
個
別
的
な
企
業
構
成
か
ら
出
発
し
、
そ
の
う
え
に
築
か
れ
て
各
産
業
部
門
の
規
模
が
自
の
ず
か
ら

決
定
さ
れ
た
の
に
反
し
て
、
計
画
経
済
の
時
代
に
は
、
上
か
ら
全
体
的
に
計
画
さ
れ
た
国
民
経
済
の
構
成
の
う
ち
に
一
釘
の
種
類
の
産
業
部

門
規
模
と
同
時
に
各
産
業
部
門
に
属
す
る
企
業
の
数
及
び
規
模
が
共
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
各
産
業
部
門
規
模
と
こ
れ
に
属
す
る

y一　12　一一一



企
業
の
数
及
び
規
模
と
は
相
互
に
表
裏
の
関
係
に
立
つ
も
の
と
し
て
同
時
相
関
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
経
営
経
済
学
は
個
別
的

企
業
の
立
場
か
ら
企
業
の
規
模
の
決
定
原
理
を
問
題
と
し
て
い
る
。
今
や
計
画
経
済
学
ほ
国
民
経
済
構
成
の
内
部
に
お
い
て
、
産
業
部
門
の

種
類
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
と
、
企
業
の
数
及
び
そ
の
規
模
の
問
題
を
同
時
相
関
的
に
決
定
す
る
原
理
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
一
定

の
産
業
部
門
規
模
を
保
証
し
う
る
よ
う
個
々
の
企
業
の
数
と
そ
の
規
模
の
在
り
方
を
考
究
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
私
的
企
業
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

潤
極
大
を
保
証
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
い
で
、
最
高
度
の
国
民
経
済
性
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
。

二
産
業
部
門
の
規
模

　
産
業
規
模
の
決
定
並
び
に
企
業
の
規
模
及
び
操
業
度
の
決
定
を
国
民
経
済
的
な
全
体
的
関
連
と
し
て
み
れ
ば
、
一
国
の
総
経
済
資
源
の
各

産
業
部
門
へ
の
配
分
、
及
び
一
産
業
部
門
内
に
お
け
る
各
企
業
へ
の
配
分
と
い
う
事
態
関
連
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
産
業
部
門
の
構
成
過
程

　
国
民
経
済
を
支
え
る
一
つ
の
根
本
支
柱
た
る
産
業
秩
序
の
構
成
さ
れ
る
最
下
位
層
で
は
、
個
々
の
企
業
が
諸
々
の
経
営
の
体
系
と
し
て
社

会
構
成
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
次
い
で
中
位
の
階
層
で
は
、
こ
う
し
た
個
別
的
企
業
を
構
成
単
位
と
し
て
、
同
種
商
品
の
生
産
に
当
る
一

切
の
企
業
が
秩
序
づ
け
ら
れ
て
個
々
の
産
業
部
門
と
い
う
領
域
が
構
成
ざ
れ
る
。
上
位
の
階
層
で
は
、
一
切
の
種
類
の
産
業
部
門
が
秩
序
づ

け
ら
れ
て
一
国
の
産
業
体
系
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
一
国
の
産
業
秩
序
と
家
政
秩
序
と
が
双
面
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
、
国
民
経

済
の
生
活
秩
序
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
産
業
部
門
は
対
下
向
的
に
は
同
種
商
品
の
生
産
に
当
る
一
切
の
企
業
の
秩
序
で
あ
り
乍
ら
、

対
上
向
的
に
は
一
国
産
業
体
系
に
包
括
さ
れ
る
中
間
的
な
包
括
構
成
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
だ
に
こ
の
産
業
部
門
の
領
域
は
流
通
経
済
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

る
同
種
商
品
生
産
の
源
泉
と
し
て
、
そ
の
総
生
産
量
に
対
応
す
る
範
疇
で
あ
る
。

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

　
さ
て
一
産
業
部
門
の
規
模
と
賦
、
と
り
も
直
さ
ず
そ
の
取
扱
う
特
定
種
類
の
商
品
の
総
生
産
量
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
（
一
）
当
該
産

業
部
門
に
所
厨
す
る
企
業
の
数
と
、
（
二
）
そ
れ
ら
各
企
業
の
生
産
量
の
大
小
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
後
者
は
（
三
）
各
企

業
の
企
業
規
模
と
そ
の
操
業
度
と
の
相
乗
積
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
従
っ
て
こ
の
産
業
部
門
は
国
民
経
済
の
構
成
に
沿
う
て
行
わ
れ
る
統
制
が

特
に
干
与
す
べ
き
具
体
的
な
揚
域
を
提
供
し
て
い
る
と
書
え
る
。

　
い
ま
産
業
な
い
し
具
体
的
に
こ
れ
を
構
成
す
る
企
業
は
、
一
方
で
は
生
産
物
の
生
産
者
・
供
給
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
と
と
も
に
、

他
方
で
は
そ
の
生
産
に
必
要
な
生
産
財
の
需
要
者
と
し
て
の
地
位
を
も
持
っ
て
い
る
。
産
業
経
済
掌
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
二
つ
の
面
の
課
題
を
解
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
産
業
部
門
の
立
場
と
し
て
は
、
生
産
物
供
給
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
、
一
国

の
経
済
生
活
を
絶
え
ざ
る
循
環
に
保
ち
う
る
た
め
に
各
生
産
部
門
に
お
け
る
総
生
産
量
の
決
定
と
、
叉
各
産
業
部
門
の
内
部
に
お
け
る
企
業

の
数
と
各
企
業
の
生
産
量
の
決
定
の
問
題
を
も
つ
て
い
る
。
生
産
財
の
需
要
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
は
、
↓
国
の
処
分
し
う
る
人
的
・
物
的

資
源
の
利
用
を
合
理
的
な
ら
し
め
る
為
め
に
、
各
産
業
部
門
へ
の
資
源
配
分
と
各
部
門
の
酉
部
に
お
け
る
各
企
業
へ
の
資
源
配
分
．
の
問
題
と

を
も
っ
て
い
る
。
尤
も
一
産
業
部
門
の
担
当
す
べ
き
総
生
産
量
を
一
切
の
企
業
の
間
に
い
か
に
配
分
す
る
か
の
問
題
と
、
こ
の
産
業
部
門
に

配
分
さ
れ
た
総
生
産
財
を
そ
の
内
部
に
お
い
て
各
企
業
へ
い
か
に
配
分
す
る
か
の
門
題
と
は
表
裏
一
体
と
し
て
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に

言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
産
業
部
門
構
成
の
問
題
の
第
一
問
題
は
、
産
業
規
模
の
決
定
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
そ
こ
に
包
括
さ
れ
る

企
業
の
数
と
各
企
業
の
規
模
を
い
か
に
決
定
す
る
か
で
あ
る
。
．
そ
し
て
こ
れ
に
次
い
で
、
設
立
さ
れ
た
企
業
叉
は
就
業
に
動
員
さ
れ
た
企
業

を
い
か
な
る
程
度
ま
で
稼
動
す
る
か
の
企
業
操
業
度
の
問
題
が
起
る
の
で
あ
る
。
尤
も
官
由
経
済
体
制
の
下
で
は
産
業
部
附
規
模
を
い
か
に

惚
者
す
る
か
と
い
う
主
体
的
な
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
個
々
の
企
業
の
規
模
が
主
体
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
の
自
の
ず
か
ら
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な
る
成
果
ど
し
て
一
切
の
同
種
企
業
を
包
括
し
て
産
業
部
門
の
規
模
が
決
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
計
画
経
済
の
下
で
は
、
国

家
政
治
体
は
一
切
の
産
業
部
門
の
規
模
を
決
定
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
相
関
的
に
こ
の
部
門
に
包
括
さ
れ
る
企
業
の
数
と
そ
の
企
業
の
規
模

を
決
定
す
る
。

　
さ
て
こ
う
し
た
産
業
規
模
の
決
定
の
問
題
は
i
自
由
経
済
の
場
合
だ
る
と
計
画
経
済
の
場
合
た
る
と
を
問
わ
ず
一
第
一
に
最
初
に
遡

っ
て
新
し
い
企
業
を
設
立
す
る
場
合
と
、
第
二
に
既
に
存
在
す
る
企
業
を
稼
動
せ
し
め
る
場
合
と
に
区
別
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
企
業
新
設
の
場
合

　
薪
し
い
企
業
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
切
の
新
設
企
業
を
包
括
し
た
産
業
部
門
の
規
模
が
決
定
さ
れ
る
。

　
（
a
）
自
由
経
済
の
場
合

　
私
的
企
業
の
自
由
設
立
の
行
わ
れ
る
場
合
。
新
企
業
設
立
者
に
し
て
各
生
産
量
に
お
け
る
費
用
を
見
積
っ
て
平
均
費
用
曲
線
の
全
体
的
形

態
を
描
き
出
し
た
と
き
、
最
低
平
均
費
用
が
そ
の
生
産
物
の
予
想
販
売
価
格
よ
り
も
低
位
に
あ
る
な
ら
ば
、
新
設
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
企
業
の
生
産
量
を
漸
次
増
加
し
て
ゆ
く
と
き
み
ら
れ
る
平
均
費
用
の
変
化
を
示
す
平
均
費
用
曲
線
の
全
体
的
形
態
を
見
積
レ
、

平
均
費
用
の
最
低
点
i
謂
わ
ゆ
る
最
適
操
業
度
に
お
け
る
平
均
費
用
が
予
想
価
格
よ
り
も
低
位
に
あ
る
こ
と
の
期
待
さ
れ
る
一
切
の
企
業

が
、
而
し
て
単
に
か
か
る
条
件
を
具
え
た
企
業
の
み
が
合
理
的
に
新
設
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
際
企
業
設
立
者
に
し
て
将
来
と
も
予
想
価
格
が
継
続
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
点

ま
で
生
産
を
拡
充
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
企
業
規
模
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
自
由
競
争
の
結
果
、
自
己
の
最
低
平
均
費

用
迄
価
絡
の
下
落
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
最
適
操
業
度
に
一
致
す
る
よ
う
企
業
規
模
を
決
定
す
る
。
か
く
し
て
個
別
的
な
利

潤
計
算
に
基
い
て
個
々
の
私
的
企
業
の
新
設
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
ら
個
別
的
企
業
の
総
計
が
と
り
も
直
さ
ず
一
産
業
部
門
に
包
括
さ
れ
る
企

　
　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
一
計
画
経
済
的
原
理

業
の
数
を
決
定
す
る
。
而
し
て
一
度
び
企
業
が
新
設
さ
れ
た
う
え
は
、
各
企
業
は
そ
の
限
界
費
用
が
現
実
の
市
場
価
絡
と
均
等
す
る
点
ま
で

生
産
を
拡
充
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
最
有
利
操
業
度
の
原
理
が
働
く
。

　
（
b
）
計
画
経
済
の
場
合

　
国
家
が
国
家
企
業
を
新
し
く
設
立
す
る
場
合
に
は
、
各
種
の
企
業
規
模
を
比
較
し
て
、
最
適
操
業
度
一
平
均
費
用
の
最
低
な
る
操
業
度

一
に
お
け
る
平
均
雷
の
最
小
な
る
よ
う
な
箋
規
模
（
こ
れ
姦
適
提
嗣
肇
藻
出
し
て
～
」
れ
を
擢
規
模
と
し
て
取
上

げ
る
。
い
ま
こ
の
標
準
企
業
の
平
均
費
用
曲
線
を
計
算
し
、
こ
れ
と
こ
の
財
に
対
す
る
社
8
会
的
需
要
価
格
曲
線
之
を
比
較
し
て
、
若
し
こ
の

平
均
費
用
曲
線
に
し
て
需
要
曲
線
よ
り
も
低
位
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
企
業
を
晶
群
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
、
企
業

の
最
適
操
業
度
に
お
け
る
最
低
平
均
費
用
が
需
要
曲
線
よ
り
必
ず
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
言
わ
な
い
。
最
適
操
業
度
に
お
け
る
平
均
費

用
は
需
要
曲
線
よ
り
も
高
位
に
あ
り
乍
ら
、
そ
の
他
の
点
で
需
要
曲
線
よ
り
低
い
こ
ど
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
需
要
曲
線
が
平
均
費
用
曲
線

を
ば
最
適
操
業
度
よ
り
前
に
切
り
、
且
つ
傾
斜
が
需
要
曲
線
の
方
が
大
な
る
場
合
は
こ
れ
で
あ
る
。
か
よ
う
に
需
要
価
格
曲
線
が
平
均
費
用

曲
線
の
最
低
点
よ
り
左
方
に
て
交
叉
す
る
か
、
或
い
は
こ
の
最
低
点
に
て
交
叉
す
る
限
り
、
こ
の
産
業
部
門
に
は
唯
一
つ
の
企
業
の
み
が
合

理
的
に
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
需
要
価
格
曲
線
が
平
均
費
用
曲
線
最
低
点
の
右
方
に
て
こ
れ
に
交
わ
る
場
合
に
は
、
い
く
ば
く
数
の

企
業
を
新
設
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
か
を
計
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
標
準
企
業
の
最
適
操
業
度
に
お
け
る
平
均
費
用
の
高
さ
に
照
応

す
る
社
会
的
総
需
要
量
を
ば
、
こ
の
企
業
の
最
適
操
業
度
に
照
応
す
る
企
業
操
業
度
－
生
産
量
1
で
も
つ
て
除
し
た
数
だ
け
の
企
業
を

新
設
す
る
。
そ
し
て
こ
の
割
算
で
残
り
が
な
け
れ
ば
各
企
業
は
最
適
操
業
度
ま
で
操
業
す
る
し
、
ま
た
残
り
が
生
ず
れ
ば
そ
の
分
だ
け
を
企

業
数
で
除
し
て
各
企
業
の
操
業
度
を
ば
、
そ
れ
だ
け
最
適
操
業
度
以
上
に
延
長
す
べ
き
で
あ
る
。
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（
3
）
　
既
存
企
業
動
員
の
場
合

　
鼓
で
は
、
特
定
の
産
業
部
門
の
う
ち
に
す
で
に
既
設
の
企
業
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
産
業
部
門
の
生
産
す
べ
き
所
要
の

生
産
物
の
総
量
を
生
産
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
そ
の
産
業
部
門
内
に
お
け
る
諸
々
の
企
業
の
間
に
い
か
に
配
分
す
る
か
と
い
う
問
題
を
取
上

げ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
そ
の
産
業
部
門
に
す
で
に
存
在
す
る
一
切
の
企
業
の
う
ち
、
抑
々
如
何
な
る
企
業
が
就
業
に
動
員
さ
れ
る

か
、
そ
し
て
就
業
し
た
一
切
の
企
業
が
如
何
な
る
操
業
度
ま
で
生
産
す
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
。

　
（
a
）
偵
由
経
済
の
場
合

自
由
経
済
の
特
質
と
し
て
そ
の
商
品
の
市
場
価
格
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
各
企
業
は
こ
の
価
絡
を
所
与
の
も
の
と
し
こ
れ
を
前
提
と
し
て
計

算
し
て
各
自
の
活
動
を
決
定
す
る
。
然
る
と
き
は
各
企
業
に
し
て
営
利
主
義
の
原
理
に
従
う
限
り
、
一
産
業
部
門
に
現
存
す
る
企
業
の
う
ち

で
そ
の
平
均
費
用
曲
線
が
市
場
価
格
よ
り
も
低
い
企
業
が
、
そ
し
て
か
か
る
企
業
の
み
が
就
業
に
動
員
さ
れ
、
次
い
で
、
こ
れ
ら
就
業
せ
る

企
業
は
夫
々
最
有
利
操
業
度
ま
で
生
産
を
拡
充
し
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
各
企
業
の
生
産
量
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
ず
、
各
企
業
に
つ
き
平
均
費
用
曲
線
の
全
体
を
描
い
た
場
合
、
そ
の
平
均
費
用
曲
線
が
市
場
価
格
よ
り
も
低
位
に
あ
る
一
切
の
企
業
が
、

し
か
も
単
に
か
か
る
条
件
を
具
え
る
企
業
の
み
が
合
理
的
に
就
業
に
動
員
さ
れ
う
る
資
格
を
も
つ
て
い
る
。
次
い
で
、
就
業
せ
る
一
切
の
企

業
は
極
大
利
潤
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
判
断
す
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
限
界
費
用
が
市
場
価
格
と
一
致
す
る
点
歪
で
操
業
を

拡
充
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
面
か
ら
一
産
業
部
門
に
於
け
る
就
業
企
業
の
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
生
産

量
が
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
両
者
の
総
和
と
し
て
当
該
産
業
部
門
の
総
生
産
量
が
決
定
さ
れ
る
。

　
さ
て
此
の
揚
合
、
同
一
の
市
揚
に
お
い
て
同
種
の
財
に
つ
い
て
は
一
物
一
価
の
法
則
が
働
い
て
お
り
、
．
一
切
の
企
業
の
販
売
価
格
は
同
一

で
あ
る
か
ら
、
各
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
費
用
を
こ
の
価
絡
と
均
等
化
せ
し
め
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
同
一
部
門
内
の
一
切
の
企
業
の

　
　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

限
界
費
用
は
連
衡
的
に
均
衡
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
一
産
業
部
門
内
に
於
け
る
一
切
の
企
業
に
つ
い
て
限
界
費
用
均
等
法
則
が
妥
当

す
る
。
要
す
る
に
、
一
産
業
部
門
内
に
於
け
る
各
企
業
の
生
産
量
の
決
定
、
及
び
こ
れ
ら
の
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
と
し
て
の
そ
の

産
業
部
門
の
産
業
規
模
の
決
定
は
、
個
々
の
企
業
に
於
け
る
限
界
費
用
・
価
格
均
等
法
則
及
び
一
部
門
に
属
す
る
企
業
全
体
に
於
け
る
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

費
用
均
等
法
則
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

　
（
b
）
計
画
経
済
の
揚
合

　
自
由
経
済
の
特
質
は
、
需
要
供
給
関
係
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
市
場
価
格
を
前
提
と
し
て
、
各
企
業
が
極
大
利
潤
の
獲
得
を
目
標
と
し
て

各
自
の
生
産
量
を
決
定
し
て
ゆ
く
こ
と
の
総
計
と
し
て
、
当
該
産
業
部
門
の
総
生
産
量
、
即
ち
そ
の
産
業
規
模
が
自
動
的
に
決
定
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
の
う
ち
に
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
計
画
経
済
の
特
質
は
、
計
画
主
体
が
最
高
度
の
国
民
経
済
性
を
目
標
と
し
て
、
国
民
経
済
の

綜
合
的
計
画
の
内
部
に
お
い
て
、
各
産
業
部
門
に
対
し
て
、
一
方
に
お
い
て
そ
の
商
品
の
公
定
価
格
と
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
産
業
規
模
及

び
こ
れ
に
所
属
す
る
企
業
の
数
及
び
各
企
業
の
生
産
量
と
を
同
時
相
関
的
に
決
定
し
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の

　
計
画
経
済
主
体
た
る
国
家
政
治
体
の
構
成
す
る
各
種
商
品
の
公
定
価
格
な
る
も
の
は
、
一
切
の
家
政
が
こ
れ
を
前
提
と
し
て
極
大
満
足
を

う
る
よ
う
に
決
定
し
た
都
合
に
生
ず
る
総
需
要
量
と
、
こ
の
種
の
財
を
生
産
す
る
一
切
の
企
業
が
こ
れ
を
前
提
と
し
て
極
大
利
潤
を
う
る
よ

う
に
決
定
し
た
寄
合
に
生
ず
る
総
供
給
量
と
が
均
等
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
公
定
価
格
を
指
標
と
し
て
、
各
家
政
・

が
こ
れ
と
、
各
自
の
限
界
利
用
と
の
均
等
化
す
る
よ
う
に
そ
の
需
要
量
を
決
定
し
た
も
の
の
国
民
経
済
全
体
に
お
け
る
総
和
た
る
そ
の
種
の

財
の
総
需
要
量
と
、
各
企
業
が
こ
の
公
定
価
格
と
各
自
の
限
界
費
用
と
の
均
等
化
す
る
よ
う
に
そ
の
生
産
量
を
決
定
し
た
も
の
の
当
該
産
業

部
門
全
体
に
お
け
る
総
和
た
る
こ
の
種
の
財
の
総
供
給
量
と
が
均
等
す
る
よ
う
な
価
格
で
あ
る
。
然
る
に
各
企
業
が
平
均
費
用
の
最
低
点
を

越
え
て
生
産
を
拡
大
し
そ
の
限
界
費
用
と
価
格
と
一
致
す
る
点
で
操
業
度
を
決
定
し
た
場
合
、
各
企
業
の
平
均
費
用
は
価
格
（
一
限
界
費
用
）
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よ
り
低
位
に
あ
り
、
且
つ
そ
の
高
さ
は
各
企
業
に
つ
い
て
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
。
従
っ
て
か
か
る
場
合
に
は
、
各
企
業
は
そ
の
限
界
単
位

の
生
産
に
つ
い
て
価
格
（
一
限
界
費
用
）
と
平
均
費
用
と
の
差
額
だ
け
を
超
費
余
剰
と
し
て
収
め
、
従
っ
て
全
生
産
量
に
対
し
限
界
費
用
と

均
等
せ
る
公
定
価
格
が
麦
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
全
体
と
し
て
こ
の
限
界
単
位
の
超
費
余
剰
に
生
産
量
を
乗
じ
た
積
に
相
当
す
る
総
余
剰
を
収

あ
る
こ
ど
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
各
企
業
の
収
め
る
総
余
剰
は
、
各
自
の
平
均
費
用
の
大
小
及
び
生
産
量
の
大
小
に
照
応
し
て
そ
れ
ぞ
れ
相

異
す
る
こ
と
と
な
る
。
い
ま
計
画
経
済
体
制
の
下
に
お
い
て
各
企
業
を
し
て
適
正
利
得
以
上
に
の
ぼ
る
超
過
利
得
を
収
め
し
め
る
こ
と
を
排

、
除
す
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
な
ら
ば
、
各
企
業
の
生
産
量
を
ば
こ
の
公
定
価
格
に
て
買
上
げ
な
い
で
、
各
企
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
費
用
－

許
さ
る
べ
き
適
正
利
得
を
含
め
た
と
こ
ろ
の
平
均
費
用
を
意
味
す
る
一
に
お
い
て
買
上
げ
る
と
い
う
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
か
か
る
計
画
黒
髪
の
下
に
お
い
て
も
、
各
企
業
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
る
に
当
っ
て
は
、
一
本
の
指
標

価
格
を
公
定
し
て
指
示
し
、
こ
れ
と
各
自
の
限
界
費
用
と
が
一
致
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
量
（
操
業
度
）
を
決
定
せ
し
め
る
よ
う
に
、

指
導
規
制
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
国
民
経
済
的
合
理
性
を
確
保
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
計
画
経
済
主
体
た
る
国
家
政

治
体
は
、
各
企
業
を
し
て
こ
の
一
本
の
公
定
価
格
と
各
自
の
限
界
費
用
と
が
均
等
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
た
う
え
、

各
自
の
平
均
費
用
に
お
い
て
買
上
げ
、
こ
れ
を
消
費
者
に
売
渡
す
に
当
っ
て
は
最
初
に
公
定
し
た
価
格
で
売
渡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
従
っ
て
国

・
家
は
各
企
業
か
ら
．
の
買
上
値
段
と
消
費
者
へ
め
売
渡
値
段
と
の
差
額
だ
け
を
国
家
利
得
と
し
て
牧
め
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
の
如
く
こ
の
公

定
価
格
を
売
渡
値
段
と
し
て
消
費
者
に
売
渡
し
て
は
じ
め
て
、
一
切
の
家
政
か
ら
出
る
総
需
要
量
が
、
国
家
が
一
切
の
企
業
か
ら
買
上
げ
且

う
消
費
者
に
売
却
す
る
総
供
給
量
と
均
等
す
る
こ
乏
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
若
し
国
家
が
自
ら
国
家
利
得
を
牧
め
る
こ
と
を
避
け
ん
と

し
て
、
一
切
の
企
業
者
か
ら
買
上
げ
た
総
買
上
値
段
の
み
を
回
呈
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
そ
の
総
買
上
値
段
を
総
買
上
量
で
除
し
た
平

準
値
段
に
て
売
却
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
低
い
売
渡
値
毅
に
お
い
て
出
る
総
需
要
量
は
一
切
の
企
業
の
総
生
産
量
・
即
ち
国
家
の
総
供
給
量

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
て
供
給
不
足
を
み
る
に
至
る
。

三
　
費
用
補
償
主
義
の
吟
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
平
均
費
用
・
価
格
均
等
の
原
理

い
ま
計
画
経
済
下
に
お
け
る
企
業
世
業
度
を
決
定
す
る
た
め
の
指
導
原
理
と
し
て
は
、
控
壁
費
用
補
償
主
義
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
自
由
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
企
業
操
業
度
及
び
企
業
規
模
の
決
定
に
対
し
て
は
利
潤
極
大
化
を
目
標
と
す
る
営
利
主
義
国
暑
①
き
。
・
・

腰
一
重
号
を
指
導
原
理
と
す
る
の
に
対
照
し
て
、
計
画
経
済
の
下
の
そ
れ
は
費
用
の
過
不
足
な
き
回
復
を
目
標
と
す
る
費
用
補
償
主
義
閑
。
。
・
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

自
①
。
ξ
轟
。
・
唱
二
話
号
を
指
導
原
理
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
い
ま
営
利
主
義
を
否
定
し
た
新
し
い
経
済
体
制
に
お
い
て
は
、
営

、利

蜍
`
に
代
っ
て
屡
々
費
用
補
償
主
義
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
即
応
す
る
企
業
操
業
度
決
定
の
理
論
が
明
か
に
さ
れ
、

そ
れ
に
基
い
て
産
業
規
模
決
定
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
遊
で
は
、
こ
の
謂
う
と
こ
ろ
の
費
用
補
償
主
義

な
る
も
の
が
、
果
し
て
統
制
経
済
な
い
し
計
画
経
済
下
に
お
け
る
企
業
操
業
度
及
び
産
業
規
模
を
決
定
す
る
原
理
と
し
て
い
か
な
る
内
容
に

お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
い
ま
企
業
に
し
て
最
有
利
操
業
度
ま
で
生
産
を
拡
大
し
て
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
点
で
は
限
界
費
用
と
価
格
と
は
一
致
し
て
い
る
が
、

平
均
費
用
は
価
格
よ
り
低
位
に
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
価
格
と
平
均
費
用
と
の
差
額
だ
け
単
位
当
り
余
剰
利
潤
が
生
れ
る
。
け
だ
し
平
均
費
用

の
最
低
調
に
お
い
て
は
平
均
費
用
と
限
界
費
用
と
は
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
限
界
費
用
は
平
均
費
用
よ
り
高
位
に
あ
る
。
い
ま
限
界
費

用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
最
有
利
操
業
度
に
お
け
る
平
均
費
用
と
限
界
費
用
と
の
差
た
る
単
位
当
り
余
剰
利
潤
に
生
産
量
を
乗
じ
た
積
が
こ

の
操
業
度
に
お
け
る
総
余
剰
利
潤
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
け
る
総
余
剰
利
潤
は
最
大
で
あ
る
。
い
ま
利
潤
極
大
を
目
標
と
す
る
営
利
主
義
的
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な
私
企
業
が
か
か
る
最
有
利
操
業
度
ま
で
生
産
を
拡
充
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
営
利
主
義
を
否
定
す
る
統
制
経
済

体
制
の
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
っ
て
費
用
補
償
主
義
を
指
導
原
理
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
為
め
に
は
平
均
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す

る
と
こ
ろ
ま
で
生
産
を
拡
充
せ
し
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
限
界
費
用
と
価
絡
と
の
一
致
す
る
最
有
利
操
業
度
に
お

い
て
は
、
平
均
費
用
は
未
だ
価
格
よ
り
低
く
、
両
者
の
差
が
余
剰
利
潤
と
な
る
が
、
こ
の
点
を
越
え
て
さ
ら
に
生
産
量
を
拡
大
し
て
ゆ
く
と

き
ハ
限
界
費
用
曲
線
は
価
絡
よ
り
も
高
く
な
る
と
と
も
に
、
平
均
費
用
曲
線
が
次
第
に
価
格
に
接
近
し
て
来
る
。
そ
こ
で
こ
の
平
均
費
用
が

価
格
と
一
致
す
る
点
で
生
産
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
単
に
費
用
を
補
償
す
る
の
み
で
何
等
の
余
剰
利
潤
を
も
生
ぜ
ざ
る
操
業
度
に
到
達
す
る
9

　
な
る
ほ
ど
企
業
を
し
て
か
か
る
平
均
費
用
と
価
絡
と
の
一
致
す
る
点
ま
で
操
業
を
拡
充
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
企
業
が
余
剰
利

潤
を
獲
得
す
る
こ
と
を
排
除
し
、
も
っ
て
正
に
費
用
の
過
不
足
な
き
状
態
の
回
復
を
目
標
と
す
る
費
用
補
償
主
義
の
原
理
を
貫
く
こ
と
は
出

来
る
。
し
か
し
企
業
の
余
剰
利
潤
を
収
得
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
た
め
に
、
限
界
費
用
と
価
格
と
の
一
致
ず
る
操
業
度
を
越
え
て
平
均
費
用

と
価
格
と
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
ま
で
操
業
度
を
拡
充
す
る
こ
と
が
、
果
し
て
国
民
経
済
的
合
理
性
の
要
請
に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

関
係
に
お
い
て
は
、
次
ぎ
の
二
つ
の
点
が
問
題
と
な
る
。
第
一
は
、
最
有
利
操
業
度
を
越
え
て
生
産
を
拡
大
せ
し
め
る
こ
と
は
、
単
に
私
的

企
業
の
僧
利
的
合
理
性
に
反
す
る
の
み
で
は
な
く
、
な
お
国
民
経
済
的
合
理
性
に
も
反
す
る
こ
と
。
第
二
は
、
こ
の
限
界
を
越
え
て
生
産
を

拡
大
す
る
必
要
あ
る
揚
合
に
お
い
て
も
、
平
均
費
用
を
指
標
と
し
て
、
こ
れ
と
価
格
と
が
均
等
す
る
点
ま
で
生
産
を
拡
充
せ
し
め
る
こ
と
は

国
民
経
済
的
合
理
性
に
反
す
る
の
で
あ
っ
て
、
常
に
必
ず
限
界
費
用
の
高
さ
を
指
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
国
民
経
済
性
よ
り
の
批
判

　
い
ま
、
国
民
経
済
σ
立
揚
よ
り
み
た
場
合
に
お
い
て
、
各
企
業
が
限
界
費
用
と
国
定
価
格
と
の
一
致
す
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
を
拡
充

し
、
平
均
費
用
と
国
定
価
格
と
の
一
致
す
る
点
で
停
止
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
若
し
国
家
政
治
体
の
公
定
し
て
指
示
し
た

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

価
格
に
し
て
適
正
な
る
価
格
な
り
と
前
提
す
れ
ば
、
こ
の
指
示
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
点
以
上
に
生
産
量
を
増
加
せ
し
め
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

指
導
規
制
す
る
こ
と
は
国
民
経
済
的
合
理
性
に
も
反
す
る
。

　
元
来
統
制
経
済
下
に
お
い
て
国
家
主
体
が
公
定
価
格
を
構
成
す
る
に
当
り
て
は
、
こ
の
価
格
に
お
い
て
当
該
財
の
総
需
要
量
と
総
生
産
量

と
が
均
等
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
か
も
各
企
業
が
そ
の
限
界
費
用
と
こ
の
価
格
と
↓
致
す
る
よ
う
に
生
産
量
を

決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
た
る
こ
の
心
止
の
総
生
産
量
と
、
各
家
政
が
そ
の
限
界
利
用
と
こ
の
価
格
と
一
致

す
る
よ
う
に
需
要
量
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
家
政
の
需
要
量
を
総
計
し
た
、
こ
め
財
の
総
需
要
量
と
が
均
衡
す
る
よ
う
に
価
格

が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
こ
れ
と
同
時
に
各
産
業
部
門
の
規
模
も
相
関
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
若
し
構
成
さ
れ
た

価
格
に
し
て
適
正
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
あ
る
企
業
を
し
て
限
界
費
用
と
公
定
価
格
と
の
一
致
す
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
す
る
こ
と
を
．

強
制
す
る
な
ら
ば
、
国
民
経
済
全
体
に
お
け
る
総
需
要
量
と
総
供
給
量
と
の
均
衡
が
破
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
は
国
民
経
済
の
均
衡

的
構
成
を
破
っ
て
、
こ
の
種
の
財
の
生
産
を
不
当
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
一
国
の
限
ら
れ
た
総
経
済
資
源
の
各
産
業
部
門

へ
の
適
正
な
る
配
分
を
破
っ
て
、
こ
の
種
の
財
の
産
業
部
門
に
お
い
て
経
済
資
源
が
不
当
に
過
大
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ

を
要
す
る
に
、
公
定
さ
れ
た
価
格
が
適
正
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
価
格
と
各
企
業
の
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る

企
業
操
業
度
を
越
え
て
生
産
を
拡
充
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
］
国
の
経
済
資
源
の
最
有
利
な
る
利
用
を
破
壊
せ
し
め
て
国
民
経
済
的
合
理
性

に
も
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
計
画
経
済
下
に
お
け
る
根
本
原
理
と
し
て
、
費
用
補
償
主
義
に
よ
っ
て
各
企
業
が
余
剰
利
潤
を
収
得

す
る
こ
と
を
排
除
せ
ん
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
は
承
認
し
う
る
も
、
そ
の
費
用
補
償
主
義
な
る
も
の
の
内
容
に
し
て
、
各
企
業
を
し
て
限
界

費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
企
業
操
業
度
を
越
え
て
、
平
均
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
点
ま
で
生
産
を
拡
大
せ
し
む
べ
し
と
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
な
疹
ば
、
そ
れ
は
国
民
経
済
的
合
理
性
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
各
企
業
を
し
て
、
そ
の
生
産

一22一



物
を
供
出
せ
し
め
る
価
格
を
決
定
す
る
に
当
り
、
そ
の
限
界
生
産
物
の
限
界
費
用
に
お
い
て
で
は
な
く
、
各
自
の
平
均
費
用
を
も
つ
て
せ
し

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
補
償
主
義
を
実
現
せ
し
め
る
こ
と
は
正
し
い
が
、
し
か
し
各
企
業
を
し
て
そ
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
る
原
理
と

し
て
、
そ
の
限
界
生
産
物
の
限
界
費
用
に
代
え
て
各
自
の
平
均
費
用
と
生
産
指
標
価
格
と
を
一
致
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
補
償
主
義

を
と
る
こ
と
は
国
民
経
済
的
合
理
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
承
認
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
限
界
費
用
・
価
格
均
等
の
原
理

　
さ
て
各
企
業
に
し
て
限
界
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
を
増
大
す
る
こ
と
が
必
要
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
各
企

業
の
平
均
費
用
曲
線
を
顧
慮
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
限
界
費
用
曲
線
を
指
標
と
し
、
こ
れ
と
価
格
と
の
一
致
す
る
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
上
で
は
公
定
価
絡
に
し
て
適
正
に
決
定
さ
れ
℃
い
る
限
り
、
こ
の
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
操
業
度
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誰
7
）

え
て
生
産
を
増
加
す
る
こ
と
は
国
民
経
済
的
合
理
性
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
結
論
し
た
。
従
っ
て
い
ま
こ
こ
に
各
企
業
を
し
て
か

か
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
な
る
場
合
と
い
う
の
は
、
こ
の
与
え
ら
れ
た
価
格
そ
の
も
の
が
適
正
な
も
の
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
来
価
格
を
形
成
す
る
に
当
っ
て
は
、
こ
の
公
定
価
格
を
指
標
と
し
て
生
れ
た
総
需
要
量
と
総
生
産
量
と

を
均
等
せ
し
め
る
に
適
当
な
大
い
さ
に
お
い
て
算
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
各
企
業
が
そ
の
限
界
費
用
が
こ
の
指
標
価
格
と
一
致
す

る
よ
う
に
生
産
量
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
が
、
各
家
政
が
そ
の
限
界
利
用
と
こ
の
指
標
価
格
と
一
致
す

る
よ
う
に
需
要
量
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
家
政
の
需
要
量
の
総
計
と
均
等
す
る
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従

っ
て
若
し
各
企
業
を
し
て
限
界
費
用
と
価
格
と
一
致
す
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
な
と
い
う
情
況
は
、
現
在
の
価
格

は
総
体
的
に
需
要
と
供
給
と
を
一
致
せ
し
め
る
た
め
に
適
正
な
高
さ
よ
り
も
低
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
若
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
情
況
の
下
で
は
必
要
生
産
量
の
増
加
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
価
格
そ
の
も
の
を
改
訂
し
て
引
上
げ
る
こ
と
が
必

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

要
で
あ
る
。
而
か
も
こ
の
価
格
引
上
に
当
っ
て
は
、
各
企
業
が
こ
の
新
し
い
価
格
水
準
と
各
自
の
限
界
費
用
と
が
一
致
す
る
迄
生
産
を
増
加

せ
し
め
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
が
、
こ
の
新
し
い
価
格
水
準
を
基
準
と
し
て
一
切
の
家
政
か
ら
出
る
総
需
要
量
と

均
等
し
て
く
る
よ
う
に
算
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
同
様
に
、
事
情
の
変
更
に
よ
っ
て
一
産
業
部
門
の
総
生
産
量
の
増
加
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
こ
れ
に
在
着
す
る
昏
企
業
を
し
て
従

来
の
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
操
業
度
を
越
え
て
生
産
量
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
は
当
該
商
品
に

対
す
る
現
在
の
価
格
を
引
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
6
。
し
か
る
に
こ
う
し
た
新
し
い
形
成
価
格
の
算
定
の
前
提
と
し
て
各
企
業
の
生
産
費

の
増
加
の
傾
向
を
み
る
に
当
っ
て
も
、
各
企
業
の
限
界
費
用
芝
価
格
の
一
致
す
る
操
業
度
以
後
に
お
け
る
限
界
費
用
の
上
昇
形
態
に
注
目
し
、

限
界
費
用
の
上
昇
傾
海
の
低
い
も
の
を
先
ず
拡
充
し
て
ゆ
き
、
そ
し
て
最
後
に
一
切
の
企
業
の
限
界
費
用
が
思
し
い
価
格
と
一
致
し
な
が
ら

相
互
に
均
衡
化
し
た
場
合
に
お
け
る
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
が
、
こ
の
新
し
い
価
格
を
基
準
と
し
て
増
加
し
た
総
需
要
量
に
一
致
す

る
よ
う
新
し
い
価
格
を
算
定
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
国
民
経
済
的
に
最
も
有
利
的
な
る
各
企
業
の
操
業
度
を

決
定
す
る
こ
と
が
出
来
、
ひ
い
て
は
国
民
経
済
的
に
最
も
有
利
に
そ
の
産
業
部
門
の
総
生
産
量
即
ち
産
業
規
模
を
決
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
産
業
部
門
の
内
部
に
お
い
て
抑
々
い
か
な
る
企
業
規
模
の
も
の
を
就
業
に
動
員
す
る
か
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
各
企
業
の
平
均
費
用

の
高
さ
及
び
変
化
に
着
目
し
、
か
か
る
平
均
費
用
曲
線
が
価
格
線
よ
り
も
低
い
企
業
の
み
を
、
そ
し
て
か
か
る
企
業
の
す
べ
て
を
稼
動
せ
し

め
る
こ
と
が
国
民
経
済
的
に
最
有
利
な
条
件
を
充
た
す
。
し
か
し
各
企
業
に
し
て
一
度
び
就
業
へ
動
員
さ
れ
た
う
え
は
、
こ
の
企
業
を
い
か

な
る
操
業
度
ま
で
生
産
せ
し
め
る
か
の
操
業
度
を
決
定
す
る
場
．
合
に
、
各
企
業
の
平
均
費
用
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ζ
の
場
合
に

は
必
ず
各
企
業
の
限
界
費
用
の
高
さ
と
そ
の
変
化
を
注
目
し
、
且
つ
そ
れ
の
み
に
着
目
し
て
そ
の
限
界
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
よ
う
に

操
業
度
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
お
特
定
産
業
部
門
の
総
生
産
量
を
増
加
す
る
に
当
り
、
い
ず
れ
の
企
業
の
生
産
量
を
拡
充
す
べ
き
か
を
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決
定
す
る
場
合
に
も
、
そ
こ
た
在
内
す
る
一
切
の
企
業
に
つ
い
て
の
限
界
費
用
の
大
き
さ
1
即
ち
新
し
く
附
加
さ
れ
る
単
位
の
生
産
に
伴

っ
て
生
ず
る
費
用
一
を
比
較
し
て
、
か
か
る
新
し
い
単
位
を
生
産
す
る
た
め
に
要
す
る
限
界
費
用
の
最
も
低
い
企
業
を
撰
ぶ
こ
と
は
合
理

性
の
要
請
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
平
均
費
用
の
最
も
低
い
企
業
の
生
産
量
を
増
加
し
た
と
き
、
若
し
こ
れ
か
ら
生
ず

る
限
界
費
用
に
し
て
他
の
企
業
の
そ
れ
に
比
し
て
大
な
り
と
せ
ば
、
こ
の
新
し
い
単
位
の
生
産
は
よ
り
聖
な
る
費
用
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
こ

と
と
な
り
合
理
性
の
要
請
に
反
す
る
も
の
と
な
る
。

　
か
く
考
え
て
来
る
と
き
、
若
し
限
界
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
操
業
度
に
お
い
て
平
均
費
用
が
価
格
よ
り
も
低
い
企
業
に
つ
い
て
、
こ

の
平
均
費
用
が
価
格
と
一
致
す
る
点
ま
で
生
産
を
拡
充
す
る
と
い
う
こ
と
、
叉
は
そ
の
平
均
費
用
の
よ
り
低
い
も
の
か
ら
順
次
生
産
を
拡
充

し
て
ゆ
く
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。

　
い
ま
計
画
経
済
の
指
導
精
神
に
し
て
平
均
費
用
と
価
格
と
の
差
額
た
る
余
剰
利
潤
を
認
め
ざ
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
i
即
．
ち
費
用
補
償
主

義
の
原
理
に
よ
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
須
く
各
企
業
に
つ
い
て
平
均
費
用
に
一
致
す
る
供
出
価
格
を
個
別
的
に
附
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
且
つ
合
理
的
で
あ
る
。
一
方
で
は
一
切
の
企
業
に
共
通
す
る
一
本
の
生
産
指
標
価
格
を
指
示
し
て
、
こ
の
共
通
な
る
指
標
価
格
と
各

企
業
の
限
界
費
用
の
均
等
す
る
よ
う
に
、
各
企
業
の
生
産
量
t
操
業
度
を
決
定
ぜ
し
め
つ
つ
、
し
か
も
他
方
で
は
各
企
業
の
供
出
価
格
は

そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
生
産
量
に
お
け
る
平
均
費
用
に
一
致
す
る
よ
う
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
黒
補
償
主
義
の
原
理
を
貫
く
こ
と
が
出
来
る
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
平
均
費
用
供
出
主
義

　
以
上
．
に
お
け
る
費
用
補
償
主
義
に
対
す
る
吟
味
を
通
じ
て
、
計
画
経
済
体
制
の
下
に
お
い
て
営
利
主
義
精
神
を
克
服
し
て
費
用
補
償
主
義

を
指
導
精
神
と
し
な
が
ら
、
而
か
も
国
民
経
済
的
合
理
性
の
保
証
さ
れ
う
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
産
業
規
模
を
決
定
す
る
に
は
、
各
企
業
を

し
て
そ
の
企
業
操
業
度
を
い
か
に
決
定
す
る
よ
う
指
導
規
制
す
べ
き
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
定
の
産
業
部
門
に
所
属
す

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

る
一
切
の
各
企
業
を
し
て
、
国
家
の
公
．
定
し
指
示
し
た
一
本
の
生
産
指
標
価
絡
と
各
企
業
の
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の

操
業
度
を
決
定
せ
し
め
、
、
換
言
す
れ
ば
限
界
費
用
と
価
格
と
の
一
致
す
る
よ
う
に
各
自
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
な
が
ら
、
他
面
そ
の
生
産

物
を
ば
夫
々
の
企
業
の
そ
の
生
産
量
に
お
け
る
個
別
的
な
る
平
均
費
用
に
応
じ
て
供
出
せ
し
め
る
謂
わ
ば
「
個
別
的
平
均
費
用
供
出
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
各
企
業
を
し
て
そ
の
限
界
費
用
と
生
産
指
標
価
格
と
が
一
致

す
る
よ
う
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
る
そ
の
指
標
価
格
を
共
通
の
も
の
と
し
て
一
本
に
設
定
し
な
が
ら
、
し
か
も
各
企
業
を
し
て
そ
の
財
を
供

出
せ
し
め
る
場
合
に
は
そ
の
公
定
価
格
に
お
い
て
で
は
な
く
各
企
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
平
均
費
用
を
以
て
そ
の
基
準
と
す
る
の
で
あ
る
。

此
の
公
定
価
格
は
、
こ
れ
を
指
標
と
し
て
各
家
政
の
決
定
し
た
需
要
量
の
社
会
的
総
和
と
、
こ
れ
を
指
標
と
し
て
各
企
業
の
決
定
し
た
供
給

量
の
社
会
的
総
和
と
が
対
向
的
に
均
衡
す
る
と
い
う
客
観
的
条
件
を
満
す
よ
ヶ
な
均
衡
的
価
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
一
産
業
部
門
内

に
お
い
て
は
、
此
の
公
定
価
格
よ
り
も
低
い
平
均
費
用
の
企
業
の
み
が
就
業
し
、
，
且
つ
就
業
企
業
は
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
費
用
が
こ
の
指
標
価

格
と
均
衡
す
る
ご
と
を
通
じ
て
、
相
互
に
均
等
化
す
る
よ
う
各
自
の
生
産
量
を
決
定
す
る
。
、
い
ま
各
企
業
の
か
か
る
限
界
費
用
と
価
格
と
の

一
致
す
る
操
業
度
に
お
け
る
平
均
費
用
が
夫
々
限
界
費
用
よ
り
も
低
位
に
あ
る
場
合
を
想
定
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
此
の
公
定
価
格
に
於

て
各
企
業
が
供
出
す
る
な
ら
ば
、
各
企
業
は
夫
々
限
界
費
用
と
平
均
費
用
と
の
余
剰
だ
け
を
差
別
利
潤
と
し
て
牧
畜
し
、
且
つ
叉
各
企
業
は

夫
々
に
異
れ
る
高
さ
の
差
別
利
潤
を
牧
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
若
し
統
制
経
済
に
し
て
各
企
業
に
対
し
て
は
差
別
利
潤
及
び
超
過
利
潤
を
認

め
ざ
る
建
前
を
と
る
な
ら
ば
、
国
家
は
各
企
業
の
平
均
費
用
（
プ
ラ
ス
適
正
利
潤
）
を
以
て
供
出
価
格
と
し
、
之
で
も
つ
て
供
出
せ
し
め
ね

ば
な
ら
ぬ
。
吾
々
は
か
か
る
個
別
的
平
均
費
用
供
出
主
義
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
謂
わ
ゆ
る
「
費
用
補
償
主
義
」
を
生
か
し
つ
つ
、
な
お
国

民
経
済
的
合
理
性
を
保
証
し
う
る
、
個
別
企
業
の
操
業
度
及
び
同
種
企
業
の
総
計
と
し
て
の
特
定
産
業
部
門
の
産
業
規
模
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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然
る
に
こ
の
場
合
に
は
、
国
家
は
各
企
業
か
ら
の
買
上
値
段
の
総
計
と
消
費
者
へ
の
売
渡
値
段
の
総
計
と
の
差
額
だ
け
を
国
家
利
得
と
し

て
牧
得
す
る
。
こ
の
際
国
家
に
し
て
、
若
し
か
か
る
国
家
利
得
を
牧
得
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
一
切
の
企

業
を
し
て
各
自
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
る
基
準
と
な
る
生
産
指
標
価
格
と
、
一
切
の
家
政
を
し
て
各
自
の
需
要
量
を
決
定
せ
し
め
る
基
準

た
る
消
費
指
標
価
格
と
を
一
本
と
せ
ず
二
本
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
各
企
業
が
一
つ
の
生
産
指
標
価
格
と
各
自
の
限
界
費
用
と
の
一
致

す
る
よ
う
各
自
の
生
産
量
を
決
定
し
た
も
の
の
一
切
の
企
業
に
つ
い
て
の
総
和
た
る
総
生
産
量
と
、
一
切
の
家
政
が
一
つ
の
消
費
指
標
価
格

と
各
自
の
限
界
利
用
と
の
一
致
す
る
よ
う
各
自
の
需
要
量
を
決
定
し
た
も
の
の
一
切
の
家
政
に
つ
い
て
の
総
和
た
る
総
需
要
量
と
が
一
致
す

る
と
と
も
に
、
他
面
国
家
が
各
企
業
の
生
産
量
を
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
費
用
（
こ
れ
は
生
産
指
標
価
格
よ
り
低
い
）
に
お
い
て
買
上
げ
た
総
額

だ
る
総
買
上
値
段
と
、
一
切
の
家
政
へ
公
定
価
格
（
こ
れ
は
消
費
指
標
価
格
と
同
一
で
あ
る
）
に
お
い
て
売
渡
し
た
も
の
の
総
額
た
る
総
売

却
値
段
と
が
均
等
す
る
よ
う
に
計
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
然
ら
ば
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
産
業
規
模
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
各
企
業
を
し
て
単
に
適
正
利
潤
の
み
を
収
得
せ

し
め
て
余
剰
利
潤
を
許
さ
ざ
る
費
用
補
償
主
義
を
貫
き
つ
つ
、
他
面
一
切
の
企
業
の
生
産
量
の
総
計
た
る
総
供
給
量
を
し
て
総
需
要
量
と
均

衡
せ
し
め
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
各
企
業
を
し
て
公
定
の
生
産
指
標
価
格
と
各
自
の
限
界
費
用
と
が
均
等
す
る
よ
う
各

自
の
生
産
量
を
決
定
せ
し
め
つ
つ
、
而
か
も
彼
等
を
し
て
そ
の
生
産
量
を
各
自
の
平
均
費
用
と
均
等
す
る
供
出
価
格
を
も
つ
て
引
渡
さ
し
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
国
営
の
企
業
な
る
場
合
か
、
或
い
は
国
家
が
私
企
業
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
そ
の
生
産
数
量
と
そ
の
供
出
価
格

と
を
同
時
に
命
令
を
も
つ
て
強
制
し
う
る
場
合
で
あ
る
。
私
企
業
に
対
し
て
、
若
し
国
家
が
生
産
量
を
ば
指
示
し
な
い
で
、
単
に
そ
の
限
界

単
位
に
つ
い
て
の
平
均
費
用
に
均
等
す
る
供
出
謹
言
を
指
示
す
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
企
業
に
し
て
営
利
原
則
に
従
っ
て
計
算
す
る
限
り
、

こ
の
指
示
さ
れ
た
供
出
価
格
と
各
自
の
限
界
費
用
と
の
均
等
す
る
点
ま
で
生
産
す
る
に
止
ま
り
、
こ
の
操
業
度
を
越
え
て
こ
の
供
出
価
格
と

　
　
産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理
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産
業
規
模
の
計
画
経
済
的
原
理

平
均
費
用
と
の
均
等
す
る
点
ま
で
生
産
を
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
各
企
業
を
し
て
生
産
指
標
価
格
と
限
界
費
用
と
の

一
致
す
る
点
ま
で
生
産
せ
し
め
つ
つ
、
そ
の
点
の
平
均
費
用
で
供
出
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
前
者
か
ら
決
定
し
た
生
産
数
量
と
後
者
か

ら
決
っ
た
供
出
価
格
と
を
同
時
に
指
示
し
、
且
つ
強
制
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
公
定
価
格
を
ば
、
各
企
業
が
こ
の
価
格
と
各
自
の
平
均
費
用
と
の
一
致
す
る
よ
う
生
産
量
を
決
定
し
た
と
き
に
お
け
る

産
業
部
門
全
体
に
お
け
る
総
供
給
量
が
こ
れ
を
指
標
と
す
る
総
需
要
量
と
一
致
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
よ
う
。
か
か
る
場
合
に

は
、
各
企
業
が
各
自
の
平
均
費
用
と
こ
の
公
定
指
標
価
格
と
の
一
致
す
る
よ
う
生
産
量
を
決
定
す
る
と
き
の
産
業
部
門
全
体
の
総
供
給
量
と

総
需
要
量
と
は
た
し
か
に
均
衡
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
各
企
業
が
こ
の
公
定
指
標
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
す
る
点
以
上
に

生
産
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
生
産
量
は
決
し
て
最
小
の
費
用
を
も
つ
て
生
産
さ
れ
た
合
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ

ば
各
企
業
が
こ
の
公
定
指
標
価
格
と
各
自
の
平
骨
費
用
と
が
一
致
す
る
点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
を
停
止
す
る
と
き
、
一
切
の
企
業
の
平
均
費

用
は
す
べ
て
公
定
価
格
と
一
致
し
且
つ
相
互
に
均
等
化
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
と
き
各
企
業
の
限
界
費
用
は
必
ず
し
も
均
等
化
し
て
い

る
ど
は
限
ら
な
い
で
、
相
互
に
相
異
し
て
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
せ
ば
、
各
企
業
の
限
界
費
用
と
こ
の
公
定
価
格

と
の
一
致
し
た
点
に
お
け
る
こ
の
産
業
部
門
の
総
供
給
量
以
上
に
お
い
て
増
大
さ
れ
た
附
加
的
供
給
量
の
生
産
は
、
必
ず
し
も
最
小
の
費
用

を
も
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
か
く
の
如
き
は
、
国
民
経
済
的
見
地
か
ら
判
断
す
る
と
き
、
生
産
資
源
の
最

も
合
理
的
な
利
用
の
道
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
計
画
経
済
体
制
の
下
に
お
い
て
、
国
民
資
源
を
最
も
有
利
に
利
用

し
う
る
よ
う
産
業
規
模
を
決
定
す
る
原
理
は
、
各
企
業
を
し
て
公
定
指
標
価
格
と
平
均
費
用
と
の
一
致
点
ま
で
生
産
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
費
用
補
償
主
義
で
は
な
い
。
吾
々
の
到
達
し
た
結
論
は
、
各
企
業
を
し
て
公
定
指
標
価
格
と
限
界
費
用
と
の
一
致
点
ま
で
生

産
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
資
源
を
最
も
有
利
に
利
用
し
つ
つ
、
し
か
も
各
企
業
を
し
て
そ
の
生
産
量
を
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
費
用
を
も
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つ
て
供
出
せ
し
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
費
用
補
償
主
義
を
採
る
こ
と
で
あ
る
。

註
（
1
）
　
拙
稿
「
企
業
規
模
、
企
業
人
業
度
の
経
済
学
的
考
察
」
村
本
福
松
編
「
適
正
規
模
経
営
」
昭
和
廿
五
年
、
一
七
i
一
八
頁

　
（
2
）
　
拙
著
「
経
済
原
論
」
昭
和
二
十
八
年
九
月
、
ご
四
二
頁
以
下

（
3
）
拙
稿
羅
営
規
模
の
原
理
」
国
民
経
済
雑
誌
第
七
二
巻
第
四
星
昭
和
＋
七
年
四
月
・
拙
著
淫
済
原
論
」
傍
積
八
頁

　
（
4
）
拙
著
「
経
済
原
論
」
二
四
七
頁

　
（
5
）
　
営
利
主
義
と
費
用
補
償
主
義
の
対
照
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
大
塚
一
朗
著
・
「
企
業
の
生
産
量
に
関
す
る
研
究
」
昭
和
十
七
年
、
三
八
　
　
四
一
頁
、
三
三
｝
一

　
　
　
　
三
三
五
頁
、
三
九
八
－
四
〇
三
頁

　
（
6
）
　
拙
稿
「
計
画
経
濱
と
経
営
操
業
度
の
原
理
」
商
業
経
済
論
叢
第
十
九
巻
窮
二
号
、
昭
和
十
六
年
十
月
。
拙
稿
「
計
画
経
済
下
の
経
営
操
業
度
」
日
本
経
済
学
年

　
　
　
　
報
、
昭
和
＋
八
年

　
（
7
）
　
拙
稿
「
産
業
構
造
の
統
制
原
理
」
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
企
業
経
済
研
究
年
報
第
二
号
、
昭
和
二
七
年
三
月
、
　
一
五
三
一
一
九
三
頁

　
本
稿
は
学
術
振
興
会
「
企
業
適
正
規
模
委
員
会
」
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
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地
方
産
業
存
立
條
件
の
事
例
研
究

i
岡
山
縣
農
業
献
血
動
機
工
業
に
つ
い
て
一

米

卦化

稔

　
　
　
　
目
　
　
　
次

　
一
、
朋
題
－
中
小
工
業
問
題
と
地
方
産
業

　
二
、
地
方
産
業
存
立
の
一
般
的
問
題
点

　
三
、
事
例
研
究
一
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
に
つ
い
て

　
　
　
（
一
）
背
景

　
　
　
　
A
、
農
業
機
械
化
と
石
油
発
動
機

　
　
　
　
B
、
岡
山
県
の
農
機
具
並
び
に
石
油
発
動
機
エ
業

　
　
　
（
二
）
概
　
　
　
観

　
　
　
（
三
）
　
市
場
的
条
件

　
　
　
　
、
A
、
販
売
関
係
の
現
状

　
　
　
　
B
、
市
場
に
お
け
る
競
争
関
係

　
　
　
　
C
、
市
場
の
一
般
的
性
格

　
　
　
　
　
D
、
岡
山
業
界
の
問
題
点

地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

　
　
（
四
）
　
構
成
的
条
件
、

　
　
　
　
A
、
地
方
産
業
と
し
て
の
業
態

　
　
　
　
B
、
協
同
組
合
に
よ
る
組
織
化

　
　
　
　
C
、
地
方
産
業
構
成
上
の
問
題
点

　
　
（
五
）
　
技
術
的
条
件

　
　
（
六
）
　
業
界
の
存
立
条
件

　
四
、
結
語
－
地
方
産
業
の
事
例
研
究
に
よ
る
問
題
点

一
、
開
題
i
中
小
工
業
問
題
と
地
方
産
業

　
我
国
に
お
け
る
今
日
の
中
小
工
業
問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
孤
立
的
に
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
、
で
な
く
、
資
本
主
義
経
済
の

高
度
の
発
言
（
後
進
資
本
主
義
国
と
し
て
の
我
国
の
特
殊
性
を
も
含
め
て
）
に
伴
う
大
企
業
の
発
展
に
よ
っ
て
招
来
せ
ら
れ
た
所
の
対
立
関

係
の
内
に
生
起
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
点
に
、
そ
の
一
般
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
如
き
中
小
工
業
問
題
の
本
質
の

解
明
が
、
一
般
論
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
る
我
国
の
中
小
工

業
の
複
雑
性
、
多
岐
性
に
富
む
実
態
を
み
る
時
、
こ
れ
を
一
般
論
に
よ
っ
て
の
み
論
じ
去
る
こ
と
は
、
現
実
の
問
題
解
明
に
極
め
て
不
充
分

の
そ
し
り
を
免
れ
ず
、
時
と
し
て
誤
解
に
導
く
場
合
を
な
し
と
し
な
い
。
殊
に
中
小
工
業
の
一
般
論
展
開
が
、
現
実
に
は
意
識
的
或
は
無
意

識
的
に
稽
も
す
れ
ば
特
定
範
囲
の
業
種
、
業
態
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
く
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
自
体
す
ぐ
れ
た
貴
重
な
成
果
を
示

し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
受
取
る
も
の
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
齪
酷
し
て
い
る
為
に
、
焦
点
の
喰
い
違
い
に
よ
る
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と

と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
小
工
業
問
題
の
解
明
に
は
、
そ
の
一
般
論
的
性
格
の
検
討
と
並
ん
で
、
む
し
ろ
そ
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も
　

の
基
礎
に
、
「
中
小
工
業
の
現
実
の
存
立
形
態
に
即
し
て
、
そ
の
実

態
を
解
明
す
る
具
体
的
研
究
の
必
要
性
が
強
調
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
極
め
て
大
ま
か
な
数
字
で
あ
る
が
、
①
の
統
計
に
よ
っ
て
も
、

こ
の
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
．
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
現

在
の
事
業
所
統
計
調
査
に
よ
る
製
造
工
業
に
つ
い
て
、
従
業
員
二

〇
〇
人
以
下
の
事
業
所
の
従
業
員
数
を
主
要
業
種
別
に
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
中
小
工
業
を
従
業
員
二
〇
〇
人
で
限
界
づ
け
る
こ
と

は
勿
論
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
論
の
主
旨
に
著
し
い
関
係
は

な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
便
宜
上
設
け
た
に
止
ま
る
。

　
今
従
業
員
数
二
〇
〇
人
以
下
の
工
場
の
従
業
員
数
が
、
総
従
業

員
数
に
占
め
る
割
合
を
み
る
と
、
四
大
工
業
地
帯
で
あ
る
六
都
府

県
が
六
七
・
八
％
、
そ
の
他
の
道
府
県
も
亦
六
八
・
五
％
と
、
殆

ど
そ
の
率
を
等
し
く
し
て
、
七
割
弱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

る
に
、
こ
れ
を
業
種
別
構
成
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
表
に
示
す
如

く
、
相
当
目
立
つ
た
相
異
が
知
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
．
六
都
府
県
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
人
以
下
の
工
場
に
あ
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例
研
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っ
て
、
金
属
機
械
工
業
が
三
七
・
七
％
を
占
め
、
従
っ
て
全
国
の
金
属
機
械
工
業
の
七
三
・
八
％
に
達
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
他
の

道
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成
が
金
属
機
械
工
業
は
一
一
・
七
％
に
過
ぎ
ず
、
繊
維
関
係
が
二
四
・
三
％
、
食
料
品
関
係
が
二
一
・
九
％
、

木
材
、
家
具
関
係
が
二
〇
・
九
％
と
な
っ
て
、
こ
れ
ら
が
中
核
的
比
重
を
占
め
、
従
っ
て
、
木
材
家
具
工
業
の
全
国
に
お
け
る
二
〇
〇
人
以

下
工
場
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
が
七
六
・
七
％
を
占
め
、
食
料
品
工
業
に
あ
っ
て
も
七
二
・
三
％
、
繊
維
工
業
も
六
一
・
五
％
を
占
め

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
両
地
方
通
じ
て
構
成
割
合
の
余
り
異
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
％
余
を
占
め
る
化
学
工
業
の
如
き
で
あ
る
。
こ

の
如
き
業
種
構
成
の
相
異
は
、
こ
れ
ら
中
小
工
業
の
存
立
形
態
の
特
殊
性
と
も
薫
る
程
度
関
連
し
て
い
る
。
大
工
業
地
帯
の
中
核
と
な
っ
て

い
る
金
届
機
械
工
業
は
、
と
り
わ
け
大
企
業
並
び
に
中
小
工
業
と
の
相
互
の
垂
直
的
、
水
平
的
或
は
合
成
的
関
連
が
大
き
く
、
地
方
に
お
け

る
食
料
品
工
業
、
木
材
家
具
工
業
の
存
立
形
態
と
こ
れ
を
等
し
く
論
ず
る
こ
と
の
み
で
は
、
問
題
解
明
に
不
充
分
で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る

繊
維
工
業
と
て
、
今
日
の
生
産
、
売
買
機
構
に
お
け
る
大
企
業
と
の
関
連
性
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に

お
け
る
中
小
工
業
群
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
地
方
産
業
と
し
て
の
存
立
形
態
に
特
徴
的
な
問
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。
更
に
仔
細
に
こ
れ
ら
の
業
種
を
立
入
っ
て
み
れ
ば
、
一
層
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
り
わ
け
、
中
小
工
業
問
題
を
一
般
的
に
論
ず
る
場
合
、
家
々
に
し
て
、
四
大
工
業
地
帯
即
ち
主
と
し
て
右
の
六
都
府
県
に
お
け
る
そ
れ

が
、
無
意
識
に
直
接
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
く
な
く
見
受
け
ら
れ
、
中
小
工
業
の
半
ば
余
を
占
め
る
上
記
以
外
地
方
の
そ
れ
が
、

必
し
も
充
分
に
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
少
し
く
地
方
に
お
け
る
中
小
工
業
に
つ
い
て

み
よ
う
。

　
地
方
に
お
け
る
中
小
工
業
は
、
そ
の
業
種
的
構
成
の
特
徴
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
存
立
の
形
態
に
つ
い
て
も
特
徴
的
な
も
の

を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
を
前
表
を
手
が
か
り
に
現
実
の
業
態
な
い
し
性
格
に
よ
っ
て
み
る
と
、
次
の
如
き
数
箇
の
類
型
に
分
っ
て
考
え
る
こ
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と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
は
、
特
に
大
企
業
と
関
連
的
な
性
格
の
も
の
。
地
方
所
在
の
大
工
業
に
結
合
す
る
も
の
で
、
大
都
市
工
業
地
帯
の
そ
れ
と
性
格
的
に

丘
ハ
通
し
て
い
る
。
金
属
機
械
工
業
に
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　
第
二
は
、
輸
出
市
場
、
全
国
市
場
を
対
象
と
す
る
中
小
工
業
群
を
な
す
地
方
産
業
。
地
方
に
お
い
て
問
題
と
な
る
中
小
工
業
の
中
核
を
な

す
も
の
。
繊
維
特
に
織
布
業
に
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
外
、
木
製
品
加
工
工
業
、
陶
磁
器
工
業
、
一
部
の
金
属
機
械
工
業
等
に
顕

著
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
地
方
的
需
要
を
対
象
と
す
る
も
の
。
食
料
品
工
業
、
木
製
品
工
業
、
一
部
の
金
属
機
械
工
業
等
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模

或
は
全
体
と
し
て
の
比
重
は
極
め
て
低
い
。

　
第
四
は
、
前
記
の
第
二
と
第
三
の
中
間
的
な
段
階
に
あ
る
も
の
。
こ
の
部
類
に
属
す
る
も
の
も
か
な
り
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
農
機
具
工

・
業
等
に
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　
か
く
み
て
く
6
と
、
我
国
の
中
小
工
業
問
題
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
地
方
産
業
の
占
め
る
比
重
は
極
め
て
大
き
く
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
地

方
に
お
け
る
中
小
工
業
問
題
の
一
で
あ
る
と
共
に
、
叉
四
大
工
業
地
帯
に
つ
い
て
み
て
も
、
同
様
の
性
格
の
業
態
の
も
の
も
少
な
か
ら
ず
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
．

　
本
論
に
お
い
て
、
地
方
産
業
を
と
り
あ
げ
る
所
以
は
、
右
の
如
く
、
我
国
に
お
け
る
中
小
工
業
問
題
解
明
に
お
い
℃
、
上
来
述
べ
来
っ
た

意
昧
に
お
い
て
、
そ
の
現
実
の
存
立
形
態
に
即
レ
た
具
体
的
研
究
の
一
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一35一

地
万
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究



一
地
方
産
　
栗
存
立
条
件
の
事
例
研
究

二
、
地
方
産
業
存
立
の
一
般
的
問
題
黙

　
こ
こ
に
地
方
産
業
と
い
う
の
は
、
単
純
に
地
方
に
存
在
す
る
産
業
を
さ
す
の
で
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
地
方
化
さ
れ
た
産
業
δ
8
言
巴
一
亭

ム
蕊
雪
白
　
を
意
味
す
る
。
資
本
主
義
経
済
の
高
度
の
発
達
に
伴
う
地
域
的
分
業
の
発
展
が
も
た
ら
し
た
所
の
、
特
定
産
業
の
將
定
地
域
へ
の

集
中
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
如
き
形
に
お
け
る
中
小
工
業
の
一
の
地
域
的
集
団
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
（
－
）

、
地
方
産
業
は
、
一
般
的
に
次
の
如
き
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
地
方
産
業
は
産
業
の
地
域
的
特
殊
化
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
体
と
し
て
み
る
時
に
は
、
そ
の
地
域
の

産
業
的
特
徴
を
表
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
特
定
地
域
に
お
け
る
産
業
活
動
の
内
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
種
類

の
産
業
が
特
に
優
位
を
占
め
て
、
そ
の
地
域
に
顕
著
な
経
済
的
特
徴
を
与
え
て
い
る
場
合
、
叉
或
は
、
特
定
地
域
の
あ
る
種
類
の
産
業
の
比

重
が
、
そ
の
種
類
の
産
業
の
全
国
に
つ
い
て
、
特
に
大
き
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
を
特
徴
づ
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
産
業
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
っ
て
叉
、
こ
の
如
き
地
方
産
業
の
経
済
的
優
越
性
な
る
空
間
的
特
徴
は
、
そ
の
比
重
の
大
な
る
だ
け
、
市
場
の
構
造
的
変
動
に
よ
っ
て

影
響
を
蒙
む
る
こ
と
が
大
加
る
べ
き
時
間
的
制
約
を
包
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
に
、
地
方
産
業
は
多
数
の
中
小
工
業
の
地
域
的
集
団
と
し
て
、
少
く
と
も
あ
る
程
度
大
規
模
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り

・
大
規
模
経
営
の
利
益
を
い
わ
ゆ
る
外
部
経
済
と
し
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
地
方
産
業
内
部
の
構
成
は
、
自
然
発
生
的
或
は
計
画

的
に
、
中
小
工
業
経
営
相
互
間
の
関
連
性
が
極
め
て
密
接
．
で
、
そ
の
範
囲
或
は
程
度
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
水
平
的
、
垂
直
的
或
は
合
成

的
に
結
合
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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只
自
然
発
生
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
為
に
、
そ
の
後
の
意
識
的
な
る
組
織
化
の
程
度
如
何
に
も
よ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
得
ら
れ

る
外
部
経
済
は
、
単
一
の
大
規
模
経
営
の
場
合
の
内
部
経
済
に
比
し
自
ら
限
局
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
殊
に
構
成
員
が
、
資
本
中
心
に
形
成

せ
ら
れ
た
近
代
的
企
業
と
異
り
、
生
活
と
直
結
す
る
部
分
の
少
く
な
い
中
小
工
業
考
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
こ
の
点
を
制
約
す
る
こ
と
が
大

き
い
。

　
第
三
に
、
地
方
産
業
は
伝
統
的
技
術
或
は
熟
練
労
働
を
拠
り
所
と
す
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。
即
ち
地
方
産
業
は
一
般
に
沿
革
的
に
い
っ

て
、
封
建
時
代
の
伝
統
的
、
経
験
的
技
術
に
依
存
し
て
、
特
殊
的
に
発
展
し
来
っ
た
も
の
が
多
い
が
、
叉
一
応
近
代
的
技
術
に
基
い
て
存
立

し
て
い
る
も
の
と
錐
も
、
そ
の
基
盤
は
前
者
と
著
し
く
は
異
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

　
本
来
こ
の
如
き
伝
統
的
技
術
、
或
は
熟
練
労
働
が
地
方
産
業
を
発
展
せ
し
め
、
叉
そ
れ
に
伴
う
集
中
化
が
一
層
伝
統
性
と
熟
練
度
を
高
め

来
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
叉
産
業
技
術
の
進
歩
発
展
、
市
場
の
変
化
推
移
に
当
面
す
る
時
に
、
右
の
如
き
特
徴
が
著
し
い
制
約
と
な
ら
ざ

る
－
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
き
諸
特
徴
を
有
す
る
地
方
産
業
と
し
て
の
中
小
工
業
群
に
つ
い
て
は
、
一
方
に
お
い
て
中
小
工
業
問
題
の
一
般
的
性
格
に
つ
い

て
の
理
解
、
他
方
に
あ
っ
て
中
小
工
業
個
々
の
技
術
の
近
代
化
、
経
営
の
合
理
化
、
金
融
能
力
の
整
備
等
の
問
題
点
の
解
明
と
並
ん
で
、
否

む
し
ろ
こ
れ
ら
の
基
盤
に
お
け
る
地
域
的
集
団
と
し
て
の
中
小
工
業
群
の
集
中
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
性
質
の
理
解
が
重
視
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
如
き
観
点
か
ら
地
方
産
業
存
立
の
問
題
点
を
み
る
と
、
自
然
発
生
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
地
域
的
集
中
、
な
い
し
多
少
共
意
図
せ
ら
れ

た
組
織
化
の
範
囲
或
は
性
質
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
実
現
せ
ら
れ
る
外
部
経
済
の
程
度
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
占
め
る
市
場
的
優
位
性
、
並
び
に

内
外
の
技
術
的
、
経
済
的
諸
条
件
の
変
転
推
移
に
対
応
す
る
地
方
産
業
全
体
と
し
て
適
応
性
如
何
と
い
う
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
地
方
産
業
の
組
織
化
と
適
応
化
の
問
題
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
地
方
産
業
存
立
の
問
題
を
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
凡
そ
以
上
の
如
く
概
説
で
き
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
が
現
実
に
特
定
の
地
方

産
業
に
つ
い
て
の
存
立
条
件
を
問
題
と
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
右
の
如
き
一
般
的
存
立
条
件
と
、
業
界
の
実
態
と
の
間
の
埋
め
ら
れ
ざ

る
間
隙
に
、
更
に
解
明
さ
る
べ
き
重
要
点
が
よ
り
多
く
存
す
る
事
実
に
縫
着
す
る
の
で
あ
る
。
業
種
、
品
種
を
異
に
し
、
地
域
を
異
に
す
る

に
従
っ
て
、
地
方
産
業
の
一
般
的
特
徴
の
上
に
形
成
せ
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
が
も
た
ら
す
所
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ

て
地
方
産
業
と
し
て
の
中
小
工
業
問
題
解
明
に
は
、
そ
の
一
般
的
性
格
と
共
に
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
み
こ
の
如
き
特
殊
性
の
有
す
る
問
題
点

を
明
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
具
体
的
な
る
事
例
研
究
の
重
要
な
る
役
割
が
存
す
る
。

　
本
論
は
、
以
上
の
如
き
意
味
に
お
け
る
事
例
研
究
の
一
と
し
て
、
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
に
つ
い
て
、
地
方
産
業
の
存
立
条
件
を
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
註
（
1
）
　
地
方
産
業
の
性
格
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
の
拙
稿
に
も
記
し
た
の
で
、
本
論
は
事
例
研
究
を
主
と
し
、
一
般
論
は
概
論
に
止
め
た
。

　
　
拙
稿
『
中
小
経
営
の
地
域
的
性
格
の
一
考
察
』
！
平
井
泰
太
郎
編
「
経
営
目
的
の
達
成
と
経
営
構
造
」
昭
和
二
十
五
年
刊
所
載

　
　
拙
稿
『
四
国
四
県
の
中
小
企
業
問
題
』
一
四
国
通
産
局
編
「
四
目
商
工
罪
報
」
昭
和
二
十
八
年
一
月
号
所
載

三
、
事
　
例
　
研

究

　
　
　
　
－
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
背
　
　
　
　
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
、
農
業
機
械
化
と
石
油
発
動
機

農
業
経
営
の
近
代
化
、
高
度
化
の
一
方
向
と
し
て
、
農
業
の
機
械
化
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

我
国
の
場
合
、
国
土
面
積
の
一
五
％
余
に
す
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ぎ
ぬ
耕
地
の
上
に
、
多
量
の
労
働
と
肥
料
と
を
投
入
す
る
と
こ
ろ
の
零
細
経
営
に
よ
る
高
度
の
労
働
集
約
的
資
本
粗
放
的
農
業
で
あ
っ
て
、

労
働
生
産
性
の
き
わ
め
て
低
い
、
い
わ
ゆ
る
機
械
化
の
き
わ
め
て
低
度
の
農
業
を
営
ん
で
き
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
如
き
我
国
の
農
業
機

械
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
或
は
そ
の
停
滞
性
の
原
因
等
論
ず
べ
き
所
は
多
い
が
、
本
論
の
直
接
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

省
略
す
る
。
只
全
体
と
し
て
未
だ
程
度
が
高
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
従
来
加
工
調
整
部
面
の
機
械
化
に
止
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
戦

後
、
特
に
こ
の
二
、
三
年
に
お
け
る
動
力
耕
転
機
、

（2）　農業機械使用農家足

り
、

脚
達
麟
詳
詳
賂
詳

昭25。2．1　昭28．2．1 増減 昭14．11

農家総数 ◎・脚戸ｨ・277戸 一〇．6％ 5，491，

動力下絵機

N
電
信
　
動
力
用
穀
機
　
入
力
用

　　　　戸@29，223

@49，380

@未詳
Q，676，640

@未　詳

　　　　戸@113，000

@477，000

S，018，000

R，295，000

R，580，000

3．89倍

X．73倍

齒
¥
2
3
．
1
一

　2，

｢
未
2
2
8
，
淫乱25は第一回世界農業センサスによる「農林統計資料」による。

昭28は農業動態調査による推計数字「農林水産統計月報」に

　　　よる。

昭14は帝国農会「農業年鑑」昭和18年版による。使用農家数

　　　でなく使用台数を示してみるから前二者と直接比較は
　　　でき『ない。

ヵ
ア
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー
等
本
来
の
農
耕
部
面
の
機
械
化
の
進
展
に
は
相
当
顕
著
な
も
の
が

　
あ
る
。
試
み
に
、
農
業
機
械
の
二
、
三
に
つ
き
．
そ
の
使
用
農
家
数
を
、
昭
和
二
十
五

　
年
と
二
十
八
年
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
上
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
即
ち
動
力
脱
毅
機
は
、
こ
の
三
ヶ
年
に
二
割
余
を
増
加
レ
て
、
総
農
家
の
半
ば
余

　
に
普
及
す
る
こ
と
と
な
り
、
動
力
噴
霧
機
も
九
・
七
倍
、
動
力
耕
転
機
も
三
・
九
倍

　
と
著
増
を
示
し
て
い
る
。
戦
前
に
は
同
じ
基
準
の
資
料
が
な
い
の
で
直
接
比
較
で
き

　
な
い
が
、
昭
和
十
四
年
に
動
力
耕
転
機
が
僅
か
に
二
、
八
一
九
台
、
動
力
脱
穀
機
が

　
二
二
八
、
九
八
二
台
目
か
使
用
せ
ら
・
れ
て
い
な
か
っ
た
の
と
比
較
し
て
、
そ
の
普
及

度
の
顕
著
な
こ
と
は
充
分
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
農
業
機
械
化
が
、
不
充
分
乍
ら
、
と
に
か
く
こ
の
程
度
浸
潤
し
つ
つ
あ
る
原
因
に
ゴ

　
つ
い
て
は
、
第
一
に
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
戦
争
中
の
労
力
不
足
時
代
に
そ
の
機
．

会
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
に
戦
後
の
農
村
好
況
時
代
に
こ
れ
が
普
及
が
始
ま

第
三
に
農
業
労
働
が
、
漸
く
機
械
技
術
に
認
識
あ
る
新
し
い
世
代
に
よ
っ
て
担
当
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
農
地
改
革
等
の

地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
，
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

農
村
民
主
化
政
策
と
相
俊
っ
て
、
そ
の
後
の
好
況
の
後
退
不
況
へ
の
転
化
に
も
拘
ら
ず
、
引
続
き
機
械
化
へ
の
速
度
を
維
持
す
る
に
至
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
に
、
戦
後
の
機
械
工
業
界
の
事
情
か
ら
、
農
業
機
械
製
造
に
中
小
メ
ー
カ
ー
の
み
な
ら
ず
、
大
メ
ー
カ
ー
ま
で

入
か
交
っ
て
、
競
争
が
激
化
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
普
及
を
促
進
す
る
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
我
国
の
農
業

機
械
化
停
滞
性
の
原
因
が
、
国
土
、
風
土
の
持
つ
自
然
的
技
術
的
制
約
で
あ
る
以
上
に
、
社
会
的
、
経
済
的
要
因
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と

の
一
部
の
証
左
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
機
械
化
の
普
及
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
更
に
今
後
の
考
察
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
如
き
農
業
機
械
の
普
及
発
展
と
相
伴
う
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
動
力
と
し
て
の
農
業
用
原
動
機
工
業
の
発
展
で
あ
る
。

農
業
用
原
動
機
の
代
表
的
な
も
の
は
、
電
動
機
と
石
油
発
動
機
等
の
内
燃
機
関
と
で
あ
る
。
今
そ
の
使
用
の
普
及
状
況
を
み
る
と
、
表
示
の

如
く
で
あ
る
。
即
ち
戦
前
電
動
機
に
比
し
石
油
発
動
機
の
占
め
る
比
重
が
高
か
っ
た
が
、
戦
後
特
に
電
力
に
恵
ま
れ
た
当
初
い
わ
ゆ
る
農
事

（3）　農業用原動機の普及

一 農家総数 石油発動機 電　動　機

昭14 5，421，838戸 237，901台 121，275為

17 5，505，429 316，544 144，649

20

一
262，496 151，627

21 5，697，948 233，245 190，279

22 5，909，227 315，］．38 396，613

25 m 6，176，419 1，803，135戸 1，941，401戸

昭14は11月現在，帝国農会「農業年鑑」昭18

　　旧版による。
H召17ウよ8fヨ1日現在，　日曜20｝ま2月1El現在，

昭22は8月1日現在，昭25は2月1日現在，
いずれも農林省統計表による。昭25のみ使用

台数でなく使用農家数を示す

電
化
の
運
動
等
に
よ
っ
て
電
動
機
が
著
し
く
普
及
し
、
稽
石
油
発
動
機
を
凌
駕
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
、
般
的
に
電
力
需
要
の
増
加
に
よ
る
不
均
衡
等
か
ら
、
昭
和
二
十
五

年
の
使
用
農
家
数
に
お
い
て
は
、
両
者
略
等
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
総
農
家
数
の
三
分
の
一
近

い
普
及
度
を
示
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
を
地
方
別
に
み
る
と
、
概
し
て
中
部

以
東
、
特
に
関
東
、
北
陸
に
お
い
て
電
動
機
の
比
重
が
大
き
く
、
近
畿
以
西
に
お
い
て
石

油
発
動
機
の
普
及
度
が
著
し
い
と
い
う
地
域
的
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
如
　
き
農
業
機

械
化
の
原
動
力
で
あ
る
動
力
機
械
の
一
で
あ
惹
石
油
発
動
機
工
業
に
お
い
て
、
岡
山
県
は

戦
前
に
お
い
て
全
国
的
に
圧
倒
的
地
位
を
占
め
、
今
日
に
お
い
て
も
一
中
心
地
た
る
こ
と

を
以
て
、
業
界
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
今
日
に
お
け
る
一
の
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問
題
た
る
べ
き
地
方
産
業
の
一
事
例
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
註
（
2
）
　
拙
稿
『
中
小
工
業
の
位
置
論
的
研
究
』
昭
和
二
十
五
年
刊
所
載
「
農
機
パ
工
業
」
、
　
並
び
に
平
井
泰
太
郎
編
『
経
営
学
辞
典
』
昭
和
二
十
七
年
刊
所
載
拙
稿
『
農

　
　
業
機
械
化
』
参
照
（
＝
一
＝
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
R
、
岡
山
県
の
農
機
具
並
び
に
石
油
発
動
機
工
業

　
岡
山
県
は
、
以
前
よ
り
比
較
的
農
業
機
械
化
の
普
及
の
程
度
が
他
地
方
に
比
し
て
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
と
相
互
関
連
し
て
、
農
業
機
械
工

業
並
び
に
農
業
用
石
油
発
動
機
工
業
も
亦
相
当
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
岡
山
県
の
農
業
機
械
化
の
進
展
の
程
度
を
、
動
力
耕
転

機
、
動
力
脱
穀
機
、
石
油
発
動
機
等
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
上
表
の
如
く
で
あ
る
。

（4）農業機械使用における岡山県の地位

国 岡山県 ％ 岡山県
ﾌ順位

2，819台．

W，922

V，901

1，196台

P8，324

Q3，740

42．4

W．0

X．9

①
②
①

3，000戸

T，000

R，135

12，600戸

P12，000

X9，412

11．1

R．4

T．5

②
⑩
①

全

22

23

　　11

3，　29

1，　80

機　　械

動力耕絵機

動力脱穀機

石油発動機

動力耕転機

動力脱穀機

石油発動機

昭
莉
1
4
年
　
昭
和
2
8
年昭和14年は11月現在，使用台数，帝国農会「農業年鑑」昭

和18年版による。

昭和28年は2月1日現在，使用戸数，「農林水産統計月報」

No．17によるQ

　但し石油発動機のみ25年2月1日現在，農業センサスに
よる。

　
即
ち
、
戦
前
昭
和
十
四
年
に
あ
っ
て
は
、
動
力
耕
転
機
の
普
及
台
数
に
お
い
て
全
国

の
四
二
％
を
占
め
、
全
国
道
府
県
の
第
一
位
、
動
力
脱
穀
機
は
八
％
に
止
ま
る
が
新
潟

県
に
つ
い
で
第
二
位
、
石
油
発
動
機
は
約
一
割
を
占
め
て
第
一
位
を
占
め
る
と
い
う
如

く
、
農
業
機
械
化
に
は
、
岡
山
県
が
常
に
話
題
に
上
る
と
い
う
実
情
に
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
岡
山
県
南
部
殊
に
児
島
半
島
の
干
拓
地
帯
の
水
不
足
か
ら
す
る
揚
水
ポ
ン
プ
の

使
用
に
始
ま
り
、
そ
の
為
の
石
油
発
動
機
の
利
用
、
動
力
計
転
機
、
籾
摺
機
、
脱
穀
機

等
へ
の
転
用
と
一
連
の
機
械
体
系
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
か
ら
比
較
的
早
く
こ
の

地
方
が
機
械
化
の
一
中
心
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
最
近
に
つ
い
て
同
表
に
み
る
に
、
動
力
耕
転
機
の
使
用
農
家
数
は
昭

和
二
十
八
年
に
お
い
て
全
国
の
＝
％
、
福
岡
県
に
つ
い
で
第
二
位
、
動
力
脱
穀
機
は
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

全
国
的
普
及
の
結
果
、
全
国
の
三
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
戦
前
の
二
位
が
十
位
と
な
っ
て
お
り
、
石
油
発
動
機
σ
普
及
も
、
戦
前
同
様
第

一
位
で
は
あ
る
が
、
全
国
に
占
め
る
比
重
は
五
％
余
に
止
ま
る
。
即
ち
戦
後
に
お
い
て
も
依
然
農
業
機
械
化
県
の
一
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
相
対
的
地
位
は
、
既
に
述
べ
た
如
き
全
国
的
普
及
の
結
果
相
当
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
何
れ
に
し
て
も
、
岡
山
県
の
こ
の
如
き
農
業
機
械
化
の
普
及
が
、
有
力
な
る
市
場
的
条
件
と
な
っ
て
、
こ
の
地
方
に
農
機
具
工
業
並
び
に

農
業
用
石
油
発
動
機
工
業
を
相
当
の
規
模
に
お
い
て
存
立
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
我
国
の
農
機
具
工
業
は
機
械
化
の
お

く
れ
と
地
域
的
多
様
性
の
故
を
以
て
、
機
械
工
業
の
内
で
も
最
も
地
方
分
散
度
の
高
い
種
類
に
属
す
6
も
の
の
一
で
あ
る
の
で
、
岡
山
県
の

占
め
る
比
重
も
高
い
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
昭
和
十
三
年
に
お
い
て
、
全
国
の
農
機
具
工
業
の
総
工
員
数
に
対
し
岡
山
県
は
三
・
一
％
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

第
十
一
位
の
順
位
に
あ
り
、
戦
後
昭
和
二
十
六
年
に
お
い
て
も
、
四
・
一
％
、
第
九
位
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
現
在
も
岡
山
市
を
中
心
と
し

て
県
下
各
地
に
零
細
な
る
も
の
を
含
め
、
て
一
〇
〇
余
工
場
が
散
在
し
て
一
の
特
徴
あ
る
工
業
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
農
機
具
工
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

は
、
今
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
本
論
の
主
題
で
あ
る
農
業
用
石
油
発
動
機
工
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
岡
山
県
の
地
位
は
極
め
て
主
管
な
特
徴
を
示
し
て
い

　　

@　

@蹴

ﾁ
。
　
る
．

　
　
　
　
　
全
　
　
　
域

（5）　岡山県農”ti用石油

　発動機工業の推移

生産　量

岡山劇全国
　　　　　台

31，　275

123，　426

　　　台

18，　765

17，　650

昭12

昭27

岡山県の資料による

　
　
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
拠
る
べ
き
資
料
が
な
い
の
で
、
正
「
確
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
は

あ
る
が
、
同
県
の
資
料
に
よ
る
次
表
の
示
す
所
で
は
、
戦
前
、
即
ち
未
だ
全
体
と
し
て
の
需
要
が
著
し
く

大
き
く
、
な
い
頃
、
昭
和
十
二
年
に
全
国
生
産
の
第
一
位
を
占
め
て
、
六
〇
％
に
達
す
る
盛
況
を
示
し
、
戦

後
戦
災
と
い
う
直
接
の
影
響
に
対
し
、
需
要
が
著
し
く
増
加
し
た
の
と
、
後
述
の
如
く
他
地
方
の
大
小
多

数
の
メ
ー
カ
ー
の
進
出
に
よ
っ
て
、
岡
山
県
の
生
産
高
は
絶
対
量
に
お
い
て
殆
ん
ど
変
ら
ず
、
従
っ
て
そ

の
比
重
は
著
し
く
減
じ
て
、
　
一
五
％
程
度
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
．
い
る
。
し
か
も
省
現
在
岡
山
市
を
中
心
に
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約
四
十
に
達
す
る
大
部
分
の
中
小
工
業
者
が
集
中
的
に
特
徴
あ
る
地
方
産
業
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
ろ

主
題
の
背
景
は
凡
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
註
（
3
）
　
昭
和
十
三
年
商
工
省
f
場
統
計
表
に
よ
る
と
、
農
機
具
工
業
の
全
国
の
工
場
五
〇
一
、
工
員
数
六
、
八
三
四
名
、
こ
れ
に
対
し
岡
山
県
は
一
九
工
場
二
一
八
名
即

　
　
ち
三
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
又
昭
和
二
十
六
年
事
業
所
統
計
調
査
に
よ
る
と
、
農
業
機
械
工
業
の
全
国
の
工
場
一
、
〇
六
四
、
従
業
者
数
一
七
、
九
六
九
名
、
こ
れ
に
対
し
岡
山
県
は
三
八
工
場
七
四

　
　
六
名
即
ち
四
。
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
資
料
は
規
模
と
範
囲
の
限
定
を
異
に
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
明
確
で
な
い
が
、
一
応
の
輪
廓
は
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
　
（
4
）
　
岡
山
県
の
農
機
具
工
業
に
つ
い
て
は
・
か
つ
て
拙
稿
『
岡
山
県
に
お
け
る
農
機
具
工
業
の
実
熊
に
つ
い
て
』
（
昭
湘
二
十
三
年
九
月
目
岡
山
県
企
画
室
刊
に
簡
単

　
　
な
が
ら
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
概
　
　
観

　
岡
山
県
の
石
油
発
動
機
工
業
は
、
既
述
の
如
く
、
現
在
全
国
の
約
一
五
％
の
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
状
の
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

昭
和
二
＋
八
年
六
月
現
在
の
業
者
数
三
一
・
総
従
業
最
合
七
八
○
名
、
月
産
能
力
合
し
て
豊
楽
、
五
〇
〇
台
、
過
去
犀
間
の
月
産
実

績
平
均
随
一
、
七
〇
〇
台
、
そ
の
殆
ど
は
岡
山
市
に
集
中
し
て
い
る
、
岡
山
県
と
し
て
は
勿
論
、
岡
山
市
と
し
て
も
、
そ
の
工
業
構
成
に
占

め
る
比
重
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
・
我
国
全
体
と
し
て
の
石
油
発
動
機
工
業
界
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
地
位
か
ら
し
て
明
か
に
一
の
地
方
産

業
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
既
に
明
か
な
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
の
規
模
も
小
さ
く
、
株
式
会
社
九
、
有
限
会
社
七
、
合
資
会
社
二
、
合
名
会
社
一
、
個
人
一
二
と

な
つ
．
て
い
る
が
、
実
態
は
大
し
て
変
り
な
く
、
次
表
の
如
く
、
従
業
員
一
〇
〇
名
以
上
の
工
場
は
一
も
な
く
、
半
数
以
上
が
二
〇
名
以
下
で
、

只
比
較
的
規
模
の
大
き
い
五
、
六
工
場
で
、
全
体
の
生
産
能
力
の
半
分
を
占
め
て
い
る
。
叉
三
十
一
業
者
の
内
、
沼
油
発
動
機
工
業
専
業
が

　
　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
’
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

十
八
業
者
、
生
産
能
力
で
は
約
八
割
を
占
め
、

（6）　Izr山農…発業者

　　　の規模

　（昭28．6現在）

従業者数による

K概
工場数

100名以上 0

100－90 1

90－80 0

80－70 2

70　　60 0

60－50 2

50　　40 2
4
0
　
　
3
0
■

3

3σ　　20 2

20　　10 11

10名以下 8

計 31

　
こ
れ
を
沿
革
的
に
み
る
と
、

次
第
に
使
用
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
っ
て
、

阪
、
北
九
州
等
と
共
に
こ
の
岡
山
地
方
も
亦
そ
の
製
造
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
現
存
業
者
の
存
続
経
歴
を
表
示
す
る
と
次
表
の
如
く

で
、
最
も
古
い
も
の
が
四
十
数
年
即
ち
大
正
初
期
で
、
そ
の
後
大
正
末
期
か
ら
の
も
の
が
多
く
何
れ
も
比
較
的
古
い
工
場
が
多
く
、
三
〇
業

者
の
内
、
二
〇
余
は
戦
前
の
業
者
で
あ
る
。

（7）　岡山1農発

業者の存続年数
　（28．6．垂見在）

　
　
　
　
　
　
兼
業
者
の
そ
の
部
門
の
規
模
は
一
、
二
を
除
い
て
著
し
く
小
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
況
と
し
て
は
、
順
調
に
戦
後
の
復
旧
を
達
成
し
、
一
応
能
力
に
応
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
註
を
得
て
業
界
全
体
と
し
て
安
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
．
き
る
σ
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掲
で
は
生
産
能
力
に
対
し
五
〇
％
程
度
の
操
業
に
な
っ
て
い
る
が
、
後
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
く
季
癌
即
的
変
動
、
機
種
の
』
多
い
こ
と
雌
守
に
基
く
制
約
の
相
当
大
き
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
し
か
ら
し
め
て
い
る
で
あ
る
。

石
油
発
動
機
は
、
大
正
三
年
頃
ま
で
は
、
・
我
国
の
農
村
に
一
台
も
な
か
っ
た
の
が
、
大
正
七
、
八
年
頃
か
ら

　
　
　
　
当
初
は
輸
入
品
の
み
に
よ
っ
て
い
た
の
が
、
大
正
十
年
頃
か
ら
、
漸
次
国
内
生
産
が
始
ま
り
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誰
5
）

年　　数 業者数

40年以上

R0年〃

Q0年〃

P0年目

P0年以下

4
3
8
7
8

計 30

う
こ
と
に
な
る
。
戦
災
に
よ
っ
て
大
半
市
内
に
あ
る
為
壊
滅
的
打
撃
を
蒙
っ
た
こ
と
等
と
考
え
合
す
と
、

小
工
業
者
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
更
に
こ
れ
を
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
当
時
の
業
者
と
・
五
年
後
の
現
状
と
を
比
較
す
る
と
～
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
の
三
五
業
者
の
内
」
二
四
業
者
が
引
続
き
現
存
し
、
一
一
業
者
が
業
界
か
ら
他
に
転
じ
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
姿
を
消
し
、
従
っ
て
叉
現
存
三
一
業
者
の
内
、
こ
の
五
年
間
に
新
た
に
加
つ
た
も
の
は
七
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
る
。
中
小
工
業
と
し
て
五
年
間
の
挙
国
代
謝
が
、
大
体
二
割
余
な
い
し
三
割
弱
程
度
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沿
革
的
に
み
た
変
動
状
態
は
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

変
動
割
合
が
比
較
的
少
い
部
類
に
属
す
る
根
強
い
も
σ
の
一
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
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以
上
の
如
き
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
岡
山
県
農
業
用
石
油
発
動
機
工
業
の
、
地
方
産
業
と
し
て
の
存
立
条
件
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
は
、
始
め

に
も
述
べ
た
如
く
、
地
方
産
業
一
般
の
性
格
に
基
い
て
こ
れ
を
進
め
、
そ
の
内
に
有
す
る
特
殊
性
を
明
か
な
ら
し
め
る
と
い
う
段
取
り
に
な

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
よ
り
第
ヅ
に
、
今
日
当
業
界
の
問
題
点
の
一
が
、
か
つ
て
我
国
業
界
で
六
割
の
比
重
を
占
め
て
い
た
の
が
今
日
一

割
五
分
程
度
に
過
ぎ
描
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
方
産
業
と
し
て
の
市
場
的
側
面
を
考
察
す
る
こ
と
か

ら
始
め
、
第
二
に
そ
の
地
方
産
業
と
し
て
の
中
小
工
業
群
の
構
成
上
の
問
題
を
み
、
第
三
に
こ
れ
ら
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
技
術
的
条
件
に

及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
解
明
に
接
近
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
以
下
こ
れ
に
従
っ
て
進
め
る
。

　
註
（
5
）
　
森
周
六
著
『
農
機
具
の
発
達
』
昭
和
二
十
三
年
刊
、
二
〇
三
頁
参
照
。

　
　
（
6
）
　
中
小
工
業
の
隆
替
、
変
動
の
割
合
は
、
時
期
、
地
域
、
業
種
等
に
よ
り
異
る
で
あ
ら
う
し
、
明
確
に
富
む
こ
と
は
困
難
で
、
従
っ
て
比
較
す
る
こ
と
も
無
理
で
、

　
　
一
概
に
論
ぜ
ら
れ
な
い
が
例
え
ば
筆
者
の
調
・
査
に
よ
る
と
、
阪
神
工
業
地
帯
の
一
部
で
あ
る
伊
丹
市
で
罪
業
櫨
を
含
み
中
小
工
業
を
主
と
す
る
所
在
の
約
一
〇
〇
工
場
最

　
　
近
三
年
聞
の
変
動
を
み
る
と
、
業
者
数
の
三
割
余
な
い
し
四
割
弱
が
出
没
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
明
か
に
岡
山
の
農
発
業
者
の
変
動
割
合
は
少
い
と
い

　
　
え
る
よ
う
で
あ
る
。
平
井
泰
太
郎
、
米
花
稔
、
荒
…
川
砿
吉
士
『
伊
丹
の
工
業
と
商
業
』
昭
和
二
十
八
年
刊
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
市
場
的
条
件

　
岡
山
県
農
業
用
石
油
発
動
機
工
業
の
対
象
と
す
る
市
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
ず
当
該
工
業
の
販
売
関
係
の
現
状
、
つ
い
で
そ
の
市

場
に
お
け
る
他
の
同
業
製
造
業
者
と
の
競
争
関
係
に
つ
い
て
み
た
後
、
こ
れ
ら
全
体
の
対
象
と
し
て
い
る
市
場
そ
の
も
の
の
性
格
を
考
察
し

て
、
前
者
と
の
関
係
に
お
け
る
こ
の
岡
山
県
地
方
産
業
の
存
立
条
件
並
び
に
当
面
す
る
問
題
点
に
及
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
、
販
売
関
係
の
現
状

　
岡
山
県
農
業
用
発
．
動
機
工
業
は
、
現
在
殆
ど
全
部
内
地
市
場
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
三
年
間
に
・
つ
い
て
み
る

と
、
年
生
産
台
数
の
約
一
割
二
、
三
分
が
東
南
ア
ジ
ア
方
面
に
輸
出
さ
れ
で
、
二
千
台
な
い
し
二
千
五
、
六
百
台
を
数
え
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

一一一@45　一



　
　
地
方
産
樺
束
存
立
条
件
の
事
例
研
究

輸
出
製
品
の
製
造
は
少
数
の
業
者
に
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
特
に
最
近
は
輸
出
不
振
の
状
態
に
あ
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
　
根

本
的
に
一
般
機
械
工
業
と
同
様
我
国
製
品
の
コ
ス
ト
高
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
（
二
）
　
当
業
界
と
し
て
も
内
地
市
場
の
需
要
が
多

い
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
へ
の
関
心
が
少
く
、
（
三
）
　
叉
輸
出
に
つ
い
て
は
取
引
機
構
の
関
係
も
あ
っ
て
、
，
受
註
が
間
敏
的
で
内
地
向
生
産
と

の
間
に
生
産
計
画
が
立
て
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
（
四
）
　
更
に
後
述
の
如
く
各
業
者
の
規
模
が
小
さ
い
為
に
、
大
量
受
註
を
ま
か
な
い
得
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
状
に
お
い
て
輸
出
面
の
発
展
は
期
待
出
来
難
い
実
情
に
あ
る
。

　
転
じ
て
大
部
分
の
市
揚
で
あ
る
内
地
向
を
み
る
と
、
そ
の
販
路
は
北
海
道
よ
り
九
州
南
部
ま
で
全
国
各
誌
道
府
県
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ

の
全
体
の
仕
向
地
別
出
荷
高
の
正
確
な
資
料
は
得
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
部
の
若
干
業
者
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
昭
和
二
十
八

年
上
半
期
に
つ
い
て
み
る
と
、
殆
ど
各
府
県
に
亘
り
、
こ
れ
を
中
部
以
東
と
近
畿
以
西
に
分
っ
て
み
て
も
、
後
者
が
梢
そ
の
割
合
が
多
い
と

い
う
程
度
で
略
相
半
ば
し
て
い
る
。
地
元
岡
山
県
は
、
既
述
の
如
く
、
特
に
早
く
よ
り
農
業
機
械
を
導
入
し
た
地
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
岡

山
製
品
の
岡
山
県
内
向
の
占
め
る
割
合
は
一
割
五
分
程
度
に
止
ま
る
。

　
こ
の
如
き
販
売
の
採
る
方
法
並
び
に
罵
言
に
つ
い
て
み
る
と
、
各
業
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
銘
柄
を
標
榜
し
て
、
自
ら
の
特
約
店
を
販
路

と
す
る
各
府
県
に
一
店
な
い
し
数
店
づ
っ
設
け
、
極
め
て
小
さ
い
業
者
と
錐
も
、
各
々
独
自
の
販
売
網
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
間
自
ら
業

者
の
規
模
、
方
策
或
は
沿
革
等
に
よ
っ
て
、
販
路
が
比
較
的
広
汎
に
わ
た
る
も
の
か
ら
、
九
州
地
方
、
四
国
地
方
、
或
は
関
東
地
方
等
重
点

的
に
、
更
に
は
二
、
三
の
特
定
府
県
に
地
盤
を
確
保
し
て
い
る
も
の
等
様
々
で
あ
る
が
、
既
に
示
し
た
如
く
、
大
正
末
期
、
昭
和
初
期
か
ら

の
業
者
が
多
い
為
に
、
そ
の
銘
柄
に
よ
る
地
盤
も
相
当
に
根
強
く
形
成
せ
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
特
約
店
と
の
取
引
関
係
も
比
較
的
強
固
な
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
そ
の
取
引
条
件
は
、
手
形
取
引
も
一
部
に
は
あ
る
が
、
大
部
分
が
荷
為
替
に
よ
る
決
済
で
、
特
に
集
金
の
為
に
地
方
に
出
張
す
る
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手
数
を
余
り
要
し
な
い
と
い
う
、
昨
今
の
一
般
業
界
に
は
珍
ら
し
い
環
境
に
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は
、
後
述
の
大
規
模
製
造
業
者
等
と
の
競
争

関
係
か
ら
一
流
特
約
店
を
確
保
し
得
て
い
な
い
結
果
の
手
段
と
も
み
ら
れ
、
或
は
全
国
に
販
路
を
有
す
る
も
の
の
中
小
規
模
で
あ
る
こ
と
の

制
約
か
ら
の
取
引
方
法
で
も
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
為
に
大
規
模
業
者
と
の
販
売
競
争
に
不
利
を
蒙
む
つ
て
い
る
こ
と
と
も
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
只
永
年
の
地
盤
と
近
年
引
続
く
製
品
需
要
の
増
大
が
か
く
恵
ま
れ
た
取
引
条
件
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
く
て
、
戦
前
昭
和
十
年
頃
平
均
年
産
一
万
三
千
台
余
を
み
せ
て
い
た
の
が
、
戦
時
統
制
に
よ
る
転
換
、
戦
災
等
で
、
昭
和
二
十
一
年
に

は
僅
か
に
年
産
千
台
余
、
二
十
二
年
に
も
年
産
二
千
五
百
台
弱
と
い
う
激
減
を
示
し
、
そ
の
後
復
旧
が
漸
く
は
か
ど
っ
て
既
述
の
如
く
昭
和

ご
十
七
年
に
は
戦
前
の
水
準
を
こ
え
て
一
万
七
千
台
に
及
び
、
と
に
か
く
岡
山
業
界
と
し
て
の
み
見
る
限
り
は
、
　
一
応
戦
前
な
い
し
そ
れ
以

上
の
規
模
に
達
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
岡
山
業
界
の
全
国
市
場
に
お
け
る
地
位
は
、
戦
前
の
六
刮
の
比
重
か
ら
、
今
日
一
割
五
分
程
度
に
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
問
題
は
そ
の
相
対
的
関
係
に
つ
い
て
、
市
場
の
競
争
関
係
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
、
市
場
に
お
け
る
競
争
関
係

　
岡
山
製
品
の
右
の
如
き
相
対
的
地
位
の
低
下
は
、
既
に
示
し
た
如
く
、
我
国
農
家
六
百
万
戸
に
対
し
、
戦
前
石
油
発
動
機
の
普
及
台
数
が

二
十
万
台
余
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
共
同
利
用
等
を
考
え
合
せ
て
も
、
使
用
農
家
戸
数
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
今
日
で

は
百
八
十
万
戸
の
農
家
が
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
間
数
倍
以
上
の
普
及
増
加
に
対
し
、
岡
山
製
品
の
生
産
高
の
絶
対
量
が
殆
ど

変
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
原
因
す
る
。
こ
の
著
し
く
増
大
し
た
市
場
を
ま
か
な
っ
た
の
が
他
地
方
の
発
動
機
工
業
で
あ
る
が
、
し
か
も

そ
の
主
た
る
部
分
は
他
地
方
の
同
様
の
中
小
工
業
よ
り
な
る
機
械
工
業
者
群
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
と
業
態
を
著
し
く
異
に
す
る
近
代
的
経

営
形
態
の
大
企
業
の
進
出
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
業
界
が
こ
の
如
く
異
る
業
態
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
も
た
眠
さ
れ
た
競
争
関

　
　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
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係
が
、
こ
の
地
方
産
業
に
新
た
な
る
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
農
業
部
面
の
需
要
に
応
ず
る
機
械
工
業
は
、
、
従
来
一
部
の
例
外
を
除
き
、
大
部
分
が
各
地
方
の
中
小
工
業
に
よ
っ
て
受
け
持
た
れ
て
い
た

分
野
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
二
次
大
戦
が
敗
戦
に
終
っ
た
結
果
、
軍
需
そ
の
他
各
分
野
を
対
象
と
し
た
阪
神
そ
の
他
の
大
工
業
地
帯
の
諸
機

械
工
業
は
、
広
汎
に
そ
の
市
場
を
喪
失
す
る
に
至
っ
た
為
に
、
戦
後
こ
れ
ら
の
分
野
の
中
小
工
業
者
は
勿
論
、
大
企
業
も
亦
、
そ
の
転
換
の

方
向
の
一
と
し
て
選
択
し
た
の
が
農
業
に
需
要
せ
ら
れ
る
機
械
工
業
製
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
如

く
転
換
事
業
と
し
て
生
産
せ
ら
れ
た
農
業
用
機
械
器
具
の
多
く
は
、
農
業
面
に
対
す
る
業
者
の
知
識
経
験
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
情
に
適

合
せ
ず
、
粗
製
濫
造
の
往
行
と
相
論
っ
て
、
両
三
年
な
ら
ず
し
て
、
極
め
て
多
く
の
も
の
は
淘
汰
さ
れ
、
塀
落
し
、
或
は
一
般
業
界
の
見
透

し
の
明
確
化
に
伴
う
各
自
の
分
野
へ
の
復
帰
等
も
一
部
に
み
ら
れ
、
相
当
の
も
の
は
整
理
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
ロ
ハ
若
干
の
も
の
特
に
大
企

業
に
属
す
る
も
の
の
一
部
が
、
そ
の
ま
x
本
来
の
分
野
と
し
て
引
続
き
業
界
に
止
ま
り
、
或
は
一
層
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
．
動
力
耕
転
機
、
籾
摺
機
、
ハ
ン
ド
・
ト
・
ラ
ク
タ
ー
、
農
業
用
発
動
劣
等
に
そ
の
例
を
み
る
。

　
こ
れ
ら
新
規
業
者
の
製
品
も
、
当
初
は
未
完
祓
で
、
従
来
の
製
口
叩
に
一
歩
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本

来
の
機
械
工
業
と
し
て
の
技
術
陣
と
経
営
の
資
本
力
組
織
力
を
以
て
、
農
村
の
実
態
に
接
触
を
深
め
る
に
伴
っ
て
、
遙
か
に
優
れ
た
機
械
設

備
と
生
産
方
式
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遂
に
従
来
の
製
品
を
凌
駕
す
る
に
至
り
、
か
つ
て
一
時
的
に
そ
の
経
験
に
学
ば
し
め
た
中
小
業

者
も
そ
の
近
代
化
に
つ
い
て
、
最
近
は
進
ん
だ
こ
れ
ら
規
模
の
大
き
い
新
規
業
者
に
範
を
求
め
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
る
事
例
を
少
な
か
ら
ず

み
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
農
業
用
石
油
発
動
機
業
界
も
そ
の
例
外
で
な
く
、
む
し
ろ
製
品
の
種
類
の
多
い
農
業
用
各
種
機
械
に
比
す
る
と
、
種
類
が
少
い
だ
け
大
量

生
産
を
容
易
に
し
て
、
一
層
顕
著
な
影
響
を
示
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
分
野
に
は
、
戦
前
よ
り
規
模
の
大
き
い
工
場
が
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な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
の
新
規
大
企
業
、
中
企
業
等
を
加
え
て
、
農
村
の
需
要
に
対
応
し
つ
x
阪
神
地
方
中
心
に
製

造
業
者
が
新
設
或
は
拡
張
す
る
に
至
っ
て
、
月
産
五
千
台
以
下
岡
山
地
方
全
体
の
月
産
程
度
に
匹
敵
す
る
も
の
ま
で
数
社
を
数
え
る
に
至
っ

て
い
る
。
点
せ
ぽ
、
株
式
会
社
久
保
田
鉄
工
所
（
堺
工
場
）
、
新
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
（
京
都
工
場
）
等
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ヴ
、
後

述
の
石
油
発
動
機
と
直
接
の
競
争
関
係
に
あ
る
小
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
を
加
え
る
と
、
ヤ
ン
マ
ー
デ
ィ
ー
ぜ
ル
株
式
会
社
（
長
浜
工

場
）
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
大
規
模
業
者
の
こ
の
両
三
年
の
市
場
進
出
の
推
進
力
と
な
っ
た
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
生
産
、
販
売
並
び
に
金
融
面
に
お

け
る
優
位
性
に
も
と
つ
く
。
即
ち

　
（
－
）
　
生
産
面
に
お
い
て
は
、
高
性
能
の
専
門
工
作
機
械
等
設
備
の
近
代
化
と
、
コ
ン
ベ
ア
ー
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
生
産
の
大
量
化
に
よ
っ

て
、
質
的
、
量
的
優
位
性
を
発
揮
し
た
。
現
在
も
中
小
業
者
の
製
造
に
か
Σ
る
岡
山
製
品
等
に
比
し
て
、
価
絡
匠
概
し
て
一
割
程
度
高
い

（
燃
料
消
費
の
少
い
デ
ィ
ー
ゼ
ル
は
一
層
高
く
つ
く
が
）
け
れ
ど
も
、
性
能
、
デ
ィ
ザ
ン
等
の
優
秀
性
が
そ
の
販
売
力
と
相
侯
っ
て
こ
れ
を

可
能
に
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
販
売
面
も
、
右
の
量
産
に
裏
付
け
ら
れ
て
、
全
国
に
一
流
の
特
約
店
を
確
保
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
販
売
網
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、

機
械
操
作
盤
の
講
習
会
も
組
織
的
に
行
い
、
自
社
の
銘
柄
の
普
及
に
よ
る
宣
伝
力
と
相
俊
っ
て
、
漸
次
そ
の
地
盤
を
形
成
し
た
。

　
（
3
）
　
し
か
も
大
企
業
の
金
融
的
優
位
性
に
よ
っ
て
、
特
約
店
に
は
手
形
取
引
等
に
よ
っ
て
便
宜
を
み
た
え
、
そ
の
販
路
拡
張
を
積
極
化

す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。

　
岡
山
製
品
の
市
場
に
お
け
る
相
対
的
地
位
低
下
は
、
大
要
以
上
の
如
き
競
争
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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C
、
市
場
の
一
般
的
性
格

　
さ
て
し
ば
ら
く
岡
山
業
界
或
は
襟
脚
の
競
争
関
係
を
離
れ
て
、
農
業
用
発
動
機
の
市
場
の
一
般
的
性
格
を
考
察
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題

点
の
検
討
の
手
が
か
り
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
に
一
一
般
に
生
産
手
段
と
し
て
の
機
械
類
を
使
用
す
る
も
の
は
、
た
と
え
経
験
的
に
し
ろ
そ
れ
に
関
す
る
専
門
的
技
術
を
有
す
る
場

合
が
普
通
で
あ
る
が
、
農
業
機
械
に
関
す
る
限
り
例
外
的
と
も
い
う
べ
く
、
使
用
す
る
も
の
は
農
民
で
あ
り
、
機
械
類
と
は
従
来
極
め
て
縁

遠
い
関
係
に
お
か
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
機
械
類
購
入
に
つ
い
て
も
、
そ
の
選
択
識
別
等
に
対
す
る
能
力
が
少
く
、
伝
統
的
、
流
行
的
或
は

保
守
的
態
度
等
多
分
に
非
合
理
的
要
素
が
介
入
し
易
い
。
作
業
対
象
が
農
産
物
で
あ
り
、
或
は
土
壌
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
素
人
の
操

作
に
便
宜
な
よ
う
に
、
精
密
度
よ
り
堅
牢
度
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
麦
配
的
に
な
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
如
き
性
質
の
消
費
者
が
農
村
に
広
汎
に
散
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
機
械
操
作
の
指
導
、
機
械
の
保
全
修
理
等
の

サ
ー
ビ
ス
も
亦
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
な
る
結
果
、
農
業
用
機
械
船
の
販
売
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
製
造
業
者
と
関
係
す
る
代
理
店
、

特
約
店
制
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
如
き
専
属
的
販
売
網
の
形
成
に
よ
っ
て
、
農
業
用
機
械
に
は
販
売
政
策
的
要
素

の
介
入
が
相
当
著
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
か
く
て
、
需
要
者
が
素
人
の
農
家
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
れ
と
製
造
業
者
を
結
ぶ
販
売
系
路
の
右
の
如
き
性
格
と
が
相
関
連
し
て
、
農
業
用

機
械
の
市
揚
に
お
け
る
競
争
関
係
は
、
一
般
産
業
機
械
類
の
場
合
と
異
っ
て
、
あ
る
程
度
制
約
せ
ら
れ
、
或
は
異
っ
た
形
に
お
い
て
現
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
、
特
殊
市
場
、
部
分
市
場
の
形
成
が
相
当
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
農
作
業
は
本
来
季
節
的
繁
閑
の
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
直
接
農
業
用
機
械
類
の
需
要
に
反
映
し
て
、
そ
の
販
売
・

の
季
節
的
変
動
も
顕
著
に
な
る
。
石
油
発
動
機
に
つ
い
て
み
て
も
、
米
麦
の
収
穫
期
を
最
．
盛
期
と
し
て
、
そ
の
繁
閑
の
差
は
大
き
い
。
岡
山
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製
品
の
若
干
工
場
の
最
近
一
年
間
の
販
売
実
績
に
み
る
と
、
十
月
頃
と
こ
れ
に
次
い
で
五
月
頃
を
最
高
と
し
、
七
月
を
最
低
と
し
て
前
者
を

一
〇
〇
と
す
れ
ば
後
者
は
五
〇
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
幾
分
好
成
績
の
時
期
で
あ
っ
て
、
三
分
の
一
位
の
場
合
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
が
農
業
用
機
械
工
業
の
経
営
規
模
を
著
し
く
制
約
す
る
こ
と
と
な
り
、
殊
に
戦
後
農
機
具
商
並
び
に
製
造
業
者
の
資
金
難
が
一
層

ご
れ
を
甚
し
く
し
て
い
る
。
戦
後
の
大
企
業
と
て
こ
の
点
に
変
り
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
発
動
機
部
門
と
て
属
し
も
農
業
用

の
み
で
な
く
、
且
他
の
有
力
な
る
機
械
工
業
部
阿
等
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
そ
の
販
売
政
策
と
相
侯
っ
て
、
或
る
程
度
調
整
を
可
能
な

ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
は
、
以
上
の
性
絡
と
反
対
の
方
向
を
示
ず
最
近
の
傾
向
で
あ
る
。
即
ち
既
に
一
部
触
れ
た
如
く
、
我
国
の
農
機
業
械
化
は
、
従
来
脱

穀
調
整
等
に
相
当
進
展
し
、
本
来
の
農
作
業
に
お
い
て
は
そ
の
発
達
が
遅
れ
て
い
た
。
そ
の
限
り
こ
れ
に
要
す
る
動
力
も
、
年
間
使
用
の
度

合
も
比
較
的
少
く
、
そ
の
如
き
動
力
の
用
途
に
対
す
る
製
品
の
質
に
つ
い
て
の
需
要
考
の
要
求
も
極
め
て
低
く
、
従
っ
て
価
格
周
題
が
大
き

い
こ
と
と
な
り
、
他
方
需
要
期
の
繁
閑
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
七
か
る
に
こ
の
数
年
来
、
動
力
耕
転
機
、
カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
タ
ー

等
本
来
の
農
作
業
に
関
す
る
機
械
化
が
普
及
し
始
め
、
特
に
．
単
作
地
帯
に
適
合
す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
事
情
は
著
し
く
変

化
し
つ
瓦
あ
る
。
発
動
機
の
適
用
部
面
の
増
大
に
伴
っ
て
、
年
間
利
用
度
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
上
、
運
搬
等
の
必
要
も
大
き
く

な
り
、
嘉
し
も
価
格
低
廉
の
み
が
望
ま
れ
ず
に
、
性
能
、
耐
久
度
、
燃
料
節
約
、
軽
量
化
等
、
機
械
製
品
と
し
て
の
質
的
要
求
が
大
き
く
な

っ
て
、
既
に
述
べ
た
如
き
非
合
理
的
動
機
を
漸
次
修
正
す
る
傾
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
農
業
用
発
動
機
市
揚
は
、
本
来
競
争
関
係
が
あ
る
意
味
に
お
い
て
制
約
せ
ら
れ
た
、
或
は
非
合
理
的
動
機
の
介
入
し
た
性
格
を
持

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
只
最
近
農
業
の
機
械
化
の
進
展
が
量
的
需
要
の
増
大
を
も
た
ら
す
と
共
に
、
質
的
要
求
も
漸
く
厳
格
化
す
る
方

向
に
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
従
来
の
競
争
関
係
の
制
約
が
排
除
せ
ら
れ
、
或
は
競
争
部
面
が
変
化
し
始
め
つ
つ
あ
る
と
み
る
こ
と
が
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で
き
ょ
う
。

　
こ
の
如
き
農
業
用
石
油
発
動
機
の
市
場
を
、
更
に
具
体
的
に
統
計
資
料
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
次
の
如
き
現
状
と
な
る
。

　
（
一
）
　
農
家
の
石
油
発
動
機
の
使
用
は
、
こ
れ
を
個
人
で
所
有
し
て
用
い
る
も
の
、
二
戸
以
上
置
戸
の
も
の
が
共
有
し
て
利
用
す
る
も
の
、

他
か
ら
借
入
れ
て
使
用
す
る
も
の
、
並
び
に
賃
作
業
に
よ
っ
て
賄
う
も
の
等
数
々
の
形
が
あ
る
。
約
六
百
万
農
家
の
内
、
石
油
発
動
機
を
使

用
す
る
も
の
は
約
百
八
十
万
戸
を
数
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
を
昭
和
二
十
七
年
二
月
一
計
調
査
に
よ
る
「
農
業
動
態
調
査
」
で
み
る

と
、
抽
出
に
よ
る
の
で
あ
る
が
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
比
較
の
為
一
部
競
争
商
品
的
な
電
動
機
に
つ
い
て
も
示
し
た
。

（8）　我国農家動力機械所有形態別懐用

　　　戸数

　　　　昭27。2・1。調査（抽出）

石油発動機 電　動　機

　　％
leo．　0

38．　6

40．　7

　8．　2

13．　7

　　　　戸

11，　455

4，　416

4，　657

1，　019

1，　564

　　％
100．　0

27．　7

25．　7

13．　8

　　　　戸

10，　601

2，　940

2，　727

1，　463

4，　019

27．　7

25．　7

13．　8

37．　9

数
有
西
入
業

響
．
作

総
個
共
借
賃

昭和26年度農業動態調査による。（農林水産統

計資料No．8）。合計数字が多少喰違っているが

元の資料のまま示した。

　
即
ち
石
油
発
動
機
を
個
人
で
所
有
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
二
七
％
、
共
有
の
も
の
二
五

％
、
両
者
で
五
割
余
で
あ
る
が
、
他
方
賃
作
業
に
よ
る
も
の
が
三
割
八
分
と
い
う
高
率
で
、

こ
の
点
電
動
機
が
個
人
所
有
並
び
に
共
有
が
八
割
近
く
、
賃
作
業
が
一
割
三
分
余
で
あ
る
の

と
対
照
的
で
あ
る
。
．
後
者
が
小
型
簡
便
な
る
こ
と
に
よ
り
、
叉
一
週
分
は
石
油
発
動
機
が
動

力
耕
転
機
に
使
用
さ
れ
る
等
、
電
動
機
と
用
途
の
異
る
こ
と
に
基
く
所
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
こ
れ
を
個
人
所
有
並
び
に
共
有
し
て
使
用
し
て
い
る
部
分
に
限
っ
て
、
馬
力
別
に
石

油
発
動
機
と
電
動
機
と
の
状
態
を
み
る
と
、
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
資
料
の
関
係
で
前
表
と

異
り
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
現
在
の
動
態
調
査
に
つ
き
、
全
体
を
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
即
ち
こ
れ
に
よ
る
と
、
馬
力
数
の
小
さ
い
も
の
程
個
人
所
有
が
多
く
、
従
っ
て
叉
石
油
発

動
機
に
比
し
電
動
機
の
方
が
よ
り
個
人
所
有
の
割
合
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
農
家
の
所
有
形
態
の
構
成
変
化
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
総
督
経
済
の
向
上
程
度
、

農
家
経
営
の
あ
り
方
の
如
何
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（9）動力機械馬力別所有関係

　　昭26．2．1．調査（推計）

個入備の台釧・戸一・戸賄跡戸数 6戸以上鮪農家戸劃

翻雛欝 215，160台

?U0，760

@7，320

一
44．9％　　68，780戸

Q3．0　　　64，840

P2．8　　　2，680

14．4％

X．3

S．7

103，160戸

P86，240

Q4，960

21．6％

Q6．7

S3．6

誰瓢・馳下　　t　　2馬力以上3馬力以下E機　　3馬力を超えるもの

182，020台

Q92，540

P11，440

R3，940

53．3％

S7．7

Q6．4

P4．4

84，160戸

P26，920

S7，420

P3，14．0

24．◎％

Q0．7

P1．2

T．2

43，220戸

P32，420

Q03，340

P68，040

12．7％

Q1．6

S8．1

U6．4

昭和25年度農業動態調査による。（農林統計資料No．12）

（10）　動力機械の経営規模別使用農家戸数

　　　　　（昭和25．2．1．現在）

経営規模 総農家 石油発動機
g用農家戸数

電動機使用農家戸数

一 1

3反未満 1，254，985戸 198，467戸 15．8％ 204，316戸1 16．3％

3反一　5反 975，112 241，651 24．8 248，477 25．5

5反一1町 1，907，375 599，342 31．4 φ35，824 33．3

1町一1・5町 1，048，628 380，854 36．3 439，434 41．9

1．5町一2町 蛋68，668 177129　， 37．8 215，399 46．0

2三一　3町 298，746 109098　7 36．5 137，802 46．1

3町一　5町 120，851
47095　ラ

39．0 45，057 37．3

5町一10町 61，932 32，476 52．4 12，264 19．8

10町一20町 25，229 13，854 54．9 2，392 9．5

20白蜜　上 6，491 3，045 46．9 323 5．0

例外規定の適用
�､けるもの

8，402 424 1．5 113 1．3

一　　　計 ｝三・76；・・9 　　一P，803，135 29．2
1・・4・…、 ｝…

1950年世界農業セγサス（農林統計資料No・9）
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と
、
石
油
発
動
機
需
要
の
動
向
と
相
当
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ら
れ
る
。
此
の
間
特
に
留
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
主
食
の
統
制
、

供
出
制
度
に
よ
っ
て
、
戦
後
機
械
の
個
人
所
有
を
著
し
く
促
進
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
従
っ
て
叉
供
出
制
度
の
緩
和
、
共
同
作
業
の
増
加
が
、

今
後
共
有
形
態
を
再
び
増
大
さ
せ
る
一
原
因
に
な
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
二
）
　
次
に
農
家
の
経
営
規
模
と
、
石
油
発
動
機
並
び
に
電
動
機
の
使
用
農
家
の
事
情
を
み
る
と
、
1
0
表
の
如
く
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

年
二
月
一
日
現
在
の
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
こ
れ
に
よ
る
と
、
石
油
発
動
機
の
使
用
農
家
の
割
合
の
最
も
多
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
割
余
を
占
め
る
五
町
歩
以
上
の
規
模
の
農
家
で

あ
る
の
に
対
し
、
電
動
機
は
一
町
露
な
い
し
三
町
歩
の
農
家
に
お
い
て
四
割
な
い
し
四
割
五
分
程
度
の
普
及
率
を
示
し
て
い
る
。
勿
論
絶
対

数
に
お
い
て
多
い
の
は
何
れ
も
五
反
な
い
し
一
町
五
反
程
度
の
規
模
の
農
家
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
も
石
油
発
動
機
な

い
し
動
力
機
械
一
般
の
今
後
の
需
要
増
加
、
従
っ
て
叉
農
業
機
械
化
の
方
向
と
か
形
態
、
或
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
こ
れ
ら
動
力
機
械
に
要
請

せ
ら
れ
る
経
済
的
、
技
術
的
条
件
も
多
少
共
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
（
三
）
　
最
後
に
、
石
油
発
動
機
並
び
に
電
動
機
の
都
道
府
県
別
の
普
及
度
並
び
に
各
府
県
聞
の
比
重
を
、
使
用
農
家
戸
数
に
つ
い
て
み
る

と
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
自
然
的
条
件
と
か
、
農
業
経
営
の
方
式
或
は
規
模
等
と
併
ぜ
考
察
す
る
の

で
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
態
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
問
題
が
広
汎
に
な
り
、
且
余
り
に
本
論
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
も
な
る
の

で
、
こ
こ
に
は
一
応
の
普
及
割
合
並
び
に
そ
の
相
対
的
地
位
を
比
較
し
て
み
る
に
止
め
る
。
第
十
一
表
の
如
く
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
二

月
一
日
の
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
各
都
府
県
に
お
け
る
普
及
率
に
お
い
て
、
石
油
発
動
機
使
用
農
家
数
が
四
割
を
こ
え
る
も
の
は
、
秋
田
、
千
葉
、

兵
庫
、
和
歌
山
、
岡
山
、
広
島
、
山
口
、
徳
島
、
香
川
、
高
知
、
福
岡
、
佐
賀
、
大
分
、
熊
本
の
十
四
県
で
、
そ
の
十
二
県
ま
で
が
近
畿
以
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（11）動力機械の都道府県別普及度壷びに分布度

　　（昭和25．2．1．現在）

謄
難
論
鎗
薮
襲
贈
％
曇
錘
輪
投
蕊
櫨
誘
膿
幡
【
纒

』
0
1
0

率
布
分
率
及
普

彿
3
7
4
0
6
5
7
5
0
、
4
4
4
5
6
4
7
3
5
5
1
5
7
8
9
、
6
3
9
8
4
9
。
8
6
3
3
4
4
9
8
5
6
一
市
議
設
銭
荘
籔
盆
給
語
頭
鍬
鎗
措
豊
詩
調
丑
鼠
詮
翁
盤
a
ま
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馬
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田
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根
山
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口
島
川
媛
知
錯
嗅
崎
本
分
崎
島
海
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歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匿
　
卜
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岩
宮
秋
山
加
湿
側
管
埼
千
束
神
新
富
石
福
山
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岐
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三
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京
大
兵
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和
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島
岡
広
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徳
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風
呂
墨
銀
長
熊
大
宮
鹿
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

西
と
な
っ
て
い
6
。
こ
れ
に
対
し
電
動
機
の
四
割
以
上
の
都
道
府
県
は
、
山
形
、
群
馬
、
埼
玉
、
東
京
、
神
奈
川
、
新
潟
、
富
山
、
石
川
、

福
井
、
静
岡
、
愛
知
、
京
都
、
兵
庫
、
広
島
の
十
四
都
道
府
県
で
、
十
一
都
県
が
中
部
以
東
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
農
，

家
数
の
分
布
割
合
か
ら
み
る
と
、
石
油
発
動
機
使
用
農
家
の
内
、
近
畿
以
西
が
約
五
五
％
強
、
中
部
以
東
が
約
四
五
％
弱
と
な
っ
て
お
り
、

電
動
機
は
中
部
以
東
が
約
七
二
％
弱
、
近
畿
以
西
が
約
二
八
％
強
と
な
っ
て
い
る
。
我
国
農
家
戸
数
全
体
の
分
布
鳳
中
部
以
東
約
五
五
％
、

近
畿
以
西
約
四
五
％
で
あ
る
の
と
対
比
す
る
と
き
、
電
動
機
の
普
及
は
地
域
的
に
極
め
て
特
徴
的
に
、
中
部
以
東
に
集
中
し
て
お
り
、
石
油

発
動
機
は
絶
対
数
に
お
い
て
ば
相
当
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
術
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
既
に
示
し
た
岡
山
製
品
の
販
路
が
、
最
近
の
実
績
に
お
い
て
、
右
の
全
体
と
し
て
の
石
油
発
動
機
使
用
農
家
数

の
分
布
割
合
、
即
ち
中
部
以
東
約
四
五
％
、
近
畿
以
西
約
五
五
％
と
略
等
し
い
こ
と
で
、
岡
山
業
界
が
、
個
別
の
府
県
と
し
て
は
多
少
異
る

と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
少
量
つ
つ
で
も
か
な
り
広
汎
な
る
販
路
に
依
存
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
曲
辰
業
用
石
油
発
動
機
の
市
場
と
し
て
の
一
般
的
性
格
並
び
に
そ
の
具
体
的
な
形
態
の
概
観
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
、
岡
山
業
界
の
問
題
点

　
以
上
考
察
七
た
所
に
よ
っ
て
、
地
方
産
業
と
し
て
の
岡
山
の
農
業
用
発
動
機
工
業
の
、
市
場
的
観
点
よ
り
す
る
問
題
点
は
次
の
如
き
で
あ

ら
う
。

　
先
づ
現
状
に
お
い
て
比
較
的
順
調
な
る
成
績
を
得
て
い
る
存
立
条
件
を
市
場
的
観
点
か
ら
み
る
と
、

　
　
（
1
）
　
戦
後
農
業
の
機
械
化
が
著
し
く
普
及
し
、
従
っ
て
そ
の
動
力
と
し
て
の
農
用
発
動
機
の
需
要
が
激
増
し
、
大
企
業
の
大
量
生
産
能
力
の
進
出
を

　
以
て
し
て
も
倫
　
市
場
に
余
裕
の
あ
る
こ
と
。

　
　
（
2
）
　
そ
の
市
場
が
保
守
的
、
伝
統
的
農
村
で
あ
り
、
そ
の
利
用
者
が
農
家
で
あ
る
こ
と
が
、
散
在
す
る
需
要
へ
の
到
達
と
ザ
ー
ビ
ス
等
の
必
要
力
ら
・
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形
成
せ
ら
れ
る
販
売
網
と
相
侯
っ
て
、
競
争
関
係
が
諮
る
意
味
で
制
約
せ
ら
れ
、
特
殊
製
品
的
に
部
分
市
場
が
形
成
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
岡
山
製
．

　
晶
の
古
い
地
盤
が
比
較
的
よ
く
保
持
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
（
3
）
　
同
時
に
今
日
ま
で
農
用
発
動
機
の
年
間
使
用
時
期
な
い
し
使
用
度
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
機
械
に
対
す
る
条
件
が
価
格
面
以
外
に
は
比

　
較
的
少
い
こ
と
が
、
設
備
の
劣
っ
た
中
小
工
業
に
お
い
て
も
生
産
を
容
易
に
し
て
き
た
こ
と
。

等
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
如
き
市
場
．
も
常
に
変
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
近
み
ら
れ
始
め
た
動
向
と
し
て
、

或
は
叉
問
題
と
な
り
得
る
点
と
し
て
、

　
　
（
1
）
　
農
業
機
械
化
の
進
展
、
特
に
脱
穀
調
整
か
ら
耕
転
等
の
農
耕
作
業
へ
の
発
展
に
よ
っ
て
、
動
力
の
使
用
分
野
が
今
後
拡
大
し
、
従
っ
て
年
闇
使

　
用
期
間
の
増
大
に
伴
つ
℃
、
価
格
面
以
上
に
、
耐
久
度
、
燃
料
節
約
、
重
量
の
軽
減
等
滅
絶
の
質
的
要
求
が
増
大
し
、
そ
れ
だ
け
伝
統
的
或
は
保
守
的
地

　
盤
は
弱
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
（
2
）
現
在
の
動
力
機
械
の
所
有
な
い
し
、
使
用
形
態
は
、
今
後
の
農
家
経
済
の
動
向
、
農
家
の
経
営
形
態
或
は
農
耕
方
式
等
に
よ
っ
て
異
っ
て
、
そ

　
れ
に
伴
っ
て
需
要
の
増
減
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
そ
の
需
要
増
大
に
は
、
経
営
規
模
の
中
以
下
の
農
家
へ
の
普
及
、
個

　
人
所
有
等
の
増
加
、
或
は
低
馬
力
の
普
及
等
に
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
3
）
　
し
か
も
前
述
の
如
き
諸
要
件
に
対
す
る
技
術
的
適
応
化
、
或
は
販
売
方
策
の
樹
立
等
は
、
概
し
て
中
小
工
業
者
群
よ
り
な
る
地
方
産
業
よ
り
、

　
大
企
業
に
お
い
て
、
よ
り
優
位
な
ゐ
条
件
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
（
4
）
　
岡
山
製
品
が
地
方
産
業
と
し
て
、
戦
前
よ
り
全
国
各
地
に
広
汎
に
地
盤
を
培
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
分
布
が
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
は
、
増

　
序
す
る
需
要
に
対
し
て
、
ご
れ
に
応
ず
る
基
盤
に
な
り
得
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
比
重
低
下
に
よ
る
地
盤
の

　
薄
弱
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
こ
と
も
老
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

等
の
諸
点
が
重
視
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
市
場
面
の
問
題
点
は
、
地
方
産
業
と
し
て
の
こ
れ
ら
中
小
工
業
老
群
の
集
団
と
し
て
の
あ
り

方
、
そ
の
構
成
、
な
い
し
生
産
面
に
お
け
る
適
応
能
力
如
何
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
以
下
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

一一一
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地
方
産
業
…
存
立
条
件
の
事
例
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
構
成
的
条
件

，
地
方
産
業
は
、
そ
の
一
般
的
性
格
と
し
て
既
に
述
べ
た
如
く
、
自
然
発
生
的
に
、
叉
後
に
は
多
少
共
意
識
的
、
計
画
的
に
、
地
域
的
集
団

と
し
て
構
成
せ
ら
れ
、
組
織
化
せ
ら
れ
て
、
そ
の
上
に
存
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
組
織
化
の
態
様
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

が
、
極
め
て
重
要
な
る
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
以
下
岡
山
の
農
業
用
発
動
機
工
業
の
構
成
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

先
ず
地
方
産
業
と
し
て
の
業
態
の
実
情
と
、
次
で
組
織
化
へ
の
動
向
に
つ
い
て
み
、
当
面
の
問
題
点
に
及
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
、
地
方
産
業
と
し
て
の
業
態

　
本
来
中
小
工
業
群
の
形
成
す
る
地
方
産
業
は
、
相
当
高
度
に
水
平
的
、
垂
直
的
或
は
合
成
的
分
業
を
つ
く
り
あ
げ
、
各
成
員
の
特
殊
化
専

門
化
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
外
部
経
済
、
即
ち
生
産
、
売
買
機
構
上
利
便
を
得
る
こ
と
が
少
く
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
企
業
と
、
と
に

か
く
併
存
し
得
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
岡
山
業
界
も
亦
、
既
述
の
如
く
、
四
十
近
い
業
者
が
集
中
し
て
地
方
産
業
を
形
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
か
つ
て
「
岡
山
製
品
」
の
名
に
よ
っ
て
、
全
国
市
揚
に
優
位
を
占
め
た
一
原
因
で
あ
り
、
今
日
も
術
そ
の
如
ぎ
地

域
的
集
中
が
取
引
上
或
は
熟
練
労
働
保
持
上
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
の
示
す
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
外
部
経
済
を
得
て
い
る

程
度
は
、
前
述
の
如
ぎ
い
わ
ゆ
る
地
方
産
業
一
般
の
場
合
に
比
し
て
、
そ
の
構
成
上
存
立
条
件
が
相
当
程
度
劣
っ
て
い
る
と
結
論
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
業
態
の
現
状
に
よ
っ
て
み
ょ
う
。

　
（
一
）
　
岡
山
の
石
油
発
動
機
工
業
は
、
四
十
近
い
中
小
工
業
者
が
、
鋳
物
部
分
を
外
註
す
る
外
は
、
殆
ど
が
一
貫
的
に
製
作
し
、
業
者
間

に
分
業
に
よ
る
専
門
化
、
特
殊
化
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

　
月
産
能
力
四
〇
〇
台
の
工
場
か
ら
、
僅
か
二
〇
台
の
小
工
場
ま
で
、
殊
に
そ
の
三
分
の
二
は
一
〇
〇
台
以
下
の
能
力
の
工
場
に
よ
っ
て
占

め
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
が
完
成
品
を
製
造
し
て
い
る
。
全
体
合
し
て
最
近
の
月
産
実
績
月
二
千
台
と
し
て
、
そ
の
従
業
員
数
約
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八
0
0
名
。
こ
れ
は
略
々
同
じ
従
業
員
数
の
単
一
の
大
工
場
で
月
五
千
台
生
産
と
い
う
の
と
対
比
す
る
と
、
両
者
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
こ

と
が
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
勿
論
こ
の
内
に
は
例
外
的
に
、
経
営
方
針
と
し
て
多
少
共
部
品
の
外
註
率
を
大
き
く
し
て
、
生
産
能
力
の
制
約
を
緩
和
し
よ
う
と
し
て
い

る
も
の
も
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
専
門
工
場
が
育
成
さ
れ
る
よ
う
な
条
件
に
な
い
現
状
に
お
い
て
、
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
鋳
物
部
門
の
み
は
、
専
門
工
場
に
依
存
し
て
お
り
、
岡
山
市
を
中
心
に
世
嗣
〇
の
業
者
が
あ
る
。
勿
論
こ
れ
ら
は
発
動
機
関
係
都
品
の
み

で
は
な
い
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
発
動
機
の
鋳
物
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
に
鋳
造
せ
ら
れ
て
い
る
如
き
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
（
二
）
”
こ
れ
ら
の
独
立
の
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
製
品
の
品
種
が
か
な
り
多
数
で
あ
り
、
且
業
者
間
の
規
格
も
様
々
で
あ
る
。

　
岡
山
地
方
の
製
造
す
る
農
業
用
発
動
機
は
、
最
近
に
お
い
て
は
低
速
（
九
〇
〇
回
転
ま
で
の
も
の
）
発
動
機
の
一
．
一
馬
力
か
ら
五
馬
力
ま
で

六
種
類
位
、
中
速
（
九
〇
〇
回
転
以
上
千
四
百
回
転
位
ま
で
の
も
の
）
発
動
機
の
一
馬
力
半
か
ら
八
馬
力
ま
で
十
種
類
位
等
に
及
ぶ
。
量
的

に
み
る
と
、
明
確
で
は
な
い
が
前
者
が
四
割
後
者
が
六
割
位
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
で
も
低
速
発
動
機
で
は
二
馬
力
半
、
三
馬
力
が
中
心
で
あ

り
、
中
速
発
動
機
で
は
二
馬
力
、
三
馬
力
、
五
馬
力
等
が
目
立
っ
て
い
る
。

　
し
か
も
、
工
場
の
規
模
の
小
さ
い
個
々
の
業
者
が
、
右
の
如
き
各
種
類
に
及
ぶ
極
め
て
多
種
類
の
機
種
を
製
造
し
で
い
る
の
で
あ
る
。
低

速
各
馬
力
、
中
速
各
馬
力
を
含
ん
で
七
、
八
種
類
か
ら
十
種
類
に
達
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
例
外
的
に
業
者
に
よ
っ
て
、
中
速
発
動
機
に

集
中
す
る
も
の
、
反
対
に
主
と
し
て
低
速
発
動
機
に
重
点
を
お
く
も
の
、
或
は
馬
力
数
の
多
い
機
種
で
三
、
四
種
の
み
に
限
定
し
て
い
．
る
も

の
等
が
み
ら
れ
る
に
止
ま
る
。

　
更
に
こ
れ
ら
の
製
品
は
、
種
類
、
馬
力
数
を
等
し
く
し
て
い
て
も
、
製
造
業
者
に
よ
っ
て
何
れ
も
部
品
的
に
規
格
を
異
に
し
て
、
各
々
が

独
自
の
銘
柄
に
よ
っ
て
販
売
競
争
を
行
っ
て
い
る
。
後
述
の
如
く
（
部
分
品
の
一
部
に
つ
い
て
共
同
購
入
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
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然
僅
か
に
そ
の
部
分
の
み
が
多
少
共
、
同
法
絡
の
部
分
を
使
用
す
る
と
い
う
に
至
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
要
す
る
に
、
規
模
の
小
さ
い
多
種
少
量
生
産
の
一
貫
業
者
の
地
域
的
集
中
と
い
う
の
が
、
こ
の
地
方
産
業
の
現
状
で
あ
る
。
農
業
用
に
直

接
用
い
ら
れ
る
機
械
器
具
は
一
般
に
多
種
多
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
農
業
用
と
い
え
ど
も
動
力
機
械
と
し
て
の
発
動
機
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

比
較
的
単
純
化
さ
れ
得
べ
き
性
質
を
本
来
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
右
の
如
き
業
態
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、
如
何
な
る
原
因
、

に
基
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
こ
の
地
方
産
業
が
既
述
の
如
き
市
場
的
条
件
の
下
に
発
展
し
来
っ
た
所
に
由
来
す
る
。
即
ち
、
保
守
的
伝
統
的
に

し
て
、
機
械
類
に
つ
い
て
素
人
で
あ
る
農
家
が
需
要
老
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
が
広
汎
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
の
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
特

約
店
、
代
理
店
等
の
販
売
網
を
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
が
競
争
を
制
約
し
、
部
分
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

こ
と
の
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
を
し
て
、
独
自
の
市
場
を
替
る
程
度
獲
得
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
自
ら
の
銘
柄
で
、

多
種
類
の
製
品
を
揃
え
、
し
か
も
そ
の
独
自
性
を
強
調
す
る
為
に
、
努
め
て
規
格
外
製
品
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
す
結
果
と
な
る
。
こ
の
如

き
方
策
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
の
業
界
が
発
展
し
来
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
限
り
、
専
門
北
、
特
殊
化
へ
の
手
が
か
め

が
得
ら
れ
ず
、
部
品
工
場
の
生
成
も
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
を
し
て
一
貫
化
を
維
持
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

く
て
地
方
産
業
と
し
て
の
水
平
的
並
び
に
垂
直
的
な
る
分
化
合
成
が
殆
ど
形
成
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
、
協
同
組
合
に
よ
る
組
織
化

　
地
方
産
業
と
し
て
の
業
態
の
現
状
は
以
上
の
如
く
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
地
域
的
集
中
に
よ
っ
て
発
展
し
来
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
間
そ
の
業
者
の
組
織
…
化
へ
の
努
力
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
最
近
は
部
分
的
な
が
ら
一
歩
前
進
の
方
向
に
あ
る
ζ
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と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
心
母
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
岡
山
県
感
泣
内
燃
機
関
協
同
組
合
で
あ
る

　
こ
の
協
同
組
合
が
本
格
的
に
事
業
を
始
め
た
の
は
昭
和
二
十
四
年
頃
か
ら
で
あ
る
が
、
地
方
産
業
組
織
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
事
業
の
概

要
を
、
共
同
購
入
、
共
同
施
設
、
並
び
に
そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
一
）
共
同
購
入

　
資
材
、
部
品
の
共
同
購
入
は
、
コ
ス
ト
引
下
げ
、
品
質
向
上
に
役
立
つ
と
共
に
、
規
格
統
一
に
一
歩
前
進
の
手
段
と
な
り
得
る
。
石
油
発

動
機
の
部
品
は
百
余
種
類
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
こ
の
内
組
合
に
よ
っ
て
共
同
購
入
を
実
施
し
て
い
る
の
は
、
次
の
六
種
類
の

部
品
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ン
ク
シ
ャ
フ
ト

　
ピ
ス
ト
ン
ロ
ッ
ド

　
ピ
ス
ト
ン
リ
ン
グ

　
電
気
コ
ー
ド

　
マ
グ
ネ
ト
ー

　
ベ
ア
リ
ン
グ
メ
タ
ル

　
そ
の
利
用
度
、
即
ち
こ
れ
ら
共
同
購
入
部
品
全
体
に
つ
い
て
の
共
同
購
入
さ
れ
て
い
る
も
の
の
割
合
は
、
通
じ
て
推
定
全
需
要
量
の
約
四

分
の
一
と
み
ら
れ
て
い
る
。
経
営
規
模
の
大
き
い
業
者
に
お
い
て
は
品
種
に
よ
り
自
ら
一
括
購
入
す
る
こ
と
が
組
合
の
手
数
料
を
要
し
な
い

だ
け
有
利
で
あ
る
か
ら
、
右
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
は
望
め
な
い
ま
で
も
、
二
分
の
一
程
度
の
比
重
を
占
め
る
こ
と
が
組
合
当
局
者
に
よ

っ
て
希
望
さ
れ
て
い
る

　
こ
の
共
同
購
入
の
普
及
度
の
省
不
充
分
な
る
理
由
と
し
て
は
、
（
ア
）
　
中
小
規
模
の
業
者
に
と
っ
て
、
共
同
購
入
に
よ
っ
て
価
格
が
安
く
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な
っ
て
も
、
そ
の
代
り
麦
払
期
日
が
厳
重
に
な
る
為
に
、
む
し
ろ
従
来
の
取
引
関
係
に
よ
っ
て
個
々
に
購
入
す
る
方
が
、
資
金
繰
り
か
ら
よ

り
便
宜
で
あ
る
と
す
る
場
合
が
相
当
多
く
、
（
イ
）
　
叉
共
同
購
入
品
の
メ
ー
カ
ー
が
業
者
に
と
っ
て
希
望
す
る
も
の
と
合
致
し
な
い
附
合
も

あ
げ
ら
れ
、
（
ウ
）
　
戎
は
部
品
に
よ
っ
て
共
同
購
入
品
が
手
数
料
だ
け
高
く
な
る
と
訴
え
る
業
者
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
．
い

て
は
更
に
後
に
触
れ
、
こ
こ
に
は
一
応
の
現
状
を
示
す
に
止
め
る
。

　
（
二
）
共
同
施
設

　
組
合
の
共
同
施
設
に
よ
る
部
品
加
工
は
、
未
だ
緒
に
つ
い
た
程
度
で
、
隣
接
の
県
立
の
機
械
金
属
指
導
所
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ

今
後
の
発
展
に
か
X
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
実
施
中
の
も
の
は
、
歯
車
の
歯
切
加
工
、
電
気
炉
に
よ
る
焼
入
等
で
あ
る
。
現
存
設
備
と
し
て

は
フ
ル
に
利
用
せ
ら
れ
、
専
門
業
者
よ
り
安
い
加
工
賃
に
よ
っ
て
加
工
し
て
い
・
る
。

　
（
三
）
そ
．
の
他

　
（
ア
）
そ
の
他
の
事
業
で
、
最
も
顕
著
な
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
な
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
閑
散
期
の
運
転
資
金
融
資
を
、
商
工
組

合
中
央
金
庫
か
ら
受
け
る
こ
と
の
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。

　
既
に
述
べ
た
如
く
、
こ
の
工
業
は
需
要
の
著
し
い
季
節
的
変
動
に
よ
っ
て
、
工
場
経
営
も
亦
そ
の
影
響
を
蒙
む
り
、
経
営
を
著
し
く
不
安

定
な
ら
し
め
て
い
る
。
本
年
に
な
っ
て
期
間
六
ヵ
月
の
融
資
に
よ
っ
て
、
そ
の
金
額
は
、
閑
散
期
を
埋
め
合
す
の
に
倫
そ
の
二
、
三
割
程
度

に
止
ま
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
も
こ
れ
を
調
整
す
る
役
目
を
長
し
た
。
そ
れ
だ
け
生
産
量
の
増
大
と
な
り
、
閑
散
期
に
全
体
と
し
て
一

ヵ
月
五
百
台
の
増
産
を
可
能
と
し
、
且
工
場
経
営
を
幾
分
で
も
円
滑
な
ら
し
め
る
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
イ
）
　
そ
の
他
で
は
、
各
地
方
で
開
催
の
業
者
間
に
重
視
せ
ら
れ
る
農
機
具
展
示
会
へ
の
共
同
出
品
、
共
同
宣
伝
、
輸
出
の
問
合
せ
に
関

す
る
便
宜
等
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
市
場
・
面
、
販
売
面
に
つ
い
て
は
、
余
り
組
織
的
活
動
は
み
ら
れ
な
い
。
既
に
み
た
市
場
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的
条
件
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

　
協
同
組
合
に
よ
る
組
織
化
の
程
度
は
、
現
状
に
お
い
て
大
要
以
上
の
如
く
、
共
同
購
入
等
に
見
る
べ
き
も
の
あ
る
に
止
ま
り
、
ま
だ
大
き
．

な
成
果
を
み
せ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
特
に
地
方
産
業
と
し
て
の
組
織
化
の
程
．
度
の
低
い
当
業
界
と
し
て
は
、
今
後
の
発
展
に
つ
い
て
重

要
な
る
役
目
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
岡
山
地
方
の
一
般
農
機
具
工
業
に
お
い
て
は
、
品
種
が
極
め
て
多
く
、
且

業
者
の
業
態
、
規
模
等
の
相
異
も
あ
っ
て
、
協
同
組
合
と
し
て
の
活
動
が
極
め
て
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
現
状
に
比
す
れ
ば
、
こ
の
部
門
は
よ

り
組
織
化
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
倫
農
業
用
発
動
機
と
密
接
な
る
関
係
に
あ
る
鋳
物
部
門
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
組
織
し
た
協
同
組
合
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
鋳
物
用
銑
の

共
同
購
入
を
実
施
し
た
所
運
営
上
の
関
係
も
あ
っ
て
、
不
振
の
弱
小
メ
ー
カ
ー
の
し
わ
よ
せ
を
善
良
な
る
メ
ー
カ
ー
が
蒙
っ
て
資
金
面
に
お

い
て
失
敗
し
た
こ
と
等
も
あ
っ
て
、
今
日
で
は
殆
ど
組
合
活
動
が
行
わ
れ
難
い
実
情
に
あ
る
。
関
連
部
門
が
多
い
為
に
、
業
種
業
態
規
模
等

が
相
異
し
て
、
利
害
関
係
が
錯
雑
化
し
て
こ
れ
を
阻
害
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
ハ
最
近
は
組
合
活
動
と
は
別
に
、
県
当
局
の
指
導
で
モ
デ
ル

工
場
の
設
定
を
行
い
、
設
備
の
改
善
技
術
の
発
展
を
浸
渦
的
に
進
め
る
方
策
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
次
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
、
地
方
産
業
構
威
上
の
問
題
点

　
岡
山
県
石
油
発
動
機
工
業
の
地
方
産
業
が
、
以
上
の
よ
う
な
業
態
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
次
の
如
き
問
題
点
を
有
せ
し
め
る
こ
と
と
な

る
。　

第
一
に
、
多
種
少
量
生
産
の
一
貫
的
中
小
工
業
群
で
あ
る
こ
と
の
故
に
、
従
来
不
況
期
、
不
需
要
期
に
お
け
る
耐
久
力
、
持
久
力
を
比
較

的
大
き
く
し
て
い
る
と
い
5
優
位
点
を
有
し
て
い
る
。
沿
革
が
古
く
、
し
か
も
比
較
的
変
動
少
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
業
界
と
し
て
、
著
し

く
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
の
市
場
に
対
し
て
も
、
積
極
的
に
規
模
の
拡
大
化
を
意
図
し
な
い
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
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第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
如
き
市
場
的
事
情
、
即
ち
機
械
化
の
進
展
に
よ
る
需
要
の
増
大
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
多
種
少
量
生
産

の
一
貫
的
業
態
が
、
生
産
能
力
上
の
制
約
の
為
に
、
数
量
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
力
な
る
特
約
店
、
代
理
店
の
設
定
、
獲
得

を
妨
げ
、
新
市
場
へ
の
進
出
を
阻
ん
で
い
る
事
実
が
、
業
者
に
よ
っ
て
も
経
験
さ
れ
つ
つ
あ
る
実
情
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
賠
償
機
械
の
払
下
げ
、
設
備
近
代
化
融
資
等
、
中
小
企
業
の
設
備
近
代
化
政
策
に
応
ず
る
に
し
て
も
、
右
の
如
き
業
態
が
高
能

率
化
、
専
門
化
さ
れ
た
機
械
の
導
入
を
阻
む
こ
と
と
な
り
、
叉
現
に
多
少
共
設
備
近
代
化
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
つ
い
て
み
て
も
、
．

そ
れ
ら
の
設
備
の
高
性
能
を
充
分
発
揮
せ
し
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
第
四
に
、
伝
統
的
な
熟
練
労
働
に
依
存
す
る
中
小
工
業
で
あ
る
こ
と
の
故
に
、
既
述
の
如
く
、
大
企
業
の
量
産
製
品
よ
り
低
コ
ス
ト
生
産

を
可
能
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
の
業
態
を
続
け
る
限
り
市
場
的
条
件
の
変
化
に
伴
う
今
後
の
製
品
に
対
す
る
質
的
要
求
に
対
応

す
る
こ
と
が
漸
次
困
難
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
要
す
る
に
こ
れ
を
現
在
の
問
題
と
し
て
み
る
限
り
、
拡
大
す
る
需
要
に
対
応
す
る
生
産
能
力
を
有
し
得
ず
、
し
か
も
そ
の
需
要
は
今
後
一

．
層
質
的
並
び
に
価
格
的
要
求
が
厳
格
化
す
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
当
業
界
は
一
の
限
界
点
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
地

方
産
業
の
溝
成
的
条
件
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
そ
の
原
因
は
、
い
わ
ゆ
る
地
方
産
業
一
般
に
み
ら
れ
る
程
度
に
も
自
然
的
並
び
に

意
識
的
組
織
化
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
組
織
化
の
拡
大
の
条
件
が
今
日
の
重
要
な
る
課
題
の
一
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
即
ち
、
．

　
（
一
）
　
当
面
的
に
は
生
産
量
の
増
大
、
従
っ
て
経
営
規
模
の
引
上
（
更
に
は
専
門
工
場
、
部
品
工
易
の
育
成
等
に
よ
る
地
方
産
業
構
成
に

お
け
る
分
化
合
成
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
市
場
的
観
点
か
ら
い
っ
て
、
農
業
機
械
化
が
漸
次
普
遍
化
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
有
力
な
る
代
理
店
特
約
店
に
よ
る
販
売
網
を
確
立
す
る
の
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に
は
、
経
験
的
に
月
産
六
〇
〇
台
程
度
の
規
模
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
叉
こ
れ
を
生
産
面
か
ら
み
れ
ば
、
一
連
の
工
程
に
お
け
る
工

作
機
械
の
均
衡
の
と
れ
た
能
率
的
配
置
に
お
い
て
は
、
特
殊
加
工
画
を
外
註
に
よ
っ
て
除
外
し
て
も
、
最
低
月
産
三
〇
〇
台
、
或
は
六
〇
〇

台
程
度
の
規
模
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
い
わ
ゆ
る
最
適
規
模
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
に
つ
い
て
は
、
何
義
論
の
多

い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
一
概
に
論
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
、
こ
の
程
度
の
規
模
の
業
者
が
現
在
こ
の
地
方
に
殆
ど
な
い
実
情
に

あ
る
。

　
勿
論
経
済
規
模
の
拡
大
が
、
中
小
工
業
の
資
金
能
力
か
ら
し
て
極
め
て
困
難
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
既
述
の
如
き
市
場

的
条
件
を
前
提
と
し
て
、
経
営
者
が
世
代
の
か
わ
る
と
共
に
兄
弟
が
分
離
し
、
或
は
幹
部
従
業
員
が
分
離
独
立
す
る
等
、
い
わ
ゆ
る
家
業
形

態
の
中
小
工
業
と
し
て
、
細
分
化
の
方
向
を
辿
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
常
に
地
盤
の
分
離
に
よ
っ
て
、
一
貫
化
に
よ
る
完
成
品
業
者
と
な
っ

て
き
た
所
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
規
模
の
零
細
化
と
共
に
、
部
品
工
場
化
、
専
門
工
磁
化
を
阻
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題

点
の
大
き
な
も
の
は
製
品
自
体
に
あ
る
。

　
（
二
）
　
こ
こ
に
製
品
種
類
の
単
純
化
、
規
格
の
統
二
化
が
問
題
と
・
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
一
工
場
で
、
低
速
並
び
に
中
速
石
油
発
動
機
の
各
馬
力
数
の
十
種
類
近
く
の
も
の
を
製
造
し
て
い
る
現
状
に
対
し
て
、
こ
れ
が
種
類
の
縮

少
を
は
か
れ
ば
、
明
か
に
生
産
能
力
が
二
割
な
い
し
三
割
向
上
し
、
従
っ
て
単
価
も
低
く
な
み
。
叉
各
社
の
同
種
同
馬
力
数
の
機
械
と
い
え

ど
も
、
形
、
部
品
、
デ
ザ
イ
ン
等
が
・
著
し
く
異
っ
て
い
る
現
状
に
対
し
、
規
格
を
統
一
化
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
品
購
入
価
格
を

引
下
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
品
質
も
向
上
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
叉
設
備
の
近
代
化
を
進
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
道

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
何
れ
も
業
者
の
認
め
る
所
で
あ
る
。

　
こ
わ
を
阻
む
も
の
は
、
外
部
的
に
は
、
既
述
の
如
く
、
農
村
の
も
つ
市
場
的
性
格
と
、
そ
れ
に
伴
う
販
売
機
構
で
あ
り
、
内
部
的
に
は
業

　
　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

者
自
体
の
性
格
に
あ
る
。

　
（
三
）
　
か
く
て
現
状
に
お
い
て
、
最
も
容
易
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
協
同
組
合
に
よ
る
共
同
購
入
並
び
に
共
同
加
工
分

野
の
拡
大
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
方
向
に
関
す
る
限
り
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
現
実
に
業
界
に
最
も
受
け
入
れ
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
差
当
り
容
易
に
可
能

と
な
る
程
度
は
、
共
同
購
入
に
つ
い
て
は
、
オ
イ
ル
カ
ッ
プ
、
グ
リ
ー
ス
カ
ッ
プ
、
ス
プ
リ
ジ
グ
類
等
の
六
、
七
種
類
、
共
同
加
工
と
し
て

は
、
シ
リ
ン
ダ
ー
ラ
イ
ナ
ー
、
ク
ラ
ン
ク
シ
ャ
フ
ト
二
六
、
七
種
類
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
α
こ
れ
ら
の
分
野
の
拡
大
と
、
利
用
度
の
向
上
が

進
め
ば
、
部
品
規
格
の
統
一
、
互
換
性
の
拡
大
が
多
少
共
可
能
に
な
り
、
叉
部
品
工
揚
、
専
門
工
場
の
存
立
も
不
可
能
で
嫁
な
い
。
只
本
来

の
目
的
到
達
に
は
極
め
て
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
叉
こ
の
如
き
共
同
化
に
も
困
難
が
な
い
の
で
は
な
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
協
合
組
合
と
の
取
引
と
、
個
別
的
取
引
の
価
格
と
資
金
繰
り

の
関
係
に
よ
っ
て
必
し
も
利
用
度
が
著
し
く
拡
大
す
る
こ
と
が
望
め
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
他
方
、
こ
れ
ら
部
品
も
亦
、
従
来
そ
の
部
品

製
造
業
者
独
自
の
販
売
網
、
代
理
店
網
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
同
組
合
が
製
造
業
者
か
ら
・
一
括
購
入
し
得
な
か
っ
た
り
、
或

は
そ
の
為
に
希
望
せ
ざ
る
製
造
業
者
よ
り
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
し
て
、
そ
の
利
用
が
阻
害
さ
れ
る
原
因
と
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。　

要
す
る
に
地
方
産
業
構
成
に
お
け
る
内
部
の
組
織
化
拡
大
の
条
件
に
つ
い
て
み
て
も
、
以
上
の
如
く
多
く
の
問
題
が
存
し
て
い
る
こ
ど
が

知
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
れ
ら
多
く
の
困
難
性
を
ど
の
程
度
に
解
決
し
得
る
か
と
い
う
に
点
に
関
し
て
、
重
要
な
る
役
割
を
も
つ
の
は
、
こ
の

地
方
産
業
を
構
成
す
る
業
者
自
体
の
性
格
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
現
在
の
業
界
は
、
伝
統
的
な
地
盤
に
依
存
し
て
、
そ
の
需
要
に
応
ず
る
限
り
、
現
有
設
備
能
力
を
一
応
み
た
し
得
る
こ
と
か
ら
、
積
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極
的
に
新
市
場
開
拓
の
意
欲
を
有
せ
ず
、
従
っ
て
大
部
分
の
業
者
は
新
譜
な
る
市
場
に
対
し
て
は
充
分
な
る
関
心
な
い
し
知
識
に
も
不
足
し

て
い
る
如
く
見
う
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
生
産
機
構
も
亦
高
距
化
を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
過
去
に
お
け
る
不
況
期
の
経
験
へ
の

配
慮
も
あ
り
、
且
中
小
企
業
本
来
の
資
金
的
困
難
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
き
業
態
の
現
状
、
並
び
に
こ
の

数
年
著
し
く
拡
大
迷
れ
つ
つ
あ
る
市
場
の
推
移
等
を
み
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
原
因
に
の
み
帰
せ
ら
れ
な
い
。
大
部
分
の
業
老
が
法
律
的
形
態

は
と
に
か
く
と
し
て
、
事
実
上
個
人
経
営
と
大
差
な
く
、
い
わ
ゆ
る
家
業
的
形
態
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
本
位
の

積
極
性
の
欠
除
と
み
ち
れ
る
部
分
が
指
摘
で
き
る
。

　
こ
こ
に
経
営
形
態
論
を
詳
論
す
る
ま
で
も
な
く
、
．
資
本
主
義
体
制
に
お
け
る
今
日
の
大
企
業
は
、
資
本
中
心
に
形
成
せ
ら
れ
、
或
は
専
ら

事
業
体
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
経
済
活
動
は
、
そ
の
事
業
本
来
の
目
的
に
対
し
て
合
目
的
活
動
を
行
う
の
に
極
め
て
積
極

的
で
あ
る
。
．
し
か
る
に
、
こ
こ
に
問
題
と
し
て
い
る
中
小
工
業
者
は
、
そ
の
大
部
分
が
事
実
上
家
業
的
形
態
で
あ
っ
て
、
経
営
者
個
人
な
い

し
家
族
の
生
活
と
事
業
と
が
或
る
程
度
結
合
し
℃
、
未
分
化
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
生
活
性
原
理
に
基
く
運
営
が
行
わ
れ
る
部
分
が
多
く
、
必

し
も
事
業
中
心
の
積
極
的
運
営
を
も
た
ら
さ
な
い
。
当
面
の
営
利
活
動
は
一
見
積
極
的
で
あ
る
が
、
大
局
的
に
は
一
応
の
安
定
と
或
る
程
度

の
発
展
が
持
続
す
る
限
り
現
状
に
安
定
す
る
と
い
う
、
家
業
的
運
営
の
典
型
を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
間
の
市
場
拡
大
に
伴

う
需
要
増
大
の
殆
ど
が
、
戦
後
積
極
的
に
発
展
し
来
っ
た
大
企
業
に
よ
っ
て
吸
収
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
以
上
の
如
く
、
岡
山
の
発
動
機
工
業
は
、
地
方
産
業
と
し
て
は
極
め
て
不
充
分
な
構
成
的
条
件
と
、
市
場
に
お
け
る
伝
統
的
地
盤
を
保
つ

こ
と
と
に
よ
っ
て
、
現
状
維
持
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
み
た
如
き
、
市
場
の
拡
大
に
伴
う
製
品
に
対
す
る
量
的
並

び
に
質
的
要
求
の
本
格
化
と
い
う
需
要
面
の
推
移
に
対
し
て
、
地
方
産
業
と
し
て
そ
の
適
応
化
は
今
後
相
当
困
難
な
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
以
下
技
術
的
側
面
を
中
心
に
、
そ
の
推
移
に
対
す
る
適
応
化
の
問
題
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究
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地
方
産
業
存
立
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事
例
研
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（
五
）
技
．
術
的
条
件

　
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
技
術
的
性
格
は
、
地
方
産
業
一
般
の
例
に
も
れ
ず
、
概
し
て
伝
統
的
に
し
て
経
験
的

で
あ
る
。
熟
練
労
働
に
依
存
し
て
、
中
小
工
業
の
零
細
性
と
相
俊
っ
て
、
設
備
の
近
代
化
は
容
易
に
進
め
ら
れ
な
い
。
経
験
的
技
術
は
進
歩

発
展
の
可
能
性
少
く
、
条
件
の
変
更
推
移
に
対
す
る
適
応
化
の
能
力
を
欠
く
。
合
理
的
に
し
て
、
科
学
的
な
る
基
礎
に
立
っ
て
始
め
て
進
歩

発
展
の
道
が
え
ら
れ
る
。

　
農
業
用
発
動
機
は
、
従
来
低
速
発
動
機
を
主
と
し
て
い
た
の
が
、
近
年
中
速
発
動
機
に
漸
次
転
じ
つ
つ
あ
り
、
既
に
示
し
た
如
く
、
岡
山

地
方
製
品
に
お
い
て
も
、
後
者
が
六
割
の
比
重
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
最
近
に
お
い
て
は
、
高
速
（
千
五
、
六
百
回
転
以
上
）

発
動
機
が
一
部
の
大
企
業
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
始
め
、
農
作
業
へ
の
動
力
の
利
用
の
拡
大
に
伴
う
質
的
要
求
の
高
度
化
に
対
応
し
始
め
つ
つ

あ
る
。
他
方
従
来
の
石
油
発
動
機
と
異
っ
て
、
燃
料
節
約
度
の
大
き
い
小
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
も
亦
相
当
顕
著
に
導
入
せ
ら
れ
る
に

至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
新
し
い
機
種
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
価
格
が
比
較
的
高
く
な
る
こ
と
、
農
家
に
と
っ
て
の
操
作
上
の
技
術
問
題
、
叉

差
当
り
は
修
繕
が
地
方
の
代
理
店
、
特
約
店
で
困
難
な
る
場
合
の
生
ず
る
こ
と
等
の
難
点
を
有
す
る
と
い
わ
れ
、
他
方
農
村
の
事
情
が
地
方

的
に
異
り
、
一
律
に
動
力
機
械
の
年
間
利
用
度
が
拡
大
し
つ
X
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
し
も
全
面
的
に
従
来
の
機

種
が
排
除
せ
ら
れ
る
に
至
る
と
は
み
ら
れ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
が
し
な
が
ら
傾
向
と
し
て
、
近
時
大
企
業
を
中
心
と
し
て
急
激
に
技
術
的

発
展
の
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
農
村
市
易
は
、
そ
の
伝
統
的
、
保
守
的
性
格
か
ら
、
か
え
っ
て
一
た
び

特
定
機
種
が
受
入
れ
ら
れ
る
と
、
そ
の
適
否
を
こ
え
て
流
行
的
に
浸
潤
す
る
可
能
性
を
有
し
、
こ
こ
に
販
売
網
と
販
売
政
策
の
演
ず
る
大
き

な
影
響
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の
如
き
推
移
に
対
す
る
適
応
化
の
可
能
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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（
一
）
　
設
備
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
不
充
分
で
は
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
、
近
代
化
融
資
並
び
に
賠
償
機
械
払
下
げ
等
に
よ
っ

て
、
各
工
場
共
一
部
の
設
備
更
新
を
行
い
つ
つ
あ
る
。
そ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
、
三
な
い
し
四
倍
の
能
率
向
上
を
体
験
す
る
に
至
り
、
各

業
者
共
そ
の
効
果
を
認
識
し
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
部
分
的
で
あ
る
為
に
、
全
体
と
し
て
は
よ
く
て
二
倍
程
度
の
能
率
向
上
を
も
た

ら
す
に
止
ま
っ
て
い
る
。
資
金
的
制
約
は
勿
論
で
あ
る
が
、
今
日
の
市
平
的
条
件
な
い
し
販
売
政
策
に
も
と
つ
く
多
種
少
量
生
産
に
よ
っ
て
、

設
備
近
代
化
は
著
し
く
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
。

　
（
二
）
　
特
に
前
述
の
如
き
、
新
機
種
へ
の
移
行
が
問
題
と
な
る
場
合
、
当
業
界
と
し
て
差
当
り
デ
ィ
ー
ゼ
ル
化
の
方
向
は
困
難
で
あ
る
が
、

直
接
関
連
あ
る
石
油
発
動
機
の
高
速
軽
量
化
に
対
応
す
る
に
つ
い
て
は
、
業
者
も
近
き
将
来
当
面
す
る
問
題
と
し
て
重
視
し
、
協
同
組
合
を

中
心
と
し
て
そ
の
技
術
研
究
機
構
を
設
立
し
て
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
生
産
に
は
鋳
物
部
品
の
質
的
向
上
、
高
性
能
の
専
門

工
作
機
械
の
設
備
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
状
に
お
い
て
一
応
こ
れ
が
生
産
可
能
と
目
さ
れ
る
業
者
は
、
三

分
の
一
以
下
に
止
ま
る
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
る
。

　
か
く
み
て
く
る
と
、
岡
山
業
界
は
現
在
技
術
的
限
界
点
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
只
少
く
と
も
こ
の
如
き
岐
路
に
立
っ
て

い
る
こ
と
を
業
者
が
量
る
程
度
自
覚
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
業
界
が
地
方
産
業
と
し
て
の
分

化
合
成
的
な
専
門
化
に
よ
る
熟
練
技
術
へ
の
依
存
度
従
っ
て
そ
の
外
部
経
済
の
成
果
が
、
一
般
地
方
産
業
に
比
し
相
当
程
度
が
低
い
と
い
う

こ
と
が
、
却
っ
て
現
在
の
技
術
的
弱
点
を
よ
り
早
く
、
踏
呈
せ
し
め
る
に
役
立
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
拙
来
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
如
き
技
術
面
に
お
け
る
自
覚
も
、
需
要
が
農
村
と
い
う
特
殊
分
野
に
依
存
す
る
こ
と
に
基
く
特
質
と
、
そ
の
需
要
」

が
近
年
著
し
く
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
業
態
が
家
業
的
性
格
で
あ
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
積
極
的
に
現
在
の
生
産
売
買

機
構
に
手
を
つ
け
て
こ
れ
を
実
践
に
ま
で
も
た
ら
す
力
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
業
界
の
存
立
条
件

　
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
の
、
地
方
産
業
と
し
て
の
存
立
の
態
様
を
、
市
場
的
、
構
成
的
並
び
に
技
術
的
に
考
察
し
た
所
は
以
上
の
如
」

く
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
業
界
今
後
の
存
立
条
件
は
、
一
般
的
に
は
、
自
ら
次
の
如
き
方
向
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
　
従
来
一
般
市
場
に
対
す
る
関
心
が
比
較
的
少
い
こ
と
が
、
今
日
の
業
態
を
も
た
ら
し
て
い
る
4
因
で
あ
る
か
ら
、
拡
大
し
つ
つ
あ

る
善
導
市
場
の
調
査
分
析
研
究
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
第
一
の
条
件
と
な
る
。
そ
の
実
態
が
明
か
と
な
れ
ば
、
多
少
共
現
在
の
地
方

産
業
と
し
て
の
生
産
売
買
機
構
を
打
ち
破
ぶ
る
べ
き
自
覚
と
方
策
に
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
）
　
以
上
の
如
き
市
場
を
前
提
と
す
る
限
り
、
地
方
産
業
構
成
上
、
そ
の
分
化
合
成
に
よ
る
専
門
化
、
特
殊
化
並
び
に
単
位
規
模
の
引

上
げ
等
が
当
然
に
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
自
ら
品
種
の
単
純
化
、
規
格
の
統
一
を
必
要
な
ら
し
め
る
。
発
動
機
部
門
は
勿
論
、
鋳
物
部

門
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
協
同
組
合
の
果
す
役
割
は
大
き
い
。

　
（
三
）
　
こ
れ
ら
の
構
成
上
の
要
件
に
基
い
て
、
技
術
的
発
展
、
即
ち
専
門
機
械
導
入
に
よ
る
設
備
の
近
代
化
、
高
性
能
製
品
へ
の
転
換
の

道
も
ひ
ら
け
て
く
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
叉
中
小
工
業
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
る
金
融
施
．
策
は
、
今
日
も
省
極
め
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
又

現
在
の
こ
れ
ら
業
界
の
態
様
が
こ
れ
を
活
思
さ
せ
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
述
の
如
き
地
方
産
業
構
成
の

高
度
化
を
前
提
と
す
る
限
り
、
今
日
一
般
に
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
二
重
投
資
の
弊
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
寄
る
程
度
効
率
的
運
用
を
可

能
な
ら
し
め
る
条
件
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
幾
分
た
り
共
問
題
を
一
歩
前
進
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
諸
点
を
中
心
に
、
地
方
産
業
振
興
対
策
は
一
層
具
体
的
に
罵
る
程
度
樹
立
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
詳
論
は
本
論

の
直
接
目
的
と
す
る
所
で
は
な
い
か
ら
こ
の
程
度
に
止
め
る
。
只
問
題
は
、
こ
の
如
き
一
般
的
方
策
も
、
こ
れ
を
こ
の
地
方
産
業
振
興
策
の
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実
践
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
容
易
に
解
決
の
い
と
ぐ
ち
を
見
出
し
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
既
に
繰
返
し
述
べ
た
所
の
、
こ
れ
を
構
成
す

る
中
小
工
業
の
家
業
的
形
態
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
性
格
と
、
こ
の
業
界
が
農
村
の
経
済
を
直
接
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
と
が
、
か
く
あ

ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
こ
の
二
の
側
面
か
ら
柏
互
関
連
的
に
、
存
立
条
件
の
整
備
が
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
業
界
は
、
我
国
農
業
並
び
に
農
業
用
機
械
工
業
の
未
発
達
殺
階
に
お
い
て
は
優
位
を
占
め
得
、
そ
の
近
代

化
に
伴
っ
て
漸
次
そ
の
地
位
を
失
．
う
と
い
う
道
を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
結
語
i
地
方
斎
忌
の
事
例
研
究
に
よ
る
問
題
黙

、
我
国
の
中
小
工
業
問
題
は
、
大
企
業
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
所
に
意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
而
し
て
そ
の
一
部

を
な
す
地
方
産
業
な
る
形
態
は
、
中
小
工
業
の
地
域
的
集
団
と
し
て
存
立
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
に
当
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
事
例
と
し
て
み
た
、
岡
山
県
農
業
用
発
動
機
工
業
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
在
の
当
面
の
問
題
と
し
て
み
る
限
り
、
諸
々

の
地
方
産
業
の
内
で
も
、
大
企
業
と
直
接
的
に
市
場
に
お
い
て
向
き
合
っ
て
い
る
点
で
は
、
代
表
的
な
例
の
一
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
地
方
産
業
は
、
戦
後
と
り
わ
け
こ
の
業
界
に
発
展
を
み
せ
つ
つ
あ
る
大
企
業
に
よ
っ
て
、
そ
の
市
場
に
お
け
る
地
位
を
著
し
く
狭
め

つ
つ
一
あ
る
。
し
か
も
こ
の
事
実
は
現
在
業
者
に
と
っ
て
痛
切
に
は
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
の
多
く
の
業
界
と
異
り
、

最
も
近
代
化
の
お
く
れ
て
い
る
我
国
農
村
を
対
象
と
し
、
近
年
漸
く
そ
の
機
械
化
が
相
当
顕
著
に
進
ん
で
急
増
し
た
需
要
に
支
え
ら
れ
て
い

る
」
こ
と
に
よ
つ
て
大
企
業
進
出
の
圧
迫
は
一
応
現
実
に
甚
し
く
は
現
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
Q
」
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方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
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地
方
産
業
存
立
条
件
の
事
例
研
究

　
殊
に
そ
の
市
場
は
、
需
要
者
が
散
在
し
、
し
か
も
機
械
製
品
に
な
れ
な
い
、
保
守
的
伝
統
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
競
争
関
係
を

特
殊
化
し
、
部
分
市
場
を
形
成
し
、
地
盤
を
強
固
な
ら
し
め
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
地
方
産
業
の
有
力
な
る
．
存
立
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
今
後
の
農
村
経
済
の
あ
り
方
、
農
家
経
営
方
式
等
の
如
何
と
密
接
な
る
関
係
が
あ
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
如
き
市
湯
と
し
て
の
農
村
の
近
代
化
が
多
少
共
進
め
ら
れ
る
に
伴
い
、
右
の
如
き
性
急
は
改
善
を
免
れ
ず
、
そ
の
地
盤
が

寧
ろ
弱
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
大
企
業
製
品
の
市
場
．
が
拡
大
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
地
方
産

業
は
少
く
と
も
現
状
を
以
て
す
る
限
り
、
農
業
の
機
械
化
を
前
提
し
つ
つ
も
、
多
少
共
我
国
農
業
の
停
滞
性
の
上
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
と

い
っ
て
は
過
言
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
如
く
、
こ
の
事
例
は
、
我
国
工
業
経
営
が
直
接
的
に
農
業
経
営
と
関
連
し
、
そ
の
間
に
お
け
る
大
企
業
と
の
対
立
関
係
を
有
す
る

中
小
工
業
問
題
を
、
地
方
産
業
と
し
て
考
察
し
た
も
の
の
一
の
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く
農
村
経
済
と
多
少
共
結
合
し
、
大
企

業
と
の
園
連
を
有
す
る
中
小
工
業
に
は
、
織
布
業
、
陶
磁
器
工
業
、
或
は
そ
の
他
の
金
属
機
械
工
業
等
の
諸
々
の
地
方
産
業
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
は
叉
異
っ
た
特
殊
性
の
上
に
問
題
が
展
開
さ
れ
て
い
る
べ
き
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
0
事

例
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
小
工
業
問
題
の
一
般
的
研
究
を
進
め
得
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
そ
の
及
び
得
ざ
る
現
実
問
題
へ

の
接
近
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
二
八
、
一
二
、
．
一
五
）

　
（
附
記
）
　
こ
の
事
例
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
査
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
且
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
岡
山
県
商
工
課
長
薄
垣
壁
氏
並
び
に
関
係
係
員
に
厚
く
．
感
謝

　
　
の
意
を
表
し
ま
す
。
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グ
ラ
7
ス
の
経
螢
螢
展
段
階
説

井

上

忠

勝

　
グ
ラ
ア
ス
（
ワ
H
O
目
ヨ
9
旨
　
ω
O
O
け
8
　
剛
W
門
一
①
旨
　
（
｝
附
臼
u
D
）
の
名
が
我
国
の
学
界
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
既
に
年
久
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
我
々
は
経
済
史
研
究
家
と
し

て
の
グ
ラ
ア
ス
と
経
営
史
（
じ
ご
話
貸
下
ω
鵠
風
。
蔓
）
な
る
新
し
い
研
究
分
野
の
開
拓
者
と
も
て
の
グ
ラ
ア
ス
と
を
一
応
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
一
九
〇
六
一
一
〇
年
を
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
に
学
び
、
一
九
｝
O
i
】
二
年
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
遊
学
し
、
帰
国
後
｝
九
一
ニ
ー
一
八
年
を
ク
ラ

ー
ク
大
学
に
、
而
し
て
一
九
一
八
一
二
七
年
を
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
に
奉
職
し
た
。
こ
の
時
ま
で
が
所
謂
彼
の
経
済
史
専
攻
時
代
で
あ
り
、
こ
の
方
面
に
お
け

る
彼
の
著
書
と
し
て
は
次
の
如
き
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
　
票
．
。
冨
仲
δ
旨
亀
チ
①
海
嶺
貯
げ
O
。
目
昌
盛
p
井
9
（
H
ゆ
H
㎝
）
・
国
日
ご
国
昌
㎝
諫
『
O
屋
8
葺
の

・。

}
・
・
臼
・
巳
バ
・
ゆ
同
・
。
∀
ぎ
重
囲
巳
ユ
蝕
・
暮
国
§
・
§
国
・
・
ξ
（
同
O
図
幽
）
（
難
葉
鄭
量
子
）
レ
費
・
蔓
・
［
書
・
巳
葺
・
ぼ
曽
暑
：
・
茸
ヨ
・
旨

（目

n
召
物
）
（
認
鰯
思
量
蟹
ハ
縄
昏
昏
翻
翻
謎
長
喜
ぺ
鞘
三
部
、
）
ぎ
・
8
琶
・
・
島
…
臣
量
・
ξ
ξ
・
・
…
善
真
影
芝
。
p
∀

・
・
山
…
蓬
…
藪
三
・
ゆ
、
。
）
（
酒
井
正
三
郎
、
グ
ラ
ア
ス
、
産
垂
未
発
展
段
階
説
、
社
会
経
済
史
学
、
一
ノ
三
、
参
照
）
然
・
空
九
二
七
年
↑
バ
ト
奉
に
経
箆
に
関
ふ
急
世
界
最
初
の
薙
が

開
設
せ
ら
れ
る
や
彼
は
招
か
れ
て
こ
の
講
座
の
教
授
に
就
任
し
た
。
彼
が
招
聰
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
既
に
そ
の
経
済
史
の
研
究
に
お
い
て
経
営

の
問
擾
深
い
関
宴
示
し
て
い
た
・
・
並
び
に
新
し
い
要
分
野
を
開
拓
す
る
に
必
要
な
創
造
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
葬
昌

轟
羅
．
瞳
．
、
．
。
閏
．
．
。
．
。
．
￥
）
。
以
来
彼
は
曾
ま
で
喬
の
経
篁
を
ヲ
の
専
門
的
学
問
の
域
に
ま
で
高
め
る
べ
く
そ
の
努
妻
つ
づ
け
て
き
た
の
で

あ
っ
て
、
・
雰
野
に
関
す
・
彼
の
著
書
論
文
も
既
に
相
当
数
呈
っ
て
い
る
。
主
た
る
も
の
を
示
荘
次
の
如
く
で
あ
る
。
・
・
露
・
…
国
・
鴛
（
罪
鱒
開
．
。

諸
弩
｝
唱
y
）
（
鱒
響
罫
曜
離
鞭
．
黙
貴
書
藩
）
国
・
・
一
毫
藝
・
・
ぼ
・
・
琶
・
・
…
出
・
・
ξ
δ
ぎ
黒
雛
遊
∀
穿
蜜
・
・
…
摺
げ
監
．
・
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富
二
ぎ
邑
・
⇔
・
巳
・
亀
切
。
・
・
葺
同
刈
。
。
齢
－
目
。
。
。
ら
（
器
量
年
三
転
籍
昨
。
導
．
．
一
昌
①
．
。
．
。
∀
・
。
疹
・
・
…
邑
9
垂
目
・
聲
含
ぼ
臼
邑
琴
臼
巨
酔
。
・
⇒
…
審
・
・
穿
蝕
。
q

（
琶
∀
。
曇
8
ξ
〉
遷
一
§
・
d
露
・
…
＝
ぎ
蔓
（
羅
下
穿
。
∀
≧
・
団
。
隻
ま
・
q
・
〉
窒
莞
・
畠
一
・
ξ
噂
（
難
言
置
．
舞
％
温
昌
欝
∀

薫
げ
・
・
目
撃
…
d
塁
塞
・
量
》
・
・
唄
・
髪
・
躍
蔓
（
鐸
．
．
裟
鰭
①
霧
ロ
羅
．
、
。
一
守
V
本
稿
は
、
響
羅
閣
す
暑
の
著
作
の
う
ち
、
そ
の
量

も
代
表
的
な
研
究
と
目
さ
れ
て
い
る
「
経
営
と
資
本
主
義
一
経
営
皮
序
説
」
の
一
九
四
七
年
．
版
に
つ
い
て
論
述
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
樹
し

か
し
本
書
の
初
版
と
一
九
四
七
年
版
と
の
間
に
は
み
る
べ
き
改
正
は
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。

　
グ
ラ
ア
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
而
し
て
彼
及
び
彼
に
協
力
し
た
一
団
の
人
々
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
経
営
史
な
る
学
問
が
、
如

何
な
る
体
系
を
有
す
る
や
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
既
に
二
、
三
の
機
会
に
お
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
要
ナ
る
に

経
営
史
と
は
経
営
（
喜
・
・
冒
＄
。
・
）
な
る
経
済
活
動
を
認
識
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
史
的
研
．
究
を
さ
し
、
こ
こ
に
経
営
と
は
、
財
或
は
用
役
を

販
売
に
導
く
過
程
に
お
い
て
、
労
働
、
天
然
資
源
及
び
資
本
を
管
理
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
経
営
の
意
義
に
関
し
て
は
更
に
後
述
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
が
，
右
の
経
営
史
は
大
略
次
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
個
別
の
経
営
体
の
経
営
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
で

あ
り
、
第
二
は
産
業
の
経
営
史
的
研
究
で
あ
り
、
第
三
は
経
営
の
一
般
的
史
的
発
展
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
り
、
而
し
て
第
四
は
経
営
の
夫

々
の
機
能
的
側
面
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
で
あ
る
。
グ
ラ
ァ
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
一
経
営
史
序
説
」
は
、
こ
れ
ら
の
経
営
史
の
う
ち
、

そ
の
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
べ
き
最
初
の
か
つ
最
も
代
表
的
研
究
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
グ
ラ
ア
ス
の
こ
の
書
物
は
、
経
営
の
一
般
的
史
的
発
展
を
、
た
だ
ち
に
そ
の
ま
ま
の
形
に
お
い
て
は
論
述
し
て
は
い
な
い
，

本
書
の
表
題
に
も
あ
る
如
く
、
グ
ラ
ア
ス
は
彼
独
自
の
資
本
主
義
概
念
を
構
成
し
、
か
く
概
念
づ
け
た
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
の
発
展
を
論
述
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す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
経
営
の
一
般
的
史
的
発
展
の
様
相
を
把
え
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
我
々
も
ま
ず
彼
の
資
本
主
義
概
念
の
把
握
か
ら
始

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
グ
ラ
ア
ス
の
後
継
者
と
目
ざ
れ
、
而
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
経
営
史
講
座
の
助
教
授
で
あ
る
ラ
ー
ソ
ン
は
、
資
本
主
義
の

概
念
に
関
す
る
諸
学
者
の
見
解
に
は
凡
そ
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
と
す
る
（
南
至
鞠
曙
単
性
は
資
本
嚢
の
技
術
的
概
念
で
あ
り
、

第
二
は
資
本
概
念
で
あ
り
、
第
三
は
所
有
概
念
で
あ
り
、
第
四
は
倫
理
的
乃
至
搾
取
概
念
で
あ
り
、
而
し
て
第
五
は
管
理
者
概
念
（
帥
旨
旨
一
巳
・

・。

舶
ﾉ
。
同
8
募
①
隠
）
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
資
本
主
義
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
と
は
、
管
理
者
が
土
地
、
労
働
及
び
資
本
を
結
集
し
、

こ
れ
ら
を
生
産
及
び
交
換
へ
と
導
く
と
こ
ろ
の
経
済
的
生
産
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
な
り
と
さ
れ
る
。
而
し
て
ラ
ァ
ソ
ン
は
、
資
本
主
義
の
管

理
者
概
念
に
基
き
、
か
か
る
意
昧
で
の
資
本
主
義
の
発
展
を
論
述
し
た
と
こ
ろ
の
最
も
主
要
な
著
作
と
し
て
グ
ラ
ア
ス
の
「
経
営
と
資
本
主

義
・
一
経
営
史
序
説
」
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
グ
ラ
ァ
ス
は
資
本
主
義
の
概
念
を
自
ら
は
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
と
は
資
本
の

使
用
を
通
じ
て
生
計
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
な
り
と
さ
れ
る
（
℃
・
．
ε
。
こ
こ
に
資
本
と
は
次
の
如
き
も
の
を
意
写
す
る
。

即
ち
、
生
産
過
程
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
富
は
二
つ
の
目
的
の
中
の
何
れ
か
に
使
用
さ
れ
る
。
第
一
は
消
費
者
財
の
形
に
お
い
て
費
消
さ
れ

る
。
第
二
は
生
産
者
財
の
形
に
お
い
．
て
よ
り
多
く
の
財
及
び
用
役
の
創
出
の
為
に
生
産
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
。
後
者
の
場
合
を
資
本
と

い
う
（
で
・
鷲
。
。
）
。
か
か
る
資
本
は
歴
史
の
初
期
に
お
い
て
は
専
ら
財
の
形
態
を
と
り
、
後
に
至
っ
て
8
℃
一
邑
h
二
一
、
」
を
も
含
む
よ
う
に
癒
る

（
や
悼
）
。
　
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
資
本
主
義
の
概
念
．
は
グ
ラ
ァ
ス
の
言
う
如
く
非
常
に
広
汎
な
概
念
で
あ
り
、
か
く
て
前
資
本
主
義
的
段

階
な
る
も
の
は
、
人
間
が
殆
ん
ど
人
間
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
の
み
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
で
・
H
）
。

　
グ
ラ
ァ
ス
は
、
右
の
資
本
主
義
概
念
を
規
定
し
て
い
る
「
資
本
の
使
用
を
通
じ
て
」
な
る
言
葉
の
意
味
を
分
析
し
て
更
に
次
の
如
く
説
明

し
て
い
る
。
即
ち
、
資
本
主
義
と
は
（
イ
）
資
本
と
（
ロ
）
資
本
の
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
と
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
Q
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前
者
を
資
本
の
蓄
積
及
び
流
れ
（
9
8
壁
高
薮
窪
き
鎚
曽
≦
。
h
露
℃
一
巨
）
、
後
者
を
資
本
の
使
用
（
蕩
①
。
h
S
覧
琶
）
と
称
す
る
こ
と
も
で

き
る
（
や
ト
。
）
。
か
く
て
、
資
本
主
義
に
お
い
て
は
資
本
の
流
れ
と
資
本
の
使
用
と
の
相
接
し
た
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
而
し
て
資
本
の

流
れ
及
び
資
本
の
使
用
の
過
程
に
お
け
る
夫
々
の
型
の
変
化
並
び
に
両
者
の
関
連
に
お
け
る
変
化
は
資
本
主
義
の
類
型
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

る
（
で
マ
告
9
0
c
Q
－
O
）
。
グ
・
ア
ス
が
い
皇
・
ろ
の
案
の
流
れ
及
び
資
本
の
使
用
な
る
二
つ
の
言
葉
の
意
味
に
関
じ
て
は
、
我
々
は
ま
た
前
者
を

馨
・
し
て
、
後
者
憲
宴
る
経
済
活
動
・
し
て
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
別
表
参
照
）
。
も
つ
・
も
後
述
す
る
如
く
、
前
言
資
本
主
義

（
鷲
①
－
竃
・
・
営
①
ω
。
・
。
督
巨
陣
。
・
ヨ
）
の
．
段
階
に
お
い
て
は
、
資
本
の
使
用
或
は
資
本
を
含
む
諸
生
産
要
素
の
管
理
は
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
交
換
を

目
的
と
し
た
資
本
の
使
用
或
は
交
換
を
目
的
と
し
た
資
本
そ
の
他
の
諸
生
産
要
素
の
管
理
即
ち
経
営
は
未
だ
存
在
し
て
は
い
な
い
。
従
っ
て

よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
資
本
の
使
用
を
経
営
な
る
経
済
活
動
と
し
て
把
握
し
う
る
の
は
、
後
述
す
る
如
く
経
営
資
本
主
義
（
ぎ
ω
三
①
ω
ω

（
鎖
）
劉
巴
冨
ヨ
）
の
段
階
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
グ
ラ
ア
ス
の
資
本
主
義
概
念
が
凡
そ
右
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
ラ
ア
ソ
ン
の
言
う
が
如
く
に
は
笹
地
者
概
念
，

の
み
を
以
て
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
何
と
な
れ
ば
彼
の
資
本
主
義
概
念
は
、
　
（
イ
）
資
本
、
資
本
の
蓄
積
及
び
流
れ
、

資
本
の
流
れ
、
投
資
な
ど
の
言
藁
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
概
念
と
、
　
（
ロ
）
資
本
の
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
、
資
本
の
使
用
、
諸
生
産
要
素

の
管
理
、
経
営
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
概
念
と
の
結
合
の
中
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
合
な
る
言
葉
の
意

味
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
資
本
主
義
概
念
は
、
必
ず
し
も
、
資
本
の
調
達
者
と
し
て
同
時
に
ま
た
資
本
の
使
用
者

と
し
て
の
管
理
者
或
は
経
営
者
の
統
一
的
意
志
活
動
が
描
き
出
す
と
こ
ろ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
胴
ら
ず
、
む
し
ろ
資
本
の
提

供
と
資
本
の
使
用
即
ち
管
理
或
は
経
営
と
の
夫
々
二
つ
の
過
程
が
織
り
な
し
て
つ
く
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る
観
が
あ
る
か
ら
で
あ
惹
。
さ
は
い
え
少
ぐ
と
も
グ
ラ
ァ
ス
が
、
そ
の
資
本
主
義
の
概
念
化
に
お
い
て
、
資
本
の
使
用
、
．
管
理
、
或
は
経
営

一一
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資本主i義発展のこ側面

　資本の使用（経営）

1　前経営資本主義

　a採取経済

　b農牧遊動経済

　c定住村落経済

2　私的経営資本主義

　a小資本主義

　b商業資本主義

’C産業資本主義

　d金融資本主義
・国家資本主義

3　公的経営盗本主義

　　共産資本主義

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　資本の流れ（投資）

1私的資本
　a使用資本

　b直接的投資

　c間接的投資：受動的

　d間接的投資：能動的

2　公的資本；私的資本

　を補完

3　　三白勺資本；三陸勺資本

　に代位　　（p．324）

の
諸
発
展
段
階
を
夫
々
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
資
本
の
流
れ
及
び
資
本
の

使
用
の
過
程
に
お
け
る
夫
々
の
型
の
変
化
並
び
に
両
者
の
関
連
に
お
け
る

変
化
で
あ
る
。
以
下
我
々
は
こ
の
点
に
関
す
る
グ
ラ
ア
ス
の
所
説
の
跡
を

辿
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
、
本
書
の
主
た
る
関
心
が
私
的
経
営
資
本

主
義
（
℃
・
ぎ
8
巨
ω
冨
ω
ω
、
。
畳
け
・
＝
・
・
ヨ
）
に
向
け
ら
れ
、
公
的
経
営
資
本

主
義
（
宅
呂
。
げ
琶
器
ω
ω
。
畳
♂
一
お
ヨ
）
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
説
明
が
加

そ
の
大
要
は
別
表
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
資
本
主
義

の
一
般
的
史
的
発
展
を
論
述
せ
る
書
物
で
あ
る
と
述
べ
た
断
以
は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　　

ｦ
　
、
　
㈱
慧
瞥
な
解
嫉
御
櫛
膝
繰
幽
三
幅
雛
醗
挿

一77一

響
導
観
念
と
せ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
の
叙
述
に
外
な
ら
な
い
。
我
々
が
前
に
グ
ラ
ア
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
－
経
営
史
序
説
」
を
以
て
経
営

な
る
概
念
を
主
た
る
一
方
の
麦
柱
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
疑
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
限
り
に
お
い

て
は
彼
の
資
本
主
義
概
念
を
以
で
ラ
ァ
ソ
ン
の
い
う
如
く
資
本
主
義
の
管
理
者
概
念
的
把
握
と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
う
乃
の
で

あ
る
。
挙
り
と
す
れ
ば
我
々
は
こ
こ
に
次
の
如
く
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
即
ち
、
グ
ラ
ア
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
一
経
営
史
序
説
」

は
、
資
本
主
義
の
発
展
を
論
述
せ
る
書
物
で
あ
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
な
る
概
念
は
資
本
の
使
用
、
管
理
、
或
は
経
営
な
る
概
念

を
主
た
る
一
つ
の
支
柱
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
つ
ま
り
資
本
の
使
用
、
管
理
、
或
は
経
営
な
る
概
念
を



グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説

二

　
グ
ラ
ア
ス
に
よ
れ
ば
資
本
主
義
は
前
経
営
資
本
主
義
と
経
営
資
本
主
義
と
に
分
た
れ
る
。
ま
ず
資
本
の
使
用
の
側
面
か
ら
前
経
営
資
本
主

義
の
特
質
を
把
握
す
れ
ば
、
前
経
営
資
本
主
義
と
は
経
営
が
存
在
し
た
以
前
の
資
本
主
義
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
は
経
営
が
存
在
せ
る
資
本
．

主
義
即
ち
経
営
資
本
主
義
に
先
行
し
た
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
の
初
期
的
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
経
営
が
そ
こ
に

存
在
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
前
経
営
資
本
主
義
は
経
営
資
本
主
義
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
い
う
と
こ
ろ
の
経
営
と
は
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
既
に
若
干
の
説
明
を
加
え
た
如
く
、
経
営
と
は
、
財
投
は
用
役
を
販
売
に
導
く
過
程
に
お
い
て
、
労
働
、
天
然
資
源
及
び
資
本
を
管
理
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
経
営
と
は
、
財
或
は
用
役
の
販
売
の
為
の
専
門
化
さ
れ
た
生
産
或
は
専
門
化
さ
れ
た
交
換
を
目
的
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
た
と
・
ろ
の
諸
生
産
要
素
の
管
理
で
あ
る
。
簡
単
に
表
現
す
れ
ば
、
聾
と
は
交
換
を
指
向
し
て
い
ゑ
・
ろ
の
管
理
で
あ
る
（
℃
・
卜
。
噌
団
Q
o
）
。

管
理
は
、
方
策
の
設
定
、
設
定
さ
れ
た
方
策
の
伝
達
さ
れ
遵
守
さ
れ
る
の
を
見
守
る
と
こ
ろ
の
統
制
、
及
び
日
常
の
業
務
を
指
図
す
る
と
こ

ろ
の
マ
、
矛
ー
ヂ
メ
ン
ト
な
る
三
つ
の
機
能
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
機
能
が
財
或
は
用
役
を
販
売
に
導
く
過
程
に
お
い
て
遂

行
さ
れ
る
と
き
経
営
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
経
営
が
存
在
し
た
以
前
の
資
本
主
義
即
ち
前
経
営
資
本
主
義
と
は
、
販
売
せ
ん
が
為
の
財
或
は
用
役
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
計
を
確
保
し
た
以
前
の
資
本
の
使
用
の
初
期
的
シ
ス
テ
ム
換
言
す
れ
ば
資
本
を
含
む
諸
生
産
要
素
の
管
理
の
前
期
的
シ
ス
テ
ム
な
り
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
前
経
営
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
全
く
交
換
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ァ
ー
の
い
う
自
給
自
足
、
無
交
換
経
済
時
代
即
ち
生
産
さ
れ
た
も
の
が
生
産
者
の
手
で
消
費
さ
れ
る
時
代
と
い
う
表
現
は
示
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唆
に
富
む
が
完
全
で
は
な
い
。
そ
れ
は
販
売
の
為
の
専
門
化
さ
れ
た
生
産
或
は
専
門
化
さ
れ
た
交
換
が
欠
除
し
て
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、

財
或
は
用
役
の
使
用
者
相
互
間
に
お
け
る
交
換
は
存
在
し
た
。

　
次
に
前
経
営
資
．
本
主
義
の
段
階
に
お
け
る
資
本
の
流
れ
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
側
面
に
お
い
て
も
ま
た
前
経
営
資
本
主
義
の
一
つ
の

特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
グ
ラ
ア
ス
は
こ
の
段
階
に
お
け
る
資
本
の
流
れ
を
使
用
資
本
（
q
ω
琴
ぞ
三
）
な
る
彼
独
自
の
概
念
に
よ
っ

て
把
握
し
た
。
ま
こ
と
に
使
用
資
本
こ
そ
は
資
本
主
義
の
こ
の
段
階
に
お
け
る
唯
一
の
資
本
（
前
述
し
た
如
く
富
が
生
産
者
財
の
形
に
お
い

て
よ
り
多
く
の
壁
虎
は
用
役
の
創
出
の
為
に
使
用
さ
れ
る
場
合
を
資
本
と
い
う
）
で
あ
り
、
資
本
の
流
れ
は
す
べ
て
使
用
資
本
の
流
れ
と
い

う
形
態
を
と
っ
た
。
即
ち
使
用
資
本
は
使
用
の
為
の
資
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
の
如
何
な
る
方
法
に
お
い
て
も
収
益
を
獲
得
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
使
用
資
本
は
そ
れ
が
収
益
を
生
む
為
に
は
、
た
だ
資
本
所
有
者
に
よ
っ
て
の
み
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、

他
の
も
の
に
出
資
或
は
投
資
．
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
か
く
て
前
経
営
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
資
本
は
た
だ
マ
。
巳
冒
8
目
①

げ
。
。
㊤
窟
8
餌
茜
。
。
鮎
、
な
る
形
に
お
か
て
の
み
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
唱
．
N
㎝
即
c
O
F
曽
O
る
ひ
。
。
）
。

　
歴
史
の
発
展
を
か
え
り
み
る
と
き
、
前
経
営
資
本
主
義
の
時
代
は
後
述
す
る
私
的
経
営
資
本
主
義
の
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
長
か
っ
た
。

而
し
て
こ
の
時
代
は
更
に
採
取
経
済
、
農
牧
遊
動
経
済
及
び
定
住
村
落
経
済
の
三
つ
の
時
代
に
細
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
の
説
明
は
省
略
し
た
い
。
事
実
、
前
経
営
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
未
だ
経
営
な
る
経
済
活
動
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
経
営
を
認
識

対
象
と
す
る
経
営
史
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
論
及
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
を
か
ら
で
あ
る
。

一79一

三

経
営
資
本
主
義
は
既
述
の
如
く
経
営
な
る
経
済
活
動
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
で
あ
り
、

　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
…
説

そ
れ
は
私
的
経
営
資
本
主
義
と
公
的
経



　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説

営
資
本
主
義
と
に
分
た
れ
る
。
歴
史
に
お
い
て
は
経
営
資
本
主
義
は
ま
ず
私
的
経
営
資
本
主
義
と
し
て
出
現
し
た
。

　
　
グ
ラ
ア
ス
は
私
的
経
営
資
本
主
義
及
び
公
的
経
営
資
本
主
義
の
両
概
念
に
つ
い
て
何
ら
明
確
な
る
規
定
を
加
え
て
は
い
な
い
。
就
中
、
公
的
経
営
資
本

　
主
義
に
関
し
て
は
、
既
に
こ
と
わ
っ
た
如
く
、
未
来
形
に
お
い
て
若
干
の
説
明
を
試
み
て
い
る
に
止
ま
る
。
従
っ
て
我
々
は
両
経
営
資
本
主
義
の
夫
々
の

　
特
質
を
比
較
的
に
杷
尽
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
グ
ア
ラ
ス
の
意
図
を
推
測
し
て
両
者
の
童
心
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
ま
ず
資
本
の

　
使
用
の
側
面
に
お
い
て
は
、
私
的
経
営
資
本
主
義
は
私
的
経
営
が
支
配
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
で
あ
り
、
公
的
経
営
資
本
主
義
は
公
的
経
営
が
私

　
的
経
営
に
と
っ
て
代
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
．
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
私
的
経
営
と
公
的
経
営
と
の

　
概
念
は
依
然
不
明
確
で
あ
る
。
即
ち
グ
ア
ラ
ス
は
、
私
的
経
営
は
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
を
期
待
し
、
公
的
経
営
は
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
な

　
し
に
サ
ー
ビ
久
を
提
供
す
る
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
が
（
で
b
c
。
）
、
い
う
と
こ
ろ
の
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
な
る
言
葉
の
意
味
に
関
し
て
は
全
く
説
．
明
を
行
っ
て
い

　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
資
本
の
流
れ
の
側
面
に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
は
や
や
鮮
明
で
あ
る
。
即
ち
私
的
経
営
資
本
主
義
に
お
い
て
は
私

　
的
資
本
（
嘗
§
①
。
至
仁
）
が
支
配
的
で
あ
り
、
而
し
て
こ
の
こ
と
は
私
的
経
僧
資
本
主
義
の
一
形
態
た
る
国
家
資
本
主
義
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
即

　
ち
国
家
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
公
的
資
本
（
宅
導
。
8
も
坤
邑
）
●
の
漸
増
を
み
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
依
然
と
し
て
私
的
資
本
を
国
旗
べ
き
も
の

　
（
ω
・
旦
。
墓
詣
爵
α
・
嘗
§
①
。
毒
筆
）
と
し
て
止
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
公
的
経
営
資
本
主
義
に
お
い
て
は
公
的
資
木
が
私
的
資
本
に

　
と
っ
て
代
る
べ
き
も
の
（
。
。
毛
嘗
三
晶
言
§
①
雷
℃
一
邑
）
と
し
て
出
現
す
る
（
唱
・
。
。
卜
。
G
。
）
。
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四

　
私
的
経
営
資
本
主
義
は
小
資
本
主
義
（
聡
ξ
8
冨
豊
。
・
ヨ
）
、
商
業
資
本
主
義
、
産
業
資
本
主
義
、
金
融
資
本
主
義
、
及
び
国
家
資
本
主

義
・
の
五
箇
の
発
展
段
階
に
分
た
れ
る
。
小
資
本
主
義
な
る
名
称
は
我
々
に
は
親
し
み
の
少
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
資
本
主
義
は
中
世
分

都
市
を
中
心
と
し
て
繁
栄
し
た
。

　
資
本
の
使
用
の
側
面
よ
り
い
え
ば
、

小
資
本
主
義
と
は
小
資
本
家
（
需
ξ
。
畳
琶
互
）
が
支
配
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
で
あ
り
、



而
し
て
小
資
本
家
が
歴
史
に
お
け
る
最
初
の
経
営
活
動
の
担
当
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
経
営
資
本
主
義
の
最
初
の
段
階

を
劃
し
た
。
中
世
の
都
市
を
中
心
に
発
達
し
た
小
資
本
家
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
定
住
せ
る
小
資
本
家
と
旅
行
せ
る
小
資
本
家
と
に
分

た
れ
、
前
者
は
更
に
商
店
主
（
。
・
8
器
冨
①
娼
曾
）
と
職
場
主
（
移
。
嘗
①
越
雪
）
と
に
、
後
者
は
旅
商
、
（
春
景
亀
B
σ
q
筥
①
零
ぎ
暮
）
と
行
商
（
℃
①
巳
母
）

と
に
細
分
さ
れ
る
。
第
一
の
商
店
主
と
は
、
概
し
て
、
都
市
に
定
住
し
た
小
己
商
人
を
い
い
、
そ
の
最
初
の
事
例
と
し
て
は
σ
q
窪
巽
巴
ω
8
同
㊦
－

冨
超
魯
が
あ
り
、
後
に
そ
れ
は
絹
物
商
、
葡
萄
酒
田
、
官
事
等
の
如
き
よ
り
専
門
化
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
代
置
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
概
し

て
、
都
市
の
商
業
期
に
お
い
て
は
旅
商
そ
の
他
と
共
に
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ギ
ル
ド
乃
至
ぜ
、
矛
ラ
ル
・
ギ
ル
ド
の
成
員
と
な
り
都
市
の
商
工
期

に
お
い
て
は
夫
々
ク
ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
を
構
成
し
た
。
し
か
し
後
者
の
場
介
に
お
い
て
も
小
さ
な
町
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
ギ
ル
ド
を
有
た

な
い
か
或
は
ぜ
、
不
ラ
ル
・
ギ
ル
ド
の
構
成
員
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
第
二
の
職
場
．
主
と
は
、
概
し
て
、
都
市
及
び
農
村
に
定
住
し
、

註
文
生
産
或
は
機
会
生
産
を
行
い
、
こ
れ
を
消
費
ヂ
に
販
売
し
た
と
こ
ろ
の
所
謂
小
売
的
手
工
業
者
を
さ
す
。
、
し
か
し
ま
た
、
彼
ら
は
旅
商

及
び
行
商
へ
の
販
売
を
目
的
と
し
て
商
品
を
ば
製
造
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
卸
売
的
手
工
業
者
で
も
あ
っ
た
。
グ
ラ

ア
ス
は
卸
売
的
手
工
業
を
独
立
的
段
階
と
従
属
的
段
階
と
に
分
っ
て
い
る
が
、
小
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
卸
売
的
手
工
業
は
独
立
的
段

階
に
止
ま
る
。
蓋
し
旅
商
及
び
行
商
は
小
資
本
家
で
あ
り
、
而
し
て
後
述
す
る
如
《
小
資
本
家
の
特
質
は
、
そ
の
経
営
活
動
に
お
い
て
他
に

対
す
る
麦
配
の
行
使
を
含
ま
な
か
っ
た
点
に
見
出
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
概
し
て
都
市
に
定
住
し
た
職
場
主
は
同
業
者
間
に
お
い
て
夫
々
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
を
形
成
し
た
。
第
三
の
旅
商
と
は
、
概
し
て
、
遠
方
の
土
地
の
特
有
の
生
産
物
を
都
市
に
搬
入
し
、
商
店
主
、
職
場
主
或

は
行
商
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
途
し
た
と
こ
ろ
の
冒
険
的
卸
売
商
人
を
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
旅
商
な
る
概
念
が
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
商

業
資
本
主
義
時
代
の
立
役
者
た
る
定
住
商
人
の
概
念
と
は
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
後
述
し
た
い
ゆ
最
後
に
行
商
と
ば
主
と
し
て
農
村
に
お
い
て
行
商
に
従
事
し
た
と
こ
ろ
の
小
売
商
人
を
い
う
。

　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
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ラ
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階
…
説

　
こ
れ
ら
の
小
資
本
家
は
夫
々
そ
の
経
営
活
動
に
お
い
て
特
有
の
問
題
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
グ
ラ
ア
ス
の
叙
述

は
こ
れ
を
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
彼
ら
の
経
営
活
動
に
共
通
な
る
一
つ
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の

み
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
小
資
本
家
の
経
営
活
動
の
特
質
は
、
個
人
的
に
、
他
の
如
何
な
る
も
の
の
経
営
活
動
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
或

は
支
配
を
加
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
小
資
本
主
義
と
は
か
か
る
小
資
本
家
が
麦
畑
的
で
あ
る
資
本
主

義
の
一
管
階
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
、
小
資
本
家
の
経
営
活
動
の
特
質
ば
ま
た
次
の
如
く
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
小
資
本
家
の
経
営
活
動
は
、
個
人
的
に
、
他
の
如
何
な
る
も
の
か
ら
も
前
言
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

と
。
勿
論
我
々
は
ギ
ル
ド
或
は
こ
れ
に
類
似
せ
る
そ
の
他
の
組
合
（
9
ω
G
日
O
O
μ
㊤
丁
目
O
昌
）
例
え
ば
制
規
会
社
を
通
じ
て
為
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
小
資

本
家
の
経
営
活
動
に
対
す
る
規
制
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
規
制
は
ハ
組
合
員
全
員
に
対
し
て
す

べ
て
平
等
に
行
使
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
小
資
本
家
の
経
営
活
動
相
互
間
に
お
い
て
は
、
個
人
的
に
如
何
な
る
支
配
従
属
関

係
も
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
小
資
本
家
が
支
配
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
小
資
本
主
義
の
資
本
の
使
用
の
側
面
換
言
す
れ
ば
経
営
的

経
済
活
動
の
側
面
に
お
け
る
特
徴
は
、
正
に
小
資
本
家
の
右
の
如
き
経
営
活
動
の
特
質
が
全
面
的
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
点
に
こ
れ
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
小
資
本
主
義
に
つ
づ
く
商
業
資
本
主
義
時
代
の
如
く
、
小
資
本
家
を
従
属
せ
し
む
べ
き
如
何
な
る

他
の
階
級
も
存
在
し
て
は
い
な
い
。
小
資
本
家
相
互
間
に
お
け
る
経
済
的
平
等
こ
そ
は
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
小
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資
本
の
流
れ
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
前
経
営
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ

ろ
の
一
つ
の
新
し
い
資
本
の
流
れ
の
型
が
出
現
し
た
。
グ
ラ
ア
ス
が
直
接
的
投
資
制
度
（
島
お
陰
隠
田
江
韻
6
雪
。
。
図
ω
器
ヨ
）
と
称
す
る
も
の
が

こ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
資
本
の
所
有
者
が
資
本
の
使
用
者
に
直
接
的
に
資
本
を
提
供
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
収
益
を
得
ん
と
す
る
と
こ
ろ

の
制
度
で
あ
る
（
も
’
㎝
も
ゆ
Ψ
c
Q
朝
r
c
Q
U
　
卜
σ
H
O
）
。
小
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
こ
の
資
本
の
流
れ
は
三
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
第
一
は
信
用
に
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よ
っ
て
商
品
を
販
売
し
利
子
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
り
、
旅
商
と
商
店
主
及
び
職
場
主
と
の
取
引
或
は
旅
商
相
互
間
の
取

引
に
こ
れ
が
み
ら
れ
た
。
第
二
は
財
及
び
貨
幣
の
貸
付
で
あ
り
、
船
及
び
船
積
荷
物
を
抵
当
と
し
た
貸
付
契
約
や
シ
ー
・
ロ
ー
ン
が
こ
れ
で

あ
っ
た
。
第
三
は
海
陸
何
れ
か
の
単
一
の
冒
険
的
商
業
に
対
し
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
．
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
ぎ
く
。
ω
鉱
＝
0
9
（
。
・
8
Φ
℃
ぎ
G
q
曽

。・

�
}
－
寧
ぎ
ヨ
①
）
嚇
門
臼
2
に
よ
る
出
資
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
右
の
説
明
に
よ
つ
、
て
知
ら
れ
る
如
く
、
小
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
直

接
的
投
資
制
度
を
利
用
し
た
も
の
は
主
と
し
て
旅
商
で
あ
り
、
そ
の
他
の
小
資
本
家
は
依
然
と
し
て
使
用
資
本
制
度
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
，
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
小
資
本
主
義
は
私
的
経
営
資
本
主
義
の
第
二
段
階
た
る
商
業
資
本
主
義
に
そ
の
席
を
譲
り
、
而
し
て
商
業
資
本
主
義
は
、
概
し
て
、
十
三

世
紀
後
半
よ
り
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
約
数
世
紀
の
間
繁
栄
し
た
。

　
資
本
の
使
用
の
側
面
換
言
す
れ
ば
経
営
活
動
の
側
面
に
お
い
て
商
業
資
本
主
義
の
．
特
徴
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
商
業
資
本
主
義
と

共
に
勃
興
し
、
そ
の
立
役
者
と
な
り
、
而
し
て
商
業
資
本
主
義
と
共
に
衰
退
し
た
定
住
商
人
（
ω
鼠
①
三
9
q
琶
①
ま
訂
9
）
に
つ
い
で
考
察
を

加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
定
住
商
人
な
る
概
念
は
、
グ
ラ
ア
ス
自
ら
い
う
如
く
彼
に
よ
っ
て
始
め
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
こ
の
概

念
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
所
以
の
も
の
は
既
述
の
旅
商
な
る
概
念
と
区
別
す
る
必
要
を
看
取
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実

商
人
な
る
言
葉
は
経
済
史
上
旅
商
及
び
定
住
商
人
の
両
者
に
対
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者

は
夫
々
の
経
営
活
動
に
お
い
て
著
し
く
そ
の
様
相
を
異
に
す
る
。
旅
商
は
既
述
の
如
く
小
資
本
家
の
範
疇
に
属
し
、
定
住
商
人
は
商
業
資
本

主
義
を
代
表
す
る
。
我
々
は
両
者
を
対
比
さ
す
こ
と
の
う
ち
に
、
商
業
資
本
主
義
下
の
経
営
活
動
の
特
質
を
把
握
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
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グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説

　
グ
ラ
ア
ス
は
旅
商
及
び
定
住
商
人
の
起
源
に
関
し
て
、
ま
た
両
者
の
活
躍
の
時
期
に
関
し
て
夫
々
説
明
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
騙
P

評
ゆ
。
刈
）
、
し
か
し
両
者
の
比
較
に
お
い
て
我
々
が
主
た
る
関
心
を
も
つ
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
旅
商
は
商
業
上
の
旅
有
或
は
航
海
に

そ
の
努
力
を
傾
得
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
定
住
断
人
は
本
拠
を
定
め
て
そ
こ
に
定
住
し
管
理
的
機
能
に
そ
の
才
幹
を
振
っ
た
。
而
し
て
執
行

単
機
能
或
は
一
部
の
管
理
的
機
能
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
使
用
人
、
各
種
の
代
理
人
（
例
え
ば
上
乗
人
、
旅
行
代
理
人
、
海
外
駐
在
代
理
人
）

及
び
彼
が
参
加
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
．
プ
の
下
位
組
合
員
に
委
ね
た
。
後
述
す
る
蜘
く
定
住
商
人
は
貿
易
業
の
み
な
ら
ず
各
種
の
事
業

を
も
兼
営
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
右
の
如
き
機
能
の
分
担
が
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
衙
以
上
の
点
に
関
す
る
旅
商
及
び
定

住
商
人
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
な
ら
ざ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
が
（
℃
．
ひ
。
。
9
刈
ら
Q
）
、
こ
れ
は
省
略
す
為
．
第
二
に
旅
商
は
冒
険
的
商
業
と
い
う

単
一
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
定
住
商
人
は
危
険
の
回
避
及
び
分
散
に
意
を
用
い
た
。
旅
商
と
て
も
既
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
及
び
制
規
会
社
の
制
度
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
定
住
商
人
は
こ
れ
ら
の
制
度
を
拡
大
強
化
す
る
と
と
も
に
柏
互
保
険
制
度
や

株
式
会
社
制
度
を
採
用
し
た
。
危
険
分
散
の
今
一
つ
の
方
法
は
経
済
的
諸
機
能
の
統
合
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
れ
は
単
に
危
険
の
分
散
の
み
を

意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
定
住
商
人
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
主
た
る
経
済
的
機
能
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
ゆ
　
（
一
）
輸

入
、
輸
出
、
卸
売
。
こ
れ
が
彼
の
本
来
的
業
務
で
あ
る
。
　
（
二
）
小
売
。
　
（
三
）
運
送
。
自
己
所
有
の
船
舶
に
積
荷
の
余
裕
が
あ
る
場
合
他

の
商
人
の
貨
物
を
引
受
け
て
運
賃
を
え
た
。
　
（
四
）
倉
庫
。
自
己
の
倉
庫
に
余
裕
あ
る
場
合
乙
れ
を
賃
貸
し
た
。
　
（
五
）
銀
行
。
　
（
六
）
保

険
。
　
（
七
）
製
造
。
定
住
商
人
は
自
ら
が
招
来
し
た
市
場
の
拡
大
と
共
に
、
販
売
す
べ
き
商
品
の
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
に
困
難
を
見
出
し

た
。
彼
は
そ
の
必
要
と
す
る
質
及
び
量
の
商
品
を
そ
の
欲
し
た
時
に
獲
得
せ
ん
が
為
に
は
、
職
場
主
の
経
営
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
或
は
こ

れ
を
支
配
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
定
住
商
人
の
中
に
は
、
か
つ
て
独
立
的
で
あ
っ
た
職
場
主
を
自
己
に
依
存
従
属
せ
し
め
る
こ
と
で
満
足

し
た
も
の
も
あ
れ
ば
（
卸
売
的
手
工
業
の
従
属
的
段
階
）
、
集
中
的
職
場
を
確
立
し
た
も
の
も
あ
り
（
集
中
的
製
造
の
集
中
的
職
場
的
段
階
）
、
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ま
た
こ
の
両
者
を
結
合
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
第
三
に
旅
商
は
個
人
的
に
他
の
い
か
な
る
も
の
の
経
営
活
動
に
対
し
て
も
麦
配
を
行
使
し
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
定
住
商
人
は
そ
の
資
本
力
と
経
営
的
能
力
乏
を
以
て
、
小
資
本
家
の
経
営
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
或
は
こ
れ
を
支
配
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
。
既
述
の
職
場
主
に
対
す
る
支
配
は
そ
の
適
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
．
宿
主
は
下
位
組
合
員
を
し
て
そ
の
任
に
当
ら
し

め
る
こ
と
の
得
策
を
み
た
。

　
商
業
資
本
主
義
の
立
役
者
た
る
定
住
商
人
の
右
の
如
き
経
営
活
動
の
特
徴
か
ら
、
而
し
て
ま
た
商
業
資
本
主
義
に
前
後
す
る
私
的
経
営
資

本
主
義
の
諸
段
階
の
特
質
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
我
々
は
商
業
資
本
主
義
の
資
本
の
使
用
の
側
面
に
お
け
る
特
徴
を
次
の
如
く
把
握
し
よ

う
。
即
ち
商
業
資
本
主
義
と
は
、
経
済
的
諸
機
能
の
統
合
が
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
間
に
お
い
て
麦
配
従
属
関
係
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
私
的
経

営
資
本
主
義
の
一
段
階
で
あ
る
。

　
次
に
商
業
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資
本
の
流
れ
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
新
旧
三
つ
の
資
本
の
流
れ
の
型
が
存
在
し
た
。
第
一

は
使
用
資
本
制
度
で
あ
り
、
定
住
商
人
が
相
続
資
本
或
は
蓄
積
し
た
資
本
を
も
と
に
し
て
経
営
を
行
っ
た
場
合
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
第

二
は
直
接
的
投
資
制
度
で
あ
り
、
定
住
商
人
が
．
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
或
は
株
式
会
社
に
出
資
し
た
場
合
と
か
、
現
退
役
の
定
住
商
人
、
未
亡
人
、

遺
児
な
ど
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
或
は
株
式
会
社
に
貸
付
を
行
っ
た
血
合
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
第
三
は
間
接
的
投
資
制
度
六
ぎ
象
昂
簿

も
三
島
品
6
巳
。
。
図
。
。
8
ヨ
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
商
業
資
本
主
義
時
代
の
後
半
に
お
い
て
出
現
し
た
。
間
接
的
投
資
制
度
と
は
、
資
本
の
所
有
者
が

そ
の
資
本
を
仲
介
者
（
通
常
銀
行
家
或
は
銀
行
）
に
委
託
し
、
そ
の
仲
介
者
が
直
接
或
は
間
接
に
資
本
の
利
用
者
に
そ
れ
を
提
供
す
る
制
度

を
い
う
（
や
。
。
9
図
H
O
）
。
商
業
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
仲
介
者
と
な
っ
た
も
の
は
商
人
銀
行
家
と
な
っ
た
定
住
商
人
及
び
商
業
銀
行
で

あ
っ
た
。
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馳
商
業
資
本
主
義
を
代
表
し
た
定
住
商
人
の
経
営
上
の
主
た
る
特
質
が
、
経
済
的
諸
機
能
の
統
合
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
機
能
が
専
門
化
さ
れ
始
め
た
と
き
、
そ
こ
に
商
業
資
本
主
義
の
終
焉
と
産
業
資
本
主
義
の
勃
興
を
み
た
。
こ
の

専
門
化
は
一
面
に
お
い
て
は
定
住
商
人
が
遂
行
し
た
経
済
的
諸
機
能
の
内
部
か
ら
の
分
裂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
グ
ラ
、
ア
ス
は
例
え
ば

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
定
住
商
人
の
あ
る
も
の
は
、
・
危
険
性
の
高
い
商
業
か
ら
専
門
的
商
人
銀
行
家
と
い
っ
た
如
き
よ
り
安
全
性

の
高
い
分
野
へ
と
移
行
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
金
匠
達
は
こ
の
推
移
に
つ
い
て
の
適
例
で
あ
る
。
彼
ら
は
銀
行
業
に
専
念
せ
ん
と
し
て
商
業
的
「

な
金
匠
業
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
と
（
三
ひ
刈
）
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
専
門
化
へ
の
傾
向
は
、
動
力
機
械
を
導
入
し
、
前
例
な
き
ほ
ど
の
大

資
本
を
必
要
な
ら
し
め
た
十
八
世
紀
の
英
国
産
業
革
命
が
招
来
し
た
と
こ
ろ
の
必
然
的
な
結
果
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
て
グ
ラ
ア
ス
は
産
業
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資
本
の
使
用
換
言
す
れ
ば
経
営
活
動
の
様
相
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
こ
れ
を
三
つ
の
発

展
的
段
階
に
分
っ
て
い
る
（
唱
唱
．
μ
c
◎
O
－
H
O
伊
卜
。
も
9
c
o
r
図
曲
O
）
。
ま
ず
第
一
の
段
階
は
産
業
資
本
主
義
の
生
産
的
段
階
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
上

の
主
た
る
関
心
は
、
財
及
び
用
役
の
物
理
的
乃
至
機
械
的
生
産
と
労
働
者
の
組
織
及
び
管
理
に
向
け
ら
れ
た
。
蓋
し
、
そ
こ
に
は
概
し
て
そ

の
よ
う
な
財
及
び
用
役
の
供
給
過
少
が
み
ら
れ
、
従
っ
て
活
濃
な
需
要
と
利
潤
多
き
脈
絡
が
存
し
た
か
ら
で
あ
り
、
而
し
て
ま
た
伝
統
的
方

法
に
依
存
せ
る
手
工
業
者
と
の
競
争
は
産
業
資
本
家
に
と
っ
て
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
定
住
商
人
が
専
門
化
さ
れ
た
製
造
の

分
野
に
転
じ
た
場
合
、
彼
は
か
か
る
問
題
に
対
応
せ
ん
が
為
に
、
十
九
世
紀
初
期
の
ア
メ
リ
カ
に
み
ら
れ
た
如
く
、
経
験
あ
る
小
資
本
家
を

巨
＝
轟
①
巳
乃
至
ヨ
田
ω
毛
①
二
三
窪
晋
三
と
し
て
雇
用
し
た
。
次
に
産
業
資
本
主
義
の
第
二
の
毅
階
は
前
段
階
と
は
こ
と
な
っ
て
、
産
業

資
本
家
に
と
っ
て
容
易
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
産
業
資
本
主
義
の
第
二
段
階
と
も
な
れ
ば
、
夫
々
の
専
門
化
さ
れ
た
分
野
に
お
い
て
、
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同
様
の
技
術
的
知
識
と
設
備
と
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
多
数
の
産
業
資
本
家
が
存
在
し
た
。
更
に
は
新
式
の
設
備
と
よ
り
有
利
な
立
地
条
件
を

以
て
あ
ら
た
に
出
発
し
た
と
こ
ろ
の
産
業
資
本
家
の
一
群
も
あ
っ
た
。
彼
ら
の
間
に
お
け
る
競
争
は
激
烈
を
き
わ
め
、
競
争
を
通
じ
て
競
争

者
を
打
倒
す
る
以
外
に
は
「
そ
れ
を
抑
制
す
べ
き
も
の
は
何
物
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
経
営
上
の
問
題
は
、
か
く
て
す
べ
て
販
売
の
問
題
に

つ
な
が
り
そ
れ
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
最
後
に
第
三
の
段
階
は
産
業
資
本
主
義
の
財
政
的
段
階
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
上
の
主
た
る
問
題
は
、
内
部
財
政
力
（
訂
達
Φ
津
p
琴
互
ω
訂
①
轟
♂
『
）
を
得
ん
と
す
る
産
業
資
本
家
の
努
力
の
中

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
産
業
資
本
家
が
こ
の
内
部
財
政
力
の
確
保
に
成
功
し
た
と
き
に
は
、
彼
は
そ
れ
ま
で
産
業
資
本
主
義
の

特
質
と
み
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
専
門
化
方
策
を
放
署
し
、
次
の
何
れ
か
の
方
策
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
激
化
せ
る
競
争
に
対
処
せ
ん

と
試
み
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
第
一
は
異
質
的
な
経
済
的
機
能
の
統
合
に
よ
っ
て
、
第
二
は
関
連
性
の
あ
る
経
済
的
機
能
の
垂
直
的
な
統
合
に

よ
っ
て
、
第
三
は
水
平
的
結
合
に
よ
っ
て
、
而
し
て
第
四
は
生
産
物
の
多
様
化
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
（
内
部
財
政
力
を
充
実
し
、
熾
烈
な
競
争
に

対
処
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
事
例
と
し
て
、
拙
稿
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
紡
績
会
社
の
経
営
史
、
国
民
経
済
雑
誌
、
八
八
ノ
三
、
を
参
照
ね
が
え

れ
ば
幸
で
あ
る
）
。
．
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
反
し
て
、
産
業
資
本
家
が
内
部
財
政
力
を
得
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
き
に
は
、
彼
に
と
っ
て
残
さ

れ
た
途
は
破
産
か
或
は
銀
行
家
の
麦
踏
の
下
に
屈
す
る
か
の
外
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
、
彼
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
金
融
資

本
主
義
の
組
．
織
の
中
に
投
ぜ
ら
れ
た
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
．
産
業
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資
本
の
使
用
或
は
経
営
活
動
は
、
右
述
の
如
く
夫
々
三
箇
の
発
展
的
局
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
こ
れ
ら
を

．
総
観
し
、
そ
の
間
に
一
義
的
な
特
色
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
試
み
に
、
産
業
資
本
主
義
の
経
営
面
の
特
質
を
、
経
済
的
機
能
の
専
門
化

　
が
行
わ
れ
、
か
つ
そ
こ
に
お
い
て
支
配
従
属
的
関
係
を
み
な
い
と
こ
ろ
の
私
的
経
営
資
本
主
義
の
一
段
階
と
し
て
把
握
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
グ
ラ
ア

　
ス
の
い
う
産
業
資
本
主
義
の
第
ご
及
び
第
二
段
階
に
は
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
三
の
段
階
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
適
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち

　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
．
営
発
展
段
階
説
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グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
［
展
段
階
…
説

　
産
業
資
本
主
義
の
第
三
の
段
階
に
お
い
て
は
、
産
業
資
本
家
の
あ
る
も
の
は
専
門
化
よ
り
脱
却
し
て
経
済
的
機
能
を
統
合
し
、
そ
こ
に
お
い
て
何
ら
か
の

　
支
配
を
行
使
す
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
只
し
か
し
、
産
業
沼
本
主
義
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
た
と
え
経
済
的
機
能
の
統
合
が
行
わ
れ
ま
た

　
支
配
関
係
の
成
立
を
み
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
金
融
資
本
主
義
と
は
そ
の
本
質
を
こ
と
に
す
る
。
即
ち
産
業
資
本
主
義
の
第
三
の
段
階
に
お
い
て
も
、
ま

　
た
金
融
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
も
、
等
し
く
経
済
的
機
能
の
統
合
及
び
支
配
関
係
の
存
在
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
こ
れ
が
内
部

　
財
政
力
を
中
心
に
し
て
推
進
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
こ
れ
が
外
部
財
政
力
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
金
融
資
本
家
を
中
心
と
し
て
達
威

　
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
産
業
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資
本
の
流
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。
既
述
の
如
く
私
的
資
本
の
流
れ
に
は
使
用
資
本
制
度
、

直
接
的
投
資
制
度
及
び
間
接
的
投
資
制
度
と
称
さ
れ
る
三
つ
の
、
型
が
あ
っ
た
。
前
経
営
資
本
主
義
の
下
で
は
使
用
資
本
制
度
が
唯
一
の
型
で

あ
り
、
小
資
本
主
義
で
は
旅
商
の
場
合
を
別
と
す
れ
ば
使
用
資
本
制
度
が
主
た
る
資
本
の
流
れ
で
あ
り
、
而
し
て
商
業
資
本
主
義
で
は
直
接

的
投
資
制
度
が
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
使
用
資
本
制
度
に
と
っ
て
代
る
と
共
に
、
あ
ら
た
に
間
接
的
投
資
制
度
が
擾
尊
し
つ
つ
あ
っ
た
。
動

力
機
械
の
発
明
を
契
機
と
し
て
多
額
の
資
本
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
産
業
資
本
主
義
の
も
．
と
で
は
、
資
本
の
こ
れ
ら
の
三
つ
の
流
れ
は
す

べ
て
存
在
し
た
が
、
直
接
的
及
び
間
接
的
投
資
制
度
が
そ
の
主
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
而
し
て
こ
の
資
本
主
義
の
も
と
で
は
直
接
的
投
資
制

度
は
、
株
式
会
社
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
資
本
所
有
者
の
直
接
的
投
資
の
中
に
見
出
ざ
れ
、
間
接
的
投
資
制
度
は
、
商
業
銀
行
、

投
資
銀
行
、
保
険
会
社
或
は
信
託
会
社
を
仲
介
者
と
す
る
資
本
所
有
者
の
聞
接
的
投
資
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
。
．
し
か
し
こ
こ
に
注
意
さ
る

べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
資
本
仲
介
老
が
そ
の
投
資
し
た
資
本
の
使
用
者
と
の
関
係
に
お
い
て
能
動
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
産
業
資
本

主
義
の
駿
階
を
通
じ
て
、
商
業
銀
行
は
そ
の
貸
出
に
お
い
て
厳
正
で
あ
り
、
投
資
銀
行
は
顧
客
と
の
関
係
に
お
い
て
受
動
的
で
あ
り
、
保
険

会
社
は
そ
の
投
資
し
た
会
社
に
積
極
的
な
関
心
を
も
た
ず
、
而
し
て
信
託
会
社
は
そ
の
購
入
し
た
株
式
や
社
債
の
会
社
に
単
に
受
動
的
な
関

心
を
も
つ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
署
』
図
ヂ
爬
卜
0
9
Q
）
。
グ
・
ア
ス
は
・
れ
を
も
っ
て
間
接
的
投
隼
i
受
動
的
（
三
塁
轟
轟
9
…
冨
・
・
）
と 一一@88　一



称
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
受
動
的
な
態
度
は
後
の
金
融
資
本
主
義
の
段
階
に
至
っ
て
一
変
さ
れ
る
。

七

　
既
述
の
如
く
産
業
資
本
主
義
の
第
二
の
段
階
に
お
い
て
、
破
壊
的
な
競
争
を
経
験
し
た
産
業
資
本
家
は
、
や
が
て
次
の
何
れ
か
の
途
を
選

ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
一
は
、
産
業
資
本
家
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
内
部
財
政
力
を
充
実
し
、
而
し
て
そ
れ
を
背
景
に
従
来
の
専
門

化
よ
り
脱
却
し
て
多
様
化
、
統
合
化
、
結
合
化
を
企
て
、
以
て
競
争
の
圧
迫
を
回
避
或
は
排
除
せ
ん
と
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場

合
彼
は
、
依
然
と
し
て
産
業
資
本
主
義
の
段
階
、
但
し
産
業
資
本
主
義
の
第
三
の
段
階
即
ち
財
政
的
段
階
に
ふ
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
対
し
て
第
二
は
、
産
業
資
本
家
が
競
争
の
圧
迫
よ
り
泊
ら
を
護
る
べ
き
内
部
財
政
力
を
終
に
発
展
せ
し
め
え
な
か
っ

た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
彼
は
、
破
産
す
る
か
或
は
金
融
資
本
家
の
援
助
と
麦
配
乃
至
指
導
と
を
必
要
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

後
者
の
場
合
金
融
資
本
家
は
、
こ
の
よ
う
な
産
業
資
本
家
の
為
す
べ
く
し
て
為
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
彼
に
代
っ
て
比
較
帥
短
期

間
に
達
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
金
融
資
本
家
の
新
し
い
グ
ル
ー
プ
が
麦
配
的
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
金
融
資
本
主
義
が
成
立
し
た

の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
金
融
資
本
主
義
は
産
業
資
本
主
義
の
弱
点
を
修
正
す
べ
く
し
て
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
膚
の
如
く
金
融
資
本
主
義
は
金
融
資
本
家
な
る
新
し
い
階
級
め
出
現
と
共
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
金
融
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
資

本
の
使
用
並
び
に
資
本
の
流
れ
の
特
徴
は
、
こ
の
金
融
資
本
家
の
遂
行
し
た
機
能
の
分
析
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
グ
ラ
ア
ス
に
よ

れ
ば
金
融
資
本
家
と
は
間
接
的
投
資
－
能
動
的
（
ヨ
島
。
①
g
℃
雪
暮
σ
q
6
g
”
鋤
馳
g
一
く
①
）
を
行
う
機
関
の
所
有
者
叉
は
管
理
者
を
さ
す
（
脚
評
㌔
）
、

而
し
て
い
う
と
こ
ろ
の
間
接
的
投
資
i
能
動
約
と
は
、
既
述
の
間
接
的
投
資
一
1
受
動
的
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は

間
接
的
投
資
が
資
本
の
使
用
者
に
対
し
て
受
動
的
な
関
係
を
保
つ
の
に
対
し
て
、
前
者
に
お
い
て
は
そ
の
関
係
が
能
動
的
と
な
る
。
却
ち
そ

　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
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グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説

れ
は
（
イ
）
投
資
銀
行
そ
の
他
の
資
本
仲
介
者
が
資
本
の
流
れ
に
お
い
て
積
極
的
に
働
く
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
彼
ら
が
資
本
の
使
用
者
に
資

本
の
流
れ
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
　
（
ロ
）
こ
の
よ
う
に
し
て
促
進
さ
れ
た
資
本
の
流
れ
に
資
本
仲
介
者
の
麦
配
が
随
伴
す

る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
彼
ら
が
そ
の
投
資
し
た
資
本
の
使
用
者
の
経
営
活
動
に
支
配
、
影
響
乃
至
指
導
を
加
え
る
こ
と
を
併
せ
二
二
し
て
い

る
。
而
し
て
金
融
資
本
家
の
こ
の
よ
う
な
能
動
的
な
態
度
は
、
通
常
経
済
的
機
能
の
多
様
化
、
統
合
化
或
は
結
合
化
を
含
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
の
種
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
事
例
と
し
て
モ
ル
ガ
ン
・
グ
ル
ー
プ
を
あ
げ
る
事
が
出
来
る
。

　
要
す
る
に
金
融
資
本
主
義
と
は
金
融
資
本
家
に
よ
っ
て
間
接
的
投
資
i
能
動
的
が
担
当
さ
れ
、
そ
の
結
果
彼
を
中
心
と
し
て
経
済
的
機

能
の
多
様
化
、
統
．
合
化
或
は
結
合
化
が
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
間
に
支
配
関
係
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
私
的
経
営
資
本
主
義
の
一
段
階
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
樹
金
融
資
本
主
義
に
後
続
す
る
国
家
資
本
主
義
に
関
し
て
糠
、
茅
三
節
に
お
い
て
賠
干
の
説
明
を
な
し
た
が
、
し
か
し
な
お
グ
ラ
ア
ス
の
説
く
と
こ
ろ

　
を
充
分
把
握
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
恥
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。
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八

以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
の
グ
ラ
ア
ス
の
所
説
は
大
略
次
の
如
《
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
よ
ヶ
。

一
、
資
本
主
義
と
は
資
本
の
使
用
を
通
じ
て
生
計
を
確
保
す
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
資
本
主
義
と
は
（
イ
）
資
本
と
（
ロ
）
資
本
の

マ
、
乃
ー
ヂ
メ
ン
ト
と
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
前
者
を
資
本
の
流
れ
、
後
者
を
資
本
の
使
用
、
と
き
に
は
前
者
を
投
資
、
、
後
者

を
経
営
と
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
（
資
本
・
資
本
の
流
れ
・
投
資
な
る
過
程
と
、
資
本
の
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
・
資
本
の
使
用
・
経
営
な
る
過
程
と
が
、

互
に
如
何
な
る
関
係
に
お
い
て
結
合
さ
れ
る
か
に
つ
い
で
は
明
確
な
規
定
は
な
い
。
ラ
プ
ソ
ン
は
こ
の
両
者
が
資
本
の
調
達
者
と
し
て
同
時
に
資
本
の
使

用
者
と
し
て
の
管
理
者
の
活
動
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
グ
ラ
ア
ス
の
盗
本
主
曳
概
念
を
資
本
主
義
の
管
理
者
概
念
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い



　
る
。
し
か
し
我
々
は
グ
ラ
ア
ス
の
資
本
主
義
概
念
を
以
て
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
老
え
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
資
本
の
提
供
或
は
投
資
と
資

　
本
の
使
用
或
は
経
営
と
の
夫
々
二
つ
の
過
程
が
織
り
な
し
て
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
）
　
資
本
の
使
用

　
及
び
資
本
の
流
れ
の
過
程
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
変
化
並
び
に
両
者
の
関
連
に
お
け
る
型
の
変
化
は
》
4
主
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
段
階
を
つ
く
り
・

　
あ
げ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
発
展
段
階
の
説
明
に
お
い
て
「
イ
」
は
資
．
本
の
使
用
を
「
p
」
は
資
本
の
流
れ
を
示
す
。

　
二
、
前
経
営
資
本
主
義
。
イ
、
経
営
な
る
経
済
活
動
が
存
在
し
た
以
前
の
資
本
の
使
用
の
初
期
的
シ
ス
テ
ム
。
ロ
、
使
用
資
本
制
度
の
み
存
在
す
る
。

　
三
、
経
営
な
る
経
済
活
動
が
存
在
す
る
資
本
主
義
即
ち
経
営
盗
本
主
義
は
私
的
経
営
資
本
主
義
と
公
的
経
営
終
オ
主
ギ
と
に
別
た
れ
る
。
前
者
は
（
イ
）

　
私
的
経
営
及
び
（
P
）
私
的
資
本
が
支
配
的
で
あ
り
、
後
者
は
（
イ
）
公
的
経
営
及
び
（
ロ
）
公
的
資
本
が
そ
れ
に
と
っ
て
変
る
。
私
的
経
営
資
本
主
義

　
に
は
次
の
五
個
の
発
展
段
階
が
あ
る
。

　
四
、
小
資
本
主
義
。
イ
、
小
資
本
家
が
支
配
的
で
あ
り
、
彼
等
の
経
営
活
動
相
互
間
に
お
い
て
個
人
的
な
支
配
従
属
関
係
は
生
じ
な
い
。
ロ
、
主
と
し
て
」

　
使
用
資
本
制
度
が
行
わ
れ
、
　
一
部
直
接
的
投
資
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。

　
五
、
玉
髄
資
本
主
義
。
イ
、
定
住
商
人
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、
彼
を
中
心
に
経
済
的
機
能
の
統
合
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
支
配
関
係
が
成
立
す
る
。
ロ
、
直

　
接
的
投
資
制
鹿
が
重
要
性
に
お
い
て
使
用
資
本
制
度
に
と
っ
て
変
り
、
間
接
的
投
資
制
慶
（
受
動
的
）
が
出
現
す
る
。

　
六
、
産
業
資
本
主
．
．
我
。
羅
、
第
一
段
階
（
生
産
的
段
階
）
及
び
第
二
段
階
（
販
売
的
段
階
）
で
は
経
済
的
機
能
の
専
門
化
、
第
一
二
段
階
（
財
政
的
段
階
）

　
で
は
二
部
産
業
盗
本
家
を
中
心
と
し
て
多
様
化
、
統
合
化
、
結
合
化
が
見
ら
れ
る
。
　
ロ
、
使
用
資
本
制
度
、
直
接
的
投
資
制
度
及
び
間
接
的
投
資
制
度

　
（
受
動
的
）
。

　
七
、
金
融
資
本
主
義
。
イ
、
金
融
資
本
家
を
中
心
に
経
済
的
機
能
の
多
様
化
、
統
合
化
、
或
は
結
合
化
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
聞
に
支
配
関
係
が
成
立

　
す
る
。
ロ
、
聞
接
的
投
資
制
度
（
能
動
的
）
が
出
現
す
る
。

　
八
、
国
家
資
本
主
義
。
イ
、
盗
聞
の
使
用
に
対
す
る
国
家
権
力
の
行
使
が
漸
増
す
る
。
ロ
、
公
的
資
本
が
私
的
雑
本
を
補
う
べ
き
も
の
と
し
て
出
現
す
る
9

　
最
後
に
、
グ
ラ
ア
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
一
経
営
史
序
説
」
を
我
々
が
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
と
し
て
と
り
あ
げ
た
理
由
、

並
び
に
彼
の
経
営
発
展
段
階
説
の
特
色
に
つ
い
て
説
明
を
あ
ら
た
に
し
、
以
て
結
語
に
代
え
た
い
と
思
う
。

　
　
　
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
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グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説

一
、
グ
ラ
ア
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
－
経
営
史
序
説
」
は
、
盗
塁
主
義
の
発
展
を
段
階
的
に
論
述
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
資
本
主
義

な
る
概
念
は
、
既
述
の
如
き
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
少
く
と
も
資
本
の
使
用
な
る
概
念
を
そ
の
主
た
る
一
つ
の
支
柱
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
疑
い
を
い
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
従
っ
て
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
グ
ラ
ア
ス
の
こ
の
研
究
を
以
て
、
資
本
の
使
用
な
る
概
念
を
繕
導
観
念
と
せ

る
歴
史
の
発
展
段
階
的
叙
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ざ
て
、
資
本
の
使
用
の
過
程
に
お
け
る
型
の
相
異
は
、
資
本
主
義
を
前
経
営
資
本
主
義
と
経
営
資
本
主
義
と
に
大
別
す
る
。
前
経
営
資
本
主
義
と
は
生

計
を
確
保
せ
ん
が
為
の
資
本
の
使
用
が
経
営
な
る
経
済
活
動
と
し
て
行
わ
れ
な
い
段
階
を
さ
し
、
経
営
資
本
主
義
と
は
資
本
の
使
用
が
経
営
な
る
経
済
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

動
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
段
階
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
経
営
資
本
主
義
（
こ
れ
は
私
的
経
営
盗
本
主
義
と
公
的
経
営
資
本
主
義
と
に
分
た
れ
、
前
者

は
夏
に
小
資
木
主
義
、
商
業
資
本
主
義
、
産
業
資
本
主
義
、
金
融
資
本
主
義
及
び
国
家
資
本
主
義
に
細
別
さ
れ
る
）
の
下
に
お
け
る
資
本
の
使
用
の
プ
p

セ
ス
に
関
す
る
グ
ラ
ア
ス
の
発
展
段
階
的
叙
述
は
、
す
べ
て
経
営
な
る
経
済
活
動
の
そ
れ
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
我
互
が
グ
ラ
ア
ス
の
こ
の
書
物
を
経

営
発
展
段
階
説
と
し
て
把
え
た
所
以
で
あ
る
。

二
、
我
々
は
グ
ラ
プ
ス
の
「
経
営
と
資
本
主
義
一
経
営
史
序
説
」
を
経
営
発
展
段
階
説
と
し
て
把
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
経
営
と
は
既
述
の
如
く

評
・
・
ぎ
①
ω
。
。
の
訳
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
毒
忌
は
用
役
を
販
売
に
導
く
過
程
に
お
け
る
資
本
の
使
用
或
は
交
換
を
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
の
資
本
を
含
む
諸
生
産

要
素
の
管
理
（
方
策
・
統
制
・
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
）
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
に
お
い
て
は
、
経
営
と
は
経
済
活
動
と
し
て

の
経
営
、
或
は
経
営
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
所
謂
個
体
経
済
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
諸
事
象
は
、
経
営
活
動
と
し

て
研
究
の
視
野
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
プ
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
の
特
色
は
正
に
こ
の
点
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
．

は
個
体
経
済
の
構
造
の
分
析
に
問
題
点
を
見
出
し
、
そ
の
発
展
を
段
階
的
に
と
り
あ
げ
ん
と
す
る
ド
イ
ツ
的
な
研
究
と
対
立
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

既
に
拙
稿
O
昌
切
・
ω
ぎ
①
ω
。
・
雲
ω
8
羨
（
囚
。
げ
①
国
8
8
巨
。
p
監
b
u
島
ぽ
窪
。
。
口
①
言
。
～
ち
齢
）
に
お
い
て
箔
干
論
述
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
経

営
皮
の
学
問
的
性
格
に
関
係
す
る
問
題
で
も
あ
り
、
伺
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
（
本
稿
作
成
に
当
り
神
戸
商
科
大
学
栗
田
真
造
教
授
よ
り
多
大
の
御
便
宜
を
賜
っ
た
こ
と
を
深
い
感
謝
の
念
を
以
て
附
記
し
ま
す
。
）
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
い
弓
O
の
成
立

度、
！

辺

進

　
　
　
　
一
、
棚
卸
資
産
評
価
に
関
す
る
規
定

　
　
　
　
二
、
基
礎
在
高
法
・
準
備
金
法
・
＝
h
。

　
　
　
　
三
、
卜
鞘
。
の
成
立

　
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
い
て
後
入
先
出
法
（
以
下
訂
h
。
と
い
う
。
）
が
如
何
な
る
経
過
を
辿
っ
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い

て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
躍
8
の
本
質
を
知
る
上
に
つ
い
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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一

　
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
と
し
て
の
所
得
課
税
の
歴
史
は
一
八
六
一
年
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
一
八
六
一
年
の
法
律
は
早
急
の
聞
に

起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
不
満
な
る
点
を
有
し
一
八
．
六
二
年
の
改
訂
を
経
て
始
め
て
施
行
さ
れ
て
い
る
（
一
八
六
二
年
法
）
。
　
こ
れ
に
よ

っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
在
住
す
る
す
べ
て
の
者
の
所
得
は
そ
の
源
泉
の
如
何
を
問
わ
ず
課
税
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
課
税
所
得
算

定
上
控
除
を
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
国
税
・
州
税
・
地
方
税
等
若
干
の
項
目
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
時
代
の
所
得
課
税
は
純
所
得
に
対
す
る
課
税

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
P
弓
O
の
成
立



　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
閃
ρ
の
成
立

で
は
な
く
、
総
所
得
に
対
す
る
課
税
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
税
率
は
六
百
ド
ル
を
超
え
一
万
ド
ル
を
超
え
ざ
る
金
額
に
対
し
て

三
。
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
万
ド
ル
を
超
え
る
金
額
に
対
し
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
　
（
一
八
六
一
年
置
法
律
に
よ
れ
ば
基
礎
控
除
額
八
百
ド

ル
を
超
え
る
金
額
に
一
様
に
三
パ
ー
セ
ン
ト
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
）
　
そ
・
の
後
税
率
は
高
め
ら
れ
、
最
高
は
五
千
ド
ル
を
超
え
る
金

額
に
対
し
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
六
百
ド
ル
を
超
え
五
千
ド
ル
を
超
え
ざ
る
金
額
に
つ
い
て
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
累
進

税
率
は
一
八
六
七
年
に
廃
止
さ
れ
一
千
ド
ル
を
超
え
る
所
得
に
対
し
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
比
例
税
率
に
改
正
さ
れ
た
。
更
に
一
八
七
〇
年
に

は
二
千
ド
ル
を
超
え
る
所
得
に
対
し
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
時
代
の
所
得
課
税
は
南
化
戦
争
に
よ
る
財
政
需
要
の
増
大
に
対
処
す
る
い
わ
ば
戦
時
個
人
所
得
税
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
戦
時
中
は
そ
の
麦
谷
は
愛
国
的
な
義
務
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
所
得
税
に
対
す
る
反
感
は
強
ま
り
、
財
政
需
要
の

減
退
と
共
に
一
八
七
二
年
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
つ
た
だ
こ
こ
に
興
味
あ
る
こ
と
は
源
泉
微
収
の
制
度
が
既
に
こ
の
時
代
に
始
ま
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
政
府
職
員
の
給
与
、
株
式
の
配
当
、
社
債
・
預
金
利
子
に
対
し
て
源
泉
徴
収
す
べ
き
こ
と
が
命
ぜ
ち
れ
て
い
る
。
而
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
－

て
一
八
六
五
年
に
は
所
得
税
総
額
は
三
二
、
〇
五
〇
、
〇
一
七
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
一
一
、
三
四
六
、

〇
一
八
ド
ル
が
、
銀
行
・
運
河
・
鉄
道
・
保
険
・
道
路
会
社
の
利
益
、
及
び
政
府
職
員
給
与
か
ら
の
源
泉
徴
収
額
で
あ
っ
た
。

　
右
の
所
得
課
税
の
廃
止
後
二
十
二
年
を
経
て
、
一
八
九
四
年
に
関
税
法
改
正
に
関
連
し
て
所
得
課
税
が
国
会
を
通
過
し
て
い
る
。
こ
れ
は

一
八
九
三
年
の
恐
慌
に
次
ぐ
財
政
需
要
の
増
大
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
個
人
及
び
法
人
の
所
得
に
対
し
て

二
。
公
i
セ
ン
ト
の
課
税
が
行
わ
れ
る
。
但
し
個
人
所
得
に
つ
い
て
は
四
千
ド
ル
の
基
礎
控
除
が
行
わ
れ
、
政
府
及
び
会
社
は
四
千
ド
ル
を
超

え
る
給
料
・
賃
金
の
麦
払
に
対
し
源
泉
徴
収
を
行
う
べ
き
こ
乏
と
な
っ
て
い
た
。
併
し
こ
の
所
得
課
税
は
実
効
を
見
ざ
る
う
ち
に
翌
年
一
八

九
五
年
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
憲
法
違
反
で
あ
り
無
効
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
ソ
カ
憲
法
第
一
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
直
接
税
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は
人
口
に
比
例
七
て
各
州
に
割
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
は
（
一
）
不
動
産
叉
は
動
産
に
対
す
る

課
税
は
直
接
税
で
あ
る
。
　
（
二
）
か
か
る
財
産
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
課
税
は
財
産
に
対
す
る
負
担
と
な
り
、
事
実
上
当
該
財
産
に
対

す
る
課
税
と
な
る
。
　
（
三
）
従
っ
て
不
動
産
叉
は
動
産
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
課
税
は
直
接
税
で
あ
る
、
と
の
見
解
を
と
り
、
一
八
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2

四
年
の
所
得
税
は
人
口
に
比
例
し
て
各
州
に
割
当
て
ら
れ
る
も
の
．
で
は
な
い
か
ら
憲
法
違
反
で
あ
り
無
効
で
あ
る
と
裁
決
し
た
の
で
あ
る
。

南
北
戦
争
時
代
の
所
得
課
税
は
間
接
税
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
憲
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
各
州
に
割
当
て
る
必
要
な
き
も
の
と
理

　
　
　
　
　
　
　
　
註
3
．

解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
所
得
税
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
の
見
解
は
こ
こ
に
変
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
九
五

年
の
判
決
は
財
産
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
課
税
は
直
接
税
で
あ
る
と
し
（
そ
の
他
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
課
税
が
違
憲
で

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
）
所
得
税
を
人
口
に
応
じ
て
各
州
に
割
当
て
る
が
如
き
は
実
行
不
可
能
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
所
得
税
は
消
滅
す
る
に
至
っ
た
。

　
一
九
〇
九
年
に
は
法
人
に
の
み
課
税
さ
れ
る
法
人
所
得
税
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
営
利
を
目
的
と
す
る
法
人
の
年
五
千
ド
ル
を
超
え

る
所
得
に
対
し
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
で
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
動
産
及
び
動
産
か
ら
生
ず
る
所
得
を
包
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
投
資
さ
れ
た
資
本
及
び
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
ず
る
外
国
会
社
の
所
得
に
対
し
て
も
課
税
さ
れ
る
。
憲
法

上
の
紛
糾
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
税
は
法
人
免
許
税
（
9
壱
。
§
δ
＝
穿
駐
Φ
目
震
）
　
と
呼
ば
れ
た
が
そ
の
本
質
は
純
所
得
に
対
す
る
課
税

で
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
合
憲
的
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
こ
の
税
は
直
接
税
で
は
な
く
、

法
人
組
織
に
よ
っ
て
事
業
を
営
む
特
権
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
免
許
税
で
あ
り
、
こ
の
場
合
純
所
得
は
課
税
標
準
と
し
て
選
定
さ
れ
た
に
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
4

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
〇
九
年
の
法
人
所
得
税
が
成
立
し
た
当
時
に
お
い
て
は
国
会
は
そ
の
合
憲
性
に
対
す
る
確
信
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
日
弓
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
閃
O
の
成
立

従
っ
て
同
時
に
国
会
が
各
州
に
割
当
て
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る
源
泉
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
し
て
課
税
し
得
る
権
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る

よ
う
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
議
決
し
、
州
必
要
数
の
批
准
を
経
て
一
九
コ
ニ
年
二
月
二
十
五
日
、
こ
の
修
正
は
確
定
し
た
。
　
（
憲
法
追
補

第
十
六
条
）
こ
れ
に
よ
っ
て
平
時
的
租
税
と
し
て
の
連
邦
所
得
課
税
の
基
礎
が
築
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
二
年
十
月
三
日
に
は
個
人

所
得
及
び
法
人
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
法
律
が
制
定
せ
ら
れ
、
（
一
九
一
三
年
の
関
税
法
の
一
部
と
し
て
）
こ
れ
が
一
九
ご
二
年
三
月
一
日

に
遡
っ
て
施
行
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
個
人
所
得
税
の
う
ち
普
通
税
は
基
礎
控
除
額
（
独
身
者
三
千
ド
ル
、
妻
帯
者
四
千
ド
ル
）
を
超

え
る
所
得
額
に
対
し
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
段
階
的
な
附
加
税
が
課
せ
ら
れ
、
附
加
税
は
二
万
ド
ル
を
超
、
兄
る
所
得
に
対

す
る
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
最
高
五
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
所
得
に
対
す
る
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
源
泉
徴
収
制
度
と
申
告
課
税

制
度
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
九
年
の
法
人
所
得
税
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
σ
税
率
で
一
九
一
三
年
ま
で
継
続
し
同
年
二
月
二
十
八
日
廃
止
、
r

同
じ
率
で
新
法
に
引
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
所
得
税
は
軽
率
の
も
の
と
し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
屡
々
税
率
の

変
更
が
行
わ
れ
ア
メ
ゾ
カ
租
税
収
入
の
枢
要
部
分
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
一
九
三
九
年
二
月
十
日
、
当
時
個
滞
留
に
存
在
し
て
い
た
各
種
の
連
邦
租
税
法
規
は
、
内
国
歳
入
法
（
臣
8
≡
鐵
切
①
＜
①
昌
＝
①
O
o
旨
）
に
統

合
さ
れ
た
。
即
ち
当
時
効
力
を
有
し
て
い
た
内
国
歳
入
関
係
の
諸
法
規
は
廃
止
せ
ら
れ
、
内
国
歳
入
法
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
三
九
年
以
降
の
連
邦
租
税
立
法
は
「
何
年
歳
入
法
」
　
（
例
え
ば
菊
①
蔀
薯
①
諺
9
亀
H
ゆ
髭
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
内
国
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
註
5

入
法
の
修
正
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
内
国
歳
入
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
規
は
内
国
歳
入
法
の
一
部
で
あ
る
。
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註
（
1
）
　
一
八
六
六
年
に
は
所
得
税
額
は
七
千
三
百
万
ド
ル
の
最
高
点
に
達
し
た
。

　
（
2
）
℃
＆
8
犀
ぐ
●
守
舅
①
冨
い
。
磐
・
・
巳
目
霧
二
。
越
趨
・



（
3
）
　
q
Q
肩
ぎ
㎝
窪
く
・
q
巳
器
畠
q
。
け
9
①
9
μ
○
O
Q
O
P
．
で
は
最
高
裁
判
所
は
直
接
税
と
は
入
隊
税
及
び
不
動
産
課
税
の
み
を
指
す
も
の
と
し
て
い
た
。

（
4
）
震
暮
く
・
．
。
，
8
屋
朗
§
図
。
。
起
・
・
越
・

（
5
）
　
本
項
の
記
述
に
つ
い
て
は
左
記
の
丈
献
を
参
照
し
た
。

　
鋭
ρ
閑
器
芝
①
斜
℃
ロ
び
崔
。
霊
口
9
容
ρ
も
。
乙
亀
・
H
O
心
c
O
●

　
目
幽
q
D
困
。
目
山
ユ
。
o
r
弓
昌
げ
財
。
固
爵
嵩
8
》
H
O
鍋
・

　
ρ
閃
．
切
該
目
①
炉
∪
嵩
霞
窪
8
の
置
2
魯
同
昌
8
目
①
8
巴
b
8
0
億
5
“
ぎ
α
q
⇔
巳
岡
9
霞
鑑
訂
8
ヨ
⑦
弓
夏
蔦
Φ
。
。
噸
H
翼
O
●

　
Q
D
ゲ
巳
訂
　
自
ロ
山
国
碧
ユ
。
・
田
｝
旨
①
同
一
雷
昌
頃
口
ぴ
＝
o
閃
ぎ
胆
昌
o
ρ
㎝
昂
。
侮
・
H
O
鼻
P

　
我
々
は
以
上
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
所
得
課
税
の
変
遷
の
跡
を
眺
め
た
。
併
し
我
々
の
目
的
は
所
得
課
税
に
お
け
る
棚
卸
資
産
評

価
従
っ
て
棚
卸
資
産
費
用
（
枚
益
に
チ
ャ
ー
ジ
せ
ら
る
べ
き
棚
卸
資
産
原
価
）
の
取
扱
に
関
す
る
規
定
を
跡
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
所
得

課
税
自
体
の
発
展
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
一
九
〇
九
年
の
法
人
所
得
税
の
下
に
お
け
る
棚
卸
資
産
の
取
扱
か
ら
始
め

る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
の
法
人
所
得
税
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
代
所
得
税
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一

九
。
九
年
の
所
得
税
は
塁
主
楚
立
脚
し
て
お
り
・
外
見
上
は
所
得
決
定
に
関
し
て
棚
卸
需
要
と
し
た
も
の
で
あ
っ
聴
（
発
圭
義

の
承
認
は
後
述
す
る
如
く
後
年
の
こ
と
に
属
す
る
。
）
　
併
し
既
に
一
九
〇
九
年
に
お
い
て
歳
入
局
長
官
の
定
む
る
規
則
に
お
い
て
は
棚
卸
を

基
礎
と
す
る
損
益
計
算
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
一
般
的
に
商
工
業
者
は
期
首
棚
卸
資
産
の
価
値
に
当
該
年
度
に
お
い
て
生
産
叉
は
取
得

し
た
棚
卸
資
産
の
価
値
を
加
え
、
期
末
棚
卸
資
産
の
価
値
を
減
じ
た
る
金
額
を
、
売
上
鎌
入
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
を
計
算
す

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
期
末
棚
卸
資
産
は
（
後
年
ζ
8
評
価
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
）
最
近
に
お
い
て
購
入
さ

れ
た
棚
卸
資
産
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
　
（
即
ち
先
入
先
出
法
評
価
）
ま
た
長
期
間
の
使
用
に
堪
え
る
固
定

資
産
に
関
し
て
は
法
自
体
が
「
合
理
的
な
る
減
価
償
却
額
」
の
控
除
を
認
め
て
お
り
、
当
該
固
定
資
産
の
取
得
の
た
め
の
金
額
を
そ
の
取
得

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
司
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
い
弓
O
の
成
立

の
行
わ
れ
た
る
時
期
に
お
い
て
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
固
定
資
産
の
分
野
に
お
い
て
も
発
生
主
義
が
適
用
さ
れ
て

い
た
も
の
と
い
ゲ
亡
と
が
で
き
る
。
固
定
資
産
の
耐
用
期
間
に
わ
た
っ
て
減
価
償
却
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
固
定
資
産
の
使
用
に
よ
っ
て
利

益
す
る
各
期
聞
に
そ
の
原
価
を
割
当
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
一
九
〇
九
年
に
お
い
て
重
要
な
る
取
引
に
つ

い
て
は
既
に
発
生
主
義
が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
7

　
法
文
上
発
生
主
義
が
認
め
ら
れ
た
の
は
一
九
一
六
年
九
月
八
日
目
歳
入
法
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
G
∩
①
。
二
藍
罷
（
島
）
に
は
「
法
人

が
現
実
の
収
入
．
及
び
支
出
を
基
礎
と
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
経
理
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
所
得
を
明
瞭
に
反
映
す
る
も
の

で
あ
る
限
り
、
歳
入
局
長
官
が
財
務
省
長
官
の
同
意
を
得
て
定
め
る
規
則
に
従
い
当
該
法
人
が
行
っ
て
い
る
経
理
方
法
に
基
づ
い
て
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
一
九
一
八
年
の
歳
入
怯
Q
。
①
a
8
曽
団
（
げ
）
で
は
次
の
如
く
規
定
さ
れ
発
生
主
義
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
8

よ
る
も
の
が
発
生
主
義
に
よ
っ
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
「
純
所
得
は
納
税
義
務
者
の
会
計
期
間
を
基
礎

と
し
、
当
該
納
税
義
務
者
に
よ
つ
て
規
則
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
会
計
方
法
に
従
っ
て
算
定
さ
れ
る
。
但
し
そ
の
会
計
方
法
が
規
則
的
で
は
、

な
く
、
叉
は
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
で
は
所
得
が
明
瞭
に
反
映
さ
れ
な
い
と
き
は
、
歳
入
局
長
官
が
所
得
を
明
瞭
に
反
映
す
る
も
の
と
認
め

る
基
準
及
び
方
法
で
所
得
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
低
価
法
は
一
九
一
七
年
十
二
月
十
七
日
の
財
務
省
通
達
（
早
①
器
弓
田
∪
①
。
一
ω
δ
昌
駅
O
℃
）
に
よ
っ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
よ
り
前
は

公
式
に
認
め
ら
れ
た
評
価
法
は
原
価
法
の
み
で
あ
っ
た
。

　
棚
卸
資
産
に
関
す
る
条
項
が
始
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
一
九
一
八
年
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
の
歳
入
法
Q
∩
①
註
。
昌
帥
8
は
次
の

如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
歳
入
局
長
官
が
納
税
者
の
所
得
を
明
確
に
決
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
納
税
者
は
　
歳
入
局
長
官
が
財
務
長
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官
の
同
意
を
得
て
、
当
該
業
種
に
お
け
る
最
善
の
会
計
方
法
に
合
致
．
し
、
且
つ
最
も
明
瞭
に
所
得
を
反
映
す
る
も
の
と
定
め
た
基
準
に
よ
っ

て
棚
卸
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
条
項
は
後
に
訂
8
に
関
す
る
規
定
が
一
九
三
八
年
に
導
入
せ
ら
れ
る
ま
で
は
棚
卸
に
関
す
る
法
律
上
の
唯
一
の
条
項
で
あ
り
、
そ

の
表
現
は
現
在
に
至
る
ま
で
変
更
さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
継
続
七
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
9

　
こ
の
条
項
に
関
連
す
る
施
行
規
則
図
①
σ
q
三
p
。
茸
8
ω
ま
　
（
H
O
日
O
①
象
銘
。
富
）
の
規
定
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
五
八
一
条
　
棚
卸
の
必
要
－
棚
卸
資
産
の
生
産
、
購
入
叉
は
販
売
が
所
得
発
生
の
要
因
で
あ
る
場
合
に
は
、
純
所
得
を
明
瞭
に
反
映

す
る
た
め
に
、
各
事
業
年
度
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
に
お
い
て
棚
卸
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
二
五
八
二
条
　
棚
卸
資
産
の
評
価
－
棚
卸
資
産
は
（
a
）
原
価
法
（
b
）
叉
は
低
価
法
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何

れ
の
方
法
が
選
定
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
棚
卸
資
産
総
体
と
し
て
で
は
な
く
、
棚
卸
資
産
の
各
項
目
に
つ
い
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
例
え
ば
（
h
）
を
選
定
す
る
場
合
、
棚
卸
資
産
の
各
項
目
に
つ
い
て
時
価
が
原
価
よ
り
低
い
と
き
は
時
価
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、

原
価
が
時
価
よ
り
低
い
と
き
は
原
価
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
…
…
そ
の
内
容
が
混
瀟
し
個
別
原
価
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
棚
卸
資

産
は
（
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
一
筆
者
）
最
も
近
い
日
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
棚
卸
資
産
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
一
五
八
三
条
　
原
価
に
よ
る
棚
卸
一
（
一
）
購
入
し
た
棚
卸
資
産
の
原
価
と
は
、
当
該
棚
卸
資
産
の
送
状
価
格
か
ら
仲
間
割
引
そ
の
他

の
割
引
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。
但
し
公
正
な
る
利
子
率
に
相
当
す
る
現
金
割
引
に
つ
い
て
は
、
納
税
義
務
者
の
選
定
に
よ
り
、
同
一

の
方
法
を
継
続
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
こ
れ
を
送
状
価
格
か
ら
控
除
し
又
は
控
除
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら

れ
た
純
送
状
価
格
に
当
該
棚
卸
資
産
を
取
得
す
る
た
め
に
要
じ
た
逆
賃
そ
の
他
の
費
用
が
加
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…

　
一
五
八
四
条
　
時
価
に
よ
る
棚
卸
一
時
価
と
は
当
該
棚
卸
資
産
の
棚
卸
日
に
お
け
る
通
常
の
売
買
価
格
（
ぽ
山
唱
一
8
）
を
い
い
、
こ
の

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
H
弓
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
閃
O
の
成
立

価
格
が
他
か
ら
購
入
し
事
業
年
度
終
了
の
日
に
存
す
る
棚
卸
資
産
・
：
…
に
適
用
さ
れ
る
。

公
開
市
場
の
市
価
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

揚
合
に
は
、
納
税
義
務
者
は
棚
卸
日
叉
は
棚
卸
日
に
最
も
近
き
日
に
お
け
る
公
正
な
る
市
価
を
示
す
も
の
と
し
て
…
…
彼
が
利
用
し
得
る
証

拠
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
後
一
九
二
〇
年
八
月
十
六
日
財
務
省
通
達
（
目
・
　
］
∪
。
ω
O
も
n
c
O
）
で
小
売
棚
卸
法
が
承
認
さ
れ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ

る
こ
ど
が
適
当
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
註
－
o

が
な
か
っ
た
。

等
の
こ
と
は
あ
る
が
＝
ま
、
の
導
入
に
至
る
ま
で
は
棚
卸
資
産
の
評
価
に
関
す
る
基
本
事
項
に
つ
い
て
は
変
化

註
（
6
）

註
（
7
）

註
（
8
）

註
（
9
）

発
生
主
義
を
除
外
し
た
こ
と
は
会
計
士
側
か
ら
大
い
に
攻
撃
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
A
I
A
の
。
。
葺
身
O
容
毛
。
昌
野
巴
器
。
・
ω
H
鵠
8
ヨ
9
0
冨
晶
ぎ
㎝
O
。
葺
8
陰
・
・

亀
閑
島
貯
。
。
。
。
。
ぎ
8
ヨ
ρ
℃
・
鵠
も
．
・
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
一
九
〇
九
年
の
法
人
免
許
税
法
は
収
入
及
び
支
払
を
基
礎
と
し
て
所
得
を
計
算
し
名
ば
か
り

の
徴
税
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
会
計
士
側
の
抗
議
に
も
拘
ら
ず
こ
の
よ
う
な
実
行
不
可
能
な
基
準
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
或
論
者
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
乃
至

法
律
上
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
」

憲
法
追
補
第
十
六
条
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
一
九
コ
忌
避
十
月
三
日
の
法
、
及
び
一
九
一
六
年
九
月
八
日
の
法
で
は
、
純
所
得
と
は
原
則
と
し
て
現
金
収
入
額

が
現
金
支
出
額
を
超
ゆ
る
そ
の
超
過
額
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
棚
卸
に
関
し
て
は
何
等
の
定
め
が
な
か
っ
た
。

こ
の
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
Q
国
薗
暮
旨
琴
町
噛
内
釜
毛
碧
山
名
陶
置
①
量
目
8
。
き
江
晶
出
曾
ざ
恥
㎝
碧
山
臣
。
8
巨
鼠
昌
。
q
客
①
子
＆
噸
這
笛
N
喝
・
も
ゆ
O
・
で
は
発
生
主
義
が
一

般
に
認
め
ら
れ
た
の
は
一
九
一
八
年
の
歳
入
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
以
前
に
お
い
て
も
少
く
と
も
特
定
種
類
の
法
入
に
つ
い
て
は
棚
卸
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
四
年
一
月
五
日
の
即
£
巳
螢
銘
自
。
。
し
。
ω
で
は
「
特
定
種
類

の
法
人
」
に
関
し
て
棚
卸
を
規
定
し
て
い
た
。
併
し
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
定
め
が
な
い
。
一
九
一
八
年
一
月
の
菊
①
。
q
巳
卑
二
8
。
・
G
。
も
。
（
閑
①
＜
一
ω
巴
）
で
は
棚
卸
に
関

す
る
規
定
は
整
っ
て
お
ら
ず
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
な
か
っ
た
。
一
九
一
六
年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
法
人
所
得
申
告
に
関
す
る
書
式
（
閃
。
琶
H
o
。
。
H
）

で
は
評
価
基
準
に
つ
い
て
指
示
さ
れ
で
い
る
。
そ
れ
は
原
価
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
式
の
裏
面
に
小
活
字
で
次
の
如
く
指
示
さ
れ
て
い
る
。

「
棚
卸
の
方
法
に
よ
っ
て
利
益
又
は
損
失
額
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
商
工
業
又
ば
そ
の
勉
の
営
業
に
従
事
す
る
法
人
は
、
下
に
示
す
形
式
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
と
は
異
な
る
方
法
で
利
益
又
は
損
失
を
算
定
し
た
場
合
に
は
そ
の
方
法
を
余
白
の
部
分
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
棚
卸
の
方
法
に
よ
っ
て
利

一　100　一



註
（
－
o
）

謹
書
は
損
失
を
決
定
す
る
場
合
に
は
原
価
で
棚
卸
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
販
売
価
値
に
お
け
る
損
失
は
、
結
局
当
該
棚
卸
資
産
が
処
分
さ
れ
た
年
度
の

販
売
収
入
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
L

既
に
註
に
示
し
た
も
の
の
外
次
の
交
献
を
参
照
七
た
。

国
胃
毒
鼠
目
帥
毛
閑
①
〈
凶
。
ぎ
司
。
げ
．
田
H
O
⊆
。
c
O
ゆ
2
0
8
9
唱
？
謡
ひ
i
刈
鱒
卜
。
．

国
9
。
目
奉
巳
巨
9
宅
切
。
証
①
ぎ
冒
昌
①
喝
ら
も
。
c
O
》
日
①
G
q
邑
曽
二
8
曽
唱
℃
・
置
ω
O
I
置
鼻
卜
。
．

ρ
o
・
臣
ざ
目
契
艶
。
臣
。
§
Φ
睾
山
》
。
8
・
雪
ぎ
α
・
厨
。
・
①
m
｛
。
円
∪
器
§
帥
巳
轟
幽
r
一
臼
2
≡
巴
。
馬
ぎ
。
。
毎
替
・
。
ざ
。
。
梓
‘
H
o
卜
。
凱
．
日
毛
窪
ξ
・
穿
①
団
。
器
。
頃

b
8
8
喜
ぎ
G
q
図
①
。
・
智
目
邑
げ
一
ぎ
図
ピ
＝
占
8
9
ぎ
H
卜
。
導
め
宰
ま
日
－
。
鱒
。
。
O
．

竃
0
2
巴
肖
9
富
自
国
。
屋
口
β
日
冨
図
Φ
梓
餌
出
ぎ
く
窪
8
蔓
呂
①
昏
a
嘗
昌
飢
ζ
肉
ρ
6
び
・
一
く
．

二：

　
＝
8
が
ア
メ
リ
カ
税
法
で
始
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
三
八
年
（
一
九
三
九
年
一
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
に
、
実
業
界
に
お
い
て
は
既
に
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
生
ず
る
架
空
利
益
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
諸
種
の
会
計
方
法
が
実
践
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
臣
8
の
承
認
は
既
に
実
践
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
企
業

会
計
方
法
の
税
法
へ
の
漸
次
的
な
る
浸
透
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
会
計
実
践
に
つ
い
て
、
そ
の
方
…
抵
及
び
意

図
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
方
法
の
主
な
る
も
の
は
基
礎
在
高
法
（
正
常
在
高
法
）
準
備
金
法
及
び
ト
需
。
の
三
種
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
1

　
基
礎
在
高
法
は
ナ
シ
・
ナ
ル
製
鉛
会
社
に
お
い
て
既
に
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
会
社
は
罪
障
に
加
工
し
て
各

種
の
製
品
（
特
に
白
鉛
）
を
製
造
す
る
会
社
で
あ
り
、
製
造
に
三
箇
月
乃
至
六
箇
月
を
要
す
る
。
営
業
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な

る
原
料
・
仕
掛
品
・
製
品
を
考
量
し
、
こ
の
会
社
は
鉛
八
難
ト
ン
と
錫
及
び
ア
ン
チ
モ
ン
の
若
干
量
を
「
正
常
在
高
」
と
し
こ
れ
に
固
定
価

格
を
附
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
正
常
在
高
は
全
棚
卸
資
産
の
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
当
該
年
度
の
原
料
購
入
高
に
期
首
に
お

　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
司
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
［
罵
O
の
成
立

け
る
正
常
在
高
超
過
分
の
価
値
を
加
え
こ
れ
か
ら
期
末
の
超
過
分
の
価
値
（
こ
れ
は
平
均
原
価
叉
ば
低
価
法
に
よ
る
価
額
で
評
価
さ
れ
る
）

を
控
除
し
た
金
額
を
売
上
金
額
か
ら
控
除
し
て
売
上
総
益
が
計
算
さ
れ
る
。
か
く
て
正
常
在
高
は
固
定
価
額
で
評
価
さ
れ
、
原
料
の
価
格
変

動
は
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
正
常
在
高
を
超
え
て
保
有
さ
れ
る
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
の
み
価
格
変
動
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
方
法
の
採
用
の
理
由
に
つ
い
て
一
九
二
〇
年
（
十
二
月
三
十
一
日
）
の
報
告
書
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
実
際
問
題
と
し
て
正
常
在
高
は
、
会
社
が
事
業
を
継
続
す
る
た
め
に
常
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
械
類
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
鉛
塊
の
価
格
が
騰
貴
す
る
と
も
、
正
常
在
高
を
売
却
し
な
け
れ
ば
会
社
は
現
実
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
併
し
正

常
在
高
を
売
却
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
の
価
絡
で
再
び
こ
れ
を
買
戻
す
か
叉
は
事
業
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
場
合
に

は
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
の
価
値
及
び
宣
伝
販
売
費
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
販
売
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
蓬
か
に
大
な
る
も

の
と
な
ろ
う
。

　
事
情
斯
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
棚
卸
資
産
の
価
値
を
引
上
げ
、
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
帳
簿
利
益
（
そ
れ
は
後
年
同
額
の
帳

簿
損
失
に
よ
っ
て
追
随
さ
れ
る
）
を
計
上
し
て
誤
解
に
陥
っ
て
は
な
ち
な
い
。
…
…
か
か
る
帳
簿
損
益
が
財
務
諸
表
に
計
上
さ
れ
る
な
ら
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
2

株
主
も
亦
外
見
上
の
高
利
潤
及
び
莫
大
な
る
損
失
に
よ
っ
て
欺
か
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
更
に
一
九
二
〇
年
の
報
告
書
は
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
タ
ル

「
月
々
の
原
料
購
入
量
は
月
々
製
品
の
形
で
販
売
さ
れ
る
金
属
の
販
売
量
と
ほ
ぼ
均
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
或
月
に
製
品
の
形
で
販

　
　
　
　
メ
タ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
タ
ル

売
さ
れ
る
金
属
は
そ
の
月
に
購
入
さ
れ
た
金
属
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
常
在
高
に
は
手
を
触
れ
な
か
っ
た
も
の
と
擬
制
し

て
、
棚
卸
資
産
を
原
価
で
評
価
し
た
の
で
あ
を
。
」

　
右
の
正
常
在
高
に
手
を
触
れ
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
理
論
は
も
と
よ
り
擬
制
で
あ
っ
て
、
物
的
に
は
基
礎
在
高
に
属
す
る
原
料
は
屡
々
使

’　IO．？　一vpt



用
さ
れ
る
。
併
し
次
の
購
入
分
が
基
礎
在
高
を
回
復
し
そ
の
購
入
分
の
原
価
が
（
基
礎
在
高
の
原
価
で
は
な
く
）
当
期
の
売
上
原
価
を
構
成

　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誰
1
3

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
基
礎
在
高
法
で
は
こ
の
よ
う
に
販
売
に
チ
ャ
ー
ジ
す
べ
き
棚
卸
原
価
の
計
算
に
お
い
て
物
的
・
個
別
的
対
応
の
考
え
方
は
存
在
し
て
い
な

い
。
そ
こ
で
最
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
実
現
す
る
こ
と
な
き
帳
簿
利
益
の
排
除
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
損
益
計
算
的
に
み
れ
ば
、
．

基
礎
在
高
に
附
せ
ら
れ
た
価
額
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
売
却
し
た
棚
卸
資
産
の
再
取
得
に
要
す
る
カ
レ
ン
ト
な
原
価
を
売
上
牧
益
に

チ
ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
そ
の
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
（
1
1
）
　
躍
9
二
。
昌
巴
回
①
巴
O
。
・
が
最
初
に
基
礎
在
高
法
を
採
用
し
た
年
に
つ
い
て
は
、
丈
献
に
よ
っ
て
多
小
の
差
が
あ
る
。
　
例
え
ば
即
O
・
遍
9
野
Φ
同
”
目
ず
Φ
ピ
d
⇔
．
．
，
q
∩
辞
。
。
犀

　
　
　
　
雪
ぎ
9
覧
①
ぎ
ζ
8
ヨ
①
》
。
8
旨
二
謁
w
「
頃
留
話
a
⇔
u
話
ぎ
①
ω
ω
即
。
≦
①
き
〉
じ
菖
旨
昌
ヌ
。
・
・
H
ゆ
ω
ひ
・
f
や
司
ゆ
・
及
び
国
・
ゆ
・
三
子
旨
払
薯
窪
ざ
昌
団
さ
駿
ω
ぎ
夢
①

　
　
　
　
高
島
冒
①
。
。
ω
O
愚
5
ー
レ
目
①
ユ
。
き
国
。
8
。
巨
。
開
①
謡
9
5
ζ
9
苫
『
H
凌
。
。
・
I
l
㍗
藤
O
・
に
よ
れ
ば
一
九
一
四
年
と
さ
れ
〉
・
O
。
幕
単
二
。
巳
．
。
。
勺
き
φ
寅
Ψ
H
◎
は

　
　
　
　
一
九
二
二
年
と
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
上
の
使
用
は
一
九
〇
五
年
に
ま
で
遡
り
得
る
も
の
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
　
（
国
門
門
く
p
こ
び
二
毛
則
．
＜
一
．
き
冒
昌
ρ
H
器
。
。
9
℃
・

　
　
　
　
虞
ω
P
）
併
し
そ
の
使
用
が
営
業
報
告
書
で
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
の
は
一
九
二
〇
年
の
報
告
書
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

註
（
1
2
）
　
一
九
一
五
年
か
ち
一
九
．
二
二
年
の
聞
に
鉛
の
価
格
は
一
ポ
ン
ド
四
．
六
セ
ン
ト
か
ら
十
一
セ
ン
ト
に
騰
貴
し
再
び
四
．
六
セ
ン
ト
に
下
落
し
た
の
で
あ
る
が
、
ナ

　
　
　
　
シ
ョ
ナ
ル
製
鉛
会
祉
は
基
礎
在
高
法
を
と
っ
て
い
た
結
果
、
こ
の
間
会
社
は
二
悟
七
十
万
ド
ル
か
ら
四
百
九
十
万
ド
ル
の
純
益
を
出
し
て
い
た
。
若
し
税
法
の
規

　
　
　
　
蔵
す
る
会
計
方
法
を
と
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
損
益
は
八
百
五
十
八
万
ド
ル
の
利
益
の
年
か
ら
二
百
十
万
ド
ル
の
損
失
の
年
に
及
ぶ
高
低
を
生
ず
る
も
の
で

　
　
　
　
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
こ
の
八
箇
年
間
通
算
の
損
益
は
会
祉
計
算
に
よ
れ
ば
二
千
八
百
三
十
万
ド
ル
で
あ
り
、
税
務
計
算
に
よ
れ
ば
二
千
九
百

　
　
　
　
二
十
二
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
税
の
支
払
は
税
務
計
算
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
会
杜
は
麦
切
税
額
を
見
積
り
、
納
税
引
当
金
を
設
定
し
て
い
た
。

註
（
1
3
）
　
正
常
在
高
と
せ
ら
れ
る
量
は
常
時
一
定
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
製
鉛
会
社
で
は
事
実
、
一
九
二
四
年
に
は
正
常
在
高
は
直
話
ト
ン
か
ら
九
万
六
千
ト

　
　
　
　
ソ
に
高
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
高
水
準
は
一
九
三
二
年
ま
で
続
け
ら
れ
、
の
ち
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
正
常
在
高
を
引
上
げ
た
量
に
つ
い
て
の
帳
簿
価
額
と
正
常

　
　
　
　
在
高
価
額
と
の
差
額
は
剰
余
金
に
チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
H
鵠
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
閃
O
の
成
立

　
準
備
金
法
は
前
述
の
基
礎
在
高
法
と
同
一
の
思
考
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
示
の
方
法
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
轟

ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
社
（
国
巳
8
0
＃
甘
｝
5
。
。
o
昌
0
8
℃
o
鑓
鼠
8
）
は
一
九
三
六
年
に
基
礎
在
高
法
の
原
理
を
採
用
し
そ
の
有
す
る

皮
革
・
ゴ
ム
・
半
製
揉
皮
・
製
品
の
約
四
分
の
一
を
事
業
継
続
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
量
で
お
る
と
し
た
。
　
（
棚
卸
資
産
の
回
転
に
は
三

箇
月
乃
至
四
箇
月
を
要
す
る
。
）
　
会
社
は
貸
借
対
照
表
で
は
棚
卸
資
産
を
低
価
法
に
よ
っ
て
表
示
し
、
そ
の
う
ち
正
常
在
高
に
附
せ
ら
れ
た

価
額
と
、
こ
れ
を
「
正
常
価
格
」
（
概
ね
最
近
の
不
況
期
に
経
験
せ
る
最
低
価
格
）
で
評
価
し
た
価
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
の
準
備

金
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
十
一
月
三
十
日
に
終
る
年
次
報
告
書
は
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

「
棚
卸
資
産
中
の
基
本
的
財
貨
一
皮
革
及
び
ゴ
ム
ー
の
市
場
価
格
は
大
い
に
変
動
す
る
。
棚
卸
資
産
を
低
価
，
法
に
よ
っ
て
評
価
す
れ
ば

当
社
の
統
制
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
・
価
格
変
動
か
ら
生
ず
る
・
損
益
が
営
業
損
益
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
正
常
在
高
法
は
正
常
在

高
を
固
定
価
格
で
表
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
か
か
る
損
益
を
最
低
限
度
に
喰
止
め
る
も
の
で
あ
る
。
正
常
在
高
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
棚
卸

資
産
量
及
び
そ
の
固
定
価
格
は
貸
借
対
照
表
に
示
さ
れ
、
監
査
人
の
報
告
書
の
中
で
評
釈
さ
れ
て
い
る
。
正
常
在
高
を
超
え
る
量
に
つ
い
て

は
従
前
通
り
低
価
法
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
」

　
一
九
三
六
年
に
価
格
が
騰
貴
し
た
の
で
準
備
金
は
増
額
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
増
額
分
は
売
上
原
価
に
含
め
ら
れ
従
っ
て
純
益
が
そ
れ
だ
け

　
　
　
　
註
1
4

減
少
し
て
い
る
。

．
ス
ウ
ィ
フ
ト
会
社
（
Q
∩
三
評
卿
O
o
ヨ
鵠
3
）
は
一
九
三
三
年
に
準
備
金
法
に
よ
る
固
定
評
価
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
一
九
三
四
年
の
年

次
報
告
書
（
一
九
三
三
年
の
営
業
活
動
に
関
す
る
報
告
書
）
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
罐
詰
業
に
お
け
る
長
き
経
験
は
棚
卸
資
産
価
格
の
騰
貴
に
基
づ
く
利
益
は
專
業
の
真
の
利
益
で
は
な
く
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
し
て
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取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
」

　
ま
た
準
備
金
を
増
額
し
た
翌
年
の
報
告
書
（
一
九
三
四
年
の
営
業
活
動
に
関
す
る
報
告
書
）
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
棚
卸
資
産
は
絶
え
ず
販
売
せ
ら
れ
現
金
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
業
の
継
続
を
意
図
す
る
限
り
、
価
格
上
昇
の
時
期
に
お
い
て
は
、

か
く
の
如
く
得
ら
れ
た
る
現
金
は
新
し
い
棚
卸
資
産
の
取
得
の
た
め
に
再
投
資
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
価
格
上
昇
期
に
お
い
て
運
転
資
本
を
保
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
我
々
は
棚
卸
資
産
利
益
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
棚
卸
資
産
利
益
は

実
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
は
価
格
下
落
か
ら
生
ず
る
損
失
に
対
す
る
保
険
と
し
て
事
業
内
部
に
留
保
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
」

　
か
か
る
見
地
に
立
っ
て
ス
ウ
ィ
フ
ト
会
社
は
一
定
量
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
生
じ
た
価
格
騰
貴
分
に
つ
い
て
準
備
金
を
設
定
す
る
の
で
あ

る
。
但
し
そ
の
一
定
量
を
如
何
に
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
価
格
が
下
落
し
た
場
合
に
は
準
備
金
は
減
額

せ
ら
れ
純
益
に
振
戻
さ
れ
る
。
準
備
金
は
貸
借
対
照
表
の
貸
方
に
掲
げ
ら
れ
る
。
前
記
国
璽
ざ
。
詳
冒
汐
霧
。
嵩
　
の
場
合
に
は
純
益
算
定
前
に

棚
卸
資
産
価
格
の
変
動
に
対
す
る
考
慮
が
な
さ
れ
、
G
∩
三
津
の
場
合
に
は
純
益
に
は
影
響
せ
し
め
ず
、
配
当
と
し
て
処
分
し
得
べ
き
剰
余
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
5

に
影
響
せ
し
め
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
そ
の
他
準
備
金
法
を
と
る
会
社
は
他
に
も
存
在
．
す
る
。
同
旨
①
毎
9
凱
9
邑
自
鷲
く
①
ω
8
り
6
。
筥
窓
塁
は
一
九
一
七
年
に
基
礎
在
高
法
を
採
用
し
、

の
ち
準
備
金
法
を
と
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
九
三
四
年
の
年
次
報
告
書
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
事
業
を
継
続
す
る
た
あ
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恒
常
最
低
在
高
に
つ
い
て
の
外
見
上
の
利
益
は
決
し
て
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
経

済
の
振
子
が
他
の
方
向
に
動
く
揚
合
に
は
一
掃
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
過
去
の
経
験
が
示
し
て
い
る
。
健
全
な
会
計
は
原
価
及
び
価
格

の
下
落
期
に
起
る
避
け
得
ざ
る
収
縮
を
理
合
せ
る
た
め
に
原
価
高
騰
の
時
期
に
お
い
て
適
当
な
棚
卸
資
産
準
備
金
を
設
定
す
る
こ
と
を
要
求

　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
H
鵠
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
岡
O
の
成
立

し
て
い
る
。
」

　
ぎ
8
部
巴
8
巴
口
鷲
＜
⑦
警
①
弓
は
棚
卸
資
産
を
低
価
法
で
評
価
し
、
他
方
設
定
さ
れ
た
準
備
金
を
こ
の
価
額
か
ら
直
接
差
引
く
方
法
を
と
つ

　
註
1
6

て
い
た
。

　
跨
ヨ
①
碁
碧
。
D
R
器
門
島
轟
§
畠
切
鑑
巳
茜
6
。
・
及
び
〉
髭
8
巳
9
∩
。
毛
卑
竃
甘
一
轟
O
。
・
は
共
に
基
礎
棚
卸
量
の
価
値
に
つ
い
て
生
ず
る
変

動
を
相
殺
す
る
た
め
に
準
備
金
法
を
と
っ
た
。

　
d
三
8
山
G
n
6
δ
窃
Q
∩
8
三
は
か
つ
て
準
備
金
法
を
と
っ
て
い
た
が
一
九
二
九
年
に
廃
止
し
た
。

註
（
1
4
）

甦註
A　　A
16　15
w　　　v

Z
臼
鼠
自
巴
日
。
践
O
。
ヨ
冨
蔓
　
の
場
合
に
は
正
常
在
高
を
正
常
価
絡
で
評
価
し
た
金
額
と
超
過
分
を
低
価
法
で
評
価
し
た
金
額
と
の
合
計
額
で
棚
卸
資
産
を
表
示
し

て
い
る
が
（
脚
註
に
お
い
て
正
常
在
高
の
量
及
び
価
格
が
示
さ
れ
て
い
る
）
国
鼠
ぎ
海
狸
ぎ
ω
8
0
身
も
。
弓
薮
自
の
場
合
に
は
す
べ
て
の
棚
卸
資
産
を
低
価
法
で
評

価
し
、
所
要
の
準
備
金
額
を
貨
方
に
掲
げ
て
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
会
社
は
一
九
四
一
年
に
は
H
肖
。
に
転
換
し
た
。

同
三
①
舅
怨
自
9
麟
賃
く
①
雲
。
門
及
び
国
。
9
窪
薬
餌
の
弩
窪
①
は
す
べ
て
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
予
想
さ
れ
る
損
失
に
対
し
て
準
備
金
を
設
定
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
　
（
φ
碧
話
a
H
青
切
孚
蛍
5
臼
毒
ρ
H
お
。
。
曽
や
H
o
し
。
ε
従
っ
て
準
備
金
法
の
中
に
は
厳
密
に
は
基
礎
在
高
法
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
準
備
金
法
も
存
在
す

る
わ
け
で
あ
る
。

p　go6　一一

　
ζ
8
が
最
初
に
提
案
さ
れ
た
の
は
一
九
三
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
十
一
月
十
二
日
、
ア
メ
レ
カ
石
油
協
会
（
》
ヨ
9
8
⇔

聞
①
訂
巳
窪
臼
　
H
揚
鼻
聾
①
）
の
理
事
会
は
石
油
業
に
お
け
惹
棚
卸
資
産
の
統
一
的
評
価
方
法
と
し
て
諏
8
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
加

盟
各
社
が
一
九
三
四
年
度
か
ら
（
叉
は
そ
の
後
可
及
的
速
か
に
）
本
法
を
採
用
す
べ
き
こ
と
を
勧
奨
し
て
い
る
。
尤
も
こ
の
勧
奨
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
7

目
配
。
が
始
め
て
業
界
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
勧
奨
に
先
立
っ
て
囲
罵
。
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
石
油
会
社
も
あ
っ
た
。



そ
の
勧
奨
の
内
容
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
、
現
在
の
売
上
と
現
在
の
原
価
と
の
対
応
。
棚
卸
資
産
の
量
が
概
ね
不
変
で
あ
る
限
り
、
即
ち
売
上
量
が
新
点
得
分
（
生
産
及
び
購

入
）
と
概
ね
同
量
で
あ
る
限
り
、
原
油
及
び
製
品
の
現
在
の
原
価
が
現
在
の
売
上
に
対
し
て
チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
、
原
油
。
原
油
ス
ト
ッ
ク
の
原
価
を
計
算
す
る
場
合
、
現
在
の
生
産
及
び
購
入
が
先
ず
現
在
の
売
上
及
び
作
業
に
対
応
せ
し
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
等
級
に
よ
る
区
分
は
最
少
限
に
止
め
る
。
…
…

　
三
、
製
品
。
製
品
ス
ト
ッ
ク
の
原
価
を
計
算
す
る
場
合
、
現
在
の
生
産
及
び
購
入
が
先
ず
現
在
の
売
上
及
び
作
業
に
対
応
せ
し
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
の
種
類
又
は
銘
柄
に
よ
る
区
分
は
最
少
限
に
止
め
る
。
…
…
そ
の
区
分
を
ど
の
程
度
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
確

定
的
に
指
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
じ
ず
棚
卸
法
の
も
つ
平
均
的
効
果
を
充
分
利
用
し
得
る
よ
う
、
棚
卸
資
産
の
項
目
を
最
少
数
と

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

　
四
、
原
価
又
は
時
価
。
　
臣
♂
を
開
始
す
る
に
当
っ
て
は
、
棚
卸
資
産
の
金
額
は
保
守
的
・
合
理
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
8

将
来
時
価
が
こ
の
規
則
的
な
棚
卸
価
値
を
下
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
棚
卸
価
額
を
時
価
に
ま
で
引
下
げ
な
い
。
市
価
が
貸
借
対
照
表
価
額
未

満
で
あ
る
場
合
に
は
両
者
の
大
体
の
差
額
が
判
明
す
る
よ
う
（
ド
ル
叉
は
割
合
で
）
括
弧
書
留
は
註
記
の
方
法
で
示
す
も
の
と
す
る
。

　
五
、
輸
送
費
。
棚
卸
資
産
価
値
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
輸
送
費
は
こ
れ
を
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
棚
卸
資
産
に
含
ま
れ
て
い
る
会

社
相
互
間
の
利
益
を
排
除
す
る
た
め
に
会
社
が
準
備
金
を
設
定
し
て
い
る
と
き
は
、
手
持
棚
卸
資
産
の
量
が
概
・
ね
均
し
い
限
り
、
こ
の
評
価

方
法
の
下
に
お
い
て
も
概
ね
同
額
の
準
備
金
が
持
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
石
油
協
会
の
提
案
で
は
＝
8
の
も
つ
利
潤
平
均
化
の
作
用
を
重
視
し
て
お
り
、
未
だ
団
♂
の
真
意
が
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
レ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　

カ
レ
ン
ト

も
の
と
は
い
い
難
い
が
、
現
時
の
収
益
と
現
時
の
費
用
と
の
対
応
の
必
要
性
が
こ
の
時
代
に
明
瞭
に
把
握
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
味
を
有
す

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
口
司
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
＝
閃
O
の
成
立

る
も
の
で
あ
る
。
石
油
協
会
の
い
ま
に
関
す
る
提
案
は
間
も
な
く
ア
メ
リ
カ
会
計
士
協
会
（
A
I
A
）
の
棚
卸
資
産
特
別
委
員
会
に
よ
っ

て
同
調
を
得
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
ζ
8
に
対
し
て
公
認
の
会
計
団
体
か
ら
下
さ
れ
た
意
見
の
最

　
　
　
　
　
　
註
1
9

初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
8
に
関
す
る
見
解
は
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
臣
3
の
根
本
目
的
は
利
潤
の
決
定
に
当
っ
て
、
売
価
と
（
当
該
売
価
の
原
因
で
あ
る
）
原
料
価
格
と
を
実
質
的
に
関
連
せ
し
め
よ
う
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
ピ
す
る
場
合
そ
の
実
際
的
効
果
に
お
い
て
、
　
ピ
開
○
の
原
理
は
基
礎
在
高
法
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
基
礎

在
高
法
は
同
楡
に
高
い
売
価
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
に
、
斯
る
高
き
売
価
を
齎
ら
し
た
原
価
を
負
担
せ
し
め
、
高
価
格
水
準
の
棚
卸
資
産
を
将

来
に
繰
越
し
て
、
低
き
価
格
水
準
に
お
け
る
収
益
（
経
済
周
期
の
．
反
転
に
よ
っ
て
生
ず
る
）
と
対
応
せ
し
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
基
礎
在
高
法
の
場
合
に
は
「
正
常
在
高
」
及
び
そ
の
在
高
に
附
す
べ
き
「
低
価
格
水
準
」
の
決
定
に
よ
っ
て
一
か
か
る
評
価
の
結
果
現

在
の
原
料
原
価
が
現
在
の
売
上
収
益
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
．
あ
る
が
一
こ
の
問
題
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
低
価
法
（
そ
の
原

価
は
先
入
先
出
法
叉
は
．
平
均
法
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
）
は
短
期
的
観
点
か
ら
保
守
的
評
価
の
目
的
を
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
基
．

礎
在
高
法
は
よ
り
長
き
経
済
周
期
に
着
目
し
、
高
価
格
水
準
の
後
に
再
び
低
価
格
水
準
が
回
帰
し
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
か
く
て
同
委
員
会
は
石
油
協
会
に
よ
っ
て
勧
奨
さ
れ
た
石
油
会
社
の
棚
卸
資
産
評
価
の
た
め
の
ζ
8
は
、
そ
れ
が
当
該
会
社
の
所
得
を

正
確
に
反
映
す
る
も
の
と
し
て
年
々
継
続
的
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
承
認
し
得
べ
き
会
計
原
則
と
認
め
得
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

但
し
公
表
財
務
諸
表
に
お
い
て
本
法
採
用
の
事
実
及
び
方
法
を
明
示
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
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註
（
1
7
）

註
（
1
8
）

註
（
1
9
）

臣
一
2
＜
9
葛
島
8
亀
H
奪
窪
酵
。
艮
①
9
一
臼
。
口
乞
巴
亀
》
。
8
目
算
琶
。
￥
b
ロ
α
Q
‘
這
Q
。
9
や
同
も
。
H
・

女
直
的
に
は
串
菊
・
国
偶
畠
耳
鼻
誤
8
0
・
見
一
轟
噸
H
℃
鱒
メ
即
b
国
唐
。
ざ
勺
白
雲
。
乾
＄
亀
b
。
8
§
け
営
。
9
曽
H
巨
Φ
導
。
至
聖
ρ
目
O
ω
P
に
も
甑
♂
に
つ
い
て
は
何
等
記
述

さ
れ
て
い
な
い
。

冒
8
開
始
に
当
っ
て
附
せ
ら
れ
る
価
額
は
保
守
的
・
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
（
基
礎
在
高
法
に
お
け
る
基
礎
価
額
に
類
す
る
）
市
価
が
こ
れ
以
下
に
下
る
こ

と
は
稀
で
あ
り
、
ま
た
下
る
こ
ど
が
あ
っ
て
も
（
そ
れ
は
異
常
な
状
態
で
あ
っ
て
）
そ
れ
が
速
か
に
回
復
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
故
に
、
斯
る
短
期
的
価
格

下
落
は
括
弧
書
又
は
註
記
に
よ
っ
て
示
す
べ
き
こ
と
を
勧
奨
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

O
訂
品
冒
α
Q
O
o
口
8
讐
。
。
o
h
】
W
ロ
の
葺
o
q
・
。
・
H
蓉
。
ヨ
ρ
や
も
。
O
・

」
こ
の
よ
う
に
一
九
三
八
年
に
お
い
て
ζ
8
が
税
法
で
公
認
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
基
礎
在
高
法
・
準
備
金
法
及
び
団
8
が
実
業
界

に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
団
h
o
（
又
は
類
似
の
方
法
）
が
税
目
的
の
た
め
に
採
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
0
．

い
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
発
生
は
実
業
人
の
「
所
得
」
概
念
に
対
す
る
反
省
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
物
価
は
第
一
次
世
界
戦
争
後
急
騰
し
、
一
九
二
〇
年
を
頂
点
と
し
て
一
九
二
一
年
に
は
急
反
落
し
て
い
る
。
そ
の

後
言
年
間
は
安
定
し
再
び
反
落
に
転
じ
三
十
年
代
初
期
に
は
ほ
ぼ
一
九
＝
二
年
の
水
準
に
ま
で
下
落
し
て
い
る
。
そ
れ
は
巨
大
な
る
イ
ン
フ

レ
利
益
の
発
生
と
そ
の
後
に
引
続
く
棚
卸
資
産
価
額
の
大
収
縮
と
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
こ
の
苦
い
経
験
に
懲
り
た
実
業
人
が
、
何
等
か
の
信

頼
し
得
べ
き
所
得
計
算
方
法
を
希
求
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
再
び
こ
の
轍
を
踏
ま
ざ
る
よ
う
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て

こ
♂
（
そ
の
他
類
似
の
方
法
）
を
採
用
す
る
会
社
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
（
註
2
0
の
表
参
照
）
こ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
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註
（
2
0
）
　
一
九
三
八
年
歳
入
法
に
関
す
る
上
院
財
政
委
員
会
の
公
聴
会
で
竃
昌
昌
坤
8
国
・
団
巴
。
島
9

　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
目
団
O
の
成
立

氏
は
会
社
計
算
に
お
い
て
ζ
3
そ
の
他
類
似
の
方
法
を
と
っ
て
い
る



ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
ピ
毎
O
の
成
立

　　

@
会
社
・
し
て
次
㊧
の
を
挙
げ
で
い
る
。
（
・
れ
笑
忌
事
限
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
恥
　
　
洋
　
　
函

言
。
・
喜
。
。
目
・
喜
α
・
俸
謹
・
藷
。
9
…
…
嘆
…
・
…
」
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
－
…
…
…
・
翫

2
僑
・
・
ぎ
幕
＆
．
。
9
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
「
…
…
…
・
曝
∴
…
…
…
・
・
…
…
…
－

6
露
。
温
。
国
り
。
㎝
勲
。
。
葺
。
げ
。
。
・
－
…
・
…
・
．
．
．
・
…
…
…
…
…
－
．
－
…
…
．
・
．
，
．
雪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
…
．
．

0
8
島
昌
窪
邑
ρ
昌
∩
。
‘
ぎ
。
一
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
：
：
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
・
・

冒
①
同
書
．
6
碧
。
．
●
三
…
…
．
…
…
…
…
…
レ
・
・
…
…
…
…
…
・
－
三
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・

冥
§
薮
。
旨
巴
守
器
。
・
曲
。
同
。
。
・
…
…
…
…
…
●
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
↑
：
…
…
’
．

d
願
。
・
曹
。
・
ぎ
①
・
護
切
．
量
。
・
知
憂
邑
．
．
…
…
…
．
…
…
し
…
：
…
．
曾
三
…
・
…
…
…
．
…
…
…

O
§
8
律
因
藷
ま
O
。
・
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・

ぎ
§
§
ξ
・
き
旨
q
・
。
3
…
…
”
…
・
…
…
…
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
－
…

〉
一
§
謬
Φ
智
⇔
び
雪
。
●
…
…
…
三
…
…
●
妻
…
…
…
噸
…
…
・
…
…
．
・
…
・
…
…
…
…
…

∩
。
匿
繕
舶
§
。
。
唱
．
乙
。
円
も
。
蕃
昌
．
…
…
…
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
し
…
．

日
7
匿
§
§
。
・
＝
・
藷
・
。
つ
・
・
遷
…
…
・
－
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
レ
…
…
…
…
…

臣
ヨ
。
臥
＄
ロ
目
9
巴
∩
9
犀
山
・
．
：
：
．
：
。
：
●
：
：
…
…
：
：
●
：
：
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…

田
』
署
。
・
巳
霧
6
。
・
－
・
．
…
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…
・
－
適
・
…
…
…
…
・
．
．
．
・
…
…
…
…
…
…
・
…
－

6
。
邑
葺
。
：
二
。
・
：
．
…
…
…
…
…
．
…
・
…
…
…
…
…
」
…
・
・
…
…
…
↑
…
…
・
…
…
…
…
…
…
，
一

ぎ
ぎ
u
・
喜
濫
6
。
・
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
三
一
…
．
・
・
…
」
．
－
…
…
…
…
一
・
…
…

QD
l
ロ
魯
乱
．
O
昌
0
9
　
0
h
O
巴
崖
。
同
託
ε
。
：
：
．
：
．
：
：
：
：
’
：
：
…
●
．
：
．
：
：
…
：
：
・
：
．
：
…
：
：
：
・
：
：
．
：
．
：
：
．
：
…
：

雷
景
昆
㎝
。
。
。
壱
。
邑
。
昌
…
…
…
…
…
…
●
…
…
…
…
…
…
e
…
「
…
…
…
↑
・
三
・
●
…
…
…
…
…
…
．
：

開
・
尋
。
．
6
§
霞
卸
じ
・
屡
”
ぎ
…
．
…
…
…
…
…
…
’
…
…
し
…
↑
…
…
幽
…
…
…
…
…
…
．
…
…
：
：

．。

E
ハ
．
9
；
言
＆
・
・
亀
一
・
・
書
・
…
…
…
・
・
…
－
…
」
…
・
－
…
－
…
曙
・
－
…
…
－

ω
三
津
節
0
9
…
…
…
：
●
…
…
…
…
…
…
：
●
…
…
…
…
．
…
…
．
‘
…
●
…
…
」
…
：
…
．
…
…
：
…
：
レ
…
：
●
…
…

国
影
g
二
。
ぎ
ω
8
。
暑
同
き
昌
…
…
…
…
・
．
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…

る
の
で
こ
れ
以
外
に
も
採
用
会
禁
議
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麹
酉
㊦
黙
誠
檎
努

薫轡華繕言．継妻．il蕪雲鏡

い
た
か
も
知
．
れ
な
い
．
。
）
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q
陰
ロ
弓
m
ω
ω
巨
雷
爵
臼
0
9
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
・
‘
：
…
一
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
：
目
器
ひ

　
Q
q
。
8
尋
く
き
巨
白
O
臨
9
‘
臣
⇔
’
…
…
…
…
：
・
…
－
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
ち
ω
ひ

　
Q
Q
『
冒
器
唱
げ
ト
①
巴
0
9
　
：
：
・
…
：
・
：
・
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
…
：
：
：
…
…
・
：
・
：
：
…
：
：
・
：
：
…
：
…
：
：
6
ω
ひ

　
H
罠
o
H
葛
二
〇
審
一
団
ぞ
臼
卿
団
。
毛
霞
O
じ
・
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
、
H
O
ω
刈

　
税
法
が
臣
8
を
承
認
し
て
の
ち
税
目
的
の
た
め
に
蒙
8
の
採
用
者
が
大
い
に
増
加
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
併
し
近
年
に
お
い
て
も
税
目
的
の
た
め
に
は
ζ
h
。
を

と
ら
ず
報
告
書
目
的
の
た
め
基
礎
在
高
法
を
と
り
、
ま
た
税
目
的
の
た
め
に
は
い
鴫
。
を
選
定
せ
ず
、
会
社
計
算
目
的
の
た
め
に
冒
3
を
と
っ
て
い
る
会
社
の
あ
る
こ
と
を

バ
タ
ー
ズ
氏
は
挙
げ
て
い
る
。
　
（
い
困
・
二
三
＄
同
。
・
り
国
藷
。
冨
。
ら
目
二
。
臣
江
。
炉
旨
く
①
緊
o
q
｝
。
。
。
菖
臨
轟
き
畠
℃
。
H
ζ
Φ
。
・
ゆ
℃
・
ひ
ひ
・
）

三

　
企
業
会
計
に
お
い
て
日
ま
（
そ
の
他
類
似
の
方
法
）
　
が
実
践
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
税
法
へ
の
導
入
の
た
め
に
は
坦
々
た
る
途

が
用
意
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
基
礎
在
高
法
は
早
く
か
ら
企
業
会
計
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
歳
入
局
は
税
目
的
の
た
め
に
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と

を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
企
業
は
税
目
的
の
た
め
に
棚
卸
の
再
計
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

基
礎
在
高
法
否
認
の
当
局
の
態
度
は
一
九
一
九
年
の
諺
穿
ぎ
q
↓
訓
じ
d
8
a
の
裁
定
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
要
は
次
の
如
く

　
　
註
2
1

で
あ
る
。

　
法
規
は
最
善
の
会
計
方
法
に
合
致
し
所
得
を
最
も
明
瞭
に
反
映
す
る
棚
卸
方
法
を
要
求
し
て
い
る
。
基
礎
在
高
法
を
採
用
し
て
い
る
企
業
．

は
少
数
で
あ
る
か
ら
、
基
礎
在
高
法
は
最
善
の
会
計
方
法
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。
従
っ
て
そ
の
採
用
を
認
め
る
こ
と
は
こ

の
少
数
者
を
不
当
に
優
遇
す
る
こ
と
と
な
る
。
且
つ
法
は
年
々
の
会
計
期
間
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
期
間
の
各
売
上
は
当
該
期

間
の
所
得
叉
は
損
失
の
実
現
を
構
成
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
斯
る
取
引
を
当
該
期
間
の
所
得
と
し
て
表
示
し
な
い
方
法
は
所

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
ぴ
弓
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
目
閃
O
の
成
立

得
を
最
も
明
瞭
に
反
映
す
る
も
の
と
い
い
得
な
い
。
か
く
棚
卸
資
産
の
原
価
の
増
加
は
未
実
現
の
増
価
で
は
な
く
、
実
現
し
た
所
得
が
再
投

資
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
基
礎
在
高
法
は
価
格
下
落
期
に
利
益
を
過
大
に
表
示
し
、
価
格
上
昇
期
に
利
潤
を
過
少
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て

根
本
的
に
不
健
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
利
益
を
安
定
せ
し
め
、
将
来
の
偶
発
損
失
に
備
え
て
所
得
の
う
ち
か
ら
準
備
金
を
設
定
せ
ん
と
す

る
手
段
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
見
解
は
後
に
一
九
二
九
年
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
（
内
睾
。
・
器
Ω
4
ψ
盲
想
訂
・
巴
G
∩
器
色
6
。
ヨ
彫
ξ
。
霧
①
）
に
よ
っ
て
友
持
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
基
礎
在
高
法
は
税
法
上
否
認
さ
れ
て
い
た
が
、
終
に
一
九
三
八
年
の
歳
入
法
に
よ
っ
て
中
里
。
が
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

（
一
九
三
八
年
五
月
九
日
上
院
通
過
、
五
月
十
一
日
下
院
通
過
）
そ
の
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
Q
∩
Φ
ρ
B
総
所
得

　
（
d
）
　
特
定
の
産
業
の
棚
卸

　
（
1
）
　
特
定
の
非
鉄
金
属
の
生
産
加
工
業
者
i
次
に
掲
げ
る
事
業
を
主
た
る
業
務
と
な
す
納
税
義
務
者
は
、
本
項
第
（
2
）
号
に
掲
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
2

る
棚
卸
の
方
法
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
A
）
　
非
鉄
鉱
石
叉
は
精
鉱
の
鋸
解
叉
は
非
鉄
金
属
の
精
錬
。

　
　
（
B
）
　
真
鍮
・
銅
製
品
・
真
鍮
製
品
の
生
産
、
但
し
ロ
ッ
ド
・
薄
板
・
管
・
棒
・
厚
板
及
び
帯
の
段
階
ま
で
の
）

　
（
2
）
　
原
料
の
棚
卸
－
本
法
を
選
定
し
た
納
税
義
務
者
の
一
九
三
八
年
十
二
月
三
十
一
日
の
後
に
開
始
す
る
課
税
年
度
末
に
お
け
る
次

の
原
料
の
棚
卸
に
つ
い
て
は
、
年
度
末
の
原
料
は
先
ず
年
度
始
め
の
在
高
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
（
年
度
末
の
在
高
が
年
度
始
め
の
在
高
を

超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
ま
た
取
得
の
順
序
に
従
っ
て
）
次
い
で
当
該
年
度
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
も
の
（
取
得
の
順
序
に
従
っ
て
）
か
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ら
成
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。

　
　
（
A
）
　
本
項
第
（
1
）
号
に
掲
げ
る
事
業
に
お
い
て
用
い
ら
れ

　
　
（
B
）
　
未
だ
仕
掛
品
叉
は
製
品
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず

　
　
（
C
）
　
そ
の
内
容
が
混
瀟
し
個
別
原
価
を
識
別
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
料
。

　
（
3
）
　
製
革
業
者
i
製
革
を
主
た
る
業
と
す
る
納
税
義
務
者
は
、
製
革
に
用
い
ら
れ
る
原
料
（
仕
掛
品
・
製
品
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

を
含
む
）
が
混
清
し
そ
の
個
別
原
価
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ぎ
は
（
一
九
三
八
年
十
二
月
三
十
一
日
の
後
に
開
始
す
る
課
税
年
度

に
お
い
て
）
そ
の
原
料
に
つ
い
て
本
項
第
（
2
）
号
に
定
む
る
方
法
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
4
）
　
第
（
2
）
号
叉
は
第
（
3
）
号
の
適
用
に
当
り
、
当
該
原
料
は
す
べ
て
原
価
で
棚
卸
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
課
税
年
度
末

の
棚
卸
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
。

　
（
5
）
　
本
法
の
選
定
－
当
該
納
税
義
務
者
が
前
事
前
年
度
に
関
す
る
所
得
税
申
岩
書
を
提
出
す
る
日
叉
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
歳
入
局
長

官
に
対
し
、
本
方
法
を
選
定
す
る
旨
の
届
出
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
（
2
）
昏
怠
は
第
（
3
）
号
に
定
む
る
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　
（
6
）
　
変
更
に
関
す
る
規
定
1
か
か
る
方
法
へ
の
変
更
は
税
の
回
避
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
歳
入
局
長
官
が
財
務

長
宮
の
承
認
を
得
て
定
む
る
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
7
）
　
他
の
方
法
へ
の
変
更
－
本
項
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
選
定
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
ず
、
納
税
義
務
者
の
主
た
る
業
務
の
一
部
に
変

更
あ
り
た
る
場
合
に
も
、
こ
の
選
定
さ
れ
た
方
法
が
爾
後
の
課
税
年
度
に
お
い
て
も
引
続
き
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
歳
入
局

長
官
の
承
認
を
得
て
、
ま
た
歳
入
局
長
官
が
財
務
長
官
の
承
認
を
得
て
定
む
る
規
則
に
従
っ
て
、
他
の
方
法
へ
の
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
に

　
　
　
ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
U
扇
O
の
成
立
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ア
メ
ツ
カ
税
法
に
お
け
る
＝
閃
O
の
成
立

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
ヒ
の
よ
う
に
一
九
三
八
年
法
の
＝
h
。
は
そ
の
適
用
さ
れ
る
業
種
及
び
棚
卸
資
産
の
種
類
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
訂
h
。
の
趣
旨
が
一
度
認

め
ら
れ
た
以
上
業
種
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
を
区
別
す
る
理
由
は
な
く
、
石
油
業
・
繊
維
業
を
含
む
他
産
業
か
ら
の
要
求
も
あ
り
、
一
九
三
九

年
の
歳
入
法
Q
∩
Φ
象
8
卜
。
H
ゆ
に
よ
っ
て
ζ
8
に
関
す
る
内
国
歳
入
法
「
G
∩
①
。
二
8
卜
。
博
（
山
）
の
規
定
は
次
の
如
く
改
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

而
し
て
こ
の
改
正
は
一
九
三
八
年
十
二
月
三
十
一
日
の
後
に
開
始
す
る
課
税
年
度
に
遡
及
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
d
）
（
1
）
　
納
税
義
務
者
は
本
項
第
（
2
）
号
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
甲
請
書
に
記
載
さ
れ
た
棚
卸
資
産
の
棚
卸
に
つ
い
て
次
の
方
法
（
か

か
る
方
法
が
（
c
）
項
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
A
）
　
当
該
棚
卸
資
産
を
原
価
で
棚
卸
す
る
こ
と
。

　
　
（
B
）
　
課
税
年
度
末
の
棚
卸
資
産
は
先
ず
年
度
始
め
の
在
高
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
（
年
度
末
の
在
高
が
年
度
始
め
の
在
高
を
超
え
な

　
い
限
度
に
お
い
て
、
ま
た
取
得
の
順
序
に
従
っ
て
）
次
い
で
当
該
年
度
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
も
の
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。

　
　
（
C
）
　
こ
の
方
法
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
課
税
年
度
期
首
の
棚
卸
資
産
は
す
べ
て
同
時
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
原
価

　
は
平
均
原
価
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
（
2
）
　
本
項
第
（
1
）
号
に
定
む
る
方
法
は
次
の
場
合
に
限
っ
て
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
A
）
　
歳
入
局
長
官
が
定
め
る
時
期
及
び
方
法
に
従
っ
て
提
出
さ
れ
る
本
法
使
用
の
た
め
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
棚
卸
資
産
（
c
項

　
に
よ
っ
て
棚
卸
を
な
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
）
の
棚
卸
を
な
す
場
合

　
　
（
B
）
　
本
項
第
（
1
）
号
に
定
む
る
方
法
を
採
用
し
た
最
初
の
課
税
年
度
及
び
そ
の
後
の
年
度
に
お
い
て
、
棚
卸
を
な
す
（
信
用
目
的
、

　
株
主
・
組
合
員
・
そ
の
他
の
所
有
者
叉
は
受
益
者
へ
の
報
告
目
的
の
た
め
に
、
所
得
、
利
益
、
叉
は
損
失
を
決
定
す
る
た
め
）
に
当
っ
て
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第
（
1
）
号
（
B
）
及
び
（
C
）
に
定
む
る
方
法
以
外
の
方
法
を
当
該
納
税
義
務
者
が
用
い
な
か
っ
た
場
合

　
（
3
）
　
か
か
る
方
法
へ
の
変
更
及
び
使
用
は
、
か
か
る
方
法
の
使
用
が
所
得
を
明
瞭
に
反
映
す
み
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
歳
入
局

長
官
が
財
務
長
官
の
承
認
を
得
て
定
む
る
規
則
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
4
）
　
本
法
を
最
初
に
使
用
す
る
課
税
年
度
に
先
立
つ
年
度
の
所
得
決
定
に
当
っ
て
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
棚
卸
資
産
の
評
価
は
原
価
で

こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
5
）
　
納
税
義
務
者
が
本
項
第
（
2
）
号
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
（
■
）
号
に
定
む
る
方
法
を
採
用
し
た
と
き
は
、
爾
後
の
課
税

年
度
に
お
い
て
引
続
き
本
法
を
用
い
な
け
紅
ば
な
ら
な
い
。
但
し
左
に
掲
ぐ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
．
（
A
）
　
歳
入
局
長
官
の
承
認
を
得
て
他
の
方
法
へ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
た
と
き

　
　
（
B
）
　
本
法
採
用
の
年
度
及
び
そ
の
後
の
年
度
に
お
い
て
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
棚
卸
資
産
の
棚
卸
（
信
用
目
的
、
株
主
・
組
合
員

　
そ
の
他
の
所
得
者
叉
は
受
益
者
へ
の
報
告
目
的
の
た
め
に
、
所
得
、
利
益
、
叉
は
損
失
を
決
定
す
る
た
め
）
に
当
っ
て
、
納
税
義
務
者
が
第

　
（
1
）
号
（
B
）
に
定
む
る
方
法
以
外
の
方
法
を
用
い
た
る
も
の
と
歳
入
局
長
官
が
認
定
し
、
そ
の
後
の
課
税
年
度
に
お
い
て
第
（
1
）

　
号
に
定
む
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
と
き

　
右
の
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
異
な
る
方
法
へ
の
変
更
及
び
使
用
は
、
そ
の
方
法
が
所
得
を
明
瞭
に
反
映
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と

し
て
、
歳
入
局
長
官
が
財
務
長
官
の
承
認
を
得
て
定
む
る
規
則
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
い
崔
。
の
税
法
上
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
為
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
　
（
一
九
三
九
年
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

ご
ま
に
対
す
る
法
の
要
請
は
そ
の
後
根
本
的
な
変
化
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
）
　
い
ま
一
九
三
八
年
法
に
お
け
る
団
ま
と
一
九
三
九
年

…
法
に
お
け
る
ピ
罵
。
と
を
比
較
す
れ
ぽ
次
の
重
要
な
る
廟
宇
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。

　
　
　
ア
メ
リ
が
税
法
に
お
け
る
ピ
閉
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
『
弓
O
の
成
立

　
（
1
）
　
冒
8
の
適
用
を
特
定
の
業
種
及
び
原
料
の
棚
卸
に
限
定
せ
ず
、
そ
の
制
限
を
排
除
し
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
3

　
（
2
）
　
一
九
三
八
年
法
で
は
内
容
が
混
薄
し
個
別
の
原
価
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
制
限

が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
別
の
原
価
が
判
明
す
る
場
合
に
お
い
て
も
＝
♂
の
適
用
が
可
能
と
な
る
。

　
（
3
）
　
期
末
棚
卸
資
産
の
数
量
が
期
首
の
数
量
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
超
え
る
数
量
も
亦
虻
ご
的
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の

と
な
っ
て
い
た
（
厳
密
な
る
＝
｛
。
の
適
用
）
が
、
一
九
三
九
年
法
で
は
こ
の
制
限
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
期
増
加
分
は
先
入

先
出
法
・
平
均
法
等
の
何
れ
か
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
・
る
。

註
（
2
1
）

註
（
2
2
）

註
（
2
3
）

詳
細
は
目
。
巳
ω
O
●
唱
巴
。
島
①
戸
田
。
・
。
－
q
。
ε
。
犀
ぎ
く
窪
8
二
①
。
・
“
冒
霞
昌
象
亀
跨
。
8
自
運
一
琶
。
ざ
一
旦
ざ
目
8
ρ
や
Q
。
Q
Q
も
’
国
実
話
巳
蕾
謡
閑
①
≦
。
～
言
昌
ρ
ち
ω
Q
Q
”
7
置
g
。
O
・

参
照
。

施
行
規
則
に
お
い
て
ζ
8
が
選
定
法
①
§
件
貯
①
百
①
ひ
a
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
一
九
三
八
年
歳
入
法
の
「
納
税
義
務
者
は
…
…
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と

い
う
用
語
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
。
施
行
規
則
の
認
め
る
選
定
法
は
厳
密
な
る
意
味
の
ζ
8
の
み
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
後
入
先
出
法
の
性
格
」

i
神
戸
経
済
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
（
経
営
学
編
）
一
参
照
。

｝
・
国
・
屯
聾
①
同
氏
は
一
九
三
八
年
法
に
つ
い
て
、
非
鉄
金
属
の
生
産
加
工
業
で
は
棚
卸
資
産
の
原
価
が
個
別
的
に
識
別
し
得
な
い
場
合
に
限
ら
れ
、
製
革
業
の
場

合
に
は
か
か
る
制
限
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
（
ぎ
。
。
エ
鍋
類
曇
6
鼻
一
…
臣
8
。
口
三
ぎ
σ
q
戸
惑
♂
き
匂
き
・
曽
H
O
釦
O
・
）
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
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一
九
三
九
年
に
は
基
礎
在
高
法
が
否
認
さ
れ
て
い
た
の
に
拘
ら
ず
一
九
三
八
年
に
至
っ
て
そ
の
変
種
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ζ
8
が
何
故
に

承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
す
べ
き
決
定
的
な
資
料
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
4

　
ペ
ル
ト
氏
は
一
九
一
二
九
年
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
基
礎
在
高
法
の
否
認
に
関
連
し
て
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。
「
（
基
礎
在
高
法
に
あ
っ

て
は
一
筆
者
）
基
礎
在
高
に
含
ま
れ
る
べ
き
棚
卸
資
産
の
量
及
び
そ
の
在
高
に
附
せ
ら
れ
る
べ
き
価
格
に
？
い
て
課
税
当
局
が
統
制
す
べ



ぎ
手
段
が
な
い
こ
と
、
従
っ
て
納
税
義
務
者
が
年
々
そ
の
所
得
を
左
右
し
得
る
こ
と
が
、
幾
分
そ
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
」

　
基
礎
在
高
法
で
は
い
わ
ば
任
意
の
量
に
任
意
の
価
格
を
附
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
　
堅
甲
。
で
は
そ
の
量
を
期
首
在
高
に
均
し
い
期
末
在
高

に
限
定
し
こ
れ
に
原
価
を
附
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
非
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
由
附
け
は
、
　
甥
8
承
認
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
5

要
求
が
基
礎
在
高
法
否
認
の
後
に
生
ま
れ
た
事
情
及
び
現
在
に
お
い
て
も
基
礎
在
高
法
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
理
由
を
説
明
す
る
に
足
る
も

の
で
あ
る
が
、
　
い
ま
承
認
の
全
面
的
な
理
由
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
所
得
計
算
の
方
法
と
し
て
＝
8
が
適
当
な
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ク
ネ
ー
ア
及
び
ハ
ー
サ
ム
、
氏
は
或
種
の
事
業
（
例
え
ば
製
粉
業
）
で
は
ヘ
ヅ
ジ
ソ
グ
に
よ
っ
て
先
物
市
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ζ
ま
を
用
い
る
の
と
同
様
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
議
論
が
同
署
。
が
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
D

併
し
．
一
部
事
業
と
の
均
衡
を
も
つ
て
ご
3
承
認
の
根
本
的
な
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
6

　
ベ
ル
ベ
ッ
ト
氏
（
寓
●
　
国
・
　
勺
①
一
〇
澤
ぴ
Φ
け
）
は
一
九
三
八
年
の
公
聴
会
に
お
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
何
れ
の
会
計
方
法
を
と
る
も
こ
れ
を
継
続
的
に
適
用
す
る
な
る
ば
数
年
間
を
通
算
し
た
所
得
合
計
額
は
均
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

比
例
税
率
で
課
税
さ
れ
る
と
す
れ
ば
税
額
合
計
額
も
亦
同
額
と
な
ろ
う
。
…
…
も
と
よ
り
我
々
は
何
等
の
特
権
を
求
め
つ
つ
あ
る
の
で
な
い
。

ま
た
我
々
は
除
外
例
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…
こ
の
方
法
（
ぼ
h
。
　
筆
者
）
の
中
に
は
長
期
に
亘
っ
て
歳
入
の
減
少
を
齎
ら
す

べ
き
要
素
は
な
い
。
…
…
本
法
の
主
張
者
は
何
れ
の
結
果
（
即
ち
価
格
が
上
昇
し
て
も
下
落
し
て
も
）
を
も
甘
受
す
る
も
の
で
あ
る
つ
た
だ

一
ワ
重
要
な
点
は
、
我
々
が
販
売
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
棚
卸
資
産
の
価
額
を
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
を
得
る

二
・
三
年
前
に
納
税
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
を
欲
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

　
こ
の
救
述
に
よ
っ
て
当
時
の
ζ
8
が
回
帰
的
な
価
格
変
動
に
対
処
す
る
手
段
ど
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し

　
　
ア
メ
リ
カ
税
注
に
お
け
る
閏
悶
O
の
成
立
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ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
葭
閏
O
の
成
立

乍
ら
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
何
れ
の
方
法
で
見
出
さ
れ
る
損
益
が
正
し
い
も
幽
の
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
長
期
間
を
通
算

し
た
損
益
額
が
一
致
す
る
と
い
う
理
由
の
み
で
は
目
8
を
承
認
す
る
理
由
と
は
な
ち
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ァ
サ
ァ
氏
は
棚
卸
資
産
、
（
ぎ
く
①
三
。
q
箕
。
費
）
の
認
識
に
つ
い
て
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。
　
（
但
し
こ
れ
は
目
8
が
税
法
で
承
認
さ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
7

れ
る
以
前
の
論
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
）

「
棚
卸
資
産
利
益
が
消
費
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
得
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
生
成
に
大
な
る
刺
戟
と
な
っ
た
の
は
恐
ら
く
留
保
利
益
に
対
．

す
る
課
税
で
あ
る
。
こ
の
課
税
は
一
切
の
所
得
（
税
法
上
の
）
は
分
配
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
誤
っ

た
仮
定
の
下
に
政
府
は
、
そ
の
実
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
ず
叉
所
得
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
所
得
」
を
分
配
し
な
い
も
の
を
罰
す
る
と
い
う

困
っ
た
状
態
に
立
到
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
従
前
は
棚
卸
資
産
利
益
の
問
題
に
気
づ
か
な
か
っ
た
多
く
の
実
業
家
も
今
や
、
配
当
金

の
支
払
の
た
め
叉
は
税
の
麦
払
の
た
め
に
借
入
金
を
な
す
こ
と
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
8

　
他
面
こ
の
時
代
に
ク
ズ
、
不
ッ
ッ
氏
は
国
民
所
得
計
算
上
棚
卸
資
産
利
益
を
所
得
に
算
入
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
H
≒
。
の

税
法
に
お
け
る
承
認
は
上
に
述
べ
た
箇
々
の
理
由
に
加
え
て
ア
ァ
サ
ァ
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
棚
卸
資
産
利
益
の
架
空
性
へ
の
認
識
1
一
そ

れ
は
一
九
二
〇
年
代
の
価
格
下
落
に
よ
つ
て
深
め
ら
れ
た
一
を
そ
の
根
抵
に
も
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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言
（
2
4
）

註
（
2
5
）

臼
。
ぎ
く
．
＜
き
b
Φ
H
r
開
窪
。
。
8
。
。
喜
）
・
子
①
＞
3
呂
三
ぎ
q
q
中
。
h
①
ω
。
・
♂
昌
ω
ぎ
巳
鮎
窪
8
口
轟
α
q
。
9
申
。
巴
霞
ヨ
旨
N
豊
8
。
h
訂
肺
p
－
冒
冒
二
巴
亀
ぎ
8
輝
話
口
琴
ざ
O
。
f

H
O
㎝
も
。
曽
で
．
直
9
1
⊆
9
・

現
在
に
お
い
て
も
準
備
金
法
及
び
基
礎
在
高
法
は
税
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
　
（
開
①
q
Q
・
卜
o
O
・
ト
っ
P
（
O
）
1
鱒
・
に
は
次
の
如
く
規
．
定
さ
れ
て
い
る
。
）

次
の
棚
卸
方
法
は
規
則
に
合
致
し
な
い
。

（
1
）
　
価
格
変
動
準
備
金
又
は
価
値
減
少
見
積
額
を
棚
卸
資
産
価
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と



註．

露
v’

註註
翁i拓

v　　v

（
4
）
　
原
料
そ
の
他
の
棚
卸
資
産
の
い
わ
ゆ
る
正
常
在
高
に
固
定
価
格
又
は
名
目
価
値
を
附
す
る
こ
と
。

§
邑
8
目
§
貫
目
｝
δ
。
’
・
・
。
哩
ぎ
（
・
二
ま
．
器
き
穿
。
暑
・
図
－
喝
・
三
・
α
・
．
閃
。
§
ダ
．
臼
。
§
巴
。
タ
§
毎
§
鶏
り
言
・
L
。
葺
や

国
§
団
切
・
食
ゴ
び
ぎ
窪
。
・
図
嚢
§
・
・
門
島
・
し
d
鼠
舞
・
・
o
箆
ρ
　
b
昆
誉
護
国
。
8
。
巳
。
男
g
。
ぎ
§
導
L
8
。
。
曽
b
・
・
。
劇
●

ω
ぎ
。
昌
．
野
・
匡
p
9
き
σ
・
蓋
写
Φ
暮
q
＜
暮
・
鼠
霧
・
民
ぎ
貯
竈
・
。
；
同
じ
d
・
・
ぎ
。
。
・
ω
q
。
円
く
蓋
至
恩
自
z
・
登
・
・
＝
巨
。
§
。
中
落
§
日
取

⇔
巳
≦
雷
＝
r
同
O
し
。
↓
●

ひ
O
Q
脳
・
か
ら
引
用
。

QD
ｾ
象
①
Q
・
営
同
琴
。
日
Φ

一一@J19　一

ア
メ
リ
カ
税
法
に
お
け
る
目
閃
O
の
成
立



耐
會
會
計
論
の
基
本
的
性
格

能

勢

信

子

1
・
社
会
会
計
論
の
課
、
題

－
祉
会
会
計
論
の
構
成

皿
社
会
会
計
論
の
．
特
質

虹
　
結
　
　
　
び

一　121　一一

一
、
杜
會
會
計
論
の
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
社
会
会
計
論
が
、
資
本
主
義
諸
国
家
の
経
済
診
断
書
と
し
て
要
請
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
、
比
較
的
最
近
時
に
属
す
る
。
か
x
る
診
断
書
は
、

「
白
書
」
あ
る
い
は
国
民
所
得
推
計
等
の
国
民
所
得
理
論
に
於
て
、
己
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
会
計
論
は
、
国
民
所
得
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

胎
内
か
ら
、
新
な
課
題
を
担
っ
て
出
現
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
本
論
の
目
的
は
、
社
会
会
計
論
が
い
か
な
る
性
格
を
も
ち
、
国

民
所
得
論
の
残
．
し
た
問
題
を
ど
れ
だ
け
解
決
し
た
か
、
を
検
討
す
る
事
に
あ
る
。
」
　
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
そ
の
前
身
で
あ
っ
た
国
民
所
得
理

論
自
身
の
課
題
、
及
び
そ
れ
が
退
場
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
理
由
を
一
瞥
す
る
こ
と
は
、
社
会
会
計
論
自
身
の
、
「
い
わ
ぽ
生
れ
乍
ら
に
し
て

背
負
っ
た
課
題
を
特
徴
付
け
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
枇
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格



　
　
　
社
会
会
謝
計
輪
…
の
基
本
的
性
格

　
国
民
所
得
研
究
は
、
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
以
来
、
「
体
制
の
危
機
」
を
脱
し
、
完
全
雇
用
と
、
高
位
国
民
所
得
水
準
達
成
を
、
持
続
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

政
府
自
ら
計
画
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
事
情
に
、
そ
の
出
現
の
根
拠
を
も
つ
て
い
る
。
計
画
の
立
案
乃
至
実
施
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
現

状
の
正
確
な
る
把
握
と
、
計
画
実
施
の
効
果
そ
の
も
の
、
及
び
そ
の
効
果
を
反
映
せ
る
対
象
の
予
測
が
不
可
欠
で
あ
り
、
叉
現
実
の
国
民
所

得
水
準
な
ら
び
に
、
デ
フ
レ
・
ギ
ャ
ヅ
プ
に
対
す
る
財
政
政
策
効
果
を
反
映
せ
る
国
民
経
済
水
準
を
予
想
す
る
国
民
経
済
予
算
を
欠
く
事
が

　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邑

出
来
ず
、
国
民
所
得
論
、
及
び
国
民
経
済
総
量
の
集
計
は
、
政
策
決
定
の
契
機
た
る
機
能
を
果
す
事
が
要
請
せ
ら
れ
た
。
三
十
年
代
の
デ
フ

レ
ー
シ
・
ン
時
代
に
つ
づ
き
到
来
し
た
第
二
次
大
戦
は
戦
費
調
達
に
伴
う
戦
争
経
済
の
遂
行
、
更
に
大
戦
終
了
に
よ
を
復
興
経
済
へ
の
移
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

資
本
制
経
済
の
再
建
と
い
う
深
刻
な
課
題
を
齎
し
、
二
等
一
連
の
事
象
は
已
に
「
自
由
放
任
」
に
依
り
経
済
の
正
常
的
回
復
を
望
み
得
な
い

「
部
分
統
制
」
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
限
り
に
茂
て
、
統
制
対
象
の
具
体
的
認
識
な
い
し
診
断
書
を
是
非
共
必
要
と
し
た
。
か
様
に
資
本
主
義

の
諸
欠
陥
の
一
般
化
し
た
経
済
構
造
は
、
他
方
、
近
代
経
済
学
に
対
し
て
も
、
転
換
点
を
強
制
せ
ざ
る
を
得
ず
、
　
一
九
三
六
年
ヶ
イ
ソ
ズ
の

一
般
理
論
、
及
び
彼
の
後
継
者
は
、
国
民
経
済
な
い
し
産
出
高
水
準
そ
の
も
の
の
決
定
因
の
分
析
、
与
え
ら
れ
た
水
準
に
お
け
る
経
済
諸
資

源
の
配
分
よ
り
も
、
む
し
ろ
．
有
効
需
要
の
分
析
に
よ
り
、
流
通
面
か
ら
、
資
本
制
社
会
の
欠
陥
の
一
つ
で
あ
る
実
現
困
難
の
問
題
を
把
握

　
　
　
　
フ
　

せ
ん
と
し
、
か
つ
、
彼
等
の
分
析
原
理
に
従
っ
て
、
危
機
回
避
に
備
え
る
た
め
の
部
分
統
制
の
足
場
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
九
四
一
年
に
出
現
し
た
英
国
白
書
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
指
導
に
よ
る
一
国
経
済
診
断
書
の
一
種
で
あ
る
。
か
X
る
診
断
書
作
製
は
、
同
じ
く

資
本
主
義
の
危
機
に
逢
着
せ
る
諸
国
家
ー
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国

一
に
於
て
制
度
化
す
乏
至
っ
た
喧
．
即
ち
・
国
民
所
得
論
は
・
ケ
イ
ン
ズ
理
論
・
具
体
的
現
実
の
間
の
馨
占
描
と
し
て
・
ケ
イ
ン
ズ
静
学

方
程
式
の
構
成
者
で
あ
る
国
民
所
得
額
、
消
費
額
、
投
資
額
、
貯
蓄
額
等
の
総
計
額
、
及
び
、
政
府
財
政
の
ス
ケ
ー
ル
を
定
期
的
に
測
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

表
示
し
、
以
て
、
一
国
の
経
済
水
準
、
及
び
雇
用
水
準
の
診
断
書
た
る
役
割
を
果
す
こ
と
二
な
っ
た
。
処
で
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
問
題
意
識

一　12Z　一



は
、
所
謂
、
実
現
困
難
問
題
を
、
消
費
性
向
の
安
定
性
、
投
資
需
要
の
利
子
被
制
約
性
、
利
子
率
の
制
度
的
硬
直
性
か
ら
決
定
さ
れ
る
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

需
要
の
過
小
、
す
な
わ
ち
経
済
体
制
の
下
位
均
衡
性
に
依
っ
て
説
明
し
、
危
機
の
基
本
的
原
因
た
る
歴
史
的
経
済
構
造
の
分
析
、
及
び
、
経

済
構
造
に
担
わ
れ
か
つ
一
国
の
自
然
的
・
技
術
的
条
件
に
依
り
決
定
さ
奥
る
、
生
産
構
造
の
分
析
を
考
慮
し
な
い
、
流
通
的
か
つ
巨
視
的
性

格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
常
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
み
め
爺
ケ
イ
ン
ズ
理
論
に
指
導
さ
れ
発
足
し
菌
民
所
得
論
の
・
診
断
書
し
て
の

　
欠
性
も
、
主
と
し
て
こ
の
理
論
そ
の
も
の
の
欠
陥
一
流
通
運
性
格
巨
視
的
性
格
i
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
有
効
需
要
を
構
成

す
る
所
の
総
量
表
示
の
体
系
は
、
戦
後
経
済
の
診
断
に
於
て
、
そ
の
無
力
を
暴
路
し
た
。
戦
争
経
済
に
よ
る
一
国
資
本
制
の
構
造
的
激
動
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

1
貿
易
構
造
、
生
産
構
造
、
分
配
構
造
、
通
貨
構
造
等
の
質
的
変
化
－
　
は
之
を
「
総
計
」
の
中
へ
、
没
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
戦
後

経
済
を
、
計
画
目
標
に
再
構
成
す
る
た
め
に
は
、
国
民
経
済
の
内
部
の
質
的
構
造
の
如
何
が
、
実
は
無
視
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
N
る
現
実
分
析
の
無
力
と
玉
も
に
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
理
論
的
意
図
の
一
つ
は
、
、
ま
ず
ケ
イ
ン
ズ
の
超
巨
視
的
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

面
を
克
服
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
、
一
国
経
済
を
、
産
業
部
門
間
の
連
関
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
見
る
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
や
、
貨
幣
麦
笛
構
造
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

体
系
と
見
る
グ
ル
ー
プ
が
出
現
し
た
。
国
民
所
得
論
か
ら
脱
却
せ
ん
と
す
る
努
力
は
か
Σ
る
事
情
の
も
と
に
社
会
会
計
論
之
な
っ
て
現
れ
た

　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
考
え
ら
れ
る
。

　
社
会
会
計
論
は
、
所
得
、
馳
消
費
、
貯
蓄
、
投
資
の
集
計
を
示
す
国
民
所
得
論
の
「
表
」
形
式
を
以
て
国
民
経
済
の
主
要
電
導
部
門
の
相
互

連
関
せ
る
勘
定
か
与
最
終
的
に
統
合
さ
れ
て
出
来
た
勘
定
で
あ
る
と
考
え
、
か
x
る
最
終
の
勘
定
は
、
国
民
経
済
の
原
子
と
も
い
う
べ
ぎ
個

体
経
済
の
勘
定
が
、
取
引
を
以
て
相
互
に
関
連
し
合
い
、
こ
の
取
引
を
整
理
、
結
合
し
た
個
体
勘
定
を
、
そ
の
経
済
機
能
の
同
質
性
に
曽
目

し
て
統
合
し
、
数
個
の
主
要
部
門
の
各
統
合
勘
定
（
Q
D
Φ
O
け
O
同
　
O
O
昌
q
D
O
一
一
山
9
酔
①
山
　
P
O
O
O
＝
昌
甘
）
に
よ
り
、
一
国
経
済
を
、
立
体
的
に
示
す
こ
と
を
意

図
し
た
も
の
で
あ
る
っ

　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

一一H　IZ一？　一



　
　
　
　
杜
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

　
そ
れ
故
こ
の
様
な
時
代
的
要
請
の
下
に
、
社
会
会
計
論
が
、
そ
の
前
身
た
る
国
民
所
得
論
の
巨
視
的
性
絡
を
、
克
服
す
る
こ
と
を
課
題
と

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
果
し
て
、
如
何
な
る
程
度
ま
で
成
功
し
て
い
る
か
．
は
、
以
下
、
諸
章
に
於
て
、
社
会
会
計
論
自
身
の

性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
な
る
と
信
ず
る
。

　
（
1
）
　
周
知
の
如
く
、
ピ
ッ
ク
ス
鳳
、
社
会
会
計
論
を
一
国
の
経
済
診
断
書
の
た
め
の
解
剖
学
と
し
で
規
定
し
た
。

　
　
　
　
』
菊
・
国
隔
阜
9
日
冨
Q
。
。
亀
亀
牢
鋤
目
Φ
ミ
。
｝
（
O
蔦
。
註
、
H
置
も
。
）
　
酒
井
正
三
郎
訳
「
経
濱
の
社
会
的
構
造
」
　
一
九
二
一
二
五
〇
頁

A A　A　A　A　A　A8765432VV　W　V　V　VI　V

（
9
）

（
－
o
）

（
1
1
）

毎
。
冨
巳
。
。
8
8
箒
器
霞
窪
Φ
曇
亀
蜜
江
。
臣
＝
旨
8
昆
9
巳
爵
㊦
O
。
三
門
・
＆
g
亀
Q
。
。
。
巨
》
。
8
暮
寅
昔
娼
霞
象
図
ら
品
・
。
．

阿
部
統
「
完
全
雇
用
と
経
済
計
画
」
経
済
研
究
創
刊
号

O
藁
蕎
巳
O
。
】
β
固
壱
①
ユ
窪
。
①
。
・
ぎ
§
①
q
。
・
Φ
o
h
Q
o
。
。
芭
〉
。
。
。
暮
二
品
貯
団
毎
ぎ
団
。
一
ざ
図
ぎ
二
冒
①
d
託
8
畠
ω
冨
冨
ω
・
一
昌
8
ヨ
①
薗
鼠
麹
、
窪
一
号
・
。
①
目
一
①
。
・
γ
署
．
誤
一
、
c
Q
・

都
留
重
人
、
国
民
所
得
と
再
生
産

O
．
O
。
一
β
一
甑
山
●
毛
●
刈
O
r
c
。
ト
っ
●

囚
。
着
①
ρ
目
げ
Φ
Ω
自
自
巴
日
量
。
畷
軍
国
言
出
畠
ヨ
Φ
ロ
計
一
巨
魯
。
曾
p
巳
冨
8
。
ざ
　
塩
野
谷
九
十
九
訳
「
雇
用
利
子
及
び
貨
幣
の
一
般
理
論
」

ケ
イ
ン
ズ
と
英
国
白
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
O
・
甲
6
。
で
£
碧
負
娼
ロ
び
ま
℃
。
一
ざ
団
－
三
巴
．
∪
。
。
8
円
ぎ
亀
戸
邑
国
旨
豆
畠
目
①
β
ρ
日
冨
2
Φ
毛
国
8
昌
。
註
β
用
餌
旨
閃
自
同
・
邦

訳
．
「
新
し
い
経
済
学
」
三
一
五
－
三
二
三
頁

諸
国
の
実
施
事
情
に
つ
い
て
は
、

カ
ー
ル
℃
シ
々
ウ
プ
「
国
民
所
得
資
料
の
発
達
と
利
用
」
現
代
経
済
学
の
展
望
、
H
・
エ
リ
ス
編
、
都
留
重
人
監
訳
所
載
及
び
、
森
田
優
三
「
国
民
所
得
の
評
価
と

分
析
」
一
八
八
－
ニ
ニ
六
頁

特
に
、
米
国
に
つ
い
て
は
　
O
。
ゴ
L
ぽ
臼

　
　
　
．
仏
国
〃
　
　
　
　
．
冒
昌
冨
碧
。
N
①
蓄
5
常
。
。
国
巷
①
弓
け
ま
＄
即
Φ
8
三
①
q
。
山
①
H
。
国
コ
覧
g
留
雰
O
§
冥
導
臣
θ
Φ
。
自
8
芝
・
冨
勺
。
澤
5
ロ
①
国
。
。
葛
慧
曉
。
国
口
津
碧
8
・

ぎ
8
日
Φ
導
自
宮
琶
爵
器
蔚
ω
雪
電
●
＝
卜
。
占
ω
O
‘

和
蘭
に
つ
い
て
は
O
・
Q
。
け
ロ
〈
①
㌍
切
Φ
。
。
昌
θ
国
踏
臼
①
同
一
〇
ロ
。
①
㎝
一
昌
弓
げ
。
d
。
D
。
。
h
q
Q
。
。
一
9
ザ
｝
。
。
。
団
円
鼠
ロ
σ
q
一
昌
島
。
2
。
ひ
。
肖
】
9
昌
ユ
。
。
」
昌
。
。
ヨ
。
諾
ロ
飢
遍
①
”
＝
潮
曇
・
H
ひ
O
－
H
謡
・

英
国
に
つ
い
て
は
　
国
・
冒
。
器
o
P
目
冨
切
。
8
暮
d
。
。
①
o
h
Q
∩
0
9
巴
＞
8
0
舅
二
編
三
脚
げ
Φ
d
三
8
島
図
冒
σ
q
自
。
目
・
7
8
巳
。
碧
山
ぞ
＄
胃
買
唱
・
H
心
。
。
占
ω
P

ノ
…
ル
ウ
ェ
ー
に
つ
い
て
は
、
山
田
勇
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
国
民
経
済
計
算
、
経
済
研
究
第
三
号

森
田
優
三
、
上
掲
一
八
五
－
二
〇
一
頁

内
①
壱
①
ω
L
駅
9
　
特
に
策
三
章
及
び
第
十
八
章

．．．”　124　一



（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

例
え
ば
、
置
塩
信
雄
コ
国
に
お
け
る
経
済
構
造
」
神
戸
経
済
大
学
記
念
論
文
集
、
二
〇
八
－
一
二
〇
頁

O
o
一
β
　
ぎ
置
●
や
刈
P
c
o
ト
っ
．

≦
．
【
0
8
二
〇
酒
日
7
0
q
D
一
旨
9
弩
①
o
h
b
目
①
二
〇
碧
国
8
昌
。
ヨ
￥

例
え
ば
、
切
。
亀
飢
貯
α
Q
》
〉
開
。
8
昌
。
・
訂
8
自
自
。
h
国
8
旨
。
註
。
。
。
・
電
・
卜
。
O
ひ
』
卜
。
c
。
・

又
　
O
臣
娼
旨
碧
’
日
げ
。
目
ぎ
。
曙
o
h
H
巳
。
冨
①
o
ε
ユ
自
。
一
白
。
白
亜
二
一
〇
器
櫛
費
用
8
目
。
司
9
日
騨
島
8
’

φ
8
富
ρ
一
獣
鮎
。

二
、
砒
會
會
計
論
の
構
成

　
社
会
会
計
、
論
は
、
｝
国
経
済
組
織
の
倉
造
を
、
構
成
取
引
の
種
々
な
る
組
合
せ
（
Q
D
①
一
　
〇
h
　
O
O
買
q
◎
臼
一
打
葺
①
昌
ぎ
　
辞
同
㊤
昌
q
D
g
O
8
一
〇
昌
）
に
よ
っ
て
表
示
せ

　
　
　
　
　
　
（
－
）

ん
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
、
経
済
組
織
の
構
成
者
相
互
間
に
、
貨
幣
で
測
定
さ
れ
う
る
取
引
が
麦
配
的
に
行
は
れ
る
こ
と
、
こ

の
取
引
は
各
個
体
経
済
に
総
て
、
夫
々
の
一
定
の
規
準
に
従
っ
て
分
類
記
録
さ
れ
夫
々
の
個
人
勘
定
を
形
成
す
る
こ
と
、
か
Σ
る
個
々
の
個

人
勘
定
（
そ
れ
が
現
実
に
ー
ー
例
え
企
業
会
計
⑳
如
き
形
態
で
存
在
す
る
に
し
ろ
潜
在
的
な
も
の
乃
至
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
に
し
ろ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
統
合
な
い
し
組
合
せ
を
以
て
、
経
済
組
織
の
全
貌
が
表
現
せ
ら
れ
得
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
個
体
経
済
の
会
計
記
録
か
ら
一
国
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
会
計
体
系
が
作
ら
れ
る
過
程
は
、
　
（
一
）
個
々
の
会
計
主
体
（
舘
8
単
子
轟
窪
鼻
図
）
の
デ
ー
タ
作
製
過
程
、
即
ち
、
取
引
を
一
定
の
標

．
準
形
式
に
し
た
が
い
、
且
つ
共
通
の
測
定
原
理
に
よ
っ
て
分
類
記
録
し
個
別
勘
定
を
作
る
過
程
と
、
　
（
二
）
か
う
し
て
得
ら
れ
た
勘
定
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
定
の
部
門
分
割
方
針
に
し
た
が
い
、
部
門
別
に
統
．
合
（
O
O
昌
q
D
O
一
一
自
9
♂
①
）
し
て
部
門
毎
の
勘
定
を
作
っ
て
行
く
構
成
過
程
に
分
れ
る
。
以
下

諸
節
に
於
て
、
か
x
る
過
程
が
い
か
に
行
は
れ
る
か
を
、
社
会
会
計
の
基
礎
範
疇
た
る
「
取
引
」
「
活
動
」
「
セ
ク
タ
ー
」
を
介
し
説
明
す
る
。

　
（
1
）
　
ω
8
ロ
ρ
団
目
象
自
ω
9
巳
O
ユ
一
⑦
欝
。
h
9
。
。
遂
8
ヨ
。
恥
q
D
。
⇔
貯
一
b
8
0
暮
鼠
ロ
α
q
．
ゴ
8
目
。
薗
乱
零
。
葺
7
唱
‘
ゲ
Q
Q
．

　
　
　
矢
尾
次
郎
「
国
民
所
得
の
循
環
的
構
造
」
神
戸
経
済
大
学
記
念
論
文
集

　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

田
。
訂
“
ω
8
芭
句
冨
日
。
窯
。
肖
犀
り
局
①
謀
。
。
巴
国
島
二
〇
F
娼
僧
誹
ら
門
’
O
Q
毛
覧
①
簑
窪
訂
退
O
叢
雲
。
冨
。
門
ω
8
置
㍗
0
8
露
β
二
軍
㎝
O
F
図
同
曇
日
ぎ
ω
0
9
匹
鴛
。
8
冨
凱
品
。
・
誘
ざ
ヨ
．
な
お
、

国
民
経
済
を
構
成
す
る
諸
取
引
主
体
の
勘
定
相
互
に
お
い
て
成
起
す
る
取
引
量
を
捕
提
、
分
．
類
、
測
定
す
る
技
術
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
経
済
循
還
図
表
の
理
論

が
あ
る
。
O
亀
》
零
丁
。
。
♂
跨
蔓
・
・
8
ヨ
亀
0
8
8
緊
。
・
。
。
口
冨
。
鼠
び
ぎ
㎝
鼻
①
国
8
設
定
。
Ω
ま
紅
慧
。
昌
国
昌
山
雷
。
含
。
江
。
昌
即
0
8
ω
9
（
同
①
℃
ユ
巨
巴
）
電
・
7
卜
。
O
・
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。
又
上
掲
、
山
旺
勇
に
於
て
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

個
体
経
済
、
例
え
ば
企
業
会
計
の
記
録
は
、
そ
の
従
う
会
計
原
則
の
故
に
、
直
ち
に
集
計
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
社
会
会
計
数
値
た
る
た
め
σ
調
整
手
続
き
と
し

て
局
・
Q
Q
・
切
冨
ざ
も
Q
。
9
巴
b
8
2
昌
蝉
碧
亀
じ
d
葛
ぎ
①
ω
ω
国
昌
8
曝
二
。
・
・
Q
Q
。
。
鉱
。
図
南
Z
帥
鼠
§
巴
国
。
。
昌
。
目
罵
・
及
び
筆
者
に
よ
る
同
書
紹
介
「
社
会
会
計
と
国
民
経
済
に
お
け
る

企
業
部
門
」
企
業
経
営
年
報
三
号

国
一
〇
貯
P
一
臣
畠
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
）
取
　

引
訂
き
。
。
霧
ぎ
昌

　
交
換
社
会
に
於
て
、
多
く
の
経
済
活
動
は
、
取
引
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
個
体
経
済
の
取
引
が
大
量
的
、
持
続
的
に
反
覆
さ
れ
、
財
貨

一
貨
幣
の
反
覆
的
な
反
対
交
流
が
循
環
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
制
経
済
そ
．
の
も
の
が
た
え
ず
再
生
産
せ
ら
れ
て
行
く
。
取
引
は
社
会
会

計
シ
ス
テ
ム
の
も
っ
と
も
基
礎
に
な
る
い
わ
ば
原
始
範
疇
で
あ
り
、
取
引
の
種
々
な
る
分
類
、
結
合
、
統
合
に
よ
り
全
体
系
が
構
築
さ
れ
る

　
　
　
（
－
）

の
で
あ
る
。
取
引
は
、
直
接
財
貨
産
出
高
の
循
還
を
反
映
す
る
貨
幣
の
流
れ
の
み
で
な
く
、
実
物
交
換
及
び
貨
幣
交
換
を
含
み
、
更
に
、
反

対
給
付
な
き
一
方
面
取
引
～
い
わ
け
る
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
含
む
。
ま
た
取
引
が
、
個
体
経
済
間
の
外
部
取
引
た
る
場
合
と
、
個
体
経
済

の
内
部
取
引
（
例
え
ば
減
価
償
却
）
が
区
別
さ
れ
、
、
経
常
的
な
新
期
産
出
物
の
取
引
（
即
ち
現
在
取
引
）
と
、
已
に
存
在
す
る
価
値
の
取
引

（
即
ち
資
本
取
引
例
え
ば
ア
セ
ッ
ト
の
販
売
）
を
含
む
。
更
に
、
給
付
i
、
反
対
給
付
間
に
時
問
的
遅
れ
の
存
在
す
る
取
引
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
く
の
如
く
、
そ
の
包
含
す
る
内
容
は
多
い
が
、
経
済
の
茎
漬
構
造
の
手
が
か
り
と
な
る
取
引
は
産
出
高
の
面
訴
を
反
映
す
る
実
物
の
流
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

と
、
之
に
対
応
す
る
貨
幣
の
流
れ
で
あ
り
、
之
を
主
要
か
つ
支
配
的
な
取
引
と
考
え
る
。
無
数
の
取
引
は
、
各
取
引
当
事
者
の
双
方
に
於
て
、

夫
々
同
時
に
記
帳
せ
ら
れ
（
内
部
取
引
の
場
合
は
自
己
の
勘
定
内
部
で
記
録
さ
れ
る
）
当
事
者
間
の
無
数
の
聯
関
を
示
す
。
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（
1
）
　
＝
ざ
貫
費
目
・
雫
卜
。
島
・
彼
は
個
々
の
取
引
を
社
会
会
計
シ
ス
テ
ム
な
る
建
築
物
を
構
築
す
る
煉
瓦
に
た
と
え
て
い
る
。
な
お
藤
田
晴
「
社
会
的
勘
定
体
系
の
構
造
」

　
　
経
済
学
創
刊
三
号
に
詳
し
い
。

　
（
2
）
．
。
・
§
・
㌔
巨
。
二
彦
㍗
ひ
堕

　
　
　
腎
　
曽
目
Φ
器
旨
。
目
〇
三
σ
や
鱒
e
Q
．

　
　
　
頃
8
犀
。
D
魑
一
註
告
・
O
F
×
一
×
●

　
（
3
）
ω
8
鼻
箒
島
旨
窪
。
言
ら
』
劇
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
活
　
　
動
　
蓉
牙
詳
メ

　
社
会
会
計
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
る
べ
き
個
体
経
済
の
勘
定
体
系
を
作
る
た
め
に
は
、
個
体
経
済
の
行
っ
た
無
数
の
取
引
の
記
録
を
、
一
定

の
方
針
に
従
ひ
、
分
類
整
理
し
て
、
経
済
活
動
を
明
確
に
浮
き
上
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
会
計
論
者
が
、
取
引
分
額
の
原
則
と
し
て
考

え
た
方
針
は
、
そ
の
取
引
の
目
的
と
な
っ
た
活
動
9
島
く
ξ
で
あ
り
、
夫
々
の
活
動
は
そ
れ
ぐ
そ
れ
を
目
的
と
ず
る
取
引
が
帰
属
蒐
集
せ

し
め
ら
れ
島
審
．
§
三
を
書
す
麓
な
る
経
済
活
動
は
・
生
産
総
覧
貯
蓄
投
資
の
三
つ
で
あ
る
・
考
え
電
即
ち
・
一
・
財

貨
用
役
を
生
産
す
る
場
合
発
生
す
る
取
引
と
し
て
は
、
収
入
側
と
し
て
財
貨
、
舟
役
の
売
上
、
及
び
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
が
、
振
出
側
と
し
て
、

生
産
の
た
め
の
主
要
費
用
の
支
出
一
原
材
料
購
入
、
労
賃
愚
物
、
減
価
償
却
費
の
留
保
等
、
及
び
こ
の
活
動
の
結
果
残
さ
れ
る
生
産
余
剰

が
代
表
的
な
も
の
ど
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
二
、
受
領
し
た
所
得
を
消
費
す
る
場
合
発
生
す
る
取
引
と
し
て
ば
、
収
入
側
と
し
て
、
分
配
せ
ら

れ
た
所
得
が
、
麦
出
側
と
し
て
、
そ
の
費
消
面
た
る
消
費
量
出
、
租
税
選
点
、
貯
蓄
が
あ
る
。
三
、
投
資
及
び
貯
蓄
を
構
成
す
る
取
引
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
3
）

て
は
、
」
収
入
側
と
し
て
貯
蓄
及
び
減
価
償
却
費
が
、
麦
出
側
と
し
て
、
新
資
本
形
成
及
び
減
価
償
却
支
出
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
x
る
主
要
経

済
活
動
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
恒
等
式
、
蟹
『
〇
十
ト
図
「
G
十
和
的
”
N
に
全
く
照
応
し
、
そ
の
考
え
方
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
こ
と
は
注

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

算
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
取
引
分
類
の
原
理
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
「
活
動
」
は
、
有
効
需
要
を
分
析
す
る
た
め
の
ケ
イ
ン
ズ
恒
等
式

の
流
通
的
性
格
を
担
う
も
の
と
し
て
の
「
活
動
」
で
あ
り
、
生
産
、
消
費
投
資
は
何
れ
も
、
需
要
せ
ら
れ
た
生
産
及
び
之
に
対
応
す
る
要
素

　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
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社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

費
用
支
払
、
消
費
支
出
、
資
本
附
加
支
出
と
し
て
の
意
昧
を
の
み
持
つ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
生
産
構
造
な
い
し
、
供
給
の
構
造
を
分
明
に

す
る
「
活
動
」
は
、
こ
の
体
系
に
於
て
意
図
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
取
引
が
、
以
上
の
活
動
原
則
に
従
い
分
類
記
入
さ
れ
る
方
法
を
示
そ
う
。
取
引
主
体
に
は
企
業
、
家
計
政
府
等
の
区
別
が
あ
る
が
、
一
般

的
な
原
則
と
し
て
生
産
活
動
、
所
得
一
支
出
活
動
、
貯
蓄
i
投
資
活
動
が
基
本
的
で
あ
り
夫
々
こ
の
活
動
に
も
と
つ
く
生
産
勘
定
、
所
得
一

麦
出
勘
定
、
貯
蓄
一
投
資
勘
定
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
勘
定
は
、
標
準
形
式
で
あ
り
、
企
業
部
門
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、
夫
々
営
業
勘
定
、

配
分
勘
定
、
滞
留
勘
定
、
家
計
部
門
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、
夫
々
嫁
得
勘
定
、
所
得
支
出
勘
定
、
貯
蓄
投
資
勘
定
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て

　
〔
5
）

い
る
。

　
　
　
諺
　
　
餅
　
　
　
認
　
嘩
海
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
　
　
ヨ
お
一
中
圧
　
酵
海
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
堺
礫
賄
購
　
轡
滞

　
　
　
　
　
　
　
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

嗣
訂
輩
謡
甫
羅

囲
賄
麟
蝿
矯
蛍

　
漏
分

母
鴻
謡
薄
＼
講
鰍
圧
國

　
藍
賠
麟
甜
幽
周

「
塑
引
薄
q
半
靴
耕
翼

　
　
　
灘
土

均
　
　
覇
　
　
蟷

甜
二
引
罰
脹
顯
周

H

蹄
身
三
十
漸
翼

　
灘
分

国

国

菌
　
憲
・
逡

熈
分

羅
　
　
陛
　
　
副

　
（
H
、
漁
冷
）

回
賠
麟
鐙
掛
重

　
瀞
曲

自

震
　
　
熱
　
　
覇

　
（
一
＼
臨
冷
）

圃
蕪
麟
露
魍
則

溝
　
　
　
畷

踏
冴
麟
蝉
顧
周
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囲

恥
型
叶
丼
＼
騨
お
盛

（
洲
二
端
麗
担
、
ノ
蹄
晦
）

応
酬
＋
知
解
、
欝
醜
圧
薗

　
　
（
国
＼
瀞
冷
）

蒸
　
　
爵

環
　
　
　
蝋

劃
醤
ゆ
ヨ
職

　
（
国
＼
灘
》
）

蝋騒
　ab＞
　　撫

　　之三

目
購
＼
菊
図
＼
譲
塑
浄

　
　
（
一
㍉
鼎
》
）

　
難
強
海
嵩

置
＼
恥
箪
臣
身
瀞
粗

＼
諮
醜
〉



　
今
、
企
業
を
例
に
と
っ
て
、
企
業
の
取
引
が
、
各
活
動
勘
定
に
分
類
、
整
理
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
れ
る
径
路
を
考
え
る
。
生
産
勘
定
に
は
、
一
定
期
間
の
生
産
活
動
量
、
即
ち
生

産
物
の
販
売
に
よ
る
受
領
額
と
、
未
販
売
品
の
ス
ト
ッ
ク
（
棚
卸
資
産
形
成
量
）

及
び
之
等
に
対
応
す
る
財
貨
用
役
購
入
、
要
素
費
用
麦
払
額
な
ら
び
に
間
接
税
額

が
入
る
。
更
に
、
該
企
業
の
主
要
目
的
で
な
い
副
次
収
入
を
獲
得
し
つ
X
あ
る
場

合
、
生
産
勘
定
を
営
業
部
門
、
非
営
業
部
門
に
二
分
し
、
副
次
的
生
産
活
動
を
後

者
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
配
分
勘
定
は
生
産
勘
定
か
ら
の
生
産
余
剰
と
副

吹
収
入
の
合
計
で
あ
る
総
所
得
及
び
、
之
に
対
応
す
る
配
当
、
所
得
税
お
よ
び
企

業
貯
畜
（
げ
盛
手
。
・
娠
ω
雪
轟
）
が
入
る
。
生
産
勘
定
非
営
業
部
門
に
於
て
、
所
得

税
を
支
払
い
、
配
分
勘
定
は
不
処
分
所
得
及
び
之
に
対
応
す
る
麦
出
と
す
る
こ
と

も
出
来
る
。
滞
留
勘
定
は
、
貸
借
対
照
表
の
期
間
的
串
変
化
を
い
み
す
る
勘
定
で

あ
り
、
企
業
の
財
務
取
引
即
ち
、
新
規
証
券
発
行
に
対
す
る
払
込
、
及
び
新
規
借

入
金
と
配
分
勘
定
か
ら
の
貯
蓄
及
び
生
産
費
の
一
部
と
し
て
生
産
勘
定
か
ら
振
替

え
ら
れ
た
減
価
償
却
費
及
び
、
之
等
諸
項
目
に
対
応
す
る
。
新
投
資
、
棚
卸
資
産

形
成
、
減
価
償
却
（
固
定
資
産
の
更
新
）
実
施
が
入
る
。

営i業部門定勘産生企業セクター

財貨用役販売高

補助金

期末棚卸資産

受入合計

期首棚卸資産

財貨用役ノ購入

減価償却費

　　　取得原：｛面ヲ基ま隼トスノレ額

　　（＋）置換原価基準ヘノ修正額

闇接税

生産要素ヘノ支払

　　　賃金　俸給　利子

金融費用推定額

支払合計

営業余剰

一129一
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生 産 勘 定 非営業部門

　　．直接税（当期支払額）

　　　　　財産所有二対スル所得税

　　　　　企業所得二対スル　〃

　　　　　利子及ビ配当二対スル〃

差引　当会計期間ノ利益二対スル所得税

　　　（来期二課サレルベキ額）

　　偶発的請求額

　　配分a／cへ転記スベキ余剰額

支払合計

営業余剰

受入利子

配当

財産投資カラノ純地代

偶発保証二対スル保険請求権

社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

受入合計

配 分 勘 定

配当及び引出金

余剰積当額（企業貯蓄）一

　　滞留・∠・へ移転スベキ額

支払合計

非営業部門カラノ余剰額ノ移転

受入合計

滞 留 勘
定（一期間における貸借対照表の動き）

粗固矩資産形成額

投資

　　証券投資
　　新規発行杜債ヘノ払込

繰延費用

債務償還

流通資本基金ノ変動分

　　　1）棚卸資産形成額

　　　2）現金予金増加額

　　　3）債権純増加額

支払合計

減価償却費

　　1）取得原価基準ニアル額

　　2）置換原価基準ヘノ修正額

配分a／cカラノ余剰積立額

（企業貯蓄）

法面企業ヘノ新規発行社債払込額及

ビ非法人企業ヘノ当期出資増加分

新規借入金
繰延員債一当会計期間〉利益＝対ス

ル所得税二「シテ来期二課サルベキ’額

受入合計
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以
上
述
べ
た
様
に
、
活
動
は
、
個
々
の
取
引
を
生
産
、
消
費
、
貯
蓄
i
投
資
の
各
勘
定
に
分
割
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
が
、
な
お
、

資
本
取
引
蔑
っ
て
い
る
・
資
本
の
期
間
的
純
増
減
は
i
貯
蓄
投
資
勘
定
で
示
さ
れ
る
が
、
継
続
的
に
固
定
し
て
存
在
す
る
資
本
ξ
い

て
は
、
個
人
毎
に
資
本
バ
ラ
ン
ス
表
が
作
整
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
q
D
ε
器
唱
司
昌
零
鼠
。
葛
・
娼
・
　
c
O
・

　
（
2
）
出
算
・
」
匿
・
署
・
誌
ひ
－
鱒
・
。
c
。
・
　
。
，
け
§
扇
巨
・
二
。
昌
・
。
・
頃
・
。
。
』
H
・

　
（
3
）
。
。
§
・
㌔
冒
註
8
…
寧
H
。
。
－
。
。
o
・

　
（
4
）
　
ス
ト
ー
ン
自
ら
ケ
イ
ン
ズ
恒
等
式
に
従
う
こ
之
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
q
Q
8
ロ
ρ
国
口
暮
二
8
の
．
唱
．
H
O
－
H
同
・

　
（
5
）
　
霞
爵
。
。
L
ぽ
山
・
娼
雫
ゆ
ト
。
曾
諺
鉾
　
以
下
の
表
は
田
集
9
弓
7
鱒
も
。
H
も
し
。
ド
に
撃
て
支
え
ら
れ
て
居
る
Q

　
（
6
）
円
・
。
』
罷
払
。
。
芭
〉
。
。
。
・
霧
・
民
け
七
言
・
§
…
国
昌
§
曾
・
・
。
。
・
。
§
。
＝
冨
2
9
飢
。
諮
隔
日
。
。
・
。
ξ

　
　
　
ス
ト
ー
ン
は
、
冨
雷
の
霞
。
ヨ
。
巳
に
於
て
は
企
業
部
門
の
勘
定
を
、
生
産
「
、
配
分
、
蓄
積
、
資
本
の
四
勘
定
に
し
て
居
る
。
．
閏
誓
。
得
δ
蕊
に
於
て
は
切
同
薗
唄
と
同
じ
三

　
　
勘
定
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
セ
ク
タ
ー
。
・
①
9
霞

　
以
上
の
過
程
を
経
て
準
備
せ
ら
れ
た
個
人
勘
定
の
数
値
を
、
一
定
の
部
門
分
割
原
理
に
従
い
、
各
部
演
題
に
統
合
蒐
謁
す
る
第
二
の
過
程

で
あ
る
社
会
会
計
体
系
の
構
成
過
程
鷲
。
8
。
。
。
・
亀
8
驕
訂
琴
二
8
に
豆
乳
鴨
之
は
、
個
人
勘
定
の
統
合
、
相
殺
の
過
程
で
あ
る
。
同
質
部
門

に
属
す
る
各
個
人
勘
定
の
相
互
取
引
は
相
殺
せ
ら
れ
、
純
附
加
価
値
の
み
加
算
せ
ら
れ
る
。
異
質
部
門
に
属
す
る
各
個
無
勘
定
は
、
相
殺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

行
い
得
な
い
。
今
、
説
明
の
た
め
、
統
合
勘
定
8
蕩
9
凱
魯
亀
碧
8
ロ
曇
と
結
合
勘
定
8
ヨ
げ
ぎ
①
山
9
8
0
ロ
三
を
比
較
す
る
。

　
双
方
の
取
引
主
体
か
ら
、
新
し
い
勘
定
を
作
る
場
合
、
双
方
の
勘
定
間
の
取
引
に
於
て
、
新
勘
定
に
保
留
さ
れ
る
勘
定
は
結
合
勘
定

（
O
O
已
び
凶
＝
①
山
　
9
0
0
0
口
昌
辞
）
で
あ
り
、
か
か
る
取
引
が
、
勘
定
の
両
側
か
ら
、
オ
ミ
ッ
ト
さ
れ
て
出
来
る
勘
定
は
、
統
合
勘
定
（
8
臣
島
富
8
山

　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
…

一　131　一



　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

¢
一
三
）
と
よ
ば
れ
菟
社
会
会
計
に
於
て
、
経
済
主
体
間
の
勘
定
を
、
馨
す
る
際
、
結
合
さ
れ
る
当
事
者
の
関
肇
残
す
・
と
が
望

ま
し
い
場
合
に
は
結
合
勘
定
が
、
結
合
が
関
聯
を
消
去
し
附
加
価
値
の
み
の
純
額
を
知
れ
ば
足
る
場
合
に
は
統
合
勘
定
が
要
求
さ
れ
る
。
い

か
な
る
程
度
に
関
聯
を
残
し
、
い
か
な
る
程
度
に
消
去
す
べ
き
か
は
、
経
済
主
体
の
異
質
性
の
考
察
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
一
国
民
経
済
を

、
伺
質
の
仮
定
に
於
て
、
考
察
す
る
場
合
は
内
部
の
個
体
間
の
関
聯
は
、
分
析
上
必
要
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
一
国
全
体
の
統
合
勘
定
で
充
分

で
あ
る
。
経
済
上
異
っ
た
機
能
を
果
す
主
体
ー
セ
ク
タ
ー
の
取
引
連
関
を
以
て
、
経
済
の
循
環
を
浮
き
上
ら
し
め
る
の
が
、
社
会
会
計
に

与
え
ら
れ
た
本
来
的
課
題
で
あ
る
以
上
、
池
ク
タ
ー
の
問
題
は
、
基
本
的
な
重
要
性
を
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済

学
の
需
要
理
論
な
い
し
流
通
理
論
的
な
視
野
か
ら
部
門
分
割
の
原
理
を
導
き
出
す
こ
と
自
体
が
、
困
難
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

　
ヒ
ッ
ク
ス
は
、
基
本
的
な
セ
ク
タ
ー
と
し
て
、
企
業
、
家
計
、
政
府
を
あ
げ
、
開
放
体
系
の
場
合
は
、
対
外
バ
ラ
ン
ス
を
加
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

そ
し
て
こ
の
区
別
以
外
に
は
、
政
策
的
、
理
論
的
使
用
目
的
に
よ
っ
て
可
変
な
も
の
と
し
て
い
る
。
メ
ト
ー
ソ
の
分
類
は
、
も
う
少
し
細
い
。

即
ち
、
五
部
門
に
分
ち
、
イ
生
産
企
業
群
、
ロ
金
融
機
関
、
ハ
保
険
及
社
会
保
障
機
関
、
二
．
最
終
消
費
者
、
ホ
対
外
勘
定
に
別
ち
、
更
に
之

を
サ
ブ
セ
ク
タ
ー
、
即
ち
イ
を
企
業
と
個
人
（
家
屋
所
有
者
）
ロ
を
銀
行
言
及
そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
、
ハ
を
保
険
会
社
、
個
人
年
金
基
金
、

二
を
家
計
及
び
公
共
団
体
に
分
割
し
て
い
る
。
企
業
部
門
は
、
国
民
に
お
け
る
全
法
人
企
業
を
無
差
別
に
含
み
、
非
法
人
企
業
は
家
計
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

・へ

ｨ
し
込
め
ら
れ
て
あ
る
。
総
計
表
示
よ
り
は
細
い
部
門
関
聯
を
示
し
て
は
い
る
が
、
か
x
る
セ
ク
タ
ー
分
割
を
以
て
し
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ

モ
デ
ル
よ
り
の
進
歩
と
言
い
得
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
取
引
」
「
活
動
」
「
セ
ク
タ
ー
」
を
基
本
的
要
素
と
す
る
社
会
会
計
論
の
骨
脂
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
ら
、
我
々
は
そ
の
特
質
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
田
。
犀
。
。
堕
ま
年
娼
・
卜
◎
認
．
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（
2
）
も
∩
8
昌
ρ
§
婁
お
§
鼻
や
ト
。
刈
」
8
ぎ
§
・

（
3
）
　
ン
オ
ン
テ
ィ
エ
7
表
、
国
民
所
得
表
は
夫
々
結
合
勘
定
、
統
合
勘
定
の
適
例
で
あ
る
。

（
4
）
　
田
。
冨
L
露
阜
や
鱒
器
．

（
5
）
。
。
8
ロ
p
§
器
母
聲
①
暮
ら
ヤ
も
。
日
』
も
。
・

　
　
「
ス
ト
ー
ン
は
以
上
ま
で
を
次
の
如
く
要
約
し
て
居
る
。
一
定
期
間
の
あ
ら
ゆ
る
黒
眼
の
セ
ッ
ト
T
は
受
取
側
尺
と
支
払
側
の
P
二
要
素
を
含
み
、
そ
の
総
額
は
R
・
P

　
　
の
い
つ
れ
で
も
表
示
し
う
る
。
　
（
一
方
的
取
引
は
考
慮
せ
ず
）
R
・
P
聞
の
大
量
的
販
引
を
分
類
す
る
規
準
と
し
て
、
取
引
者
・
z
、
・
活
動
8
、
取
引
目
的
α
を
あ
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
事
が
出
来
る
。
即
ち
）
を
も
っ
て
取
引
交
流
を
い
み
す
る
と
す
れ
ば
》
§
　
　
着
き
黛
（
面
C
　
帖
且
旧
、
㌔
貸
什
鋼
車
甲
近
心
愈
）

　
　
R
・
P
・
T
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
、
貨
幣
単
位
で
示
す
と
、
か
」
る
単
位
は
加
算
可
能
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
M
M
M
℃
§
川
M
M
M
§
m
↓
．

　
　
　
　
　
　
　
叫
　
騎
　
象
　
　
　
　
　
　
画
　
貸
　
勲

　
丁
は
R
。
P
に
双
方
記
帳
さ
れ
夫
々
、
コ
シ
ス
ト
レ
イ
ン
さ
れ
る
。
こ
の
コ
ン
ス
ト
レ
イ
y
の
数
は
≧
蕊
l
H
で
あ
る
。
P
・
R
は
・
z
、
θ
、
α
に
関
し
、
コ
ン
ソ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
デ
ー
シ
ヨ
ン
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
今
α
を
生
産
、
消
費
、
貯
蓄
i
投
資
に
限
れ
ば
、
評
9
　
肉
賢
織
升
黛
共
通
部
分
は
。
き
。
話
す
る
。
又
、
　
セ
ク
タ
ー
に
統

　
　
含
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　

　
　
、
費
　
　
需
皆
統
合
に
よ
り
我
々
は
、
T
を
更
に
減
じ
共
通
取
引
を
相
殺
し
純
額
を
得
る
。

一135，　一

三
、
杜
會
會
計
論
の
特
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
勘
定
形
式
と
表
形
式

　
国
民
所
得
論
が
、
表
形
式
を
そ
の
特
徴
と
す
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
之
に
対
し
、
個
体
勘
定
か
ら
出
発
し
、
之
を
国
民
経
済
を
構
成
す

る
所
の
諸
部
門
に
統
合
せ
し
め
、
諸
部
門
間
の
結
合
、
相
関
を
し
め
す
如
く
組
立
て
ら
れ
た
部
門
勘
定
群
の
セ
ッ
ト
（
ω
①
酔
　
O
h
　
　
g
O
O
O
口
⇔
♂
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

は
、
一
国
経
済
循
環
を
構
造
的
に
示
す
靴
工
勘
定
群
（
ε
ρ
弓
け
一
〇
渾
岡
用
件
①
自
　
　
㊤
O
O
O
目
高
け
Q
D
）
と
し
て
、
社
会
会
計
論
者
た
ち
に
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
。

社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格



（二）　家

稼　得　勘　定

計 （一）　生　産　企業

生　産　勘　定

購入

　a企業ヨリ

　h政府ヨリ

減価償却費積立金

二二税

稼得余剰

支払高

所得一支出a／cへ
購入

　a政府ヨリ

　b家計ヨリ

　c対外a／cヨリ
減価償却積立金

聞接税

受取高

生産余剰

販売一生産勘定向

　a家計へ

　b政府へ
販売滞留・／・向

　a企業へ
　b家計へ
　c政府へ
対外a／cへ販売

棚卸資産形成

補助金

社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
絡

配　分　勘　定

所得支出勘定 対外a／cヘノ支払判子

購入

　a企業ヨリ

　b対外ヨリ

直接税

貯蓄

支払高

稼高余剰

対外a／cカラ受取利子

　　　　〃　　　配当

企業カラ配当受取

引出金

賃金　俸給

政府カラノ移転所得

受取高

貯蓄一投資勘定

支払利子

　a家計へ

　h政府へ
配当支払

　a対外a／cへ

　b家計へ

　c政府昏

政府ヘノ移転支出＊

引出金

　a家計へ

　b政府へ

直接税

貯蓄

固定資産形成

貸付債務弁債

　a企業へ

　b政府へ

支払高

減価償却費積立金

貯蓄

生産余剰

対外a／cカラノ受取利

子

　　　〃　　　配当

受取利子

　a家計へ

　b政府へ

＊政府企業の場合

滞　留　勘　定

受取高

固定資産形成

棚卸　　〃

貸付債務弁債

　a家計へ

　b政府へ

　c対外a／cへ

滅価償却積立金

貯蓄

rI34一一



（四）　対　外　勘　定
（三）　政 府

生　産　勘　定

社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

日本ノ企業カラノ購入

日本ヘノ利子支払

日本ヘノ配当〃

　a企業へ

　h家計へ

日本ヘノ贈与

貸付及ビ債務弁債

　a日本企業へ

　b日本政府へ

支払高

日本ヘノ販売

a企業へ

b家計へ
。政府へ

日本カラノ利子i受取

　　〃　　配当〃

購入

　a企業ヨリ

　h対外a／cヨリ

減価償却積立金

間接税

生産余剰

受取高

受取高

課金

　a企業ヨリ

　h家計〃

配分a／cへ

支払高

配　分　勘　定

（五）国民所得　勘定

総生産勘・定

生産a／cヨリ

補助金

対外a／cへ利子支払

支払利子

　a企業へ

　b家計へ

賃金　俸給

家計へ移転所得

貯蓄

対外a／cカラの購入

　a企業ニヨル

　b政府　〃

減価償却引立金

　a企業ニヨル

　b政府　〃

　c家計　〃

聞接税

　a企業カラ

　b家計〃
生産余剰

　a企業

　h家計

　c政府

「対外a／cヘノ販売
1

［貯蓄一投資・／・〃
　

！所得支出　　　〃

　aet計　＝ヨル

　b政府
；棚卸資産形成

三助金
E
I

支払高

聞接税

　a企業カラ

　b家計カラ

　c政府カラ

生産余剰

対外a／cカラ受取利子

企業　　　〃

企業カラ配当

移転収入

引出金

直：接税

　a企業

　b家計

受取高

貯蓄投資勘定

固定資産形成

貸付及債務弁債

　a企業へ

　b家計へ

　c対外a／cへ

総受取高 総支払高 支払高

減価償却引当金

．貯蓄

対外a／cカラノ贈与

受取高
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以
下
は
ミ
ー
ド
及
び
ス
ト
ー
ン
の
表
で
あ
る
。

次
に
「
表
」
形
式
を
見
よ
う
。
こ
の
典
型
と
し
て
、
英
国
初
期
の
白
書
や
、

ー
ド
及
び
ス
ト
ー
ン
に
よ
る
国
民
所
得
表
が
あ
げ
ら
れ
る
Q

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
、
か
く
て
、
総
額
が
三
面
等
価
原
則
の
下
に
い
わ
ぽ
上
か
ら
示
さ
れ
る
「
表
」
形

之
等
の
部
門
群
の
最
終
的
統
合
に
よ
っ
て
、

総：所得一支出　　勘定

定
期
間
に
お
け
る
一
国
民
経
済
の
総

生産a／cカラ購入

　a家計＝ヨル

　b政府　〃

対外a／cカラ購入

（家計ニヨル）

補助金

対外a／cへ利子支払

貯蓄

　a企業ニヨル

　b家計　〃

　c政府　〃

総支払出

間接税

生産余剰

対外a／cカラノ受取利

子

　a企業へ

　b家計へ

　c政府へ

対外a／cカラノ配当

　a企業

　b家計

総受取高

総貯蓄投盗勘定

式？生
に） Y
油
し
経
済
の
内
部
構
造
診
断
に
優
れ
て
優
越
す

額
、
総
消
費
額
、
総
貯
蓄
額
、
総
損
益
額
が
示

固定資産形成

　a企業ニヨル

　b家計　〃

　c政府　〃

棚卸資産形成

対外a／cヘノ貸付

　a企業ニヨル

　b政府　〃

総支払高

減価償却引当金

貯蓄

対外a／Cカラノ贈与

総受取高
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祉
会
会
計
論
…
の
基
太
　
的
性
格

ら
診
断
さ
れ
る
と
ゆ
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

麦
出
は
総
国
外
収
入
と
、
対
照
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
政
府

バ
ラ
ン
ス
が
、
明
示
さ
れ
、
い
わ
ぽ
国
民
経
済
の
循
還
が
表
面
か

　
こ
の
表
に
於
て
、
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
総
額
と
し
て
の
国
民

所
得
が
同
じ
く
総
額
と
し
て
の
国
民
生
産
物
と
見
合
い
、
貯
蓄
総

計
額
は
投
資
総
計
額
、
総
国
内
支
出
は
総
国
内
所
得
と
、
総
国
外

A 表

要素国民所得

代
潤
金

地
利
賃

要素国民生産物

　諸生産物

　諸用役
　政府用役

海外からの所得

西 出

表

民間消費支出

　政府支：出

　補助金

　一間接税

　国内投資

　海外投資

B

個入所得

国民所得

移転所得

一直接税

一政府所得

一企業貯蓄

分 配 個入消費貯蓄

低位階級所得

高　　〃

　一直接税

民聞消費支出

　貯蓄

D 表 。 表

海外からの収入

海外からの所得

海外への支出 貯蓄源泉

海外への経常支

出

　対外投資

貯蓄
企業貯蓄

投資源泉

国内及海外投資

　政府赤字

E 表

国内支出ニヨル
所得

　国民所得

一海外カラノ所

得

国内ヘノ経常支
出及ビ国内投資

財　　政　　表

政府収入

経済支出一海外

ヘノ経常支出

　国内投資

　直接税

　聞〃
財政バランス

政府麦切

移転所得支出

　補助金
　政府支出
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社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

　
か
く
て
、
形
式
に
於
て
全
く
新
し
い
社
会
会
計
論
が
、
国
民
所
得
論
の
残
し
た
課
題
を
解
決
す
る
か
の
如
き
観
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、

已
に
述
べ
た
、
社
会
会
計
論
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
国
民
所
得
論
と
の
差
異
は
、
形
式
的
に
は
、
と
に
か
く
、
実
質
的
に
は
差
程
重
大
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
個
人
取
引
の
分
類
に
よ
り
得
ら
れ
た
個
体
経
済
の
た
め
の
勘
定
体
系
は
、
国
民
所
得
論
の
総
支
出
表
と
同
じ

ぐ
ケ
イ
ン
ズ
恒
等
式
に
よ
り
、
そ
の
経
済
的
意
味
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
個
別
勘
定
を
適
宜
集
積
し
、
一
国
経
済
表
を
表
示
す

る
部
門
分
割
原
理
は
、
そ
の
根
拠
が
、
な
お
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
個
人
勘
定
か
ら
出
発
し
、
之
を
集

積
、
統
合
し
た
部
門
別
勘
定
に
よ
つ
て
部
門
間
の
流
通
関
連
を
示
す
こ
と
に
於
て
、
・
こ
の
体
系
は
、
マ
ク
ロ
な
量
よ
り
は
小
さ
い
量
を
相
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
、
表
形
式
の
巨
視
的
性
格
を
止
揚
し
た
と
ゆ
う
事
は
出
来
な
い
。

　
（
1
）
　
。
。
8
昌
ρ
閃
暮
亀
。
口
ω
・
毛
．
笛
ρ
鼻
こ
竈
・
G
。
7
c
。
・
を
参
照

　
（
2
）
　
こ
の
表
は
、
日
冨
国
⇔
8
0
邑
。
冒
口
崔
。
。
㌍
H
O
葭
に
冒
＄
山
と
も
∩
8
口
①
の
共
著
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
取
引
行
列
の
理
論
と
ケ
イ
ン
ズ
・
モ
デ
ル

　
我
々
は
、
社
会
会
計
体
系
の
第
一
の
特
質
と
し
て
、
そ
れ
が
、
国
民
経
済
構
造
を
そ
の
内
包
す
る
個
々
の
構
成
体
相
互
間
の
取
引
連
関
を

以
て
明
ら
か
に
す
る
目
的
を
も
つ
こ
と
、
及
び
、
か
N
る
分
析
方
法
は
ヶ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
所
得
分
析
の
巨
視
的
性
格
を
救
う
た
め
構
想
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
知
っ
た
。
而
も
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
質
的
に
国
民
所
得
論
と
大
差
の
な
い
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
然

ら
ば
更
に
立
入
っ
て
、
こ
の
社
会
会
計
の
モ
デ
ル
は
、
国
民
所
得
論
の
基
礎
的
原
理
た
る
ケ
イ
ン
ズ
理
論
か
ら
の
脱
却
に
ど
の
程
度
成
功
し
、

そ
の
上
一
国
の
構
造
分
析
に
必
要
な
方
向
を
と
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
衆
知
の
如
く
ケ
イ
ン
ズ
の
モ
デ
ル
は
、
次
の
如
き
総
体
野
間
の
方
程
式
を
以
て
表
現
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
の
（
3
図
）
1
1
N
（
聴
図
）
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ミ
ー
1
卜
（
き
憎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
目
、
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
u
、
（
ヒ
）

　　

@　

@　

@　

@
・
↓
（
H
－
十
）
ミ
≧
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
此
（
e
）

　
　
　
　
　
　
但
し
”
毒
酒
鈎
P
P
鼠
き
き
3
博
は
、
央
々
、
所
得
、
投
資
、
貯
蓄
、
消
費
、
生
産
高
、
貨
幣
量
、
利
子
率
、
雇

　
　
　
　
　
用
量
、
貨
幣
賃
金
、
価
格
を
現
す
。

　
こ
の
モ
デ
ル
は
、
一
章
の
与
件
の
下
に
、
雇
用
及
産
出
論
口
同
の
サ
イ
ズ
を
決
定
す
る
需
要
分
析
の
た
め
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
経
済
を
封
鎖
体

系
に
あ
る
も
の
、
叉
政
府
活
動
は
な
き
も
の
の
仮
定
に
立
つ
。
彼
の
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
経
済
内
部
を
構
成
す
る
個
体

に
つ
い
て
は
、
有
効
需
要
の
分
析
に
と
っ
て
そ
の
異
質
性
を
無
視
し
得
る
も
の
と
す
る
。
即
ち
、
消
費
者
個
人
に
と
り
、
そ
の
階
級
的
性
格

は
無
視
せ
ら
れ
、
要
素
費
用
所
得
と
企
業
利
潤
は
一
応
区
別
は
さ
れ
る
が
、
所
得
の
支
出
面
に
煮
て
こ
の
区
別
は
捨
象
さ
れ
て
、
例
え
ば
共

通
の
消
費
性
向
9
と
し
て
把
握
さ
れ
そ
の
特
質
が
無
視
さ
れ
、
生
産
過
程
は
分
析
の
目
標
で
は
な
く
、
企
業
間
の
産
業
構
造
の
理
論
を
欠

く
た
め
企
業
の
異
質
性
は
無
視
せ
ら
れ
、
生
産
、
投
資
の
質
料
的
定
義
は
明
確
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
需
要
は
、
再
生
産
の
契
機
と
し
て

把
握
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
所
得
を
、
純
所
得
と
し
て
把
え
、
資
本
蓄
積
と
の
連
関
は
僅
か
に
使
用
者
費
用
の
分
析
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
巨
視
的
性
情
を
逃
れ
る
た
め
、
後
継
老
た
ち
の
努
力
は
、
モ
デ
ル
の
精
密
化
、
変
数
及
関
連
の
増
加
に
努

　
（
2
）

め
た
。
こ
の
揚
合
、
そ
の
標
準
は
、
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
云
う
如
く
「
総
体
量
の
内
包
す
る
異
質
性
を
代
表
し
、
し
か
も
、
分
析
に
煩
錯
で

な
い
程
度
に
大
き
く
、
な
お
残
存
す
る
性
質
が
分
析
を
く
っ
が
え
さ
ゴ
る
」
水
準
に
も
と
め
ら
れ
畑
衆
勘
定
の
導
入
、
政
府
部
門
の
導
入
等

　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
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社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

を
加
え
、
数
部
門
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
、
有
効
需
要
を
細
密
に
規
定
す
る
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
こ
と
が
追
及
さ
れ
た
。

　
そ
う
し
た
努
力
の
一
つ
の
方
向
が
社
会
会
計
論
と
な
っ
た
こ
と
は
充
分
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
社
会
を
、
個
々
の
経

済
主
体
の
相
互
関
連
せ
る
場
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
取
引
に
於
て
表
現
す
る
社
会
会
計
論
の
典
型
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
ス
ト
ー
ン
の
取

引
行
列
の
理
論
が
あ
る
。
今
研
を
以
て
取
引
行
列
を
示
．
せ
ば
そ
の
、
エ
レ
メ
ン
ト
艇
ミ
ポ
冷
は
、
セ
ク
タ
ー
s
の
ブ
勘
定
の
支
出
、
セ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

タ
ー
フ
の
・
3
勘
定
の
潜
入
を
夫
々
形
成
す
る
取
引
総
量
の
価
値
を
示
す
。
研
の
中
に
は
、
財
務
取
引
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
財
貨
用
役
の
み
の

取
引
を
示
す
π
に
置
換
え
る
。
今
セ
ク
タ
ー
を
無
視
し
、
個
人
勘
定
の
た
め
の
取
引
行
列
を
考
え
る
。
勘
定
は
、
生
産
（
0
）
、
配
分
（
五
）
、

滞
留
（
R
）
の
三
勘
定
で
あ
る
。

　　

@　

@　

y
9
飼
肉

　　

@　

@
避
鷺
　
或
は
薬
嚢
）
で
爪
さ
れ
免

　
　
　
　
　
肉
［
」
『
！

　　

@
此
処
で
〒
髪
を
・
の
列
ぞ
ル
、
下
（
理
や
を
7
の
対
角
行
型
⊥
糞
、
）
・
㌣
（
糞
・
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ー
1
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
』
＋
b
冒
園
”
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ー
1
罵
　
　
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
』
N
十
b
ロ
ミ
凹
ミ
H
園

　
　
　
故
に
、
各
セ
ク
タ
」
の
牧
入
7
は
次
の
表
現
を
も
つ
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園
R
（
肉
一
b
◎
）
↓
ム
N

　　
?
A
（
5
摂
歴
。
唄
ω
）
街
L
・
。
Y
、
（
愈
塞
、
）
（
｝
）

　
　
処
で
実
際
計
算
す
れ
ば

　　

@
（
肉
歯
⊥
聴
“
輩
、
）

　　

@
（
肉
専
．
⊥
7
黛
N
聾
婁
〔
融
、
同
語
し
）

　
　
で
あ
る
か
ら
、

　　

@｛
ﾕ
丁
幽
肺
多
甜
憲
…
錨
…
｛
脳
韓
繋
鍵
鳶
と

　
　
と
な
る
。

次
に
、
部
門
別
勘
定
へ
統
合
し
、
部
門
の
取
引
連
関
を
示
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
形
式
は
同
様
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
n
ミ
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
》
、
十
切
、
『
H
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
陪
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
』
、
N
十
切
、
関
、
H
ミ
N
十
尽

R
、
S
は
、
企
業
、
家
計
、
政
府
、
対
外
勘
定
の
四
セ
ク
タ
ー
を
夫
々
代
表
す
る
。

こ
x
に
於
て
は
、
支
出
の
構
造
が
、
R
部
門
の
・
3
勘
定
か
ら
形
成
さ
れ
、
そ
の
相
互
連
関
性
の
存
在
が
ケ
イ
ン
ズ
と
異
行
列
の
形
式
で
明

　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
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社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

か
に
さ
れ
た
の
み
で
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
分
析
が
、
内
容
的
に
変
更
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故
、
此
処
に
典
型
的
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
れ
る
様
に
、
社
会
会
計
論
の
性
格
は
i
形
式
の
相
異
に
も
拘
ら
ず
一
依
然
と
し
て
有
効
需
要
分
析
の
た
め
の
交
換
バ
ラ
ン
ス
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
も
生
産
構
造
と
有
機
的
に
連
関
し
允
、
生
産
か
ら
規
定
さ
取
る
、
流
通
の
バ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
と
同
時
に
、
生
産
溝
造
を
動
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
主
体
の
生
産
関
係
を
鮮
明
に
す
る
バ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
。
有
効
需
要
の
よ
っ
て
来
る
原
因
が
生
産
な
い
し
経
済
構
造
と
切
り
は
な
さ
れ
て

い
か
か
ら
で
あ
る
。
之
が
社
会
会
計
論
の
第
二
の
特
質
で
あ
る
。

　
此
の
様
に
、
社
会
会
計
に
於
て
、
中
間
（
準
）
マ
ク
ロ
の
モ
デ
ル
が
構
築
さ
れ
た
が
、
こ
し
に
於
て
も
国
民
所
得
論
と
同
じ
く
、
実
質
的

に
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
巨
視
的
、
．
流
通
主
義
的
性
格
は
、
依
然
顕
著
で
あ
り
、
か
X
る
意
味
に
簸
て
、
国
民
経
済
の
診
断
書
と
し
て
の
役
割

は
、
極
め
て
皮
相
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
即
囚
蚕
員
目
冨
国
。
団
葛
ω
冨
昌
開
・
＜
。
冒
二
8
・
｝
署
①
巳
一
凶
・

　
　
註
　
な
お
ケ
イ
ン
ズ
モ
デ
ル
を
会
計
形
式
で
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
N
e
⑦
q
は
夫
々
粗
投
資
、
粗
貯
蓄
を
示
す
。

　
　
　
各
企
業
聞
の
差
異
、
そ
の
技
術
的
特
性
は
無
視
さ
れ
得
る
た
め
、
又
、
弾
入
消
費
者
は
そ
の
階
級
的
特
性
を
無
視
さ
れ
得
る
た
め
、
直
に
之
を
統
合
勘
定
に
て
示
す

　
　
　
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
2
）

企業売上

R
　
P

企業ヘノ支払

C
　
J
o

所得支出

C
　
S

γ

例
だ
ば
6
0
。
乱
象
轟
曽
｝
開
。
。
自
の
訂
目
二
。
ロ
亀
守
自
。
艮
。
。
。
●
9
齢
＝
糟
H
卜
D
・

O
謀
唱
目
碧
噸
岸
岸
…
ω
8
ロ
①
Ψ
　
q
D
一
ヨ
覧
。
日
胃
碧
。
・
”
〇
二
8
ヨ
＆
o
一
。
。
噂
謬
8
日
切
9
鼠
昌
⇔
ロ
ら
O
o
重
唱
薗
ニ
ロ
α
q
．

所得分配

F
　
P

y

資本形成

ちSg
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（
3
）
　
じ
d
。
巳
島
轟
L
露
飢
・
や
H
c
O
“
・

　
　
　
以
上
の
モ
デ
ル
は
、
社
会
会
計
の
諸
勘
定
の
セ
ッ
ト
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
結
　
　
　
　
び

　
以
上
。
社
会
会
計
論
の
課
題
、
構
成
、
特
質
、
の
三
つ
の
視
点
か
ら
、
我
々
は
そ
の
基
礎
的
性
格
を
追
及
し
て
来
た
が
、
此
処
に
次
の
諸

点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
即
ち
、

　
1
　
「
表
」
形
式
の
欠
陥
の
克
服
と
い
ふ
課
題
を
担
う
た
め
、
具
体
的
数
字
の
表
現
形
式
と
し
て
は
全
く
新
し
い
会
計
形
式
を
用
ひ
、
経

済
を
構
成
す
る
部
門
問
の
勘
定
聯
関
に
依
り
、
所
得
の
送
還
構
造
を
説
明
せ
ん
と
し
て
い
る
。

　
2
　
し
た
が
っ
て
、
「
表
」
の
巨
視
的
で
あ
る
と
い
ふ
欠
陥
は
、
　
一
応
救
は
れ
て
居
る
。
．

　
3
　
支
出
構
造
は
、
複
雑
化
さ
れ
た
が
、
理
論
的
背
景
は
、
ケ
イ
ン
ズ
乃
至
ヶ
イ
ン
ジ
ァ
ン
0
有
効
需
要
分
析
の
枠
を
越
え
な
い
流
通
的

性
格
を
持
つ
た
め
、
麦
出
な
い
し
需
要
が
、
経
済
構
造
及
び
生
産
構
造
か
ら
規
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
、
一
国
の
経
済
診
断
書

と
し
て
、
充
分
な
も
の
と
は
云
え
な
・
い
。

　
4
　
故
に
、
部
門
分
割
の
原
理
は
、
一
貫
し
た
理
論
を
持
た
ず
、
部
門
別
勘
定
の
セ
ッ
ト
を
種
々
構
成
し
て
も
、
そ
れ
は
、
理
論
的
前
進

と
は
認
め
ら
れ
．
な
い
。

　
5
　
社
会
会
計
論
の
諸
欠
陥
は
、
表
示
形
式
が
会
計
形
式
に
よ
る
こ
と
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
な
く
、
経
済
構
造
の
分
析
に
対
す
る
、
ケ
イ

ン
ズ
恒
等
式
及
び
部
門
分
割
に
対
す
る
ヶ
イ
ン
ジ
7
ン
一
般
の
欠
陥
に
由
る
。

因
に
・
社
会
会
計
論
の
近
時
の
動
向
ξ
き
；
。
す
る
』
一
雪
迄
も
奮
上
述
の
諸
欠
陥
へ
の
反
省
か
ら
消
費
性
向
の
二
重
緊
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

家
計
部
門
を
細
分
割
す
る
方
向
、
企
業
部
門
の
分
割
．
原
理
と
し
て
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
の
産
業
構
造
原
理
を
採
り
、
各
産
業
部
門
毎
に
企
業
部
門

　
　
　
祉
会
会
計
論
の
基
太
「
的
性
格

一143一



　
　
　
　
社
会
会
計
論
の
基
本
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
細
分
し
勘
定
を
設
定
し
て
所
．
得
の
産
業
別
循
還
を
考
察
す
る
方
向
、
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
表
や
、
コ
ー
プ
ラ
ン
ト
の
貨
幣
流
出
入
表
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

補
ひ
、
社
会
会
計
シ
ス
テ
ム
を
、
立
体
化
す
る
方
向
、
等
が
考
え
ら
れ
て
み
る
。
併
し
、
資
本
制
の
分
析
方
法
と
し
て
、
猶
且
ヶ
イ
ン
ジ
ア

ン
の
採
っ
た
立
華
を
固
執
す
る
限
り
、
そ
れ
等
は
、
単
に
複
雑
な
支
払
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
の
機
能
を
、
果
す
の
み
で
あ
ら
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

問
題
提
起
と
し
て
は
9
∪
器
8
嘗
。
コ
ざ
邦
訳
、
所
得
雇
用
及
び
公
共
政
策
ー
ハ
ン
セ
ン
氏
記
念
論
交
集
所
載
「
所
得
、
消
費
関
係
と
そ
の
意
義
」

∪
・
甲
巴
量
響
Φ
§
魯
自
§
①
ω
馨
∪
糞
き
鼠
戸
。
＝
昌
。
。
昆
・
O
。
託
①
琵
8
8
聖
ω
①
魯
・
旨
旨
ぎ
8
暮
熱
望
①
㊤
写
9
＜
9
H
・
。
．

≦
・
日
①
o
ロ
鑑
①
戸
甘
鵠
．

押
合
甲
．
男
①
象
碧
撃
。
∩
。
ヨ
①
肩
。
げ
】
窪
ω
営
営
・
ヨ
繧
弓
窪
・
三
亀
Ω
・
。
・
轟
Φ
。
・
貯
爵
Φ
即
・
巴
。
・
。
σ
…
等
冨
一
霞
a
・
。
r
ぎ
。
。
暑
卿
超
①
・
写
・

客
O
£
①
H
碧
括
目
罠
。
ぎ
㎝
窪
①
竃
8
。
回
国
罫
誘
子
円
2
α
q
げ
二
　
①
d
巳
白
山
Q
o
冨
鼠
。
・
国
8
ぎ
日
団
・
目
び
①
｝
諺
①
二
。
三
図
8
琴
ヨ
ざ
図
。
〈
凶
。
～
同
潔
N

こ
の
た
め
の
問
題
提
起
と
し
て
は
ハ

匂
．
竃
碧
α
q
2
す
宕
陶
気
嚢
紀
国
。
自
。
目
ざ
臣
8
2
馨
貯
讐
切
①
o
o
話
＃
ロ
。
二
8
Z
①
国
富
・
日
冨
局
①
二
虫
く
o
h
国
。
2
0
已
8
ω
霞
山
Q
o
雷
蓼
二
β
冥
。
＜
4
日
ゆ
給
．
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會
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

崎

心不

弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
　
　
　
　
題

　
従
来
、
会
計
の
機
械
化
は
、
会
計
処
理
に
お
け
る
経
費
の
節
減
と
か
処
理
の
迅
速
化
、
正
確
化
、
標
準
化
、
或
い
は
平
準
化
と
云
う
よ
う

な
諸
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
会
計
の
機
械
化
が
普
及
し
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
だ
け

の
考
察
に
甘
ん
じ
て
お
ら
れ
な
く
な
る
。
と
云
う
の
は
、
会
計
機
一
i
特
に
、
本
来
、
統
計
的
な
目
的
で
考
案
さ
れ
発
達
し
来
っ
た
穿
孔
カ

ー
ド
式
会
計
機
i
が
如
何
な
る
組
織
下
で
会
計
の
領
域
に
適
用
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
機
械
化
さ
れ
た
会
計
に
監
査
適
合
性
を
保
た
し
め
得

る
か
、
と
云
う
点
を
考
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
会
計
の
機
械
化
が
、
会
計
自
体
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
な
職
能
t
企
業
を
め
ぐ
っ
て
相

互
に
交
錯
す
る
利
害
関
係
を
調
和
す
る
機
能
者
と
し
て
の
一
を
ど
れ
だ
け
果
し
、
し
た
が
っ
て
、
会
計
領
域
に
お
け
る
ど
れ
だ
け
の
存
在

意
味
を
有
し
て
い
る
か
、
と
云
う
問
題
を
充
分
に
理
解
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
会
計
の
機
械
化
に
長
い
伝
統
と
経
験
を
有
す
る
先
輩
諸
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
献
は
、
最
初
、
機
械
の
技
術
機
構
の
解
説
と
か
そ
の
会

．
計
実
務
へ
の
適
用
一
般
に
そ
の
考
察
を
限
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
機
械
化
会
計
で
の
監
査
適
合
条
件
、
と
云
う
よ
う
な
問
題
を
問
う
に
至
っ

た
の
は
比
較
的
新
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
を
内
部
牽
制
と
の
関
連
に
お
い
て
断
片
的
に
取
扱
つ
た
文
献
は
夙
く
か
ら
散
見
し
得
た
が

く
暴
虐
訂
暢
騨
駕
。
露
難
窮
、
窯
齢
．
鑛
巽
薦
垂
轟
轟
。
融
．
。
虻
籍
し
と
）
・
の
問
題
を
系
統
的
に
独
立
し
愚
輩
つ
菱

　
　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

献
は
、
漸
く
、
第
二
次
大
戦
の
戦
時
中
（
ア
・
り
ヵ
）
乃
至
覆
（
イ
ギ
リ
ス
）
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
（
調
響
一
覧
詠
象

炉。
ﾂ
．
紺
、
凱
．
早
撮
露
．
訣
轟
。
夢
歯
擁
蕪
討
議
．
謁
葬
離
．
誌
蕪
新
．
聴
器
罷
り
）
。
・
の
・
と
は
該
戦
侍
中
乃
至
戦
後
を
通
じ
て

事
務
要
員
が
極
度
に
不
足
し
管
理
資
料
の
迅
速
な
調
製
が
要
望
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
米
英
の
事
情
を
背
景
と
点
て
、
会
計
の
機
械
化
が
急
速
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

普
及
し
一
般
化
し
た
結
果
、
機
械
化
の
会
計
的
な
意
味
が
改
め
て
省
察
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
云
う
理
由
を
他

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
事
情
こ
そ
異
な
れ
、
会
計
の
機
械
化
が
普
及
し
一
般
化
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
ハ
早
晩
、
問
わ
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
鼓
に
、
機
械
化
会
計
の
問
題
を
そ
の
監
査
適
合
条
件
如
何
と
云
う
見
地
か
ら
先
輩
諸
国
の
文
献
紹
述
に

よ
っ
て
取
扱
い
、
問
題
考
察
へ
の
足
場
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
小
稿
の
目
的
が
存
す
る
。

　
（
1
）
　
即
や
O
①
ヨ
9
0
7
日
冨
蛭
。
目
讐
鰹
ω
o
鴨
団
§
筈
a
6
9
巳
》
o
。
2
昌
け
言
σ
q
曽
H
8
㌍
や
く

　
（
2
）
　
既
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
の
撫
り
上
げ
方
は
違
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
問
題
の
重
要
性
に
着
目
し
問
題
の
愚
昧
を
概
括
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
塚
俊

　
　
　
　
郎
助
教
授
、
監
査
制
度
と
機
械
計
録
組
織
i
平
井
教
授
編
「
経
営
経
理
と
公
認
会
計
士
」
所
輯
－
昭
和
二
四
年
、
が
あ
る
。
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条
件

結



L一．

　
わ
れ
わ
れ
は
機
械
化
会
計
で
の
監
査
適
合
条
件
如
何
乏
云
う
主
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
会
計
自
体
で
の
機
械
化
適
合
条
件
を
一
般
的
に

明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
会
計
機
械
化
の
目
標
と
か
運
営
原
理
或
い
は
常
套
的
な
手
順
と
か
組
織
系
統
の
概

要
に
つ
い
て
．
一
応
の
理
解
を
必
要
と
す
る
。
機
械
化
適
合
性
を
す
ら
有
し
な
い
会
計
領
域
に
お
け
る
機
械
の
使
用
に
対
し
て
そ
の
監
査
適
合

条
件
を
云
々
す
る
こ
と
は
無
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
エ
　

　
一
般
に
会
計
領
域
で
の
機
械
の
使
用
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
原
理
的
に
み
て
工
場
に
お
け
る
一
般
機
械
．
の
使
用
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
い
ず
れ
も
所
要
の
人
間
労
働
を
節
減
し
所
要
の
作
業
時
間
を
短
縮
し
誤
謬
発
生
の
機
会
を
少
な
ら
し
め
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
を
要
す
る
に
、
作
業
効
率
の
向
上
に
あ
る
。
機
械
は
こ
れ
ら
目
的
達
成
の
た
め
そ
れ
が
熟
練
し
た
作
業
手
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
な
ら
　
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ば
、
肉
，
体
的
な
労
働
度
と
精
神
的
な
緊
張
度
を
作
業
遂
行
上
か
ら
著
し
く
軽
減
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
は
、
職
能
の
分
化
と
専
門
化

が
極
度
に
促
進
さ
れ
、
従
来
個
々
の
作
業
者
に
要
求
さ
れ
た
熟
練
ト
ー
或
を
程
度
の
思
考
巴
か
智
能
を
も
含
む
　
　
は
著
し
く
単
純
化
さ
れ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

単
能
化
さ
れ
な
が
ら
、
作
業
者
の
手
足
か
ら
機
械
へ
と
移
転
さ
れ
て
ゆ
く
。
会
計
領
域
で
の
機
械
使
用
に
つ
い
て
云
う
な
ら
ば
、
従
来
、
会

計
諸
資
料
の
処
理
の
た
め
会
計
係
に
要
求
さ
れ
た
熟
練
が
そ
れ
に
よ
っ
て
機
械
へ
と
移
転
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
会
計
機
械
化
の
意
味
と
性
格

を
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
え
よ
う
。

　
云
う
ま
で
も
な
く
、
会
計
は
内
外
の
利
害
関
係
者
に
対
し
企
業
の
財
政
状
態
と
経
営
成
績
に
関
す
る
報
告
を
行
う
べ
き
職
能
を
有
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
高
度
の
熟
練
を
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
熟
練
の
う
ち
常
規
化
し
分
化
・
専
門
化
し
得
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
機
械
化
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
か
Σ
る
機
械
化
に
よ
っ
て
右
の
機
械
一
般
か
ら
期
待
し
得
る
効
果
を
享
受
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査



（
－
）

（
2
）

（
3
）

　
し
か
し
な
が
ら
、

で
あ
れ
ば
、

い
。
す
な
わ
ち

　
　
1
　
従
来
の
会
計
組
織
で
調
製
し
来
っ
た
立
願
乃
至
報
告
書
が
、
実
際
上
、
果
し
て
．
有
用
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
有
用
で
あ
る
と

　
　
　
し
て
も
、
そ
れ
は
企
画
当
初
の
意
味
で
有
用
な
の
か
ど
う
か

　
　
2
　
従
来
の
会
計
組
織
で
調
製
し
来
っ
た
以
外
に
有
用
な
証
慧
乃
至
報
告
書
が
果
し
て
な
い
か
ど
う
か
。
あ
る
と
仮
に
す
れ
ば
、
そ
れ

　
　
　
は
従
来
の
会
計
組
織
で
調
製
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。

　
　
3
　
従
来
の
会
計
組
織
の
下
で
所
要
の
証
言
乃
至
報
告
書
を
必
要
な
期
限
内
に
、
し
か
も
、
許
さ
れ
得
る
経
費
の
枠
内
で
調
製
し
得
る

　
　
　
　
ヨ
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
カ
ど
う
カ

　
　
4
　
従
来
の
会
計
組
織
の
下
で
は
事
務
処
理
に
仕
事
の
ピ
ー
ク
が
生
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。
生
じ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
新
規
に
仕

　
　
　
事
を
課
せ
ら
れ
た
と
き
、
直
ぐ
弾
力
的
に
そ
れ
に
応
じ
得
る
余
裕
が
あ
る
か
ど
う
か

　
勿
論
、
こ
れ
ら
は
個
々
の
経
営
が
絶
対
的
に
「
諾
」
と
か
絶
対
的
に
「
否
」
と
は
答
え
得
な
い
問
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
相
対
的
に
も
せ

会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

こ
の
こ
と
は
、
勿
論
、
会
計
領
域
で
用
い
る
機
械
と
工
場
で
用
い
る
機
械
一
般
が
技
術
的
に
同
一
の
原
理
に
立
つ
と
云
う
訳
で
は
な
い
（
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
、

9
q
o
巳
8
炉
竃
9
。
。
ぼ
葛
｝
。
8
ロ
ロ
銘
昌
撃
H
O
u
O
り
喝
も
・
日
～
O
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
も
　
　
　
も

近
代
的
な
大
規
摸
事
業
の
基
礎
た
る
機
械
の
本
質
に
つ
い
て
、
機
械
と
は
「
吻
を
一
定
の
労
働
作
業
に
転
換
す
る
た
め
に
、
単
に
姶
動
的
な
操
作
だ
け
を
必
要
と
す

る
よ
う
な
機
構
」
（
宮
田
喜
代
蔵
教
授
、
経
営
合
理
化
の
原
理
、
昭
湘
二
四
年
、
二
二
七
頁
i
但
し
傍
点
筆
者
）
で
あ
る
、
と
の
適
切
な
規
定
が
あ
る
。
小
稿
に
の

べ
る
会
計
機
も
亦
か
x
る
範
疇
に
入
る
も
の
を
指
す
。

O
．
q
D
・
囚
ぎ
冨
＝
岱
巳
U
・
Q
D
’
国
ぎ
冨
一
ポ
冒
“
甲
言
9
覧
窃
o
n
　
同
旨
口
。
・
皇
図
O
品
£
。
巳
国
餌
島
。
戸
同
O
ω
P
や
や
H
凱
～
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
　
　
　
　
従
来
の
会
計
組
織
や
そ
こ
に
調
製
さ
れ
る
証
慧
記
録
乃
至
報
告
書
を
調
査
し
て
、
も
し
、
以
下
の
諸
問
に
つ
い
て
「
諾
」

　
機
械
化
に
よ
る
叙
上
の
如
き
効
益
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
、
有
益
な
策
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
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よ
「
否
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
企
業
に
お
い
て
の
み
、
会
計
の
機
械
化
に
よ
っ
て
上
記
せ
る
機
械
一
般
の
効
益
を
期
待
す
る
こ
と
が
望
し

く
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
会
計
機
械
化
の
た
め
に
会
計
組
織
、
更
に
広
く
経
営
組
織
一
般
の
検
討
分
析
が
何
よ
り
も
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
な
検

　
　
　
討
の
手
順
は
悶
・
O
・
q
D
魯
轟
集
Φ
H
⇔
邑
国
・
ρ
ピ
碧
q
q
曽
一
ぴ
拝
甲
C
。
器
ρ
に
譲
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
コ
グ
ニ
シ
ヨ
ン
　
エ
バ
リ
ユ
エ
イ
シ
ヨ
ン
　
ク
ラ
シ
フ
イ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
　
デ
イ
フ
ヘ
ク
リ
プ
シ
ヨ
ン

　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
会
計
活
動
と
は
四
つ
の
異
っ
た
段
階
、
す
な
わ
ち
、
認
　
識
、
評
・
価
、
分
　
　
類
、
‘
記
　
　
述
、
、
の
四
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

階
か
ら
成
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
段
階
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
、
常
規
化
し
分
化
・
専
門
化
し
得
る
作
業
行
程
は

　
　
一
　
「
認
識
」
　
の
中
の
取
引
の
原
始
証
慧
記
録

　
　
2
　
「
評
価
」
　
の
中
の
加
減
等
の
計
算
手
続

　
　
3
　
「
分
類
」
　
の
中
の
所
定
原
則
に
基
く
仕
訳
・
転
記
及
び
統
轄

　
　
4
　
「
記
述
」
　
の
中
の
諸
証
源
乃
至
報
告
書
の
転
写
や
記
録

　
で
あ
る
が
ら
、
こ
れ
ら
作
業
行
程
に
お
い
て
一
貫
的
叉
は
部
分
的
に
会
計
機
を
適
用
処
理
し
得
る
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
亡
れ
ら
作

業
行
程
の
全
部
乃
至
一
部
を
凡
ゆ
る
場
合
に
機
械
化
し
て
了
う
こ
と
が
必
ず
し
も
得
策
と
は
限
ら
な
い
。
例
、
兄
ぽ
、
処
理
す
べ
ぎ
取
引
量
が

少
く
、
叉
は
多
い
と
し
て
も
同
種
の
取
引
量
が
少
い
場
合
、
そ
れ
ら
取
引
の
会
計
処
理
を
機
械
化
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
剰
っ
た
時
間
を

他
へ
有
効
に
活
用
し
得
な
け
れ
ば
、
結
局
、
無
駄
な
こ
と
に
な
っ
て
了
う
。
普
通
、
こ
れ
ら
剰
っ
た
時
間
を
他
に
転
．
活
用
す
る
こ
と
は
頗

る
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
計
機
械
化
の
成
否
は
、
同
種
の
会
計
処
理
の
可
能
な
取
引
量
が
相
当
程
度
存
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

係
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
　
一
企
業
の
会
計
事
務
に
お
い
て
、
そ
の
全
行
程
を
機
械
化
す
べ
き
か
、
　
一
部
の
行
程
を
機
械
化

す
べ
き
か
、
と
云
う
こ
と
、
或
い
は
、
万
能
会
計
機
を
用
う
べ
き
か
、
単
能
会
計
機
を
用
う
べ
き
か
、
と
云
う
こ
と
の
判
断
基
準
と
な
る
の

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

一149一



　
　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
こ
と
は
、
機
械
化
会
計
で
の
監
査
適
合
条
件
を
問
う
以
前
に
会
計
活
動
の
個
．
々
の
行
程
を
そ
の
各
構
成
単
位

に
ま
で
分
解
し
そ
れ
ぞ
れ
で
の
事
務
処
理
の
性
格
を
常
套
的
な
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
に
分
別
し
た
上
で
そ
の
機
械
化
適
合
性
に
つ
き
検
．

討
し
て
お
ぐ
必
要
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
大
規
模
な
企
業
で
は
、
会
計
事
務
の
領
域
を
異
に
す
る
に
つ
れ
諸
種
の
会
計
機
を
適
用
す
る
方
が
、
単
一
の
会
計
機
に
よ

る
よ
り
も
、
よ
い
結
果
を
生
む
場
合
も
出
て
く
る
。
何
と
な
れ
ば
、
会
計
機
の
機
種
に
よ
っ
て
機
械
化
適
合
要
件
の
期
待
さ
れ
る
強
さ
程
度

が
、
自
か
ら
、
違
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

　
　
仕
入
・
売
上
一
特
に
送
状
作
成
t
関
係
、
現
金
収
支
、
人
名
勘
定
関
係
の
会
計
事
務
処
理
に
は
、
記
帳
会
計
機

　
　
送
状
・
仕
切
状
・
倉
出
請
求
書
の
管
理
分
析
、
給
与
計
算
そ
の
作
表
・
分
析
関
係
の
会
計
事
務
処
理
に
は
、
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
構

　
　
損
益
関
係
の
元
帳
乃
至
秘
密
元
帳
の
処
理
に
は
従
来
通
り
の
手
記
方
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
と
云
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
会
計
機
適
用
の
具
体
的
な
事
例
で
あ
る
。

　
（
5
）
財
．
○
．
ρ
・
9
弓
。
書
g
国
・
け
窪
酔
§
量
中
艶
冨
。
h
諺
§
§
謹
α
・
げ
・
鼠
・
8
豊
。
切
幕
・
・
巳
。
。
§
山
鼠
・
評
同
冒
。
門
2
屋
島
影
。
。
。
。
。
ら
．
や
鱒
H
ひ
㍉

　
（
6
）
　
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
よ
る
場
合
、
そ
の
機
械
化
適
合
性
を
決
す
る
モ
ウ
一
つ
の
重
要
な
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
機
械
化
し
よ
う
と
す
る
会
計
事
務
の
諸
領
域

　
　
　
　
で
ど
れ
だ
け
相
互
に
取
引
資
料
の
関
連
性
が
あ
る
か
と
云
う
こ
、
と
、
す
な
わ
ち
、
一
の
取
引
資
料
を
ど
れ
だ
け
多
く
の
目
的
に
活
用
し
得
る
か
と
云
う
こ
と
、
こ
れ

　
　
　
　
で
あ
る
。
と
云
う
こ
と
は
、
従
来
、
＝
婁
舞
ξ
け
冒
窃
画
。
苫
ロ
諺
①
曾
竃
。
㊤
凱
。
・
噂
と
問
う
こ
と
こ
そ
機
械
化
適
合
性
如
何
を
決
め
る
唯
一
の
条
件
と
さ
れ
て
ぎ
た

　
　
　
　
け
れ
ど
も
、
最
近
に
お
け
る
カ
ー
ド
の
自
動
穿
孔
方
式
の
発
達
に
よ
っ
て
＝
睾
。
h
“
曾
号
図
窪
島
Φ
9
①
器
藷
一
昌
ま
善
魯
ご
昌
噌
の
如
何
に
よ
っ
て
機
械
化
適
合

　
　
　
　
性
の
程
度
が
決
ま
る
と
云
う
よ
う
に
変
っ
て
き
た
の
で
あ
る
（
『
国
・
＜
き
葛
寅
目
冨
臣
。
8
§
富
三
。
・
．
閑
①
名
。
蕊
ま
囲
ξ
ぎ
渥
き
昌
ぎ
α
q
し
D
8
8
ω
。
・
鴨
巳
勺
盲
臨
巴
O
£
。
≧

　
　
　
　
H
島
鼠
貯
江
。
p
匂
・
。
h
＞
」
2
0
＜
‘
H
逡
P
℃
も
．
劇
O
卜
。
～
お
日

　
（
7
）
　
例
え
ば
ρ
も
∩
9
8
ロ
L
営
亀
‘
の
各
章
の
具
体
例
か
ら
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
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へ
8
）

　
会
計
事
務
の
機
械
化
適
合
性
を
左
右
す
る
個
別
的
な
条
件
と
し
て
は
、
機
械
化
に
要
す
る
一
時
的
な
経
費
の
問
題
と
か
そ
こ
で
の
機
械
的

事
務
処
理
に
要
す
る
時
間
の
問
繍
W
叉
、
或
い
は
機
械
操
作
の
媒
体
た
る
カ
ー
ド
や
結
果
た
る
諸
記
録
乃
至
報
告
書
の
フ
ォ
ー
ム
構
成
に
関

　
　
　
　
へ
1
0
）

す
る
問
題
等
、
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
概
ね
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
叉
、
小
稿
で
の
主
題
と
直
接
の
関
連
を

余
り
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
鼓
で
は
こ
れ
ら
に
立
入
る
こ
と
を
避
け
る
。

　
（
8
）
ρ
・
。
三
§
L
匿
圃
電
．
目
・
、
ρ
巨
●

　
（
9
）
　
舷
で
機
械
的
事
務
処
理
に
必
要
な
詳
聞
と
は
単
に
会
計
機
の
実
際
操
作
時
間
と
云
う
よ
う
な
技
術
的
な
意
昧
で
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
原
始
証
愚
の

　
侮
成
に
要
す
る
時
間
、
そ
の
検
証
の
た
め
の
箕
①
・
H
露
営
鵬
（
後
述
）
に
要
す
る
時
間
、
突
合
せ
照
合
に
要
す
る
時
聞
、
内
部
牽
制
の
運
営
に
要
す
る
時
間
等
を
も
含
ん
で
い
る
。

　
（
1
0
）
　
頃
．
O
・
q
∩
鼻
葛
集
巴
9
。
巳
出
・
O
・
目
留
叩
一
露
畠
・
”
O
劉
自
お
よ
び
O
・
Q
∩
暮
8
戸
厚
岸
噸
唱
・
囑
・
会
刈
～
弩

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
以
下
、
監
査
適
合
性
を
保
つ
た
め
の
機
械
化
会
計
で
の
条
件
を
問
題
と
す
る
併
合
、
外
部
監
査
を
前
提
と
す
る
。
叉
、
一
応
、
経
営
監
査

の
領
域
に
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
周
知
の
如
く
、
会
計
の
機
械
化
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
記
録
作
成
の
手
段
に
お
け
る
変
化
に
し
か
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
記
録
行
為
自

体
を
原
理
的
に
変
更
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
元
来
、
一
．
企
業
の
作
成
す
る
財
務
諸
表
に
つ
き
、
そ
れ
が
当
該
企
業
の
財

政
状
態
と
経
営
成
績
を
適
正
に
表
示
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
監
査
実
践
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
準
と
か
準
則
自
体
が
会
計
の
機
械
化
に
よ

っ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
云
う
筋
合
の
も
の
で
は
、
当
然
、
な
い
。
唯
、
記
録
作
成
の
手
段
方
法
が
機
械
化
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
る

か
ら
、
会
計
記
録
の
信
富
農
を
確
め
る
た
め
そ
の
作
成
方
法
を
検
証
す
る
監
査
の
常
規
手
順
が
、
相
当
程
度
、
変
容
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
く
る
。

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

　
と
云
っ
て
も
、
「
従
来
で
も
、
監
査
執
行
上
に
あ
っ
た
方
が
便
利
な
罵
る
種
の
記
録
、
例
え
ば
特
殊
仕
訳
帳
の
よ
う
な
記
録
が
伝
来
的
な
形

で
作
成
さ
れ
ず
証
，
源
の
完
全
な
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
機
構
を
利
用
し
て
証
愚
か
ら
元
帳
へ
の
直
接
転
記
と
云
う
方
式
で
処
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

揚
重
、
監
査
の
伝
統
的
な
常
套
手
順
に
は
若
干
の
修
正
が
必
要
で
あ
っ
た
。
機
械
化
会
計
で
の
監
査
手
順
の
変
更
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
唯
、
従
来
の
手
記
的
な
会
計
処
理
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
内
部
牽
制
と
か
内
部
統
制
の
組
織
乏
関
連
せ
し
め
て

の
み
最
終
的
な
会
計
記
録
の
謬
論
性
を
確
め
得
た
の
で
あ
る
が
、
機
槻
的
な
会
計
処
理
で
は
、
内
部
牽
制
と
か
内
部
統
制
の
組
織
と
関
連
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

し
め
る
と
と
も
に
所
謂
機
械
自
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
構
に
よ
っ
て
も
記
録
の
信
慧
性
を
確
め
得
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
だ
け
、
記
録
の
信

愚
性
を
高
め
得
る
訳
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
機
械
化
会
計
で
固
有
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
る
語
　
　
例
え
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
勘
定
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
欄
等
と
し
て
用
い
る
f
は
機
械
運
行
の
技
術
的
な
正
確
性
を

　
　
　
保
証
す
る
た
め
の
手
段
機
構
と
云
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
企
業
の
作
成
す
る
会
計
諸
記
録
乃
至
報
告
書
は
、
経
営
者
層
に
対
し
て
そ
の
管
理
統
制
と
そ
の
管
理
執
行
に
必
要
な
資
料
を

提
供
し
、
所
有
者
層
に
対
し
て
そ
の
投
資
管
理
と
そ
の
訳
語
判
断
の
た
め
の
正
確
適
切
な
資
料
を
提
供
す
る
、
ど
云
う
目
的
を
も
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
予
め
監
査
の
執
行
に
好
便
な
よ
う
に
考
慮
さ
れ
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
の
作
成
す
る
会

計
記
録
に
柔
毛
、
そ
の
作
成
手
順
の
面
で
被
監
査
者
と
監
査
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
く
関
心
の
所
在
は
往
々
に
し
て
喰
違
っ
て
く
る
。
両
者
間

の
齪
酷
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
も
、
機
械
的
な
処
理
手
順
の
変
更
す
る
こ
と
は
、
手
記
的
な
場
合
で
の
そ
れ
に
比
し
、
格
段
に
巨
額
な
経
費

と
熾
烈
な
人
的
軋
礫
を
伴
い
勝
ち
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
調
整
は
至
極
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
監
査
人
は
、
自
ら

の
監
査
目
的
達
成
の
た
め
、
徒
ら
に
労
多
く
時
日
を
費
す
迂
り
路
の
監
査
手
順
を
践
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
起
つ
セ
く
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
迂
り
路
の
手
順
を
践
ま
な
く
て
も
よ
い
よ
う
、
監
査
人
ど
し
て
は
、
被
監
査
者
側
の
会
計
組
織
の
流
れ
を
揮

．一一一
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乱
し
た
り
無
暗
に
手
間
を
煩
わ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
必
要
な
会
計
記
録
を
入
手
し
得
る
だ
け
の
措
置
を
講
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来

で
も
、
監
査
調
書
の
作
成
に
必
要
な
、
例
え
ば
各
種
の
残
高
一
覧
表
の
如
き
資
料
は
日
常
の
会
計
実
践
の
裡
で
被
監
査
側
に
一
枚
だ
け
余
分

な
コ
ッ
ピ
イ
を
作
成
さ
せ
る
よ
う
に
仕
組
ん
で
お
く
こ
と
が
監
査
人
に
と
っ
て
の
賢
明
な
措
贋
で
あ
っ
た
。
機
械
化
会
計
の
監
査
に
際
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ス
　
ト

こ
の
こ
と
は
殊
に
肝
要
な
措
置
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
帳
会
計
機
に
よ
る
と
き
は
そ
こ
で
必
要
な
元
帳
転
記
額
に
関
す
る
ブ
ル
ー
フ
一
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ス
ト
　
　
サ
　
　
マ
　
　
リ

（
労
ー
ボ
ン
コ
ッ
ピ
イ
の
分
）
を
、
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
よ
る
場
合
は
元
帳
転
記
に
用
い
た
カ
ー
ド
の
一
覧
か
集
約
表
を
、
残
す
よ
う

に
仕
組
ん
で
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
機
械
化
会
計
の
組
織
系
統
は
、
予
め
そ
の
常
規
的
な
手
順
や
様
式
を
監
査
人
の
監
査
執
行
に
便
な
る
よ
う
仕
組
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
強
調
す
る
論
者

　
　
　
　
（
匂
●
q
。
．
q
。
巨
葺
国
昌
畠
巴
＄
目
幽
跨
8
。
主
帥
蓋
・
。
巳
鼻
①
準
。
h
①
。
…
諺
巴
≧
8
巨
訂
三
糟
電
●
卜
。
刈
～
⊆
。
↑
）
が
あ
る
。
監
査
の
執
行
に
便
な
ら
ざ
る
機
械
的
な
処
理
手

　
　
　
　
順
や
様
式
の
採
用
は
監
査
執
行
に
伴
う
経
費
を
徒
ら
に
費
さ
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
被
監
査
者
側
に
も
不
利
を
齎
ら
す
、
と
云
う
の
が
そ
の
論
拠
で
あ
る
。

　
　
　
　
し
か
し
、
か
x
る
不
利
も
手
順
・
様
式
の
変
更
か
ら
招
来
す
る
費
用
と
入
的
軋
礫
を
考
え
れ
ば
、
甘
受
す
べ
き
か
、
排
除
す
べ
き
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

　
以
下
、
監
査
適
合
性
を
保
つ
た
め
の
一
般
的
条
件
を
考
察
す
る
が
、
そ
の
場
合

　
　
　
内
部
牽
制
組
織

　
　
　
非
違
行
為
の
可
能
性

　
の
二
つ
に
関
連
せ
し
め
て
、
こ
れ
を
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
（
3
）

　
内
部
牽
制
組
織

　
会
計
を
機
械
化
す
る
目
的
の
一
つ
は
、
会
計
処
理
の
流
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
機
械
的
な
機
構
の
中
へ
通
し
、
そ
れ
ら
の
機
構
が
原
理
的

に
正
し
く
又
適
切
に
運
営
さ
れ
て
い
る
限
り
、
機
械
的
な
機
構
自
体
に
は
左
程
の
考
慮
を
払
わ
な
く
て
よ
い
、
と
云
う
点
に
存
す
る
。
仮
令
、

機
械
に
故
障
が
あ
・
つ
て
も
、
そ
の
た
め
に
生
ず
る
誤
謬
は
手
記
的
な
場
合
の
如
く
非
合
理
的
な
人
間
的
な
誤
謬
と
異
り
、
技
術
的
か
つ
合
理

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

的
な
誤
謬
た
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
、
機
械
の
適
切
な
点
検
に
よ
っ
て
予
め
避
け
る
こ
と
が
出
来
、
事
後
的
に
は
機
械
に
よ
っ

て
誤
謬
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
通
常
、
会
計
機
の
使
用
は
誤
謬
発
生
の
可
能
性
を
絶
無
た
ら
し
め
得
る
と
説
か
れ

　
　
　
（
4
）

て
い
る
。
そ
こ
で
、
監
査
人
は
、
始
め
て
、
　
一
々
個
々
の
会
計
記
録
を
精
査
す
る
こ
と
な
く
、
原
則
的
な
誤
謬
の
面
へ
、
し
か
も
、
極
め
て

　
　
　
　
（
5
）

簡
略
な
試
査
と
云
う
手
段
で
、
彼
の
注
意
を
局
限
し
得
る
に
至
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
果
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
3
）
　
ア
メ
リ
カ
で
の
「
財
務
諸
表
の
検
査
（
国
匹
田
藁
葺
ま
ロ
亀
司
ぎ
碧
9
巴
q
∩
藝
①
蟹
①
暮
。
・
）
」
で
は
、
内
部
牽
制
を
、
記
帳
の
事
務
的
な
正
確
性
を
照
査
す
る
と
同
時
に
そ
の

　
　
　
　
会
社
の
現
金
そ
の
他
の
資
産
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
会
祉
自
身
の
内
部
で
採
用
さ
れ
る
手
段
や
方
法
一
こ
の
規
定
自
体
に
問
題
が
残
っ
て
い
る
が
一
と
解
し
て

　
　
　
　
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
、
か
Σ
る
手
段
や
方
法
に
職
責
の
明
確
な
分
掌
と
云
う
こ
と
と
並
ん
で
目
邑
冨
二
薯
。
ら
目
①
。
冨
巳
。
匙
留
§
①
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
エ
ツ
ク

　
　
　
　
る
。
米
英
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
会
計
機
の
使
用
に
よ
る
照
査
を
一
連
の
会
計
と
事
務
管
理
の
一
環
と
し
て
内
部
牽
制
組
織
の
一
種
と
み
る
見
解
が
古
く
よ
り
一
般

　
　
　
　
的
で
あ
る
。
（
国
・
国
・
ω
笠
。
霞
僧
巳
国
・
ρ
℃
①
帆
①
が
切
。
o
算
①
昌
ぎ
α
Q
き
山
諺
。
8
日
嗣
黄
H
O
鷲
Ψ
唱
．
G
。
O
ご

　
（
4
）
蛍
’
国
・
野
肖
8
昌
　
　
　
　
　
H
歌

　
（
5
）

　
問
題
は
、

る
キ
イ
・

る
。
会
計
機
に
よ
る
処
理
の
過
程
で
、

出
さ
れ
た
記
録
の
悉
く
が
誤
謬
と
な
り
不
正
と
な
っ
て
了
う
。

立
さ
れ
適
切
に
運
営
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
Ψ
臣
罫
w
ヤ
唱
●
ま
少

同
種
の
取
引
を
処
理
す
る
場
合
、
そ
れ
が
特
定
の
機
械
機
構
へ
流
し
込
ま
れ
処
理
さ
れ
る
限
り
、
そ
こ
か
ら
出
た
取
引
資
料
は
全
て
画
一
的
に
処
理
さ
れ
て
お
り
、

手
記
的
な
処
理
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
不
整
斎
や
人
的
誤
謬
は
な
い
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
試
査
へ
の
信
懸
度
は
頗
る
高
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
試
査
に
よ

っ
て
元
帳
記
録
の
計
算
的
な
正
確
性
を
検
証
し
て
了
え
ば
、
後
は
、
コ
ー
ド
番
号
に
よ
っ
て
元
帳
記
録
を
直
接
に
証
愚
と
照
合
す
れ
ば
よ
い
訳
だ
か
ら
、
通
常
の
監

査
手
順
に
お
け
る
如
く
元
帳
と
中
聞
記
録
・
中
払
記
録
と
証
濠
と
云
う
よ
う
な
照
合
を
必
要
と
し
な
い
。
．
し
た
が
っ
て
、
試
査
の
対
象
が
頗
る
少
く
て
済
む
の
で
あ

る
。　

取
引
の
原
始
資
料
を
機
械
的
な
処
理
過
程
に
流
し
込
む
際
、
人
権
に
よ
る
「
始
動
的
な
操
作
」
す
な
わ
ち
記
帳
会
計
機
に
お
け

ス
ト
ロ
ー
キ
ン
グ
や
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
お
け
る
カ
ー
ド
・
パ
ン
チ
ン
グ
な
る
操
作
を
必
ず
必
要
と
す
る
、
と
云
う
点
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
、
こ
れ
ら
人
間
的
な
操
作
に
誤
謬
が
あ
り
不
正
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
始
動
さ
れ
生
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
始
動
的
な
操
作
に
関
し
て
は
内
部
牽
制
の
組
織
が
確
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例
を
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
お
け
る
場
合
に
と
ろ
う
。
そ
こ
で
は
カ
ー
ド
・
パ
ン
チ
ン
グ
に
対
す
る
内
部
牽
制
の
措
置
に
二
つ
の
も
の

が
考
え
ら
れ
る
。
一
は
機
械
的
な
処
理
過
程
に
織
り
込
ま
れ
た
検
孔
措
置
で
あ
り
、
他
は
機
械
的
な
処
理
過
程
と
別
箇
の
独
立
し
た
検
証
措

置
で
あ
る
。
前
者
は
穿
孔
さ
れ
た
カ
ー
ド
が
爾
後
の
機
械
的
な
処
理
の
過
程
に
入
っ
て
ゆ
く
前
、
未
然
に
検
孔
機
に
よ
っ
て
直
接
検
孔
さ
れ

　
　
　
　
　
（
6
）

る
仕
組
を
云
い
、
後
者
は
穿
孔
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
始
動
さ
れ
た
機
械
的
な
処
理
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
記
録
を
別
箇
の
計
算
乃
至
作
表
過

程
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
同
様
の
記
録
と
突
合
わ
せ
る
・
」
と
に
よ
つ
て
、
事
後
的
に
カ
ー
ド
・
パ
ン
チ
ン
グ
の
正
否
を
間
接
的
に
知
る
仕
組

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
所
謂
鷹
①
－
庚
双
晶
）
を
云
う
。
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
あ
っ
て
、
カ
ー
ド
・
パ
ン
チ
ン
グ
の
正
否
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
調
製
さ
れ

る
会
計
記
録
の
正
否
を
確
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
検
証
組
織
1
1
内
部
牽
制
の
組
織
が
補
完
し
合
い
つ
」
確
実
に
運

誉
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
層

　
（
6
）
　
検
孔
済
の
カ
ー
ド
に
は
、
後
日
の
証
拠
と
し
て
、
カ
ー
ド
上
に
検
孔
済
印
を
押
し
て
お
《
こ
と
が
激
し
い
。
普
通
、
穿
孔
カ
ー
ド
上
の
穿
孔
位
置
は
、
既
に
機
械
の

　
　
　
　
技
術
機
構
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
会
計
監
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
一
複
目
的
カ
ー
ド
や
マ
ー
ク
。
セ
ン
シ
ン
グ
・
カ
ー
ド
で
の
記
述
部
分
す
な
わ
ち
原
始
証
愚
部

　
　
　
　
分
は
別
一
と
云
わ
れ
て
い
る
（
日
・
国
・
＜
碧
ま
佃
野
算
H
置
O
・
℃
・
団
c
O
心
お
よ
び
臼
Q
Q
唱
Q
Ω
冒
弊
F
聲
斜
℃
も
．
団
♪
留
）
が
、
こ
の
検
孔
上
訴
の
有
無
を
調
べ
る
こ
と
は

　
　
　
　
機
械
化
会
計
監
査
上
の
重
要
な
一
つ
の
手
順
で
あ
る
。
が
、
ロ
ッ
ク
式
の
検
孔
機
に
よ
っ
て
検
孔
さ
れ
る
場
合
は
、
仮
令
、
カ
ー
ド
上
に
検
孔
済
印
が
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
該
カ
ー
ド
の
全
書
が
実
際
に
検
孔
済
で
あ
る
と
は
即
断
出
来
な
い
。
し
か
し
、
最
初
の
穿
孔
位
置
が
検
孔
に
よ
っ
て
①
】
。
護
身
雪
す
る
式
（
R
・
R
式
）
の
検
孔
機

　
　
　
　
で
あ
れ
ば
、
カ
ー
ド
全
欄
に
互
る
検
孔
の
有
無
を
確
実
に
知
り
得
よ
う
（
戸
剛
●
6
①
舞
。
ず
華
華
ら
」
o
刈
）

　
（
7
）
　
所
謂
暇
①
－
瀞
凱
轟
は
記
帳
会
計
機
に
お
け
る
キ
イ
。
ス
ト
ロ
ー
キ
ン
グ
の
唯
一
の
瓦
毛
な
検
証
手
段
で
あ
る
。

　
（
8
）
　
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
あ
っ
て
鷲
①
・
】
翼
ぎ
o
Q
が
聞
接
的
な
検
孔
手
段
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
屡
々
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
穿
孔
カ
ー
ド
式

　
　
　
　
会
計
機
の
使
用
に
長
い
経
験
を
有
す
る
或
．
る
官
庁
で
、
検
孔
機
に
よ
る
検
孔
済
の
カ
ー
ド
か
ら
「
万
枚
に
三
～
四
枚
の
誤
穿
孔
を
腎
。
－
翻
鉱
品
に
よ
っ
て
検
出
し
得

　
　
　
　
る
、
と
云
う
こ
と
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
検
孔
機
に
よ
る
検
孔
だ
け
で
は
完
全
を
期
し
難
い
例
証
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
お
け
る
、
或
い
は
、
記
帳
会
計
機
に
お
け
る
一
そ
こ
で
は
機
械
機
構
の
中
に

取
入
れ
ら
れ
た
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
と
か
プ
ル
ー
ヅ
ィ
ン
グ
乃
至
コ
ン
ト
ロ
ー
リ
ン
グ
と
云
う
よ
う
な
自
動
的
検
証
手
段
と
前
述
の
需
①
自
ω
江
轟

　
　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

と
云
う
形
態
と
で
行
わ
れ
る
一
検
証
組
織
一
内
部
牽
制
の
組
織
は
、
結
局
、
数
値
的
な
叉
は
計
算
的
な
正
確
性
を
保
証
す
る
も
の
で
し
か

な
い
。
こ
れ
は
、
内
部
牽
制
機
能
の
限
界
で
も
あ
る
が
、
機
械
が
会
計
処
理
に
お
け
る
原
則
上
の
誤
謬
を
捌
毒
し
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
機
械
化
会
計
の
組
織
で
は
、
証
滅
自
体
で
既
に
一
切
の
摘
要
事
項
が
コ
ー
ド
番
号
化
さ
れ
叉
転
記
の
指
示
等
一

切
の
備
考
事
項
が
省
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
叉
、
こ
れ
ら
摘
要
乃
至
備
考
事
項
が
証
糠
に
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

の
際
に
間
違
い
が
生
じ
易
い
場
合
も
あ
り
、
転
記
間
違
い
等
原
則
上
の
誤
謬
が
冒
さ
れ
易
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
誤
謬
は
機
械
的
な
会

計
処
理
を
根
本
か
ら
誤
ま
ら
せ
て
了
う
。
し
か
も
、
こ
の
種
原
則
上
の
誤
謬
は
、
計
算
上
の
誤
謬
の
場
合
に
比
し
、
そ
の
発
見
と
訂
正
に
多

く
の
煩
雑
さ
や
困
難
が
伴
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
誤
謬
防
止
の
た
め
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
証
慧
管
理
組
織
と
か
帳
簿
組
織

へ
の
考
慮
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
（
註
）
　
伊
都
牽
制
に
関
連
し
て
誤
謬
の
訂
正
方
法
が
聞
題
と
な
る
。
原
則
と
し
て
、
機
械
操
作
者
自
身
に
よ
る
誤
謬
の
訂
正
は
不
可
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
誤
謬
訂
正
に

　
　
　
　
関
す
る
内
部
規
定
が
確
立
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
止
む
を
得
ず
操
作
者
自
身
に
よ
る
誤
謬
の
訂
正
を
許
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
訂
正
箇
所
に
対
し
直
ち
に
機
械

　
　
　
　
主
任
乃
至
操
作
監
督
者
の
検
閲
を
必
要
と
す
る
が
如
く
組
織
付
け
ら
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
又
、
こ
の
場
合
、
直
接
的
な
訂
正
よ
り
は
修
正
仕
訳
を
通
じ
て
の
聞

　
　
　
　
接
的
な
訂
正
の
方
が
、
内
部
牽
・
制
の
立
場
よ
り
み
て
、
望
し
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
非
違
行
為
の
、
可
能
性

　
機
械
化
会
計
の
大
な
る
弊
害
と
し
て
、
機
械
操
作
者
が
外
部
の
圧
迫
に
屈
し
た
り
結
託
し
た
な
ら
ば
却
っ
て
機
械
を
用
い
て
完
壁
な
非
違

行
為
を
行
わ
し
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
論
者
（
｝
・
Q
∩
・
Q
∩
旦
夢
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
応
、
こ
の
よ
う
な
非
違
行
為
の
可
能
性
如

何
と
云
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
1
　
ま
ず
、
機
械
的
な
処
理
過
程
で
は
人
的
な
誤
謬
が
全
く
払
拭
さ
れ
て
了
う
、
と
云
う
面
の
み
を
過
大
視
し
て
、
そ
こ
に
必
．
墨
な
内
．

部
牽
制
の
組
織
を
も
一
切
放
念
し
て
了
つ
た
場
合
。
極
端
な
場
合
で
あ
る
が
、
た
っ
た
一
人
で
会
計
機
を
始
め
か
ら
終
り
ま
で
操
作
し
全
般
冥

一一一一
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の
会
計
を
処
理
し
て
了
う
よ
う
な
場
合
。
叉
こ
れ
と
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
機
械
室
に
機
械
の
操
作

原
理
乃
至
機
構
全
般
を
知
悉
す
る
入
が
一
人
し
か
お
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
人
が
機
械
の
操
作
運
営

に
ワ
ン
．
マ
ン
的
な
権
限
を
振
う
場
合
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
非
違
行
為
が
冒
さ
れ
易
い
こ
と
は
明
か

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
機
械
室
で
の
職
権
と
か
職
責
は
勿
論
、
機
械
室
外
部
と
の
牽
制
組

織
の
確
立
と
そ
の
運
営
が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
2
　
機
械
に
よ
る
記
録
の
変
造
偽
造
乃
至
改
窟
。
会
計
の
処
理
一
切
が
機
械
を
通
じ
て
行
わ
れ
る

場
合
、
こ
れ
ら
も
亦
機
械
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
機
械
の
技
術
的
な
操
作

機
構
を
知
悉
し
て
い
な
い
人
で
は
こ
れ
ら
を
冒
す
こ
と
が
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
機
械
に
よ
る
記
録
は
、
下
図
の
送
状
を
中
心
に
諸
帳
簿
乃
至
報
告
書
の
関

連
を
示
し
た
一
例
を
み
れ
ば
判
る
よ
う
に
」
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
関
連
記
録
を
実
際
に
持
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
記
録
の
変
偽
造
乃
至
改
正
が
後
日
の
関
連
記
録
と
の
照
合
に
も
堪
え
得
る
た
め
に

は
、
当
該
一
記
録
の
み
な
ら
ず
関
連
記
録
一
切
の
変
偽
造
乃
至
改
窟
と
云
う
頗
る
大
仕
掛
な
形
を
執

ら
ね
ば
な
ぢ
な
く
な
る
。

　
し
か
も
、
機
械
化
会
計
i
そ
れ
が
適
切
に
組
織
付
け
ら
れ
て
い
る
限
り
一
で
は
、
中
間
的
な

計
録
の
段
階
を
す
べ
て
機
械
的
に
処
理
し
得
る
か
ら
、
手
記
的
な
会
計
処
理
に
齢
け
る
中
間
段
階
で

の
一
切
の
誤
魔
化
し
が
事
実
上
不
可
能
と
な
り
、
記
録
の
管
理
検
関
の
力
点
を
原
始
証
糠
と
最
終
的

な
会
計
記
録
、
す
な
わ
ち
、
会
計
処
理
の
最
初
と
最
後
の
二
つ
の
段
階
に
だ
け
置
く
こ
と
が
出
来

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

送 状 1総勘定元亨1送状作成剛

厘産計画表 逐至至悪
匝備求書 販売員成績簿1

謳荷依頼・ 特許使用料計算劃

1在庫品台倒
販
売
手
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矧
算
劃
。

蹄求書作成制 1売掛明細剰
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

る
。　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
機
械
化
さ
れ
た
会
計
で
非
違
行
為
の
冒
さ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
、
と
断
ず
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
機
械
化
さ
れ
た
会
計
で
非
違
行
為
が
絶
無
で
あ
る
と
云
う
訳
で
得
な
い
。
．
殊
に
、
通
常
、
機
械
化
会
計
で
は
カ
ー
ド
式

乃
至
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
式
の
帳
簿
形
態
を
執
る
関
係
上
、
装
釘
帳
簿
以
外
の
帳
簿
形
態
を
執
る
手
記
的
な
会
計
処
理
の
場
に
お
い
て
生
ず
る
と

同
様
な
非
違
行
為
が
冒
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
麺
・
唯
こ
の
よ
う
な
機
械
化
会
計
で
の
非
違
行
為
は
機
難
儀
の
＝
・
ピ
ニ
ィ
シ
・
．
沸
．

と
云
う
形
を
執
っ
て
行
わ
れ
る
、
」
と
云
う
点
が
手
記
方
式
に
よ
る
場
合
と
異
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
非
違
行
為
の

発
生
を
防
止
せ
ん
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
な
証
葱
管
理
組
織
と
か
帳
簿
組
織
へ
の
考
慮
が
、
鼓
で
も
亦
、
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
．

　
（
9
）
　
カ
ー
ド
式
乃
至
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
，
式
の
帳
簿
形
態
に
お
け
る
非
近
付
為
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
の
事
例
と
そ
の
対
策
に
関
し
て
は
、
杉
本
秋
男
氏
、
輪
近
簿
記
組
織
論
、

　
　
　
昭
和
一
三
年
、
五
八
－
六
〇
頁
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
事
例
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
は
9
踏
・
ウ
⇔
目
8
♪
筐
倉
唱
も
・
。
。
O
～
c
。
凹
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
参
照
せ
ら
れ
だ
い
。
又
、

　
　
　
　
こ
の
種
の
機
械
化
会
計
に
お
け
る
非
違
行
為
の
型
態
は
じ
d
ヨ
8
P
一
げ
蔦
喝
・
頃
。
・
・
。
の
に
詳
細
例
示
し
て
あ
る
。

　
（
1
0
）
　
例
え
ば
、
虚
偽
の
合
計
額
乃
至
繰
越
額
を
記
入
せ
ん
と
す
る
場
合
、
特
定
の
金
額
を
加
算
機
構
へ
入
れ
ず
に
印
刷
し
た
り
、
印
刷
せ
ず
し
て
加
算
機
構
へ
入
れ
た
り
、

　
　
　
或
い
は
、
減
算
機
構
へ
入
れ
な
が
ら
加
算
す
る
こ
と
す
ら
、
機
械
で
は
可
能
で
あ
る
。
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三

　
上
来
、
わ
れ
わ
れ
は
、
機
械
固
有
の
性
能
、
す
な
わ
ち
、
筆
録
の
正
確
性
と
か
非
違
行
為
の
防
止
と
云
う
よ
う
な
性
能
か
ら
、
機
械
化
会

計
で
の
確
実
性
は
手
記
的
会
計
処
理
の
場
合
の
そ
れ
に
比
し
著
し
く
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
叉
、
機
械
化
会
計

で
の
監
査
適
合
条
件
は
、
結
局
、
機
械
化
会
計
の
拠
っ
て
立
つ
証
慧
管
理
組
織
と
か
帳
簿
組
織
の
如
何
と
云
う
問
題
に
帰
着
し
て
く
る
と
云

う
こ
と
も
見
て
き
た
σ
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
立
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
化
会
計
の
も
つ
べ
き
監
査
適
合
条



件
を
少
し
く
具
体
的
に
明
か
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
手
掛
り
と
な
る
も
の
は
、
一
九
四
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
勅
許
会
計
士
協
会
が
発
表
し
た
「
機
械
化
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ノ

と
監
査
人
」
な
る
報
止
呈
目
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
職
業
監
査
人
に
対
し
「
機
械
化
さ
れ
た
会
計
の
諸
手
暑
中
、
監
査
の
執
行
上
で
難
点

と
な
る
も
の
・
…
：
の
排
除
乃
至
回
避
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
」
を
教
え
る
一
種
の
心
得
書
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
四
章
「
監
査

上
の
特
殊
な
諸
難
点
」
は
、
正
し
く
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
報
告
書
は
、
こ
の
第
四
節

で
、
監
査
上
の
特
殊
な
諸
難
点
を
、
機
械
化
会
計
に
お
け
る
（
1
）
第
一
次
的
な
諸
記
録
の
欠
如
（
2
）
コ
ー
ド
番
号
使
用
に
伴
う
不
便

（
3
）
　
元
帳
記
録
の
欠
如
（
4
）
会
計
用
語
の
誤
用
（
5
）
分
類
土
の
誤
謬
と
云
う
よ
う
な
点
に
根
差
し
て
い
る
、
と
し
で
、
．
わ
れ
わ
れ
の

問
題
に
論
を
進
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
以
下
、
右
報
告
書
に
準
拠
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
（
－
）
寮
。
冬
野
践
ぎ
§
三
一
轟
碧
会
費
野
糞
β
切
§
・
3
P
冨
§
。
冨
密
旨
〉
§
・
三
景
・
。
畢
8
二
塁
Φ
亀
け
冨
白
蓮
号
・
・
民
国
ぎ
巨
・
；
号
ぎ
塁
。
§
巨
σ
。
。

　
　
　
　
（
後
の
日
輿
臼
昌
。
昌
帥
昌
窪
切
⑦
。
・
①
母
。
び
O
o
導
導
一
戸
Φ
①
）
o
馬
9
Φ
ぎ
ω
葺
嘗
け
⑦
o
ら
Q
げ
碧
空
話
山
匪
⇔
o
o
口
八
達
昌
冨

　
（
2
）
　
報
告
書
は
第
二
番
目
と
第
四
番
目
に
機
械
化
会
計
に
お
け
る
「
突
合
せ
照
合
上
の
不
便
」
と
「
元
帳
残
高
の
構
成
上
の
不
均
斉
」
と
云
う
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
嬉

　
　
　
で
の
主
【
｝
題
と
関
係
が
余
り
な
い
か
ら
省
い
た
。

　
第
一
次
的
な
諸
記
録
の
欠
如

　
機
械
化
会
計
で
の
一
般
的
な
特
徴
と
云
え
ば
、
原
始
証
糠
自
体
が
元
帳
へ
の
直
接
的
な
転
記
資
料
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
允
が
つ
て
、

一
切
の
中
間
記
録
－
例
え
ば
多
桁
式
仕
訳
帳
や
特
殊
仕
訳
帳
ま
で
も
一
が
そ
の
伝
来
的
な
形
で
は
作
成
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
起
っ
て
く

る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
従
来
、
多
選
式
仕
訳
帳
か
ら
知
り
得
た
合
計
額
と
か
、
そ
れ
ら
の
内
訳
明
細
欄
か
ら
知
り
得
た
小
計
額
に
つ
い

て
こ
れ
ら
を
検
証
し
難
い
こ
と
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
叉
、
多
数
の
同
種
取
引
が
そ
の
合
計
額
に
纏
め
ら
れ
一
括
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
揚

合
に
は
、
そ
れ
ら
を
個
々
の
乃
至
組
別
の
取
引
に
ま
で
分
解
し
試
査
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
手
続
が
殆
ん
ど
不
可
能
な
ま

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

で
に
煩
雑
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

、
し
た
が
っ
て
、
之
の
よ
う
な
監
査
上
の
縄
帯
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
証
糠
管
理
組
織
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち

　
1
　
一
切
の
素
干
に
、
そ
の
各
種
会
計
記
録
へ
最
初
記
入
さ
れ
る
順
で
、
薫
別
の
一
連
番
号
を
附
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
証
愚
番
号

を
証
慧
か
ら
元
帳
へ
直
接
に
転
記
し
た
際
、
元
帳
」
へ
記
入
一
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
あ
っ
て
は
勿
論
カ
ー
ド
を
媒
体
と
し
て
一
す
る

の
で
あ
る
。
尤
も
、
鼓
に
「
最
初
記
入
」
さ
れ
る
時
点
は
、
組
織
…
編
成
の
工
合
に
よ
っ
て
企
業
誌
に
区
々
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
例
え
ば
、

次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
証
葱
が
各
組
毎
に
区
分
さ
れ
た
時
、
と
考
え
て
も
よ
い
。

　
2
　
証
慧
を
、
そ
の
処
理
に
便
な
る
程
度
の
組
、
例
え
ば
送
状
百
枚
単
位
と
云
う
よ
う
な
組
に
纏
め
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
元
帳
か

ら
原
始
証
葱
へ
の
直
接
的
な
遡
及
照
合
が
可
能
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
事
務
処
理
の
過
程
を
適
切
に
管
理
し
得
る
こ

と
に
な
る
。

　
3
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
然
、
各
組
の
証
悟
は
一
連
番
号
順
に
適
切
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
バ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
こ
と
が
判
る
。

　
4
　
こ
れ
ら
組
別
至
愚
毎
に
各
組
に
あ
る
証
繋
辞
の
金
額
合
計
叉
は
数
量
合
計
を
算
出
し
、
各
組
の
表
紙
へ
記
録
し
て
お
く
こ
と
。
こ
の

よ
う
な
記
録
は
機
械
化
会
計
に
お
け
る
元
帳
の
独
自
平
均
手
続
に
不
可
欠
な
も
の
た
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
だ
大
な
証
葱
群
を
迅
速
確
実
に

処
理
し
管
理
し
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
叉
、
　
こ
れ
ら
組
誤
認
慧
に
つ
い
て
、
組
毎
の
合
計
金
額
さ
え
記
録
さ
れ
て
あ
れ
ば
、
前
記

軍
①
自
ω
訟
晶
に
よ
る
計
算
調
べ
の
信
愚
性
を
計
画
的
に
抜
検
査
し
得
よ
う
。

　
5
　
こ
の
よ
う
な
組
塩
干
滅
合
計
額
に
基
い
て
元
帳
を
独
立
平
均
制
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
つ
、
て
、
元
帳
と
証
葱
と
が
最
も
効
果
的
に

結
び
付
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
或
る
程
度
、
こ
れ
に
よ
っ
て
企
業
の
管
理
目
的
に
も
役
立
た
せ
得
よ
う
。
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・
荷
、
往
々
原
始
岸
谷
な
し
に
取
引
が
処
理
さ
れ
て
了
う
野
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
よ
る
と
き
、
原
力
ー
ド
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

特
に
複
目
的
力
ー
ド
ー
か
ら
複
写
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
以
て
依
存
な
し
に
取
引
が
処
理
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
特
に
、
監
査
人
の
監
査
対
象

が
常
規
的
な
ら
ざ
る
取
引
の
処
理
面
に
ま
で
及
ん
だ
と
き
に
当
面
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
監
査
人
と
し
て
は
、
そ
の
監
査
執
行
に

必
要
な
資
料
の
作
成
を
被
監
査
者
側
に
悠
糠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
よ
る
機
械
化
に
お
け
る
と
き
、
或
る

一
日
間
に
特
定
の
元
帳
へ
転
記
さ
れ
た
一
切
の
転
記
額
を
示
す
プ
ル
ー
フ
・
シ
ー
ト
と
か
一
本
の
合
計
額
だ
け
で
示
さ
れ
て
く
る
各
組
の
証

慧
記
録
に
関
す
る
内
訳
明
細
表
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
監
査
人
が
そ
の
試
査
の
目
的
や
範
囲
を
被
監
査
者
側
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
、
自
ら
、
そ
の
作
成
過
程
に
立
会
う
べ
き
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
（
3
）
　
証
懸
番
号
の
如
き
も
の
を
カ
ー
ド
に
穿
孔
す
る
こ
と
は
カ
ー
ド
面
の
浪
費
で
あ
り
不
得
の
策
で
あ
る
、
と
の
謬
見
が
あ
る
。
印
刷
機
構
が
整
備
せ
ず
カ
ー
ド
容
量
が

　
　
　
　
3
4
と
か
4
5
欄
に
し
か
過
ぎ
ず
又
カ
ウ
ジ
タ
ー
数
に
制
限
の
あ
っ
た
昔
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
現
在
、
カ
ー
ド
に
証
愚
参
照
番
号
を
穿
孔
し
な
い
、
と
云
う
こ
と
の
く
，
埋

　
　
　
　
的
な
根
拠
は
こ
れ
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
（
7
国
・
＜
き
琶
ω
し
げ
斜
電
・
酌
同
団
』
H
卜
。
）

　
（
4
）
　
複
目
的
カ
ー
ド
に
関
連
し
て
監
査
上
要
慎
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
誤
穿
孔
さ
れ
た
複
目
的
カ
ー
ド
も
依
然
と
し
て
原
始
証
悟
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
管
理
紐
織

　
　
　
　
に
万
全
を
期
す
べ
ぎ
こ
と
で
あ
る
（
袖
・
Q
。
・
。
。
葺
費
陣
ぽ
山
」
唱
も
曽
卜
。
♪
謡
）

　
コ
ー
ド
番
号
の
使
用
に
伴
う
不
便

　
機
械
化
会
計
で
諸
種
の
名
称
と
か
摘
要
事
項
が
コ
r
ー
ド
番
号
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に

よ
る
揚
合
は
勿
論
、
記
帳
会
計
機
に
よ
る
六
合
で
す
ら
、
漢
字
国
た
る
わ
が
国
で
は
、
、
コ
ー
ド
番
号
が
極
め
て
広
汎
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ρ

そ
れ
は
、
到
底
、
手
記
的
な
会
計
処
理
に
よ
る
揚
合
の
比
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
コ
ー
ド
番
号
は
被
監
査
者
側
の
担
当
職
員
に
と
っ
て

日
常
須
知
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
時
た
ま
し
か
訪
れ
ず
叉
監
査
依
頼
会
社
の
一
部
で
し
か
な
い
よ
う
な
企
業
の
コ
ー
ド
番
号
は
、
監
査
人
に

と
っ
て
頗
る
厄
介
な
代
物
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
（
－
，
）
人
名
勘
定
や
損
益
関
係
の
諸
勘
定
の
監
査
に
当
り
そ
の
個
々
の
転
記
項
目
の
性
酪
を

　
　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

一　161　一一



　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

端
的
に
知
り
得
な
い
と
云
う
よ
う
な
（
2
）
損
益
勘
定
の
諸
勘
定
の
監
査
に
当
り
勘
定
中
に
異
種
の
項
目
金
額
が
介
入
し
て
い
る
と
判
っ
て

い
て
も
そ
れ
を
指
摘
検
証
し
難
い
と
云
う
よ
う
な
（
3
）
機
械
的
に
作
表
惑
れ
た
計
算
書
乃
至
報
告
書
の
検
討
に
当
り
そ
の
内
訳
項
自
の
性

格
を
端
的
に
知
り
得
な
い
と
云
う
よ
う
な
、
諸
種
の
不
便
が
生
じ
て
く
る
。

　
こ
れ
ら
の
不
便
は
、
結
局
、
機
械
化
会
計
の
監
査
に
附
き
纏
う
止
む
を
得
ざ
る
困
難
で
、
コ
ー
ド
番
号
表
と
か
そ
の
説
明
書
を
入
手
の
上
、

暗
記
し
て
お
く
の
が
監
査
人
に
と
っ
て
最
善
の
策
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
か
玉
る
不
便
を
緩
和
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
措

置
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
1
　
特
に
損
益
関
係
の
諸
勘
定
項
目
に
は
、
そ
の
コ
ー
ド
番
号
を
翻
訳
し
た
簡
単
な
文
言
を
附
せ
し
め
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
被
監

査
者
側
も
、
月
次
計
算
書
や
財
務
諸
表
の
作
成
上
、
或
い
は
、
期
間
的
な
経
営
比
較
を
行
う
上
で
有
用
と
な
る
。

　
2
　
常
規
的
な
取
引
は
、
一
切
、
特
定
フ
ォ
ー
ム
の
用
紙
に
記
録
せ
し
め
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
定
租
類
の
コ
ー
ド
番
号
は
こ
れ

を
一
切
、
フ
ォ
ー
ム
の
特
定
欄
乃
至
特
定
位
置
に
記
録
せ
し
め
、
コ
ー
ド
番
号
最
知
上
の
混
乱
を
避
け
得
る
の
で
あ
る
。

　
省
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
証
源
管
理
組
織
の
適
切
な
る
運
営
が
、
よ
く
、
こ
の
種
の
不
便
を
減
少
せ
し
め
得
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
推
察
に

難
く
な
い
。

　
元
帳
記
録
の
欠
如

　
従
来
の
帳
簿
組
織
で
も
伝
来
的
な
形
で
の
元
帳
勘
定
と
云
う
が
如
き
記
録
の
欠
如
と
し
て
い
る
事
例
は
、
往
々
、
あ
っ
た
。
得
意
先
元
帳

が
欠
如
し
て
い
る
事
例
は
勘
い
け
れ
ど
も
、
仕
入
先
元
帳
の
欠
如
し
て
い
．
る
事
例
は
、
屡
々
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
仕
入
先
へ
の
麦
払
が

．
送
状
記
録
に
基
い
て
の
み
行
わ
れ
、
二
重
麦
払
の
防
止
も
送
状
の
組
織
を
通
じ
そ
の
認
証
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
通
常
、
そ
こ
で
は
仕
入
先
元
帳
こ
そ
欠
如
し
て
い
た
が
、
送
状
を
フ
ァ
イ
ル
し
た
形
の
準
仕
入
先
元
帳
と
云
う
よ
う
な
証
慧
機
構
が
具
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お
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
機
械
化
会
計
で
は
こ
の
よ
う
な
元
帳
な
し
の
帳
葱
組
織
が
、
手
記
的
な
会
計
処
理
の
場
合
に
比
し
、
格
段
に
多
く

　
　
　
（
5
）

現
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
監
査
人
は
、
そ
の
監
査
執
行
上
で
諸
種
の
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
5
）
O
．
。
。
葺
。
炉
帥
匿
・
ら
・
や
刈
。
。
～
。
。
N

　
こ
の
種
の
困
難
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
1
　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
元
帳
記
録
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
証
愚
書
類
を
バ
イ
ン
ダ
ー
乃
至
プ
ア
ィ
ル
へ
秩
序
正
し
く
保
管
す
る
こ
と
。

照
合
突
合
せ
を
容
易
に
行
い
得
る
た
め
の
前
提
要
件
で
あ
る
。

　
2
　
元
帳
各
勘
定
に
該
当
す
る
項
目
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
合
計
金
額
を
明
瞭
に
記
録
す
る
こ
と
。
鼓
で
、
各
勘
定
に
該

当
す
る
項
目
群
の
内
訳
金
額
を
記
録
す
る
よ
う
な
こ
と
は
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
通
常
の
元
帳
記
録
を
備
え
た
帳
簿
組
織
…
に
お
い
て
で
も
、

元
帳
各
勘
定
そ
の
他
統
轄
勘
定
に
つ
い
て
適
切
な
管
理
機
略
を
欠
い
て
お
れ
ば
、
そ
こ
で
の
非
違
行
為
や
誤
謬
の
発
見
・
追
求
そ
し
て
訂
正

は
困
難
で
あ
ろ
う
。
況
し
て
、
元
帳
な
し
の
帳
葱
組
織
で
は
省
更
ら
で
あ
る
。

　
3
　
し
か
し
、
取
引
が
複
雑
で
あ
り
金
額
が
相
当
額
で
あ
れ
ば
、
矢
張
り
、
伝
来
的
な
形
で
の
元
帳
記
録
が
或
る
程
度
は
必
要
で
あ
ヴ
、

元
帳
組
織
を
部
分
的
に
設
定
乃
至
復
活
し
な
．
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
会
計
用
語
の
誤
用

　
機
械
化
会
計
で
は
通
常
の
会
計
用
語
が
、
屡
々
、
会
計
上
の
意
味
と
違
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
既
に
註
記
し
た
（
一
五
二
頁
参
照
）

如
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
る
語
と
か
、
叉
、
皿
、
㎝
な
る
記
号
と
か
が
こ
れ
で
臥
説
。
こ
の
点
、
会
計
記
録
が
如
何
な
る
見
出
し
で
作
成
さ
れ

で
い
て
も
拘
泥
す
る
こ
ど
な
く
組
織
の
原
則
に
監
査
の
眼
を
向
け
て
い
れ
ば
問
題
が
な
い
訳
で
あ
る
。
が
、
か
x
る
用
語
の
異
っ
た
用
法
か

ら
生
ず
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
は
、
証
愚
乃
至
帳
簿
様
式
と
そ
の
編
成
組
織
の
明
確
な
る
構
成
と
運
営
が
必
要
に
な
る
。

　
　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査

　
く
6
）
　
皿
乃
至
㎝
な
る
記
号
が
通
常
の
会
計
に
お
け
る
貸
借
と
反
対
に
附
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
会
計
が
貸
借
平
均
と
云
う
簿
記
原
理
に
よ
っ
て
運

　
　
　
営
さ
れ
る
の
に
対
し
、
機
械
は
、
通
常
、
加
減
計
算
と
云
う
原
理
に
よ
っ
て
運
行
し
、
し
か
も
、
時
に
は
、
操
作
上
の
簡
便
性
の
た
め
常
規
的
な
項
目
の
側
に
皿

　
　
　
　
を
、
偶
発
的
な
項
目
の
側
に
㎝
を
附
し
た
り
す
る
が
故
に
生
じ
て
く
る
。
極
端
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
得
意
先
元
帳
の
残
高
リ
ス
ト
で
借
方
側
の
項
目
に
は
一
切
皿

　
　
　
　
も
㎝
も
附
せ
ず
、
唯
、
貸
方
残
に
の
み
皿
を
附
す
場
合
す
ら
あ
る
。

　
分
類
上
の
誤
謬

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
会
計
が
機
械
化
適
合
性
を
保
つ
売
め
に
は
同
種
の
会
計
処
理
の
可
能
な
取
引
量
が
相
当
程
度
に
あ
る
と
云
う
こ
と

を
条
件
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
機
械
の
効
能
を
過
大
視
す
る
余
り
、
か
し
る
条
件
を
具
え
て
い
な
い
領
域
を
ま
で
機
械
化
し
て
了
う
愚
が

冒
さ
れ
易
い
。
こ
の
結
果
、
性
格
を
全
く
異
に
す
る
取
引
を
同
一
の
区
分
に
容
れ
る
誤
れ
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
か
玉
る
分
類
上
の
誤
謬
は
、

」
結
局
、
最
終
的
な
会
計
記
録
を
ま
で
誤
謬
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
誤
謬
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
原
則
的
に
云
っ
て
、
ま
ず
、
機
械
化
不
適
合
の
領
域
で
の
会
計
処
理
を
従
前
の
手
記
方
式
へ
復

，
元
せ
し
め
る
こ
と
、
次
に
、
・
原
始
証
糠
へ
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
対
し
適
切
有
効
な
監
視
制
度
を
設
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
取
引
の
関
係
資

．
料
を
機
械
的
な
処
理
過
程
に
流
し
込
む
以
前
の
段
階
で
高
度
の
資
料
管
理
組
織
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
勿
論
、
か
X
る
原
則
的
な
措
置
が
詩
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
監
査
人
は
（
1
）
一
群
の
取
引
中
に
異
種
の
も
の
が
介
入
し
処
理
さ
れ

．
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め
、
一
定
記
録
と
そ
の
証
慧
と
の
試
査
に
よ
る
徹
底
的
な
照
合
と
か
（
2
）
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
検
証
す

る
た
め
、
試
査
に
よ
る
原
始
証
糠
㊨
徹
底
的
な
検
討
と
か
、
更
に
（
3
）
損
益
関
係
の
諸
勘
定
や
資
本
支
出
・
経
費
支
出
の
別
の
分
明
な
ら

ぎ
る
勘
定
に
つ
い
て
は
、
元
帳
記
録
か
ら
原
始
証
愚
へ
の
精
細
な
遡
及
照
合
、
等
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
既
に
述
べ

た
よ
う
な
証
葱
管
理
組
織
に
よ
る
裏
付
け
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
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四

　
機
械
化
会
計
で
の
監
査
適
合
条
件
が
そ
れ
の
拠
っ
て
立
つ
証
慧
管
理
組
織
…
乃
至
帳
簿
組
織
の
如
何
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
一
）

こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
イ
ギ
リ
ス
勅
許
会
計
士
の
経
験
に
準
拠
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
勅
許
会

計
士
協
会
が
機
械
化
会
計
監
査
上
の
諸
難
点
を
除
去
乃
至
回
避
せ
ん
た
め
に
要
請
し
て
い
る
上
述
の
諸
点
は
、
余
り
に
も
初
歩
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
機
械
化
会
計
を
実
施
す
る
ま
で
に
近
代
化
さ
れ
た
我
が
国
企
業
で
は
そ
れ
ら
が
夙
く
に
実
現
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
こ
と
、
を
知
っ
て
い
る
。
唯
、
我
が
国
企
業
で
証
愚
管
理
組
織
乃
至
帳
簿
組
織
一
般
と
し
て
は
実
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

果
し
て
、
会
計
機
の
性
能
や
操
作
機
構
を
生
か
す
面
に
ど
れ
だ
け
そ
れ
ち
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
と
云
う
点
に
な
る
と
問
題
は
残
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
会
計
機
個
々
の
性
能
に
即
し
、
叉
、
そ
れ
ぞ
れ
で
の
適
用
例
に
即
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
検
「
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
小
稿
は
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
一
切
後
日
に
譲
り
、
唯
、
問
題
考
察
の
足
場
を
提
供
し
た
に
止
ま
る
。

　
今
日
、
我
国
に
お
い
て
、
切
角
、
機
械
化
適
合
条
件
を
有
し
な
が
ら
、
幾
多
の
障
害
の
た
め
、
そ
の
会
計
領
域
へ
機
械
を
導
入
し
得
な
い

　
　
　
　
（
2
）

企
業
は
多
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
機
械
を
導
入
し
た
企
業
が
機
械
の
本
来
的
な
性
能
を
追
う
の
余
り
経
営
組
織
と
の
有
機
的
な
結
び
付

き
を
等
閑
視
し
た
な
ら
ば
、
会
計
の
機
械
化
は
、
却
っ
て
、
会
計
本
来
の
社
会
的
な
職
能
と
背
馳
し
会
計
的
な
存
在
意
味
を
喪
う
に
至
る
で

あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
監
査
適
合
条
件
如
何
と
云
う
限
ら
れ
た
観
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
一
斑
を
明
か
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
「
機
械
化
会
計
と
監
査
人
」
な
る
報
告
書
は
、
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
機
械
化
会
計
監
査
上
の
一
①
驕
。
島
品
鳴
8
。
§
8
暮
昌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ス
テ
イ
レ
イ
シ
ヨ
ン

　
　
　
本
報
告
書
が
機
械
化
会
計
一
特
に
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
に
よ
る
と
こ
ろ
の
i
監
査
に
長
い
経
験
を
有
す
る
多
く
の
監
査
人
の
経
験
の
蒸
　
　
溜
だ
か
ら
、
で

　
　
　
あ
る
（
国
．
　
り
．
　
O
o
目
帥
。
げ
“
　
一
げ
一
幽
9
唱
・
　
同
O
ゆ
）

　
（
2
）
　
別
稿
噂
「
事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告
」
の
三
、
本
誌
所
載
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
会
計
の
機
械
化
と
そ
の
監
査
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濟
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第
三
十
三
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
一
日
）

機
械
化
會
計
論
考
察
の
一
覧
黙増

　
崎
　
宗
　
弘

　
4
，
写
計
機
械
化
の
現
代
的
な
意
義
は
機
械
発
展
の
技
術
的
な
道
程
と
関
連

し
て
こ
れ
を
予
察
し
な
け
れ
ば
そ
の
充
分
な
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
と
云

う
の
は
、
す
べ
て
技
術
の
発
展
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
な
背
景
と
そ
こ
で

の
要
請
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
…
機
械
発

展
の
技
術
的
な
跡
付
け
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
経
営
経
理
上
の
問

題
と
絡
み
合
わ
せ
て
考
察
し
、
会
計
機
械
化
の
現
代
的
な
意
義
が
取
引
量

の
増
大
し
た
が
っ
て
記
帳
量
の
増
大
と
そ
れ
に
対
す
る
記
帳
能
力
の
有
限

性
と
か
ら
生
ず
る
矛
盾
の
解
決
な
る
一
般
命
題
1
そ
れ
は
践
舘
器
出

現
以
来
機
械
発
達
を
促
が
す
基
本
的
な
要
因
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
か
っ

た
が
t
に
解
消
さ
れ
尽
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な

わ
ち
、
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機
の
発
達
に
つ
い
て
云
え
ば
、
手
動
穿
孔
方

式
か
ら
自
動
的
・
機
械
的
穿
孔
方
式
へ
の
移
行
（
【
B
M
の
レ
バ
ー
セ
ッ
ト
式
集
團
穿

孔
機
（
一
九
皿
三
碓
）
電
氣
複
篇
穿
孔
機
Ω
九
二
四
集
）
複
窟
合
計
穿
孔
機
Ω
九
三
｝
年
）
同
五
一
ミ
型

（
一
九
琶
八
年
）
マ
ー
ク
。
セ
ン
シ
ン
グ
に
よ
る
穿
孔
あ
万
式
（
一
九
三
九
年
〕
R
R
の
高
棟
｝
再
酬
製
機
（
一
九
三

〇
年
）
多
能
再
製
機
Ω
九
三
八
年
）
パ
ワ
ー
ズ
・
サ
！
マ
ス
ー
イ
ギ
リ
ス
ー
の
自
動
的
・
可
説
穿
孔
機
（
一

九
三
九
年
）
再
製
装
置
付
自
動
万
能
穿
孔
機
（
一
九
四
九
年
〕
等
の
蛭
子
に
よ
る
）
、
穿
孔
カ
ー
ド
容

量
の
増
大
（
I
B
M
の
八
○
欄
力
：
ド
〔
一
九
二
八
乍
）
R
R
の
九
〇
欄
カ
ー
ド
Ω
九
三
〇
年
）
パ
ワ

ー
ス
・
サ
ー
マ
ス
の
一
三
〇
欄
カ
ー
ド
（
一
九
三
八
年
）
箏
の
高
言
と
そ
れ
ら
附
屑
機
構
の
完
成
に
よ
る
）
、

集
計
一
製
表
可
能
な
桁
数
の
増
大
（
I
B
M
の
五
バ
ン
ク
式
集
計
機
（
｛
九
二
〇
年
）
璽

六
型
會
計
機
（
一
九
四
一
年
）
R
R
の
七
ユ
ニ
ヅ
ト
式
製
表
機
〔
一
九
一
四
年
）
十
セ
ク
タ
ー
・
ユ
ニ
ッ
ト
式

製
表
機
〔
一
九
「
西
年
）
パ
・
－
ス
・
サ
ー
マ
ス
の
三
型
製
表
機
〔
一
九
四
九
年
）
箏
の
葛
現
に
よ
る
）
、
更

に
、
分
類
性
能
の
高
度
化
（
I
B
M
の
八
○
型
分
類
機
〔
一
九
二
五
傘
）
R
R
の
一
段
式
分
類
機

〔
一
九
一
九
年
）
。
ハ
ワ
ー
ス
・
サ
ー
マ
ス
の
算
票
記
録
式
分
類
機
（
一
九
三
〇
年
）
等
の
出
現
以
來
数
次
の
改

良
に
よ
る
）
等
の
諸
発
達
傾
向
は
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
複
雑
な
同
一
の
経

営
資
料
を
多
方
面
に
且
つ
何
度
で
も
利
用
し
よ
う
と
す
る
目
的
へ
の
発
展

で
あ
り
、
単
に
一
般
会
計
処
理
の
手
段
と
し
て
の
発
達
と
み
る
だ
け
で
は

理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
経
営
管
理
執
行
業
務

の
増
大
と
そ
れ
が
た
め
の
経
営
管
理
資
料
調
製
と
云
う
現
代
的
な
要
請
に

応
ず
る
も
の
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
り
、

機
械
化
会
計
論
老
察
の
視
点
も
か
N
る
会
計
機
械
化
の
現
代
的
意
義
を
理

解
し
た
上
で
設
定
さ
る
べ
き
も
の
、
と
老
え
る
。

第
三
十
四
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
八
日
）

経
管
方
策
と
し
て
の
位
置
の
問
題

米
　
花

稔

経
営
に
於
て
そ
の
位
置
に
関
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
問
題
は
、
位
置
選
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択
と
そ
の
後
の
存
立
方
策
で
あ
る
が
、
そ
の
継
続
性
の
要
件
よ
り
、
両
者

は
相
互
関
連
し
て
検
討
せ
ら
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
経
宮

の
位
置
選
択
に
当
っ
て
は
、
所
謂
立
地
論
の
教
う
る
所
に
一
の
依
り
所
が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
の
以
前
及
び
以
後
に
も
多

く
の
問
題
が
あ
る
。
一
方
に
は
業
種
乃
至
類
型
の
位
置
に
関
す
る
適
応
限

界
性
と
そ
の
存
立
形
態
、
他
方
に
は
経
営
自
ら
の
位
置
に
関
す
る
方
策
上

の
諸
条
件
の
明
確
化
を
必
要
と
し
、
両
者
の
結
合
の
上
に
、
特
定
の
方
策

に
基
く
業
態
が
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
叉
位
置
を
前
提
と
す
る
経
営

の
存
立
方
策
は
、
勿
論
位
署
随
筆
に
当
っ
て
も
当
然
に
考
慮
せ
ら
る
べ
き

こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
常
に
経
営
内
外
の
位
置
に
関
す
る
存
立
条
件
の
維

持
改
善
を
目
的
と
し
、
従
っ
て
一
は
環
境
条
件
の
整
備
、
具
体
的
に
は
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
を
前
提
と
す
る
方
策
、
他
は
経
営
自
ら

の
諸
条
件
変
更
に
伴
う
方
策
の
適
応
化
等
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
我
国
に
お
け
る
事
業
経
営
の
現
実
課
題
と
し
て
み
る
時
に
は
、

そ
の
産
業
構
成
並
び
に
業
態
の
特
殊
性
よ
り
し
て
、
位
置
選
択
の
問
題
以

上
に
そ
の
位
置
に
伴
う
存
立
形
態
が
主
要
課
題
と
な
る
場
合
が
極
め
て
多

い
こ
と
が
そ
の
特
殊
性
ど
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
倫
　
叉
個
々
の
経
営
の
位
置
方
策
は
、
そ
の
集
積
と
し
て
の
立
地
現
象
が

国
家
経
済
乃
至
社
会
経
済
に
与
え
る
影
響
の
極
め
て
大
き
い
こ
と
か
ら
、

国
家
等
に
よ
る
地
域
政
策
、
地
域
統
制
と
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
如
き
地
域
的
要
請
は
（
経
営
の
存
立
条
件
の
一
と
し
て
、
一
般
的
に

配
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
る
現
実
問
題

を
み
る
時
、
根
号
の
交
錯
関
係
の
内
に
複
雑
な
る
関
係
が
あ
．
つ
て
一
律
に

論
ぜ
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
十
五
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
五
日
）

國
民
所
得
計
算
へ
の
一
接
近

能
　
勢
　
信
　
子

　
社
会
会
計
は
、
そ
の
構
成
形
式
に
於
て
企
業
会
計
に
近
似
し
て
居
る
が
、

そ
の
目
的
と
す
る
所
が
異
る
。
経
済
循
還
を
分
析
す
る
た
め
の
会
計
が
、

社
会
会
計
で
あ
り
、
社
会
的
勘
定
体
系
を
形
作
る
個
体
経
済
の
勘
定
が
、

共
通
の
タ
ー
ム
に
湿
て
、
蒐
集
累
積
表
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
故
に
、

そ
れ
は
、
自
ら
、
主
観
的
慣
習
的
性
絡
を
有
す
る
企
業
会
計
原
則
と
異
る

統
一
的
測
定
原
理
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
企
業
会
計
数
値
は
之
を
社
会
勘

定
に
適
用
す
る
と
き
、
社
会
会
計
原
則
に
照
し
、
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
調
整
の
問
題
と
、
社
会
会
計
原
則
を
明

確
に
し
た
最
初
の
試
み
と
し
て
、
F
・
S
・
プ
レ
イ
の
研
究
を
挙
げ
る
事

が
出
来
る
。
彼
の
調
整
は
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、イ

、
発
生
主
義
へ
の
調
整

　
個
別
会
計
上
の
実
現
主
義
に
お
け
る
現
金
収
支
に
限
ら
ず
、
期
間
に
発

　
生
し
た
販
売
及
び
支
払
を
確
か
め
る
た
め
発
生
せ
る
債
権
債
務
の
調
整
、

　
未
継
過
、
未
払
部
分
の
調
整
を
行
う
。

ロ
、
固
定
資
産
の
減
価
償
却
に
つ
い
て

　
減
価
償
却
費
の
回
収
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
個
別
会
計
技
術
に
よ
り
、

　
当
該
資
産
の
貨
幣
額
の
回
収
以
上
の
も
の
を
意
味
し
な
い
場
合
、
そ
れ

は
、
経
済
的
費
用
と
は
云
い
難
い
。
当
該
資
産
の
時
価
が
常
に
取
得
時
点

の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
保
障
は
な
い
。
社
会
総
資
本
の
実
体
維
持
に
於

て
、
実
質
的
な
所
得
を
、
貨
幣
表
示
し
得
る
た
め
に
、
減
価
償
却
費
に
対
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し
、
置
換
主
義
か
ら
の
調
整
が
不
可
欠
で
あ
り
、
か
瓦
る
実
質
減
価
償
却

費
用
の
配
賦
の
上
に
立
つ
社
会
会
計
技
術
は
、
所
得
の
正
確
な
る
測
定
と
、

集
計
（
費
用
が
現
在
価
値
に
よ
る
た
め
）
が
可
能
で
あ
る
。

　
社
会
会
計
の
要
求
す
る
経
済
量
は
、
財
貨
用
役
の
正
確
な
給
付
、
反
対

給
付
の
推
定
値
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
個
別
会
計
数
値
に
現
れ
な
い
現
物

給
与
、
労
務
者
負
担
の
生
産
手
段
、
叉
、
銀
行
、
保
険
業
者
の
支
え
る
サ

ー
ヴ
ィ
ス
等
の
推
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
客
観
的
、
実
物
維
持
的
規
準
に
よ
り
、
か
つ
、
発
生
主
義

に
よ
っ
て
、
一
定
期
間
の
生
産
一
費
用
の
記
録
が
社
会
会
計
数
値
と
し

て
要
諸
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

第
三
十
六
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
十
一
日
）

企
業
の
玉
戸
的
債
値
維
持

鈴
　
木
　
和
蔵

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
の
中
の
最
も
重
要
な
る
も
の
こ
そ
こ
の
相
対
的
価

値
維
持
の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
老
え
方
が
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
象
を
盤
景
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
我
々
は
否
定
す

る
も
の
で
な
い
。
従
っ
て
平
時
に
お
け
る
企
業
の
損
益
計
算
の
中
に
こ
の

原
理
を
そ
の
ま
＼
貫
か
ん
と
す
る
こ
と
は
、
既
に
リ
ー
ガ
ー
や
ニ
ッ
ク
リ

ッ
シ
ュ
の
批
判
に
見
る
如
く
拒
否
さ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
今
日
に
見
る
如
く
企
業
が
大
規
模
形
態
を
と
り
、
企
業
者
の
個
人

的
関
心
と
は
独
立
し
た
存
在
を
と
る
時
、
企
業
の
継
続
、
再
生
産
問
題
が

経
営
者
の
最
大
関
心
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
相
対
的

価
値
維
持
の
理
論
が
捨
て
ら
れ
な
い
理
由
が
数
に
存
ん
す
る
の
で
あ
る
。

企
業
経
螢
科
定
例
研
究
會

我
々
は
か
x
る
事
情
の
中
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
業
蹟
を
再
び
吟
味
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

第
三
十
七
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
十
八
日
）

綿
業
を
中
心
と
せ
る
我
國

貿
易
商
杜
の
妻
君
分
析

日
本
綿
糸
布
輸
出
組
合
小
島
一
夫

　
戦
後
に
お
け
る
商
企
業
の
脆
弱
性
は
自
己
資
本
の
過
小
に
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
自
己
資
本
の
過
小
を
も
つ
て
し
て
は
企
業
の
安
全
度
は
低
く
、

戦
前
の
如
く
、
商
社
自
体
の
ア
カ
ウ
ン
ト
と
リ
ス
ク
に
お
い
て
営
業
す
る

に
は
多
大
の
困
難
を
伴
い
、
い
き
お
い
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト

化
す
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
も
現
状
に
お
い
て
は
、
商
社
の
営
業
運
転
資

金
の
大
半
は
借
入
金
に
依
存
し
、
か
つ
、
採
算
上
こ
の
借
入
金
に
対
す
る

金
利
支
払
の
ウ
エ
イ
ト
が
極
め
て
大
き
い
の
と
法
人
税
の
過
当
な
負
担
と

が
商
社
の
自
己
資
本
蓄
積
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
か
か
る
状
況
下
に
あ
る
商
社
経
営
実
態
を
把
握
す
る
意
味
に
お
い
て
、

本
研
究
は
、
証
券
取
引
委
員
会
（
大
阪
支
所
）
に
提
出
さ
れ
た
「
有
価
証

券
報
告
書
」
に
基
き
、
調
査
対
象
と
し
て
繊
維
晶
取
引
を
主
た
る
業
務
と

す
る
主
要
商
社
六
社
を
選
定
し
、
昭
和
二
十
五
年
上
半
期
以
降
昭
和
二
十

六
年
下
半
期
迄
の
各
商
社
の
資
本
及
び
資
産
状
況
並
び
に
収
支
状
況
殊
に

売
買
差
益
率
の
推
移
及
び
金
利
負
担
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
に
つ
い
て
検
討
」

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

第
三
十
八
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
）

戦
後
米
英
の
経
螢
機
械
化
進
展
と

経
螢
機
械
工
業

米
　
花

稔

　
ア
メ
リ
カ
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
戦
後
の
経
営
機
械
化
、
即
ち
事
務
処
理
面

へ
の
機
械
の
導
入
は
、
戦
前
以
上
に
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ

に
伴
っ
て
こ
れ
の
基
礎
と
な
る
経
営
機
械
な
い
し
事
務
機
械
工
業
も
亦
こ

れ
ら
の
国
々
で
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
過
程
に
お
い
て
我
々

の
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

戦
前
か
ら
こ
の
業
界
の
過
半
の
地
位
を
占
め
る
プ
メ
リ
カ
は
、
著
名
大

企
業
が
（
H
・
⇔
d
・
竃
・
口
Φ
巳
轟
8
ロ
ロ
9
。
巳
w
累
9
け
♂
轟
一
9
魯
切
①
帆
。
・
8
目
等
々
）

国
際
的
地
位
を
有
し
、
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
国
々
に
も
支
配
的
優
位
を
占

め
且
海
外
に
も
大
規
模
の
工
場
を
薪
設
し
て
い
る
。
野
戦
前
池
入
国
で
あ

っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
工
業
に
お
け
る
戦
後
の
発
展
で
輸
出
国
に
転
じ
、

貿
易
収
支
改
善
の
一
役
を
果
し
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
自
ら
の
企
業

の
躍
進
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
の
大
会
社
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
工
場
新
設
が
目

立
ち
、
し
か
も
或
る
程
度
分
野
か
ら
い
っ
て
も
両
者
が
協
力
的
発
展
を
示

し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
工
業
が
機
械
工
業
の
内
で
も
加
工
度
の
特
に
高

い
所
か
ら
、
立
地
条
件
的
制
約
が
比
較
的
少
く
、
新
し
い
工
業
地
域
な
い

し
不
振
地
域
振
興
の
一
役
を
も
つ
と
め
る
、
換
言
す
れ
ば
工
業
誘
致
の
一

つ
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
も
み
ら
れ
る
が
、
特

に
イ
ギ
リ
ス
で
顕
著
な
結
果
を
示
し
て
い
る
。

　
産
業
と
し
て
の
全
体
と
し
て
の
規
模
は
必
し
も
大
き
く
な
い
が
、
こ
の

如
き
多
角
的
な
る
問
題
を
持
っ
て
い
る
経
営
機
械
工
業
を
思
う
と
き
、
我

国
の
問
題
と
し
て
又
老
師
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

第
一
二
十
十
仙
同
【
研
究
ム
躍
（
㎜
順
和
一
一
十
八
年
五
日
〃
山
ハ
ロ
H
）

ジ
ー
ベ
ル
経
管
學

鈴
木
　
和
蔵

　
ジ
ー
－
ベ
ル
の
著
『
経
営
学
の
対
象
と
観
察
方
法
』
（
O
ぼ
①
犀
曲
ロ
ロ
島
閑
①
霞
甲

畠
言
誤
。
・
≦
①
ぎ
山
霞
切
。
三
①
げ
ω
三
目
ぎ
訂
閏
邑
①
訂
ρ
H
ゆ
。
。
卜
。
・
）
は
一
九
三
二
年
に

出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
著
に
見
る
限
り
、
彼
は
当
時
経
済
性
を

斯
学
の
中
心
原
理
と
し
て
進
み
つ
瓦
あ
っ
た
経
営
学
の
傾
向
に
反
対
し
て

収
益
性
を
と
り
、
ま
た
対
象
と
し
て
経
営
を
で
は
な
く
て
企
業
を
お
か
ん

と
し
て
い
る
。
か
x
る
方
向
は
彼
が
ま
た
経
営
学
を
実
践
科
学
と
し
て
成

り
立
た
し
め
ん
と
す
る
意
図
と
あ
い
ま
っ
て
、
か
つ
て
の
一
九
一
二
年
代

に
お
け
る
私
経
済
学
論
争
の
渦
中
に
自
ら
を
投
げ
込
む
危
険
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
共
同
経
済
的
生
産
性

　
（
㎝
①
幕
営
三
器
。
心
門
岳
9
①
℃
8
自
尽
三
§
）
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性

（
≦
一
肖
け
q
甦
O
犀
⇔
「
け
一
一
〇
げ
犀
①
一
〇
）
を
客
観
性
も
た
ざ
る
も
の
と
し
て
否
定
せ
ん
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ー
ベ
ル
の
経
営
学
そ
の
も
の
工
立
つ
経
済
的

地
盤
の
古
さ
か
ら
来
る
批
判
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ボ
ス
テ
ッ
ト
ラ

、
1
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
シ
ュ
マ
r
レ
ン
バ
ッ
ハ
、
ニ
ッ

ク
リ
ッ
シ
ュ
の
学
説
を
そ
の
ま
瓦
容
認
せ
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
彼

等
の
学
説
を
上
昇
期
に
お
け
る
資
本
主
義
の
中
に
で
は
な
く
、
ゾ
ム
バ
ル

ト
の
い
う
後
期
資
本
主
義
経
済
秩
序
の
中
に
そ
の
成
立
の
根
因
を
求
め
、

問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
四
十
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
日
）

原
債
差
額
調
整
問
題
の
分
析

渡
　
　
辺

進

　
原
価
差
額
を
棚
卸
資
産
原
価
に
配
賦
（
叉
は
控
除
）
す
る
こ
と
の
要
否

及
び
そ
の
方
法
に
つ
い
て
各
種
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
標
準
原

価
計
算
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
の
原
価
差
額
は
損
益
調
整
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
、
原
価
差
額
調
整
問
題
は
複
雑
な
る
様
相
を

呈
す
る
に
至
っ
た
。
併
し
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
原
価
差

額
調
整
を
続
る
諸
種
の
議
論
を
分
析
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
原
価
差
額
調
整
は
法
人
税
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
原

価
法
に
よ
る
評
価
規
定
に
対
す
る
補
足
規
定
と
し
て
意
味
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
企
業
経
理
の
実
際
に
お
い
て
製
品
等
の
原
価
が
必
ず
し

も
取
得
価
額
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
実
情
を
税
法
が
承
認

す
る
と
共
に
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
施
行
規
則
第
二
十
条
を
適
用
す
る

際
に
生
ず
る
困
難
を
除
去
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

而
し
て
か
か
る
考
慮
は
税
法
が
期
末
棚
卸
資
産
の
原
価
を
先
ず
確
定
し
て

期
聞
損
益
を
決
定
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
他
面
企
業
経
理
に
お
い
て

は
、
原
価
計
算
上
の
要
求
か
ら
期
中
の
払
出
原
価
を
決
定
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
原
価
差
額
調
整

必
要
論
が
か
か
る
事
情
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
先
ず
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
か
か
る
地
盤
に
お
い
て
調
整
の
方
法
が

老
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
標
準
原
価
計
算
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
の
原
価
差
異
を
原
価
調

企
業
経
螢
科
定
例
研
究
會

整
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
こ
れ
と
騎
箇
の
も
の
で
あ
る
。

標
準
原
価
に
よ
る
評
価
が
将
来
税
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
原
価
差
異
の
一
部
（
叉
は
全
部
）
が
調
整
す
べ
き
原
価
差
額
か
ら

除
外
さ
れ
る
ご
と
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
標
準
原
価
差
異
の
す
べ

て
が
調
整
不
要
と
な
ら
な
い
限
り
、
差
額
調
整
の
方
法
の
必
要
は
依
然
と

し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
十
一
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
三
日
）

ペ
パ
レ
ル
紡
績
會
杜
の
経
管
史井

　
上
　
忠
勝

　
一
、
序

　
二
、
ペ
パ
レ
ル
紡
績
会
社
の
生
成
期
、
　
［
八
五
〇
i
一
八
七
〇

　
三
、
ペ
パ
レ
ル
紡
績
会
社
と
南
部
綿
業
、
一
八
七
〇
1
一
九
二
四

　
四
、
ペ
パ
レ
ル
紡
績
会
社
の
更
新
期
、
一
九
二
四
i
一
九
三
九

　
五
、
結
語

　
（
井
上
稿
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
紡
績
会
社
の
経
営
史
、

民
経
済
雑
誌
、
八
八
ノ
三
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
、
参
照
）

第
四
十
二
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
十
七
日
）

R
・
R
腰
窓
機
の
近
状

能
勢
信
子

国

経
営
機
械
化
に
よ
る
事
務
処
理
の
標
準
化
、
能
率
増
進
は
、
近
代
経
営
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企
業
経
螢
科
定
例
研
究
會

に
於
け
る
主
要
関
心
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
機
械
化
実
施
に
当
り
、
導

入
さ
る
べ
き
機
械
体
系
の
規
模
、
性
能
の
如
何
は
、
そ
の
事
業
自
体
の
ス

ケ
ー
ル
、
処
理
す
べ
き
事
務
量
の
大
い
さ
、
複
雑
さ
に
よ
り
、
決
定
さ
る

べ
き
で
あ
り
、
事
業
の
実
状
に
相
応
し
な
い
霊
大
な
体
系
を
徒
ら
に
導
入

す
る
こ
と
は
、
寧
ろ
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
す
ら
齎
す
も
の
と
い
え

る
。
最
近
、
頓
に
、
多
角
的
方
向
に
撃
て
、
類
型
を
異
に
す
る
各
種
経
営

機
械
を
作
製
し
つ
X
あ
る
、
R
・
R
会
計
機
株
式
会
社
に
於
て
、
企
業
規

模
の
大
小
に
照
応
す
べ
き
各
種
の
経
営
機
械
統
計
会
計
機
群
、
フ
ォ
ア
モ

ー
ス
ト
型
会
計
機
、
両
者
の
連
働
機
、
小
企
業
用
各
計
算
器
械
を
実
地
に

見
学
研
究
し
た
。

第
四
十
三
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
）

経
管
位
置
論
に
お
け
る
地
域
研
究
の
一
例

一
伊
丹
工
業
地
域
－米

　
花

稔

　
特
定
の
地
域
を
経
営
位
置
の
対
象
と
し
て
慕
え
る
と
、
そ
の
存
立
の
可

能
性
と
限
界
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
地
域
の
も
つ
時
聞
的

空
間
的
距
離
と
、
そ
の
地
域
自
体
の
特
殊
性
が
こ
れ
を
制
約
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
こ
の
如
ぎ
地
域
は
、
既
に
あ
る
程
度
の
工
業
発
展
を
み
て

い
る
こ
と
を
普
通
と
す
る
か
ら
、
そ
の
発
展
の
推
移
が
以
上
の
諸
点
を
特

徴
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
如
き
諸
点
か
ら
、
伊
丹
地
域
を
と
り
あ
げ

た
の
で
あ
る
。

　
我
国
の
工
業
立
地
h
の
特
殊
性
と
し
て
、
阪
神
工
業
地
帯
は
、
京
浜
地

帯
と
共
に
、
工
業
の
集
中
的
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
る
が
、

伊
丹
は
そ
の
阪
神
工
業
地
帯
の
一
部
と
し
て
、
本
来
同
一
嬉
野
に
よ
る
発

展
を
み
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
現
実
に
は
必
し
も
然
ら
ざ
る
点
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
地
域
を
歴
史
的
に
み
る
と
、
城
下
町
的
工
業
か
ら
漸
次
発
展
を
と

げ
て
、
今
日
で
は
金
属
機
械
工
業
を
中
心
と
す
る
近
代
的
工
業
地
帯
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
地
域
所
在
工
場
の
近
年
の
新
陳
代
謝

は
か
な
り
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
一
部
は
我
国
産
業
一
般
の
傾
向
と
み
ら

れ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
周
辺
工
業
地
帯
の
特
殊
性
の
反
映
と
み
ら
れ
る

部
分
も
あ
っ
て
、
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
こ
の
地
域
を
市
場
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
阪
神
市
場
と
直
接
し
て
、

消
費
地
所
在
工
業
的
立
地
条
件
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
に
業
種
業
態

も
そ
の
如
く
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
通
信
施
設
、
そ
の

迅
速
化
交
通
連
絡
に
欠
く
る
所
が
こ
の
如
き
特
徴
を
著
し
く
阻
害
し
て
い

る
。　

こ
の
地
域
の
土
地
的
条
件
と
し
て
、
郊
外
地
域
と
し
て
中
規
模
的
工
場

の
存
立
を
期
待
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
叉
海
岸
工
業
地
帯
の
後
背
地
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
同
じ
く
業
種
業
態
を
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
特

殊
性
発
揮
の
為
の
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
従
っ
て
道
路
の
未
整
備
が
こ
れ
を
著
し

く
制
約
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
地
域
の
特
殊
性
と
し
て
古
く
か
ら
酒
造
業

繊
維
工
業
化
学
工
業
等
こ
れ
に
依
存
す
る
部
分
が
少
く
な
い
が
、
今
日
そ

れ
ら
の
条
件
の
検
討
が
要
請
せ
ら
れ
る
時
期
と
な
っ
て
い
る
。

　
又
既
に
郊
外
工
業
地
帯
化
し
た
今
日
、
所
在
工
場
の
構
成
労
働
は
、
農

業
と
の
関
連
殆
ど
な
く
、
他
地
方
か
ら
吸
収
す
る
工
場
労
働
専
業
者
を
主

と
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
熱
練
度
増
大
が
期
待
で
き
る
が
、
そ
の

為
に
一
層
生
噛
環
境
の
改
善
が
重
要
な
要
件
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
最
後
に
こ
の
地
域
に
阪
神
工
業
地
帯
の
一
部
と
し
て
、
金
属
機
械
工
業

を
中
心
と
し
て
、
求
心
的
構
成
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
今
日
、
阪
神
工

業
地
帯
と
一
体
と
し
て
対
策
も
老
頭
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
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丈
工
業
地
帯
と
し
て
の
高
度
化
の
為
、
こ
の
地
域
内
自
体
の
相
互
依
存
関

連
性
の
増
大
も
亦
望
ま
れ
る
所
で
あ
る
。

第
四
十
四
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
四
日
）

企
業
所
得
算
定
上
の
諸
問
題

増
　
崎
　
宗
　
弘

　
企
業
所
得
算
定
上
、
収
益
に
課
せ
ら
れ
る
費
用
の
計
算
基
準
が
原
価
、
．

蒔
価
の
何
れ
に
求
め
ら
る
べ
き
や
、
と
い
う
問
題
に
関
し
、
最
近
ア
メ
リ

カ
で
6
冨
ロ
σ
Q
ド
α
q
O
8
8
冥
。
・
亀
じ
d
口
ω
ぱ
①
ω
ω
ζ
8
ヨ
①
と
か
牟
ギ
リ
ス
で
タ
ッ

カ
ー
報
告
な
る
注
目
す
べ
き
論
老
が
発
表
さ
れ
た
。
本
報
告
は
、
そ
こ
で

の
国
論
を
検
討
し
残
さ
れ
た
問
題
点
を
挙
げ
、
右
の
問
題
を
（
1
）
純
理

的
（
2
）
財
務
的
（
3
）
財
政
的
な
諸
観
点
か
ら
検
討
し
直
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
一
、
純
理
的
考
察
。
一
般
的
に
原
価
（
入
帳
価
格
）
こ
そ
が
客
観
的
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ツ
ク
ワ
ロ
ド
　
ル
ツ
キ
ン
グ

つ
正
確
な
基
準
で
あ
る
と
す
る
回
　
顧
　
的
な
会
計
の
態
度
は
再
検
さ
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
叉
、
企
．
業
所
得
の
算
定
の
み
に
時
価
基
準
を
考

慮
す
る
と
き
対
定
額
所
得
乃
至
対
賃
金
所
得
と
の
聞
の
衡
平
が
失
わ
れ
る

と
云
う
論
は
、
企
業
所
得
が
所
有
資
産
の
生
産
的
利
用
に
よ
る
総
所
得
の

余
剰
分
だ
、
と
云
う
本
質
的
な
特
徴
の
点
か
ら
再
検
さ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
純
理
的
に
は
「
将
来
予

想
に
規
定
さ
れ
て
く
る
現
荘
価
値
」
を
、
実
際
的
に
は
現
在
の
再
生
産
価

格
を
費
用
評
価
の
墓
準
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
後
者
は
前
者

の
近
似
計
算
的
な
基
準
た
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
経
済
の
均
衡
条
件
下
で

両
者
は
合
致
し
不
均
衡
条
件
下
で
も
、
結
局
、
長
期
的
に
み
る
と
オ
ル
タ

企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

ナ
テ
ィ
ブ
・
コ
ス
ト
の
老
え
方
で
は
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
二
、
財
務
的
考
察
。
時
価
基
準
が
主
張
さ
れ
る
強
い
背
景
に
は
イ
ン
フ

レ
下
に
お
け
る
資
産
実
体
の
更
新
と
い
う
企
業
の
財
務
的
要
．
請
が
あ
る
。

し
か
し
、
時
価
基
準
で
費
用
を
計
算
し
回
収
し
て
も
、
回
収
さ
れ
た
費
用

部
分
が
即
時
的
に
継
続
し
て
資
産
の
更
新
に
向
け
ら
れ
る
か
、
又
は
、
企

業
外
に
投
資
さ
れ
該
投
資
物
件
の
価
格
が
資
産
の
雪
空
騰
貴
と
軌
を
一
に

し
て
上
昇
し
な
け
れ
ば
、
右
の
財
務
的
要
請
を
果
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

叉
、
こ
の
場
合
、
価
絡
騰
貴
率
や
企
業
の
利
潤
上
昇
率
と
の
関
連
に
お
い

て
利
潤
分
配
の
適
否
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
時
価
基
準
で
決
定

さ
れ
る
売
価
が
当
面
の
限
界
価
格
に
過
ぎ
な
い
か
ど
う
か
も
想
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
三
、
財
政
的
老
慮
。
時
価
基
準
が
主
張
さ
れ
る
強
い
背
景
に
は
イ
ン
フ

レ
下
そ
れ
に
よ
る
税
軽
減
と
い
う
企
業
の
意
図
が
あ
る
。
し
か
し
、
単
な

る
税
軽
減
の
た
め
な
ら
ば
例
え
ば
イ
ニ
シ
ア
ル
・
ア
ロ
ワ
ン
ス
の
制
度
も

あ
り
、
単
に
資
本
課
税
を
避
け
る
た
め
な
ら
ば
価
格
騰
貴
率
・
税
率
・
税

引
前
利
潤
率
・
利
潤
分
配
率
等
を
考
慮
し
て
の
企
業
の
自
己
防
衛
も
時
に

可
能
で
あ
ろ
う
。
又
、
眼
を
転
じ
、
企
業
へ
の
高
率
課
税
に
よ
っ
て
強
制

的
に
資
本
を
蓄
［
積
し
イ
ン
フ
レ
の
防
邊
と
設
備
の
維
持
増
大
に
務
め
よ
う

と
す
る
租
税
政
策
的
な
目
的
の
前
に
は
課
税
所
得
計
算
の
方
法
を
云
々
す

る
積
極
的
な
論
拠
が
な
く
な
っ
て
了
う
。
’

　
か
く
て
、
本
報
告
の
一
応
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
価

基
準
を
主
張
す
る
積
極
的
な
論
拠
は
企
業
所
得
・
課
税
所
得
と
云
う
と
き

の
所
得
と
は
純
理
的
に
み
て
果
し
て
如
何
と
の
見
地
に
見
出
さ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
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企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

第
四
十
五
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
十
一
日
）

銀
行
の
資
本
比
率
と
位
置
の
關
連

に
つ
い
て

i
特
に
米
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
i

藤
　
田
　
正
　
寛

　
米
国
の
銀
行
制
度
は
連
邦
準
備
制
度
で
あ
り
、
合
衆
国
を
十
二
の
連
邦

進
－
三
三
に
分
け
て
主
と
し
て
単
一
銀
行
主
義
と
分
業
主
義
に
則
っ
て
預
金

銀
行
が
設
立
さ
れ
て
居
り
、
各
々
が
そ
の
地
域
の
金
融
を
担
っ
て
い
る
。

　
米
国
の
預
金
銀
行
の
立
地
と
資
本
比
率
に
つ
い
て
は
一
つ
の
研
究
が
あ

る
が
（
告
ぎ
切
創
傷
守
昇
6
譜
陣
富
一
。
。
巳
望
N
①
き
自
目
9
葺
。
昌
亀
切
き
冨
ゆ

目
器
冒
口
目
巴
。
〔
聞
口
。
・
首
①
器
。
「
些
①
d
昌
罫
。
「
O
寓
8
α
q
o
。
。
’
、
＜
9
護
ぐ
0
3

H
O
認
）
、
そ
れ
は
入
ロ
稠
密
な
地
域
で
は
銀
行
の
数
そ
の
も
の
は
（
資
本
金

や
平
均
預
金
総
額
か
ら
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た
場
合
の
大
グ
ル
ー
プ
の
そ

れ
が
数
に
於
い
て
は
他
の
入
々
の
小
さ
い
地
域
の
銀
行
が
高
率
の
資
本
比

率
を
も
つ
銀
行
と
し
て
比
較
的
に
そ
の
数
が
多
い
に
不
拘
）
多
く
な
く
、

一
行
当
り
の
預
金
蒐
集
量
を
多
く
す
る
た
め
に
も
大
銀
行
た
る
こ
と
が
必

要
と
な
り
、
・
勢
い
、
資
本
の
所
要
額
も
大
と
な
る
の
で
大
銀
行
は
有
利
と

な
り
、
周
辺
の
小
銀
行
を
吸
収
合
併
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
合

．
併
な
る
現
象
が
一
行
当
り
の
預
金
量
の
大
い
さ
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
資

・
本
比
率
と
人
口
密
度
に
比
例
的
に
促
進
さ
れ
る
関
係
を
「
預
金
総
額
に
よ

る
銀
行
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
」
、
「
留
保
利
潤
の
資
本
勘
定
附
加
」
、
「
合
衆
国

十
州
に
於
け
る
二
つ
の
資
本
比
率
（
資
産
比
率
、
危
険
資
産
比
率
）
の
比

較
」
、
「
預
金
量
と
人
口
密
度
の
比
較
に
よ
る
銀
行
の
分
類
」
、
「
危
険
資
産

比
率
と
補
助
資
産
」
の
関
係
を
表
す
諸
表
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
・

　
銀
行
集
中
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
研
究
は
従
来
の
大
銀
行

主
義
理
論
に
対
し
て
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
十
穴
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日
）

杜
會
會
三
論
に
お
け
る
部
門

分
割
の
諸
問
題
に
つ
い
て

能
　
勢
信
子

　
部
門
分
割
の
原
理
は
、
一
国
民
経
済
の
構
造
的
特
徴
を
、
最
も
集
中
的
、

原
則
的
、
か
つ
捕
象
的
に
把
捉
す
る
た
め
に
要
請
せ
ら
れ
る
。
学
説
史
的

に
展
望
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
ば
、
部
門
分
割
に
於
け
る
問
題
の
所
在

を
推
察
し
得
る
の
で
あ
る
。
先
づ

　
ケ
ネ
ー
の
「
経
済
表
し
で
は
次
の
流
通
が
示
さ
れ
る
。

一目

H
β
土
H
§
τ
。
♪

H
。
劇
＋
群
＋
H
。
§
・
・
＋
H
。
ミ
・
急
。
演

目
　
H
O
宍
」
十
δ
映
煽
一
8
因

：
工
　
　
業

：
農
　
　
業

：
地
主
消
費

　
　
　
　
●

こ
の
取
引
の
特
徴
と
し
て
、
農
業
の
み
が
剰
余
生
産
物
を
生
む
、
流
通
を

総
体
的
資
本
循
環
と
考
え
る
、
生
産
過
程
を
再
生
産
過
程
と
し
て
捉
え
る
、

社
会
が
生
産
的
・
不
生
産
的
・
地
主
の
三
階
級
よ
り
構
成
さ
れ
る
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
生
産
物
の
帰
属
す
る
主
体
を
明
確
に
し
、
又
利
潤

の
発
生
を
生
産
の
領
域
に
確
定
し
、
経
済
的
範
疇
で
主
体
を
代
表
明
示
し
、
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同
時
に
貨
幣
と
物
の
流
通
を
分
離
し
、
資
本
の
概
念
を
定
義
し
た
点
で
は
、

部
門
分
割
の
意
義
は
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
、
主
体
的
に
は
三
階
級
の
分
離
、

物
的
に
は
農
・
工
業
と
し
て
経
済
構
造
を
示
す
べ
き
両
面
か
ら
、
而
も
経

済
的
範
疇
の
表
現
の
助
け
を
得
て
、
老
え
ら
れ
て
い
る
。
言
「
を
侯
た
ず
、

か
エ
る
分
割
の
原
理
は
、
封
建
制
末
期
産
業
（
農
業
）
資
本
主
導
の
フ
ラ

ン
ス
の
近
代
的
転
化
と
い
う
当
時
の
経
済
構
造
を
抽
象
化
せ
ん
と
す
る
要

請
か
ら
生
じ
た
と
解
さ
れ
る
。
次
に
、
マ
ル
ク
ス
の
表
式
で
は
周
知
の
如

く
二
部
門
分
割
が
と
ら
れ
、
単
純
再
生
産
で
は
、
流
通
は
唄
H
十
ミ
p
H
O
曽

拡
張
再
生
産
で
は
メ
＋
ミ
旨
＋
葺
㌔
P
＋
ミ
冒
に
要
約
さ
れ
る
。
．
勿

論
部
門
構
成
は
、
部
門
1
は
本
来
的
第
一
部
門
（
部
門
－
用
生
産
財
生
産

部
門
・
部
門
皿
用
同
上
）
・
貨
幣
材
料
生
産
部
門
、
部
門
H
は
生
活
必
需

晶
生
産
部
門
・
奢
修
品
生
産
部
門
（
本
来
的
・
軍
需
）
よ
り
成
る
。
こ
の

様
に
生
産
財
∴
消
費
財
二
分
割
と
し
て
、
抽
象
性
が
高
い
経
済
的
範
疇
を

以
て
価
値
関
係
を
明
か
に
す
る
、
資
本
構
成
と
不
均
等
・
不
均
衡
発
展
の

可
能
性
を
示
す
点
で
分
割
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
之
、
マ
ル
ク
ス

は
盗
本
主
義
の
存
す
る
限
り
あ
る
基
本
構
造
を
、
主
体
的
に
は
資
本
・
労

働
・
素
材
的
に
は
生
産
財
・
消
費
財
と
し
て
抽
象
し
た
。
而
も
盗
本
・
賃

銀
・
利
潤
の
関
係
を
各
部
門
内
部
及
び
部
門
間
の
生
産
・
流
通
の
役
割
か

ら
明
確
に
し
、
「
価
値
」
一
“
商
品
た
る
物
”
で
表
現
し
た
点
に
於
て
、
最

も
抽
象
性
の
高
い
基
本
的
経
済
構
造
の
表
示
と
言
え
る
。
以
上
を
通
じ
て
、

我
々
は
、
流
通
を
分
割
す
る
基
本
原
理
と
し
て
、
主
体
、
素
材
の
両
面
よ

り
老
察
す
べ
き
事
、
そ
れ
が
、
再
生
産
論
に
基
礎
付
け
ら
る
べ
き
を
理
解

し
た
。
社
会
会
計
論
に
於
け
る
部
門
別
勘
定
構
成
に
当
り
、
そ
れ
が
、
ケ

イ
ン
ズ
的
、
流
通
乃
至
交
換
バ
ラ
ン
ス
に
終
ら
ざ
る
た
め
に
は
、
以
上
の

問
題
意
識
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。

企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

第
四
十
七
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
九
月
九
日
）

グ
ラ
ア
ス
に
お
け
る
資
本
主
義
の

概
念
と
そ
の
類
型

井
　
上
　
忠
　
勝

　
一
、
資
本
主
義
の
管
理
者
概
念
的
把
握

　
二
、
前
経
営
資
本
主
義
と
経
営
資
本
主
義

　
三
、
私
的
経
営
資
本
主
義
と
公
的
経
営
資
本
主
義

　
四
、
私
的
経
営
資
本
主
義
の
類
型

　
五
、
結
語

　
（
井
上
稿
、
グ
ラ
ア
ス
の
経
営
発
展
段
階
説
、
企
業
経
営
研
究
、

皿
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
、
参
照
）

第
四
十
八
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
）

戦
後
日
本
に
お
け
る
勤
勢
所
得

年
報

能
　
勢
　
信
　
子

　
勤
労
所
得
の
実
質
的
内
容
は
、
一
国
の
物
価
、
財
政
機
構
に
よ
っ
て
大

き
く
規
定
さ
れ
る
。
本
報
告
は
、
資
料
を
も
と
N
し
て
、
戦
後
日
本
の
経

済
構
造
変
遷
の
導
爆
、
階
に
沿
い
、
物
価
並
び
に
、
租
税
機
構
の
両
面
よ
り

勤
労
者
の
生
活
水
準
を
、
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
先
づ
物

価
上
昇
に
つ
い
て
は
第
一
期
（
終
戦
か
ら
昭
和
二
十
一
年
末
迄
、
．
信
用
膨

脹
、
資
本
喰
い
つ
ぶ
し
に
よ
る
消
費
財
生
産
再
開
期
）
第
二
期
（
昭
和
二

十
二
年
初
か
ら
二
十
三
年
末
迄
、
基
幹
産
業
再
建
期
を
通
じ
、
敗
戦
イ
ン
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會

ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
特
徴
付
け
る
高
勝
を
示
し
、
第
三
期
（
昭
和
二
十
四
年

初
か
ら
二
十
五
年
朝
鮮
動
乱
直
前
迄
、
ド
ッ
ヂ
プ
ラ
ン
に
よ
る
安
定
政
策

の
実
施
並
び
に
産
業
合
理
化
遂
行
期
）
の
安
定
政
策
下
に
於
て
、
や
瓦
安

定
的
で
あ
り
第
四
期
（
動
乱
勃
発
か
ら
現
在
ま
で
動
乱
ブ
ー
ム
及
び
景
気

、
後
退
）
期
に
於
て
、
特
需
ブ
ー
ム
の
た
め
再
び
高
騰
し
、
景
気
後
退
と
x

・
も
に
漸
落
最
近
は
、
防
衛
体
制
に
基
く
イ
ン
フ
レ
気
配
を
示
し
て
い
る
。

、
名
目
給
与
の
上
昇
は
か
な
り
大
き
い
が
、
戦
後
物
価
及
び
通
貨
機
構
が
質

的
に
改
変
さ
れ
た
x
め
実
質
賃
金
は
未
だ
に
戦
前
を
か
な
り
下
廻
る
。
特

に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
収
奪
の
時
期
で
あ
っ
た
第
一
、
第
二
期
に
は
、

所
謂
「
賃
金
と
物
価
の
悪
循
環
」
を
介
し
、
勤
労
者
家
計
の
決
定
的
貧
困

化
が
生
じ
た
。
次
に
租
税
負
担
を
直
接
税
、
間
接
税
の
両
面
か
ら
と
り
上

げ
る
。
実
質
賃
金
低
下
の
趨
勢
に
も
か
瓦
わ
ら
ず
、
税
率
は
、
シ
ャ
ウ
プ

勧
告
前
は
殆
ど
変
化
な
く
、
以
後
は
多
少
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
他
方
税
控

除
に
つ
い
て
は
相
当
変
化
が
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下

の
賃
金
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
対
す
る
課
税
と
し
て
は
、
充
分
有
効
な
調
整
措

置
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
結
果
、
名
目
賃
金
の
上
昇
効
果
は
大
い
に

減
殺
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
先
立
つ

第
二
期
の
終
り
及
び
第
三
期
に
於
て
著
し
い
。
所
得
税
負
担
最
低
限
は
国

際
的
に
見
て
低
く
、
叉
負
担
範
囲
が
年
々
拡
大
さ
れ
つ
N
あ
る
現
状
か
ら
、

重
税
負
担
が
、
勤
労
者
家
計
を
圧
迫
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他

方
間
接
税
は
勤
労
者
の
実
質
賃
金
低
下
、
消
費
性
向
上
昇
の
事
実
か
ら
、

大
衆
課
税
と
し
て
の
性
格
を
顕
著
な
も
の
と
し
て
い
る
。
直
接
税
の
約
四

割
五
分
は
、
間
接
税
と
し
て
、
勤
労
者
家
計
か
ら
支
弁
・
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
勤
労
者
家
計
の
状
況
は
、
・
第
一
、
二
期
及
び
第
四
期
に
は
物
価
の
面
、

第
三
期
、
第
二
期
に
は
重
税
負
担
の
面
か
ら
大
き
く
圧
迫
せ
ら
れ
、
赤
字

を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
他
方
戦
後

資
本
の
再
建
整
備
の
事
実
と
し
て
現
象
し
て
い
る
こ
と
を
、
・
以
上
の
分
析

か
ら
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
十
九
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
七
日
）

わ
が
國
税
法
に
お
け
る
後
入
先
出
法

増
　
崎
　
宗
　
弘

　
わ
が
国
税
法
に
お
け
る
後
入
先
出
法
の
規
定
を
、
収
益
費
用
の
期
間
的

な
対
応
を
適
正
な
ら
し
め
よ
う
、
と
す
る
後
入
先
出
法
の
計
算
原
理
の
見
地

か
ら
、
ア
メ
リ
カ
税
法
で
の
そ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
批
判
的
に
論
じ
た
。

　
（
増
崎
稿
冨
。
・
7
芦
濁
曇
6
三
ぎ
く
①
ロ
ざ
q
目
①
停
。
面
目
匿
魯
爵
①
蜜
篇
昌
①
。
・
①
日
賃

訂
き
目
。
げ
①
国
8
ロ
。
巨
。
卑
巳
b
⇔
口
ω
ぎ
。
。
・
。
。
切
①
鼠
①
ぎ
H
’
H
醤
も
。
参
照
）

第
五
十
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
十
四
日
）

地
方
工
業
化
の
一
盲
黙

米
　
花

稔

　
わ
が
国
の
地
方
工
業
化
の
問
題
点
と
し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ

ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
欧
米
の
立
地
研
究
な
い
し
経
験
を
異
論
と
す
る
に
つ
い
て
は
、

　
　
そ
の
著
る
し
く
異
な
る
特
殊
性
に
留
意
し
て
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
こ
と
。

　
（
2
）
　
わ
が
国
の
工
業
は
少
数
地
域
へ
各
業
種
が
重
畳
的
に
集
中
す
る

　
　
と
い
う
特
徴
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
伴
う
業
態
的
特
徴
も
形

　
　
成
せ
ら
れ
て
い
て
、
当
面
地
方
工
業
化
が
極
め
て
困
難
な
る
条
件
に

　
　
お
か
れ
一
応
中
心
工
業
地
帯
の
外
縁
へ
の
発
展
的
浸
潤
に
ま
た
ざ
る
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を
得
な
い
如
く
で
あ
る
こ
と
。

（
3
）
　
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
差
当
り
、
伝
統
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
各

　
地
に
あ
る
地
方
産
業
を
そ
の
生
産
売
買
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ

　
つ
て
、
　
一
層
発
展
せ
し
め
る
道
が
準
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
4
）
　
今
日
ま
で
の
地
方
工
業
化
の
中
心
目
標
と
さ
れ
て
き
た
と
思
わ

　
れ
る
と
こ
ろ
の
、
特
定
地
域
の
未
開
発
未
利
用
資
源
の
開
発
、
特
定

　
立
地
条
件
の
造
成
等
は
、
も
ち
ろ
ん
一
層
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
望
ま

　
し
い
が
、
競
争
の
激
化
し
た
今
後
の
経
済
基
盤
を
考
え
る
と
き
、
わ

　
が
国
の
場
合
、
余
り
大
き
な
期
待
は
無
理
で
、
む
し
ろ
資
本
資
材
の

　
濫
費
に
陥
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
従
来
の
計
画
施
策
が
こ

　
の
方
向
に
偏
し
過
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（
5
）
　
わ
が
国
工
業
の
高
度
化
を
地
方
工
業
化
の
し
に
実
現
す
る
と
い

　
う
方
向
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
立
地

　
条
件
的
側
面
に
の
み
と
ら
わ
れ
ず
、
経
営
の
業
態
の
側
面
に
方
向
を

　
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
位
置
的
制
約
度
の
比
較
的
少
な
い
部
門
に
つ

　
い
て
、
そ
の
経
営
の
特
殊
性
確
保
と
市
場
と
の
結
合
関
係
の
強
化
方

　
策
を
前
提
と
す
れ
ば
、
今
後
最
も
重
視
さ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
。
殊
．

　
に
工
業
生
産
機
構
の
複
雑
化
に
伴
っ
て
特
殊
化
専
門
化
の
高
度
に
進

　
ん
だ
分
野
に
お
い
て
、
特
に
注
意
せ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

第
五
十
一
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
十
四
日
）

第
三
次
再
評
債
の
問
題
黙

渡
　
辺

進

　
資
産
再
評
価
法
が
改
正
さ
れ
新
法
は
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
法
は
（
第
一
次
及
び
第
二
次
の
再
評
価
に

企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

比
し
）
基
準
日
を
変
更
し
、
且
つ
再
評
価
倍
数
の
作
成
に
当
り
第
一
次
再

評
価
倍
数
の
基
礎
と
な
っ
た
昭
和
二
十
四
年
六
月
以
降
の
物
価
h
昇
率
を

織
込
ん
だ
こ
と
に
特
色
を
有
す
る
。
再
評
価
は
過
去
に
お
け
る
物
価
水
準

の
変
動
を
追
認
し
、
譲
渡
所
得
計
算
及
び
減
価
償
却
計
算
の
基
礎
と
な
る

価
額
を
改
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
物
価
水
準
の

変
動
あ
り
た
る
場
合
に
、
再
評
価
倍
数
を
改
訂
し
て
再
評
価
を
認
め
る
こ

と
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
第
三
次
再
評
価
に
は
第
一
次
及
び
第
二
次
再
評
価
の
場
合
と
同
一
の
方

式
が
用
い
ら
れ
た
。
即
ち
償
却
資
産
に
つ
い
て
い
え
ば
次
の
計
算
に
よ
っ

て
再
評
価
限
度
額
が
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
蜘
諭
強
韓
×
．
（
滞
購
営
応
対
醤
×
書
強
粛
鍾
）

　
こ
の
方
式
は
未
償
却
単
価
に
対
し
て
の
み
物
価
h
昇
率
を
影
響
せ
し
め

る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

こ
の
方
式
は
既
に
第
一
・
次
再
評
価
以
来
用
い
ら
れ
て
お
り
、
第
三
次
再
評

価
に
関
す
る
問
題
点
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
一
の
方
式
が
用
い
ら

れ
乍
ら
特
に
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
第
一
次
再
評
価
以
後
耐
用
年
数
の

改
訂
（
分
別
耐
用
年
数
の
登
場
を
含
む
）
が
行
わ
れ
（
昭
和
二
十
六
年
四

月
田
田
以
後
終
了
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
適
用
）
第
三
次
再
評
価
の
限
度

額
算
定
に
当
り
一
挙
に
新
耐
用
年
数
を
用
い
て
未
償
却
残
存
率
を
求
め
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
再
評
価
限
度
額
は
将
来
に
向
っ
て

の
減
価
償
却
額
の
算
定
（
及
び
譲
渡
所
得
の
計
算
に
お
い
て
控
除
を
認
め

ら
れ
る
金
額
）
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
回
の
如
く
耐
用
年

数
の
改
訂
と
い
う
如
き
新
要
因
が
介
在
す
る
場
合
に
は
、
限
度
額
算
定
の

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

方
式
に
関
し
て
、
よ
り
慎
重
な
る
老
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
更
に
再
評
価
と
は
直
接
の
関
連
は
な
い
が
、
再
評
価
と
い
う
手
段
に
よ

っ
て
は
資
本
蓄
積
を
図
り
得
な
い
低
収
益
の
基
礎
産
業
に
対
し
て
何
等
か

の
育
成
措
置
が
必
要
で
あ
る
こ
・
と
を
最
近
の
惜
勢
が
物
語
っ
て
い
る
。
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企
業
経
管
科
定
例
研
究
會

第
五
十
二
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
十
四
日
）

経
管
史
學
に
お
け
る
経
管
管
理
概
念
と

経
螢
構
造
概
念

井
　
上
　
忠
勝

　
本
研
究
は
、
経
営
史
の
展
開
に
当
っ
て
我
々
の
採
る
べ
ぎ
態
度
に
は
、

・
凡
そ
二
つ
の
も
の
が
あ
り
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一

は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
グ
ラ
ア
ス
教
授
を
中
心
と
し
て
研
究
さ
れ
、
既

に
一
箇
月
専
門
的
学
問
の
域
に
ま
で
高
め
あ
げ
ら
れ
た
観
の
あ
る
経
営
史

学
に
従
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
経
営
史
は
経
営
営
理

概
念
を
中
心
と
せ
る
史
的
叙
述
と
し
て
性
絡
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

、
第
二
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
経
営
史
的
研
究
に
何
・

ら
か
の
手
掛
り
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
お
そ
ら
く

経
営
史
は
経
営
構
造
を
認
識
対
象
と
せ
る
皮
的
研
究
と
し
て
展
開
さ
れ
る

こ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
を
以
て
経
営
史
と
称
す
べ
き
か
は
今
後

に
残
さ
れ
た
我
々
の
課
題
で
あ
る
。
　
（
井
上
稿
、
O
け
野
ω
ぎ
①
給
霞
。
。
8
曙
幽

翠
。
ぴ
①
国
8
ロ
。
ヨ
ざ
帥
巳
切
ロ
ω
ぎ
①
・
・
ω
菊
①
訟
①
ぎ
押
H
O
認
●
参
照
）

第
五
十
三
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
九
日
）

後
進
國
に
於
け
6
複
数
腰
替
制
度
に

つ
い
て

藤
　
田
　
正
　
寛

為
替
管
理
方
式
に
は
一
本
の
公
定
為
替
相
場
を
設
定
し
、
同
時
に
輸
入

為
替
の
割
当
、
一
般
対
外
送
金
の
制
限
、
輸
出
外
貨
の
強
制
買
し
げ
等
、

直
接
的
取
引
制
限
に
よ
っ
て
為
替
に
対
す
る
需
給
関
係
を
人
為
的
に
調
飾

し
公
定
相
場
の
維
持
と
国
際
収
支
の
均
衡
を
図
る
方
式
と
国
内
に
擁
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
輸
出
が
採
算
面
よ
り
の
圧
迫
で
不
利
と
な
り
、
反

対
に
輸
入
が
有
利
に
な
り
ド
ル
が
不
足
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
の
で
、

こ
の
場
合
に
為
替
相
場
を
一
定
の
枠
内
で
、
あ
る
程
度
、
自
由
な
変
動
を

回
る
し
、
国
内
イ
ン
フ
レ
を
こ
の
自
由
相
場
に
反
映
さ
せ
輸
出
入
に
対
す

る
イ
ン
フ
ソ
の
悪
影
響
を
緩
和
さ
せ
る
方
式
と
が
あ
る
が
、
複
数
為
替
相

．
場
制
度
は
後
者
め
方
式
で
あ
る
。
即
ち
価
格
比
率
制
度
（
用
物
G
∩
）
を
も

含
む
為
替
相
場
に
つ
い
て
複
数
措
置
を
適
用
す
る
す
べ
て
の
制
度
を
云
う
。

現
在
、
こ
の
制
度
を
と
っ
て
い
る
の
は
ラ
テ
ン
、
ア
メ
リ
カ
諸
国
、
東
南

ア
ジ
ア
の
一
部
、
ス
ペ
イ
ン
等
で
あ
り
所
謂
経
済
発
展
段
階
の
後
進
国
が

多
い
。
ラ
テ
ン
、
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
場
合
の
特
長
は
標
準
的
中
心
相
場
の

外
に
数
個
．
の
相
場
を
想
定
し
、
輸
入
品
中
、
緊
急
度
の
高
い
も
の
は
有
利

な
相
場
を
、
低
い
も
の
は
不
利
な
相
場
叉
は
課
税
措
置
を
適
用
し
、
輸
出

品
に
つ
い
て
も
重
要
度
、
採
算
関
係
を
老
慮
し
て
異
っ
た
相
場
を
与
へ
る

事
に
よ
っ
て
国
際
収
支
の
均
衡
と
為
替
相
場
の
安
定
と
を
為
替
取
引
自
体

の
制
限
と
い
う
直
接
手
段
に
訴
え
ず
に
、
差
別
的
相
場
の
設
定
を
通
じ
間

接
的
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
之
等
の
国
で
は
統
制
管
理

機
構
が
不
備
で
、
輸
入
業
者
が
常
に
不
当
利
得
す
る
の
で
之
を
排
除
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
複
数
相
場
で
売
買
相
場
の
開
き
よ
り
す
る
収
入
を
財
政
的
立

場
か
ら
確
保
す
べ
き
事
情
の
た
め
単
一
相
場
を
と
れ
な
い
の
で
あ
る
。
輸

出
統
制
に
重
点
を
お
く
（
ヴ
エ
ネ
ゼ
ラ
等
）
庵
の
、
輸
入
統
制
に
重
点
を

お
く
（
ニ
カ
ラ
が
等
）
も
の
、
双
方
の
統
制
を
目
的
と
す
る
も
の
（
プ
ル

ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
等
）
に
分
け
て
各
国
の
事
情
と
夫
々
、
に
応
じ
た
方
式
を

老
察
し
た
。

　
次
に
台
湾
の
複
数
方
式
に
及
び
、
砂
糖
を
中
心
と
す
る
特
殊
事
情
か
ら
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観
察
し
、
台
湾
が
今
や
単
一
相
場
へ
の
復
帰
か
、
複
数
相
場
の
維
持
か
の

問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
や
M
S
A
輸
入
と
も
関
連
し
て
こ
れ
が
深
刻

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
先
進
国
の
特
定
の
国
家
の
経
済
的
進
出
の
足

場
を
与
え
る
懸
念
の
多
い
、
こ
の
制
度
に
著
目
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

（
諸
統
計
雀
略
ω
。
匿
①
の
営
σ
q
。
が
団
・
即
曽
蜜
田
島
勺
♂
国
×
。
訂
晶
①
甥
暮
①
ω
帥
巳

守
8
0
巨
。
∪
①
〈
9
名
§
①
鼻
触
目
ぎ
8
8
旨
H
O
給
・
）

第
五
十
四
回
研
究
△
四
（
昭
和
↑
二
十
八
年
十
二
月
十
六
月
）

税
法
上
の
減
債
償
却
と
會
計
上
の
減
憤

償
却

渡
　
　
辺

進

　
税
法
h
総
益
金
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
減
価
償
却
額
は
、

し
ば
し
ば
産
業
政
策
を
内
包
す
る
租
税
政
策
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
従

っ
て
企
業
が
当
期
収
益
に
チ
ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
減
価
償
却

額
1
そ
れ
は
通
常
当
該
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
に
応
じ
て
定
額
法
叉
は

定
率
法
で
計
算
さ
れ
る
一
と
の
間
に
差
異
を
生
ず
る
に
至
る
。

　
租
税
政
策
h
の
減
価
償
却
は
償
却
の
促
進
又
は
償
却
の
延
期
の
形
で
表

わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ニ
ェ
ー
ジ
ラ
ン
ド
O
初
年
度
高

率
償
却
の
制
度
は
前
者
の
例
で
あ
り
、
固
定
資
産
に
対
す
る
投
下
資
本
の

早
期
回
収
を
可
能
な
ら
し
め
企
業
危
険
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
固

定
資
産
投
資
を
誘
発
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
更
に
進
ん
で
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
投
資
準
備
金
の
例
で
は
利
益
の
一
定
割
合
を
無
税
で
準
備
金

繰
入
れ
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
但
し
こ
の
準
備
金
で
取
得
さ
れ
た

企
業
経
螢
科
定
例
研
究
會

固
定
資
産
に
つ
い
て
の
減
価
償
却
額
は
課
税
所
得
計
算
上
損
金
と
は
し
な

い
。
こ
れ
は
資
本
支
出
が
行
わ
れ
る
以
前
に
お
い
て
控
除
を
認
め
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
通
常
の
意
味
の
減
価
償
却
の
概
念
に
は
合
致
七
な
い
が
、

税
務
計
算
r
上
資
本
支
出
の
事
前
控
除
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
減
価
償
却
の
延
期
－
課
税
所
得
計
算
上
騰
種
の
固
定
資
産
の
減

価
償
却
額
の
損
金
算
入
を
一
定
期
間
認
め
な
い
こ
と
一
に
よ
っ
て
、
斯

る
制
度
が
存
在
し
な
い
場
合
に
比
し
て
、
当
該
固
定
資
産
へ
の
資
本
の
流

れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ナ
ダ
で
行
わ
れ
た
繰
延
償
却
の

制
度
は
こ
の
例
で
あ
る
。

　
企
業
の
減
価
償
却
が
税
法
の
規
定
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
i
特
に

正
常
以
上
の
減
価
償
却
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
企
業
会
計
が
税
法
の
特
典

を
最
大
限
度
に
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
一
こ
の
た
め
に
企
業
の
正
常
な

る
期
間
的
損
益
計
算
が
乱
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
初
年
度
高
率
償
却
等
特

別
償
却
の
制
度
は
正
し
い
期
間
費
用
額
の
決
定
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、

租
税
政
策
と
し
て
許
容
し
得
る
控
除
の
限
度
額
を
定
め
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
二
つ
の
目
的
が
並
行
し
得
る
よ
う
な
調
整
措
置
．
が
講
…
ぜ
ら
れ

る
必
要
が
あ
る
。

第
五
十
五
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
十
ご
月
二
十
三
日
）

機
械
化
會
計
論
に
お
け
る
重
要
問
題

増
　
崎
　
宗
　
弘

　
従
来
、
会
計
の
機
．
械
化
は
、
例
え
ば
迅
速
性
、
標
準
化
性
或
い
は
平
準

化
性
と
い
う
よ
う
癒
機
械
が
本
来
も
つ
性
能
の
面
か
ら
、
多
く
考
察
さ
れ

論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
性
能
だ
け
を
追
う
と
き
、
却
つ
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企
業
経
螢
科
定
例
研
究
會

て
会
計
に
本
来
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
な
職
能
一
企
業
を
め
ぐ
り
錯
綜
す

る
利
害
関
係
の
調
和
者
と
し
て
の
一
が
見
失
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
会
計

の
機
械
化
が
普
及
し
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
機
械
化
が
如
何
な
る
条
件

下
で
適
用
さ
れ
た
と
き
に
監
査
適
合
性
を
保
ち
得
る
か
、
と
い
う
問
題
を

老
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
会
計
的
に
み
て
果
し
て
ど
れ
だ
け
の

存
在
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
判
定
し
難
い
。

　
成
程
、
機
械
化
さ
れ
た
会
計
で
は
、
機
械
自
体
に
具
わ
っ
て
い
る
誤
謬

乃
至
非
違
行
為
の
防
止
機
構
に
よ
っ
て
、
数
値
的
な
叉
は
計
算
的
な
正
確

確
実
性
を
図
る
程
度
高
め
ら
れ
よ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
原
則
上
の
誤

謬
乃
至
非
違
行
為
の
介
入
を
ま
で
排
除
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

　
本
報
告
で
は
、
機
械
化
会
計
で
0
特
徴
を
、
第
一
次
的
な
記
録
と
か
元

帳
記
録
の
欠
如
さ
れ
る
可
能
性
、
コ
ー
ド
番
号
と
か
機
械
化
会
計
特
有
の

会
計
用
語
の
使
用
さ
れ
る
可
能
性
、
或
い
は
、
分
類
上
の
謄
本
的
な
誤
謬
、

が
発
生
す
る
可
能
性
に
求
め
、
こ
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
有
す
る
機
械
化
会

計
で
原
則
上
の
誤
謬
乃
至
非
違
行
為
介
入
の
機
会
を
排
除
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
こ
で
の
証
愚
管
理
組
織
乃
至
帳
簿
組
織
が
機
械
の
性
能
や
操
作
の

面
と
有
機
的
に
結
び
付
い
て
生
か
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
監
査
適
合
性
を
保
ち
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
機
械
化

が
そ
の
会
計
的
な
存
在
意
味
を
喪
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
を
指
摘
し

た
。

（
併
刊
）
　
国
際
経
済
研
究
　
第
四
号
目
次

自
由
港
の
起
源
と
そ
の
史
的
発
展
：
…
…
…

東
南
プ
ジ
ア
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
　
　
　
　
貿
易
構
造
の
比
較
研
究
：

新
申
国
の
経
済
制
度
：
：
一
・
：
：

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
・

国
際
決
済
機
構
の
変
貌
に
つ
い
て
：

－
柴
田
銀
次
郎

：
川
田
富
久
雄

－
宮
　
下
　
忠
　
蔵

－
矢
　
尾
　
次
　
郎

－
藤
　
田
　
正
　
寛

戦
後
の
国
際
収
支
…
…
：
：
　
　
　
　
　
　
　
：
片

日
轟
運
業
の
墨
壷
る
彊
競
争
…
・
－
在

（
資
料
）

、
日
本
の
政
府
貿
易
統
計
…
　
　
　
　
　
　
　
：
片

野
　
彦
　
二

々
木
誠
治

野
　
彦
　
二

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）

山
　
下
　
勝
　
治
－
　
・
経
営
学
部
教
授
・
会
社
経
理
専
門
委
員
会
委
員

宮
田
喜
代
蔵
－
・
兼
教
授
・
国
際
経
済
部
門

．
米
　
　
花

稔
－
　
・
教
　
　
授
・
企
業
経
営
部
門

井
　
上
　
忠
　
勝
：
　
・
助
教
授
・
企
業
経
営
部
門

渡
　
　
注

進
－
　
・
教
　
　
授
、
・
経
営
経
理
部
門

能
勢
信
子
－
・
助
手
・
経
営
経
理
部
門
・
産
業
労
働
部
門

増
　
崎
　
宗
　
弘
・
…
：
助
　
　
手
・
経
営
経
理
部
門
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會
耐
経
理
專
門
委
員
會

　
企
業
会
計
原
則
の
発
表
、
「
財
務
諸
表
規
則
」
の
実
施
、
税
法
、
商
法
等

の
改
正
に
伴
な
い
我
国
企
業
会
計
は
こ
れ
等
に
即
応
す
る
た
め
に
多
く
の

修
正
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
相
つ
ぐ
諸
経
理
関
係
規
定
間
に
は

必
ら
ず
し
も
統
一
な
く
此
の
聞
の
調
整
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
に
至
り
、

こ
れ
ら
諸
問
題
の
討
究
、
具
体
的
解
決
策
の
検
討
を
目
的
と
し
、
学
界
、

実
業
界
の
専
門
家
を
ま
じ
え
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
に
設
立
し
た
専
門
委

員
会
で
あ
る
。

　
第
十
五
回
以
降
の
研
究
報
告
お
よ
び
報
告
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
十
五
回
研
究
会
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
日
）

資
本
蓄
積
と
株
式
資
本

神
戸
大
学
　
　
平
井
泰
太
郎
教
授

　
現
在
、
企
業
の
資
本
蓄
積
と
云
え
ば
、
株
主
の
資
本
醸
出
と
か
利
潤
の

社
内
留
保
に
よ
る
自
己
資
本
の
増
殖
で
あ
る
と
普
通
解
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
高
度
会
社
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
企
業
に
お
い
て
は
単
に
自
．
己
資
本

の
み
な
ら
ず
、
経
営
資
本
の
運
転
操
作
の
裡
で
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
維

持
蓄
積
を
老
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
の
資
本
蓄
積
に
は
原
則
的
に

云
っ
て
（
1
）
民
間
資
本
の
形
成
蓄
積
の
条
件
を
的
確
．
に
把
握
す
る
こ
と

（
2
）
そ
れ
に
基
い
て
政
府
に
資
本
蓄
積
の
た
め
の
強
力
な
相
互
企
画
機

関
を
設
け
る
こ
と
（
3
）
そ
れ
と
共
に
経
営
者
の
経
営
意
欲
を
酒
養
し
資

本
制
生
産
の
原
動
力
を
培
う
こ
と
、
の
三
つ
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
資
本
市
場
の
育
成
を
通
じ
て
の
資
本
蓄
積
対
策
を
老
え
る
一
－

　
一
、
現
在
の
証
券
へ
、
祉
を
中
心
と
す
る
投
資
信
託
制
度
を
再
検
し
、
よ

り
確
実
な
機
関
を
基
礎
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
投
資
の
安
全
化
を
図
る
。

二
、
例
え
ば
造
船
、
海
運
等
の
業
種
毎
に
長
期
信
用
機
関
を
設
け
る
。
三
、

営
業
資
金
の
金
融
円
滑
化
に
制
度
的
な
措
置
を
講
ず
る
。
四
、
特
殊
銀
行

を
復
活
す
る
。
五
、
ポ
ン
ド
公
債
の
導
入
に
制
度
的
な
優
先
措
置
を
講
ず

る
。
六
、
助
成
金
制
度
を
老
慮
す
る
。
七
、
政
府
持
株
に
よ
る
一
時
立
替

措
置
を
講
ず
る
。
八
、
高
速
度
償
却
、
価
格
変
動
準
備
金
、
退
職
給
与
引

当
等
一
連
の
税
制
措
置
で
営
業
資
金
面
の
遣
り
繰
り
範
囲
を
拡
げ
る
。
こ

れ
ら
要
す
る
に
、
資
本
市
場
か
ら
の
イ
ム
パ
ー
ソ
ニ
フ
ィ
ク
ィ
シ
ョ
ン
に

よ
る
育
成
措
置
が
更
に
押
し
進
め
ら
る
べ
き
も
の
と
老
え
る
。

　
し
か
し
、
、
焦
眉
の
問
題
は
、
第
三
次
資
産
再
評
価
の
無
税
措
置
で
あ
り
、

強
制
再
評
価
・
強
制
資
本
組
入
を
通
じ
て
の
配
当
引
下
げ
、
そ
れ
に
よ
る

経
営
資
本
の
蓄
積
、
こ
れ
で
あ
る
。
も
し
、
収
益
が
伴
わ
ず
再
評
価
を
行

い
得
な
い
企
業
で
は
、
新
旧
勘
定
の
分
離
と
云
う
企
業
再
建
整
備
法
的
な

立
法
措
置
が
、
当
然
、
装
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

原
債
計
算
の
目
的
に
つ
い
て

日
本
毛
織
…
　
　
糟
…
起
点
武
美
民
．
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製
造
工
業
原
価
計
算
要
綱
は
、
（
1
）
製
造
工
業
に
お
け
る
経
営
の
実
体

を
計
数
的
に
把
握
す
る
と
か
（
2
）
適
正
な
価
格
を
決
定
す
る
と
か

（
3
）
経
営
能
率
増
進
の
基
礎
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、
コ
ス
ト
・
リ
ダ
ク

シ
ョ
ン
の
た
め
、
と
か
云
う
よ
う
に
甚
だ
盛
り
沢
山
な
原
価
計
算
目
的
を

規
定
し
て
い
る
。
毛
織
物
製
造
原
価
計
算
に
携
わ
る
こ
と
二
十
年
、
原
価

計
算
を
会
計
の
補
助
計
算
、
つ
ま
り
、
製
品
仕
掛
品
等
の
原
価
算
定
の
方

法
と
簡
単
に
割
切
っ
て
来
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
こ
そ
、
原
価
計
算
の
最

も
本
来
的
な
、
し
か
も
、
直
接
的
な
目
的
で
あ
る
、
と
信
じ
実
践
し
て
き

た
。
し
か
る
に
、
要
綱
が
盛
り
沢
山
な
目
的
と
職
能
を
原
価
計
算
に
課
し

た
た
め
、
そ
の
計
算
手
続
に
実
務
家
と
し
て
多
く
0
時
間
と
漏
斗
を
費
や

さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
結
果
、
実
務
家
的
な
立
場
か

ら
み
て
、
原
価
計
算
が
い
ず
れ
の
目
的
か
ら
し
て
も
却
っ
て
適
合
し
な
い

万
能
薬
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
了
い
、
又
、
こ
の
万
能
薬
を
信
じ
切
っ

た
た
め
生
産
担
当
者
は
そ
れ
以
外
に
よ
り
適
切
な
よ
り
直
接
的
な
特
効
薬

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
捨
て
て
顧
み
な
い
嫌
い
が
、
往
々
生
じ
て

き
た
。
　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

　
原
価
計
算
に
は
既
述
の
如
く
コ
ス
ト
・
リ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
云
う
目
的
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
能
率
な
箇
所
の
発
見
、
不
必
要
な
ロ
ス

の
排
除
、
標
準
的
な
生
産
状
態
の
監
視
等
は
原
価
計
算
と
云
う
よ
う
な
間

接
的
な
方
法
に
よ
る
よ
り
も
、
タ
イ
ム
ス
タ
デ
ィ
、
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ

デ
ィ
、
工
程
管
理
、
晶
質
管
理
等
、
よ
り
直
接
的
な
迅
速
か
つ
的
確
な
方

法
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
原
価
計
算
に
コ
ス
ト
・
リ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
目
的
を

課
す
る
こ
と
接
、
日
本
楽
器
で
西
洋
音
楽
慰
奏
す
べ
し
と
云
う
に
等
し
い
。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
原
価
差
額
の
調
整
と
云
う
が
如
き
厄
介
な
税
法
上

の
問
題
も
生
じ
て
来
た
の
だ
、
と
考
え
る
。

第
十
六
回
研
究
会
（
四
月
三
十
日
）

仕
損
費
に
つ
い
て

三
菱
電
機
　
　
其
阿
彌
猛
氏

　
原
価
管
理
の
た
め
当
座
標
準
原
価
計
算
制
度
を
採
用
し
て
い
る
大
型
．
電
、

気
機
器
メ
ー
カ
ー
に
お
い
て
標
準
原
価
と
し
て
の
仕
損
費
を
如
何
に
し
て

脅
え
、
如
何
に
し
て
そ
の
責
任
を
追
求
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
身
近
な

実
例
に
よ
り
そ
の
概
略
を
報
告
し
た
。

一
、
標
準
原
価
の
設
定

　
標
準
原
価
計
算
で
は
原
価
要
素
に
つ
き
そ
の
原
価
単
位
の
標
準
が
定
め

ら
れ
、
標
準
と
標
準
外
と
が
明
確
に
区
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
1
　
標
準
直
接
材
料
費
の
算
定

　
　
直
接
材
料
の
標
準
消
費
量
は
、
設
計
図
面
に
よ
り
計
算
上
割
出
さ
れ

　
た
純
所
要
量
へ
標
準
余
裕
量
を
附
加
し
て
算
出
す
る
。
し
だ
が
っ
て
、

　
仕
損
の
た
め
標
準
量
以
外
に
材
料
伝
票
を
発
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、

　
そ
れ
を
仕
損
伝
票
と
し
て
別
箇
に
卜
え
得
る
よ
う
に
す
る
。

　
2
　
標
準
加
工
費
の
算
定

　
　
標
準
加
工
費
は
標
準
加
工
費
率
に
標
準
作
業
時
聞
を
乗
じ
て
算
定
す

　
る
が
、
標
準
加
工
費
率
は
標
準
操
業
度
と
そ
の
下
で
発
生
す
べ
き
直
接
」

　
労
務
費
及
び
製
造
間
接
費
に
基
い
て
算
定
す
る
。
又
、
標
準
直
接
作
業

　
時
間
は
作
業
研
究
及
び
時
間
研
究
に
よ
っ
て
科
学
的
に
設
定
す
る
。
し

　
た
が
っ
て
、
仕
損
の
た
め
標
準
作
業
量
以
外
に
作
業
伝
票
を
発
行
せ
ね

・
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
れ
を
仕
損
伝
票
と
し
て
別
箇
に
謡
え
得
る
よ
う

　
に
す
る
。

　
3
標
準
直
接
経
費
の
算
定

一一
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設
計
費
・
試
験
費
・
出
張
費
・
外
注
加
工
費
等
の
標
準
は
設
定
し
難
い

　
た
め
、
実
動
時
聞
乃
至
実
際
金
額
を
以
て
標
準
と
見
徹
し
て
い
る
が
、

　
例
え
ば
仕
損
修
復
の
た
め
な
る
こ
と
が
明
ら
か
な
設
計
費
は
仕
損
伝
票

　
と
し
て
別
箇
に
把
え
得
る
よ
う
に
す
る
。

二
、
標
準
外
原
価
と
し
て
の
仕
損
費
の
管
理

－
　
仕
損
費
の
把
握

仕
損
費
を
把
え
る
た
め
特
別
の
細
目
「
9
」
が
常
設
さ
れ
て
お
り
仕
掛

　
の
た
め
新
た
に
材
料
伝
票
乃
至
作
業
伝
票
を
発
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場

　
合
、
工
事
命
令
書
番
号
に
細
目
「
9
」
を
附
し
て
別
箇
に
嘲
え
る
。
省
、

　
仕
損
の
判
定
は
検
査
部
門
の
担
当
で
あ
る
。

　
　
イ
、
仕
損
費
の
発
生
原
因
別
把
握
。
こ
の
た
め
細
目
、
「
9
」
に
次
の

　
　
よ
う
な
仕
損
発
生
原
因
別
符
号
が
附
せ
ら
れ
る
。

材
料
不
良
に
よ
る
も
の

設
計
上
の
誤
謬
に
よ
る
も
の

工
作
上
の
誤
謬
に
よ
る
も
の

外
注
先
の
誤
謬
に
よ
る
も
の

検
査
上
の
誤
謬
に
よ
る
も
の

、

DMSXR

　
　
ロ
　
仕
損
費
の
責
任
部
門
別
把
握
。
仕
損
費
は
製
品
原
価
に
計
上
さ

　
　
れ
ず
、
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
部
門
の
部
門
費
と
し
て
計
上
さ
れ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
仕
損
発
生
原
因
に
応
じ
責
任
部
門
が
定
め
ら
れ
て
お

　
　
り
、
前
記
仕
損
発
生
部
門
符
号
の
次
に
該
当
責
任
部
門
の
部
門
略
号

　
　
が
附
せ
ら
れ
る
。

二
、
仕
損
費
の
責
任
追
求

　
　
部
門
責
任
者
を
し
て
仕
損
へ
の
対
策
を
講
じ
さ
せ
再
び
同
様
な
仕
損

　
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
、
責
任
追
求
表
と
し
て
「
仕
損
対
策
並
実
施
報

　
告
」
を
利
用
し
、
そ
の
管
理
に
務
め
て
い
る
。

会．

ﾐ
経
理
専
門
委
員
会

ド
イ
ツ
輕
濟
に
學
ぶ神

戸
大
学
　
　
山
下
勝
治
教
授

　
現
在
の
ド
イ
ツ
経
済
は
わ
が
国
の
そ
れ
と
異
り
極
め
て
順
調
な
発
展
を

遂
げ
つ
x
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
物
価
の
面
よ
り
み
て
も
、
賃
金
指
数
や
生

計
費
指
数
の
面
よ
り
み
て
も
、
或
い
は
工
業
生
産
指
数
の
面
よ
り
み
て
も
、

明
ら
か
に
立
証
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
経
済
は
こ
れ
ら
全
て
の

面
で
、
一
九
三
六
年
に
比
し
一
五
〇
乃
至
一
七
〇
の
程
度
に
お
い
て
均
衡

を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ツ
経
済
の
こ
の
よ
う
な
順
調
な
経
済
発
展
の
主
要
因

と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
（
｝
）
資
本
蓄
積
の
正
常
化

（
二
）
労
働
者
の
労
働
生
産
性
の
向
上
と
そ
の
た
め
の
適
切
な
方
策
の
採

用
（
三
）
墓
礎
産
業
の
育
成
、
と
云
う
三
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
（
一
）
の
点
。
周
知
の
如
く
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
四
八
年
六
月
に

ラ
イ
ヒ
ス
．
マ
ル
ク
か
ら
ド
イ
ツ
チ
ェ
・
マ
ル
ク
に
切
替
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
を
契
機
と
し
て
D
－
M
ビ
ラ
ン
ツ
が
作
成
さ
れ
、
一
切
の
企
業
は
全

樹
産
の
評
価
替
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
評
価
替
は
財
産
の
真

正
価
値
に
基
い
て
行
わ
れ
た
た
め
、
爾
後
は
設
備
の
減
価
償
却
費
で
以
て

設
備
へ
の
再
投
資
を
賄
う
と
云
う
原
則
が
確
立
し
、
こ
れ
に
配
当
制
限
令

が
与
っ
て
資
本
蓄
積
が
正
常
化
し
た
。
次
に
（
二
）
の
点
。
労
働
者
経
営

参
加
法
と
経
営
体
制
法
の
制
定
に
よ
り
労
働
者
の
労
働
生
産
性
は
向
上
し
、

ス
ト
ラ
イ
キ
も
未
然
に
防
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
後
に
（
三
）
の
点
。
．

基
礎
産
業
は
投
資
助
成
法
に
よ
っ
て
金
融
上
の
優
遇
を
、
、
特
別
減
価
償
却

に
よ
っ
て
税
法
上
の
特
典
を
享
け
る
等
、
育
成
策
の
恩
恵
に
浴
し
た
の
で

あ
る
。
．
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こ
れ
ら
三
つ
の
主
要
因
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
経
済
は
順
調
に
発
展
し
、
今

や
、
そ
の
輸
出
の
伸
長
は
イ
ギ
リ
ス
の
脅
威
と
す
ら
な
っ
て
い
る
有
様
で

あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
わ
が
国
経
済
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
何
等
の
抜
本
的
な
施
策
も
な
く
、
当
面
糊
塗
的
な
色
彩
だ
け
が

強
い
。
こ
の
儘
で
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
途
を
歩
む
よ
り
他
に
あ
る
ま

い
。
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
十
七
回
研
究
会
（
六
月
二
十
七
日
）

建
設
支
出
と
建
設
に
聾
す
る

一
般
管
理
費
に
つ
い
て

川
崎
製
鉄
　
　
団
匪
　
田
　
職
工
　
氏

　
建
設
支
出
の
う
ち
幾
許
を
固
定
資
産
の
取
得
原
価
に
算
入
し
幾
許
を
製

造
経
費
乃
至
一
般
管
理
費
或
い
は
営
業
外
損
失
に
算
入
す
べ
き
か
、
と
云

う
分
別
基
準
は
、
現
状
の
二
丈
陳
腐
化
を
見
越
し
た
設
備
更
新
と
将
来
の

設
備
近
代
化
を
目
指
し
て
の
設
備
改
善
と
を
併
行
さ
せ
る
場
合
、
複
雑
な

も
の
と
な
る
。
殊
に
当
社
の
千
葉
製
鉄
所
建
設
の
場
合
の
如
く
、
工
場
増

設
．
の
部
分
的
な
完
成
に
つ
れ
て
部
分
的
に
操
業
を
始
め
る
よ
う
な
と
き
、

そ
の
建
設
支
出
は
発
生
当
初
か
ら
複
合
費
的
な
複
雑
な
性
格
を
も
つ
て
い

る
。
本
報
告
で
は
、
こ
れ
ら
建
設
支
出
の
う
ち
一
般
管
理
費
に
係
わ
る
問

題
点
の
み
を
老
察
す
る
。

　
凡
そ
、
会
計
理
論
的
に
は
建
設
中
に
損
失
を
生
ぜ
ず
と
の
大
原
則
か
ら

建
設
に
関
す
る
一
切
の
支
出
は
建
設
原
価
に
算
入
さ
れ
る
。
が
、
し
か
し

建
設
支
出
中
自
己
製
造
品
に
係
わ
る
一
般
管
理
費
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

明
か
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
一
般
管
理

費
に
は
（
一
）
建
設
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
も
の

（
二
）
建
設
の
た
め
特
に
生
ず
る
も
の
の
二
つ
が
あ
る
。
　
（
一
）
の
場
合
、

社
外
販
売
品
を
自
社
建
設
に
流
用
し
た
と
き
そ
の
原
価
へ
一
般
管
理
費
を

負
担
せ
し
め
な
い
、
の
と
同
様
の
理
歯
に
よ
っ
て
、
　
一
般
的
に
そ
れ
を
建

設
原
価
に
入
れ
な
い
の
が
理
論
的
で
あ
ろ
う
し
、
　
（
二
）
の
場
・
合
、
理
論

的
に
は
例
え
ば
建
設
部
門
に
係
わ
る
一
般
管
理
費
を
通
堂
上
般
．
の
管
理
費

と
区
分
し
資
本
支
出
と
し
て
建
設
原
価
へ
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
買
入
・
自
己
製
造
の
錯
綜
す
る
大
規
模
な
設
備
増
設
で
こ

の
よ
う
な
区
分
の
合
理
的
な
基
準
は
見
出
し
難
く
、
又
、
保
守
主
義
の
見

地
か
ら
、
実
務
上
は
通
常
一
般
の
管
理
費
に
含
め
て
処
理
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　
次
に
税
法
上
の
取
扱
如
何
。
既
に
税
法
上
、
固
定
資
産
の
建
設
原
価
の

中
に
は
そ
の
間
接
費
用
を
含
ま
ず
（
通
達
一
九
四
）
と
云
い
、
更
に
棚
卸

資
産
の
取
得
価
額
を
定
め
る
通
達
一
八
O
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
税
法
に
云

う
聞
接
費
用
と
は
自
己
製
造
品
に
係
る
一
般
聞
覚
費
は
勿
論
、
建
設
の
た

め
の
一
般
管
理
費
、
更
に
工
場
管
理
費
た
る
検
収
．
整
理
の
費
用
を
も
含

む
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
税
法
は
固
定
資
産
の
取
得
に
共
通

し
て
生
じ
た
間
接
費
用
を
取
得
原
価
外
と
見
徹
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

も
七
各
個
建
設
物
件
に
合
理
的
基
準
も
な
く
こ
れ
ら
を
配
賦
し
た
場
合
、
，

資
産
の
水
増
し
と
し
て
積
極
的
に
間
接
費
用
を
建
設
原
価
か
ら
排
除
し
て

い
る
も
の
と
す
ら
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
こ
れ
ら
間
接
費
用
を
建
設
原
価
に
算
入
す
べ
か
ら
ず
、
と

す
れ
ば
、
製
造
原
価
、
一
般
管
理
費
（
或
い
は
繰
延
費
用
）
、
営
業
外
損
失

の
う
ち
何
れ
に
経
理
区
分
し
処
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
理

論
的
に
も
実
務
的
に
も
一
般
管
理
費
と
し
て
処
理
す
べ
き
も
の
と
老
え
る
Q

勿
論
、
こ
れ
ら
間
接
費
用
は
本
来
開
発
費
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る

か
ら
営
業
利
益
と
の
見
合
い
に
お
い
て
繰
延
処
理
も
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
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あ
ろ
う
。

資
本
會
計
の
性
格
と
領
域

神
戸
大
学
　
　
丹
波
康
太
郎
教
授

　
資
本
会
計
は
企
業
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
イ
テ
ィ
の
現
在
価
値
を

記
録
表
示
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
役
割
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
そ
の
固
有
の

課
題
を
、
元
来
、
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
イ
テ
ィ
の
管
理
計
算
と
云
う
点
に
も

つ
。
す
な
わ
ち
、
企
業
会
計
の
一
環
と
七
て
の
ス
ト
ッ
ク
．
エ
ク
イ
テ
ィ

の
変
動
か
ら
生
ず
る
記
録
価
額
の
増
減
を
把
握
計
算
し
、
こ
れ
と
広
い
意

味
に
お
け
る
企
業
の
資
産
利
用
乃
至
負
債
処
理
か
ら
生
ず
る
損
益
と
を
区

別
し
て
、
こ
の
側
面
か
ら
毎
期
の
損
益
の
測
定
を
明
確
な
ら
し
め
る
と
共

に
、
併
せ
て
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
テ
ィ
テ
ィ
の
管
理
計
算
を
行
う
と
云
う
点

に
む
し
ろ
盗
塁
会
計
固
有
の
課
題
が
存
す
る
。
こ
の
意
味
で
資
本
会
計
な

る
語
を
用
い
る
と
き
、
ま
ず
、
そ
の
領
域
を
損
益
会
計
の
そ
れ
と
対
比
し

な
が
ら
分
別
し
て
お
く
要
が
あ
る
。
又
、
通
常
、
取
引
範
疇
で
以
て
会
計

領
域
が
区
分
さ
れ
る
か
ら
、
盗
本
会
計
の
対
象
た
る
資
本
取
引
の
内
容
を

損
益
取
引
の
そ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
明
確
な
ら
し
め
て
お
く
要
が
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
資
本
会
計
と
損
益
会
計
と
の
区
分
線
に
浮
び
上
っ
て
く
る

問
題
は
利
益
剰
余
金
の
増
減
に
関
す
る
取
引
の
所
属
如
何
に
云
う
問
題
で

あ
る
。
　
「
利
益
剰
余
金
は
資
本
と
利
益
と
云
う
二
つ
の
基
本
範
疇
を
結
ぶ

連
結
環
で
あ
る
」
と
云
う
ア
メ
リ
カ
の
書
物
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
関

す
る
限
り
、
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
点
に
意
欲
的
な
老
母
を
加
え
ら

れ
た
論
者
と
し
て
は
山
下
教
授
（
会
計
学
新
講
他
）
と
黒
沢
教
授
（
簿
記

会
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
他
）
を
挙
げ
得
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
山
下
教
授
は
未

処
分
利
益
剰
余
金
の
本
質
を
期
間
外
損
益
計
算
の
場
で
強
謁
さ
れ
、
黒
沢

会
社
経
理
専
門
委
員
会

教
授
は
利
益
剰
余
金
の
増
減
に
係
わ
る
取
引
を
広
義
の
損
益
取
引
な
り
、

と
論
じ
ら
れ
る
。
両
者
、
利
益
剰
余
金
の
範
囲
規
定
に
若
干
の
差
は
あ
っ

て
も
、
と
も
に
損
益
計
算
（
当
期
業
績
主
義
の
）
の
立
場
か
ら
利
益
剰
余

所
属
の
問
題
を
取
扱
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
し
利
益
剰
余
金
を
利
益
留
保
な
る
が
故
に
そ
れ
に
係
わ
る

一
切
の
取
引
も
損
益
取
引
の
延
長
で
あ
る
、
と
解
・
す
れ
ば
、
例
え
ば
株
券

配
当
や
利
益
準
備
金
の
資
本
組
入
の
よ
う
な
取
引
を
ま
で
損
益
取
引
と
老

え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
叉
、
ス
ト
ッ
ク
．
エ
ク
イ
テ
ィ
そ
の
も

の
の
側
か
ら
生
ず
る
取
引
、
例
え
ば
償
還
株
の
償
還
や
株
式
の
利
益
消
却

に
ま
で
も
少
く
と
も
一
部
分
は
損
益
取
引
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を

含
む
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
論
理
の
欠
陥
は
遡
利
益
剰
余
金
の
発
生
．
増
加

が
成
程
損
益
計
算
の
側
か
ら
の
み
生
ず
る
と
し
て
も
、
そ
の
減
少
は
資
本

取
引
の
側
か
ら
も
生
ず
る
、
と
云
う
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
点
に
潜
ん
で
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
イ
テ
ィ
の
全
セ
ク
シ
ョ
ン
に
互
る

管
理
計
算
の
職
能
を
も
つ
資
本
会
計
も
亦
、
利
益
剰
余
金
の
変
動
を
そ
の

対
象
と
し
て
採
り
し
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
、
と
考
え
る
。

第
十
八
回
（
七
月
二
十
四
日
目

内
部
統
制
實
施
手
綾
要
領
に
つ
い
て

川
崎
重
工
　
　
喜
田
正
　
一
　
氏

　
過
般
、
通
産
省
の
発
表
し
た
「
内
部
統
制
実
施
手
続
要
領
」
に
お
け
る

一
つ
の
重
要
な
問
題
点
は
、
経
理
部
組
織
を
改
造
し
て
財
務
部
を
独
立
さ

せ
会
計
業
務
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部
に
吸
収
し
た
場
合
、
こ
の
両
部
の
事

務
分
掌
関
係
を
如
何
に
す
べ
ぎ
か
、
と
云
う
点
に
存
す
る
。
　
「
手
続
要
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委
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会

領
」
の
第
一
、
第
三
、
四
図
は
こ
の
関
係
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る

が
、
報
告
者
は
次
の
諸
点
に
お
い
て
「
手
続
要
領
」
と
基
本
的
な
老
え
方

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
販
売
な
ら
び
に
受
取
勘
定
手
続

　
1
　
販
売
手
続
に
お
い
て
「
手
続
要
領
」
は
製
品
発
送
後
倉
庫
課
で
売

　
　
L
伝
票
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
請
求
書
二
枚
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部

　
　
の
会
計
課
一
般
会
計
係
の
代
金
請
求
係
に
送
ら
れ
こ
こ
で
点
検
の
上

　
　
一
枚
を
得
意
先
へ
、
　
一
枚
を
集
金
事
務
の
た
め
財
務
部
売
掛
課
へ
送

　
　
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
計
数
的
な
間
接
統
制
の
た
め
の
ス

　
　
タ
ッ
フ
部
門
た
る
コ
ン
ト
p
ー
ラ
ー
部
が
代
金
請
求
の
如
き
執
行
機

　
　
能
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
り
ス
タ
ッ
フ
と
ラ
イ
ン
の
権
限
責
任
を
却

　
　
つ
て
不
明
確
な
ら
し
め
る
も
の
、
と
老
え
る
。
財
務
部
売
掛
課
を
牽

　
　
制
す
る
た
め
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
会
計
課
受
取
勘
定
係
へ
当
然
送
ら

　
　
れ
る
売
上
訂
正
伝
票
に
よ
っ
て
不
当
な
値
引
等
は
充
分
に
牽
制
し
得

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
「
手
続
要
領
」
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

　
　
部
の
代
金
請
求
係
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
出
荷
統
制
に
つ
い
て

　
　
も
云
い
得
る
。

　
2
　
入
金
の
場
合
は
財
務
部
売
掛
課
が
入
金
伝
票
に
よ
っ
て
得
意
先
元

　
　
帳
に
貸
記
し
コ
ン
ト
P
ー
ラ
ー
部
会
計
課
は
売
掛
金
元
帳
に
貸
記
し

　
　
両
帳
簿
の
残
高
合
計
を
照
合
牽
制
す
べ
き
も
の
、
と
老
え
る
。

　
3
　
戻
入
品
の
あ
っ
た
場
合
「
手
続
要
領
」
は
そ
の
受
取
承
認
の
権
限

　
　
を
財
務
部
長
に
与
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
貸
方
（
差
引
）
勘
定
書
は

　
　
コ
ン
ト
p
ー
ラ
ー
部
会
計
課
が
発
行
し
得
意
先
や
財
務
部
売
掛
課
へ

　
　
送
附
す
べ
き
も
の
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
会
計
課
は
不
当
な
戻

　
　
入
を
反
駁
否
認
す
る
だ
け
の
能
力
も
権
限
も
な
い
筈
で
あ
り
、
も
し

　
　
「
手
続
要
領
」
の
「
趣
旨
が
両
部
の
牽
制
に
あ
る
の
な
れ
ば
、
戻
入
晶

　
　
受
取
承
認
の
権
限
を
有
す
る
財
務
部
売
掛
課
が
差
引
勘
定
書
を
発
行

　
　
し
そ
の
一
枚
を
会
計
課
へ
送
附
す
る
だ
け
で
足
り
る
。

　
4
　
得
意
先
残
高
確
認
事
務
を
会
計
課
に
行
わ
し
め
る
こ
と
も
妥
当
で

　
　
は
な
い
。
よ
ろ
し
く
監
査
課
に
行
わ
し
む
べ
き
で
あ
る
。

二
、
購
入
な
ら
び
に
現
金
支
払
手
続

　
「
手
続
要
領
」
に
よ
れ
ば
コ
ン
ト
・
ー
ラ
ユ
部
会
計
課
も
財
務
部
買
掛

　
課
も
共
に
買
入
先
別
支
払
勘
定
口
座
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

　
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部
会
計
課
の
売
越
金
元
帳
に
は
材
料
品
種
。
部
門
別

　
等
の
社
内
区
分
に
基
く
口
座
を
設
け
こ
の
残
高
合
計
を
財
務
部
の
買
入

　
先
元
帳
と
照
合
牽
制
し
つ
工
購
入
高
や
支
払
高
を
統
制
す
る
こ
と
に
こ

　
そ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部
の
行
う
計
算
的
統
制
の
本
然
の
姿
が
あ
る
、

　
と
繕
え
る
。

　
以
上
、
要
す
る
に
、
手
続
要
領
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部
の
行
う
計
算
的

統
制
な
る
こ
と
の
本
質
を
誤
り
、
徒
ら
に
執
行
機
能
に
介
入
す
る
こ
と
に

よ
り
、
会
計
課
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
部
に
吸
取
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
っ
た

理
由
を
曖
昧
な
ら
し
め
、
内
部
統
制
組
織
の
一
環
と
し
て
の
会
計
業
務
の

在
り
方
に
却
っ
て
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
惧
れ
て
い

る
。

第
十
九
回
研
究
会
（
八
月
十
八
日
）

内
部
統
制
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

部
と
財
務
部
と
の
事
務
分
掌
關
係
に
つ
い
て

新
三
菱
重
エ
　
水
　
野
　
誠
氏

過
般
、
通
産
雀
の
発
表
し
た
「
内
部
統
制
実
施
手
続
要
領
」
に
お
け
る

コ
ン
ト
p
ー
ラ
ー
部
と
財
務
部
の
事
務
分
掌
関
係
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
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れ
が
、
本
来
計
数
的
な
間
接
統
制
の
た
め
の
ス
タ
ッ
フ
部
門
た
る
コ
ン
ト

官
ー
ラ
ー
部
へ
徒
ら
に
執
行
的
な
職
掌
を
賦
与
し
ス
タ
ッ
フ
と
ラ
イ
ン
の

権
限
責
任
を
不
明
確
な
ら
し
め
て
い
る
点
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
財

務
部
が
本
来
も
つ
べ
き
職
掌
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。

マ
ー
ヂ
ナ
ル
　
コ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て

神
戸
大
学
　
　
久
保
田
音
二
郎
教
授

　
最
近
の
原
価
計
算
「
論
に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
は
直
接
原
価
計
算
理
論
の

擁
頭
で
あ
る
。
本
報
告
は
こ
の
擾
頭
の
生
成
根
拠
の
一
つ
を
英
国
の
直
接

原
価
計
算
理
論
一
1
特
に
b
⇔
ミ
目
窪
。
①
9
．
円
ρ
き
飢
渇
⊆
目
喜
県
議
。
・
9
国
・
客
9

竃
碧
讐
君
田
O
o
ω
口
昌
σ
Q
”
H
ゆ
石
蟹
や
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
限
界
原
価
理
論
と

関
連
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
。

　
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ハ
ン
フ
レ
」
ス
に
よ
れ
ば
従
来
の
全
体
原
価
計
算
で
は
、

直
接
費
に
間
接
費
配
賦
額
を
加
算
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
配
賦
す
る

間
接
費
の
費
目
、
殊
に
固
定
的
間
接
費
に
該
当
す
る
費
目
に
は
必
ず
し
も

合
理
的
な
配
賦
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
云
え
ず
、
叉
、
そ
の
際
生
ず
る
間

接
費
配
賦
過
不
足
額
の
調
整
の
た
め
種
々
な
方
法
が
試
み
ら
れ
た
け
れ
ど

も
、
結
局
、
そ
れ
は
全
体
の
費
目
を
原
価
に
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
こ
れ

ら
調
整
計
算
に
よ
っ
て
仕
掛
品
や
製
品
在
高
の
金
額
に
も
影
響
を
与
え
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
、
生
産
量
の
多
少
で
原
価
の
大
い
さ
が

何
時
も
変
ゆ
真
の
原
価
の
資
料
と
は
何
ぞ
や
に
つ
い
て
迷
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
云
う
。
か
く
て
、
p
ー
レ
ン
ス
・
ハ
ン
フ
レ
ー
ス
は
一
切
の
原

価
費
目
を
所
謂
記
帳
技
術
的
綜
合
法
の
立
場
か
ら
原
価
費
目
を
直
接
費
と

固
定
的
間
接
費
と
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
前
者
を
製
品
の
量
的
な

問
題
と
し
て
製
造
活
動
上
の
原
価
資
料
と
し
、
後
者
を
生
産
規
模
の
問
題

会
社
経
理
専
門
委
員
会

と
し
て
企
業
生
産
の
準
備
体
制
に
つ
い
て
の
判
定
上
の
原
価
資
料
と
せ
ん

と
し
て
い
る
Q

　
こ
の
よ
う
に
、
費
目
全
体
を
羅
列
的
に
平
面
的
に
採
上
げ
計
算
処
理
す

る
全
体
原
価
計
算
の
仕
方
か
ら
、
一
切
の
費
目
を
加
工
の
た
め
の
そ
れ
と

こ
れ
が
準
備
の
た
め
の
費
目
と
に
分
別
し
、
構
造
的
に
立
体
的
に
採
り
上

げ
る
原
価
計
算
の
仕
方
へ
と
転
向
し
つ
エ
あ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
勿
論
、
現
代
経
営
の
要
請
に
対
す
る
原
価
資
料
の
性
絡
変
化
、

例
え
ば
資
任
の
所
在
と
そ
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
直
接

原
価
を
採
上
げ
る
こ
と
の
必
要
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
、

看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
大
き
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
固
定
的
間
接
費
へ
の

原
価
思
老
の
変
遷
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
固
定
的
間
接
費
が
期
間
的
な
固

定
費
用
た
る
点
に
着
目
し
（
1
）
生
産
量
増
大
に
よ
り
こ
の
経
済
的
長
所

を
利
用
せ
ん
と
し
た
思
考
（
第
一
次
大
戦
前
－
一
大
量
生
産
の
法
則
、
マ

ン
の
損
益
分
岐
的
な
考
え
方
に
反
映
）
　
（
2
）
利
用
す
る
と
利
用
せ
ざ
る

に
抱
ら
ず
負
担
同
一
な
経
済
的
短
所
を
克
服
せ
ん
と
し
た
思
考
（
第
［
次

・
大
戦
後
の
世
界
的
不
況
期
一
原
価
と
操
業
度
の
関
係
理
論
、
価
格
最
低

限
乃
至
部
分
補
償
計
算
理
論
に
反
映
）
　
（
3
）
製
造
原
価
の
計
算
上
で
無

視
す
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
計
算
を
諦
め
よ
う
と
す
る
思
老
へ

の
変
遷
が
こ
れ
で
あ
る
。
最
近
の
マ
ー
ヂ
ナ
ル
・
コ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
こ
の

（
3
）
の
思
老
が
具
体
化
し
た
も
の
と
、
報
告
者
は
謳
え
る
。

　
限
界
原
価
理
論
は
夙
に
シ
ェ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
強
く
展
開
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ュ
氏
の
こ
の
理
論
は
原
価
と
操
業
．

度
の
関
係
理
論
を
基
盤
に
も
ち
、
生
産
量
の
変
化
に
よ
る
原
価
変
動
の
理

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
月
次
計
算
と
云
う
よ
う
な
期
間
的
制
約
を
第

一
に
具
え
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
の
限
界
原
価
の
問
題
に
は
説
明
し
難
い
点

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ー
レ
ン
ス
．
ハ
ン
フ
レ
ー
ス
の
理
論
は
期
間

計
算
下
の
原
価
算
定
問
題
に
そ
の
立
脚
点
を
お
い
て
い
る
か
ら
、
シ
ュ
氏
、
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会
社
経
理
専
門
委
員
会

の
如
く
限
界
原
価
↓
数
量
費
、
固
定
原
価
↓
時
間
費
の
概
念
置
換
を

経
ず
し
て
、
そ
の
理
論
を
展
開
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
両
者

は
相
違
す
る
が
、
そ
の
構
想
に
帰
一
す
る
点
の
あ
る
の
は
、
最
近
の
原
価

計
算
論
の
傾
向
と
し
て
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
え
る
。

プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
　
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織

神
戸
大
学
　
戸
田
義
郎
教
授

第
二
十
回
研
究
会
（
九
月
二
十
八
日
）

企
業
所
得
と
税
務
所
得

住
友
化
学
多
田
良
氏

　
所
得
の
計
算
原
理
は
貸
借
対
照
表
中
心
に
よ
る
静
態
的
見
解
に
た
つ
財

産
計
算
法
と
損
益
計
算
書
に
よ
る
動
態
的
見
解
に
た
つ
損
益
計
算
法
の
二

者
に
大
別
さ
れ
る
が
、
近
代
企
業
の
会
計
的
機
能
を
規
制
し
て
い
る
の
は

後
者
の
立
場
に
た
つ
所
謂
成
果
計
算
原
理
で
あ
る
。

　
法
人
税
法
の
所
得
は
同
法
第
九
条
で
包
括
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同

条
は
当
該
事
業
年
度
に
確
定
し
た
益
金
総
額
と
損
金
総
額
と
の
比
較
対
応

に
も
と
つ
く
計
算
的
把
握
の
結
果
と
し
て
の
期
間
的
成
果
で
あ
る
と
の
認

識
に
た
ち
う
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
損
金
の
不
算
入
等

の
各
規
定
を
体
系
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
し
得
る
。
従

っ
て
叉
企
業
と
税
法
上
の
両
者
の
所
得
計
算
原
理
の
完
全
な
る
適
合
に
つ

い
て
も
、
税
法
個
々
の
規
定
が
期
間
的
成
果
計
算
の
基
本
原
則
に
対
応
す

る
も
の
な
り
や
否
や
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
従
来
、
法
人
税
法
の
所
得
概
念
は
財
産
増
加
説
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
本
報
告
は
上
述
の
如
く
成
果
計
算
説
の
立
場
に
論
拠
を
求

め
つ
つ
、
そ
の
所
得
概
念
並
び
に
計
算
体
系
の
分
折
検
討
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
設
一
定
の
組
織
が
ト
ッ
プ
・
マ
ネ

イ
ジ
メ
ン
ト
に
ス
タ
ッ
フ
部
門
と
・
し
て
の
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
・
シ
ュ
ー
バ
ー

ヴ
ィ
ザ
ー
を
附
す
る
も
の
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
・
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
何
れ
を
中
心
と
す
る
も
の
、
関

係
部
局
責
任
者
の
多
数
責
任
制
を
採
る
も
の
等
の
種
々
の
型
式
の
中
、
プ

ロ
セ
デ
ェ
ア
・
セ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
と
す
る
も
の
が
最
も
効
果
的
と
老
え

ら
れ
る
点
に
鑑
み
て
、
闇
市
を
更
に
進
め
当
該
部
門
の
内
部
構
成
を
検
討

す
る
の
が
報
告
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　
プ
亀
田
デ
ュ
ア
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織
は
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
・
セ
ッ
テ
ィ

ン
グ
の
意
義
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
作
業
遂
行
様
式
の
正
し
い
把

握
の
上
に
、
一
般
的
組
織
原
理
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
設
定
せ
ら
れ
る

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
今
、
特
に
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
プ
p
セ
デ

ュ
ア
を
取
扱
う
場
合
に
は
そ
れ
ら
が
自
ら
会
計
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討

さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
即
ち
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ

セ
デ
ュ
ア
は
、
企
業
の
資
本
統
制
及
び
収
益
統
制
を
志
向
す
る
会
計
の
任

務
達
成
手
段
と
し
て
会
計
制
度
運
用
の
経
常
的
手
順
を
得
る
と
の
目
標
の

下
に
、
内
部
牽
制
・
統
制
確
保
・
素
材
の
経
済
的
蒐
集
達
成
を
考
慮
し
つ

玉
確
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
為
の
作
業
内
容
と
し
て
は
制
度
分
析

・
職
能
分
担
関
係
と
事
務
の
流
れ
の
分
析
・
レ
イ
・
ア
ウ
ト
の
分
析
・
動

作
研
究
・
書
式
検
討
・
機
械
使
用
可
能
性
の
吟
味
・
制
度
及
び
手
順
選
択

・
そ
の
設
定
転
統
轄
機
能
の
確
定
等
一
連
の
関
連
あ
る
諸
酋
容
の
も
の
が

老
え
ら
れ
る
Q
2
・
2
・
切
鎚
訂
げ
は
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
設
定
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
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・
ゼ
ッ
テ
ィ
ン
グ
一
般
に
関
し
て
組
織
基
準
を
述
べ
て
い
る
が
、
固
有
の

問
題
に
対
す
る
注
意
す
べ
き
諸
事
項
は
竃
。
0
9
げ
。
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
セ
デ
ュ
ア
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
構
成
ば
種
々

の
要
素
と
の
函
数
的
関
係
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
、
具
般
的
基
準
を
示
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
　
一
般
的
に
言
い
得
る
こ
と
は
幹
部
職
員
の
少
数
化

（
手
順
設
定
責
任
の
転
嫁
、
過
度
精
密
手
段
特
に
枢
要
事
項
の
煩
雑
な
処

理
方
法
、
費
用
増
大
等
の
防
止
の
為
）
、
開
始
期
の
少
数
職
員
制
（
重
要
問

題
よ
り
の
着
手
及
び
企
劃
促
進
の
可
能
化
の
為
）
を
必
要
と
し
て
い
る
。

組
織
構
成
員
の
資
質
に
つ
い
て
は
実
務
経
験
者
尊
重
の
傾
向
よ
り
も
、
問

題
の
性
質
上
、
事
業
全
内
容
へ
の
関
与
、
協
調
性
の
必
要
、
創
造
的
且
つ

広
般
な
視
野
の
望
ま
れ
る
こ
と
か
ら
幹
部
養
成
の
意
味
を
以
て
眺
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
要
員
撰
択
の
基
準
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の

外
、
上
述
の
手
順
設
定
作
業
を
対
象
と
す
る
諸
職
能
の
帰
属
を
報
告
者
は

主
と
し
て
O
已
窃
覧
。
を
中
心
に
紹
介
し
且
つ
批
判
を
試
み
た
。

第
二
十
一
回
研
究
会
（
十
月
十
二
日
）

資
本
蓄
積
と
外
資
導
入

神
戸
大
学
　
　
．
平
井
泰
太
郎
教
授

　
外
資
導
入
が
現
在
如
何
な
る
形
態
で
進
行
し
つ
瓦
あ
る
か
を
種
々
な
資

料
に
基
い
て
説
明
し
、
而
し
て
そ
れ
が
我
が
国
企
業
の
資
本
蓄
積
の
問
題

と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
や
、
更
に
ま
た
、
そ
の
間
に
発
生
す
る
と
こ

ろ
の
種
々
な
経
営
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
対
策
を
論
じ
た
。

会
社
経
理
専
門
委
員
会

資
金
表
の
畿
達

神
戸
大
学
　
　
大
塚
俊
郎
助
教
授

　
資
金
表
は
、
そ
の
職
能
自
体
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
と
は
云
え
ず
、
申

小
規
模
の
会
社
で
は
夙
に
そ
の
監
査
報
告
書
中
に
含
め
ら
れ
た
場
合
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
大
規
模
会
社
の
財
務
報
告
中
に
損
益
計
算
書
、
貸
借
対

照
表
と
並
ん
で
掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
米
国
で
、
今
次
大
戦
中
に
設
備
の
新
設
拡
張
が
制
限
さ
れ
た
結
果
、

多
く
の
会
社
が
設
備
の
更
新
拡
張
を
正
常
経
費
の
繰
延
に
よ
る
留
保
利
益

で
以
て
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
高
率
配
当
を
望
む
株
主
、
高

賃
金
を
望
む
従
業
員
に
対
し
、
工
場
設
備
の
拡
張
資
金
に
つ
い
て
又
留
保

利
益
や
借
入
金
そ
の
他
の
源
泉
に
よ
る
資
金
関
係
に
つ
い
て
資
金
管
理
状

態
の
当
座
的
な
報
告
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
U

s
ス
テ
ィ
ー
ル
や
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
・
ト
ラ
ク
タ
ー
会
社
の
如
く
拡
張
資
金

の
容
易
に
得
ら
れ
た
有
数
の
軍
需
関
係
会
社
で
も
、
そ
の
一
九
四
六
年
年

次
営
業
報
告
中
に
資
金
表
関
係
の
詳
細
な
資
料
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
最
近
の
多
く
の
大
会
社
は
そ
の
財
務
諸
表
中
に
資
金
表
を
示
し
て
い

る
Q

　
現
在
、
資
金
表
は
、
実
務
的
に
み
て
も
未
だ
実
験
的
な
段
階
に
あ
り
そ

の
内
容
・
形
式
に
一
定
標
準
す
ら
な
く
、
理
論
的
に
み
て
も
そ
の
中
心
を

な
す
資
金
の
概
念
に
定
説
が
な
い
。
し
か
し
、
資
金
表
は
次
の
よ
う
な
諸

事
で
従
来
の
財
務
諸
表
が
果
し
得
な
い
職
能
を
充
す
も
の
、
と
考
え
る
。

　
（
1
）
　
従
来
の
会
計
学
は
企
業
総
体
と
云
う
擬
制
さ
れ
た
入
格
の
利
害

を
中
心
と
し
て
会
計
現
象
を
眺
め
る
結
果
、
経
営
上
、
社
会
上
、
出
資
な

ら
び
に
信
用
供
与
上
の
全
て
を
満
足
せ
し
め
得
る
充
分
な
会
計
資
料
を
調
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会
社
経
理
専
門
委
員
会

製
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
計
職
能
を
果
す
手
段
や
そ
の
結
果
に
明

確
な
関
連
を
も
つ
経
営
単
位
に
立
っ
て
会
計
現
象
．
を
眺
め
る
要
が
あ
り
噛

か
N
単
位
と
し
て
「
資
金
」
な
る
も
の
を
老
え
る
立
場
が
擾
超
し
つ
Σ
あ

る
（
会
計
基
金
学
説
）

　
（
2
）
　
現
在
の
財
務
報
告
諸
表
で
用
い
ら
れ
る
計
数
が
測
定
手
段
と
し

て
の
計
測
の
論
理
性
を
欠
い
て
い
る
結
果
、
例
え
ば
「
利
益
」
が
論
理
上

異
な
る
種
々
な
計
測
過
程
に
よ
る
結
果
数
を
混
然
と
集
計
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
資
金
会
計
的
に
把
握
す
る
と
き
、
始
め
て
、
財
務
諸
表
の
計

数
に
論
理
」
貫
性
や
客
観
性
を
保
た
し
め
耐
得
る
。

　
（
3
）
　
現
在
の
企
業
会
計
は
期
間
計
算
と
云
う
制
約
を
受
け
る
と
こ
ろ

が
ら
種
々
な
問
題
を
生
じ
相
当
な
無
理
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
資
金
表

は
短
期
的
に
作
成
さ
れ
れ
ば
よ
り
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
問
題
も
生
ぜ
ず
無
理
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
資
金
表
は
、
従
来
の
財
務
諸
表
が
果
し
得
な

か
っ
た
面
に
大
な
る
効
益
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
財
務
諸
表
と

併
せ
て
公
表
す
る
の
が
難
し
く
、
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

企
業
経
替
【
研
究
（
既
刊
）
目
次

第

一

号
　
　
書
箱
二
十
六
年
刊

我
国
の
監
査
役
の
現
状
と
そ
の
批
判
…
…
…
…
…

税
法
に
お
け
る
減
価
償
却
…
…
・
…
：
・
…
：
・
…
…

労
働
組
合
と
賃
銀
の
イ
ン
せ
ン
テ
ー
ブ
制
度
…
・

交
通
機
関
の
発
達
と
土
地
の
利
用
転
換
…
・
…
：
：

工
業
地
帯
形
成
の
条
件
・
…

米野古渡久
花葺禁辺婁

　＿　　 口

稔郎楽進郎

第
　
　
二
　
　
号
　
　
昭
和
二
十
七
年
刊

株
式
額
面
金
額
の
引
上
げ
…
：

税
法
に
お
け
る
棚
卸
資
産
評
価
・
．

経
営
位
置
の
競
合
と
地
帯
構
成
・
…
…
…
…
…

G
・
C
・
ア
レ
ン
著

「
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
及
び
ブ
ラ
ッ
ク
カ
ン
ト
リ

の
産
業
発
展
一
八
六
〇
1
一
九
二
七
」
研
究

…
：
　
　
　
・
平

　
　
…
…
：
渡

　
　
　
　
－
米

　　井
花辺泰

　　太
稔進郎

…
井
　
上
　
忠
勝

産
業
構
造
の
統
制
原
理
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
　
：
宮
田
喜
代
蔵

統
計
カ
ー
ド
の
摩
擦
係
数
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
・
其
阿
彌
辰
雄

第
三
号
昭
和
二
＋
八
年
刊

再
評
価
に
関
す
る
若
干
の
基
本
問
題
…
…
：

内
部
牽
制
・
内
部
監
査
の
構
造
…
…
…
…

会
計
事
務
の
分
析
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
戸

我
が
国
に
お
け
。
会
計
難
瀦
の
の
段
階
…
・
…
夫

賃
銀
形
態
と
総
原
価
：
…
…
…
…
…
…
・
…
　
　
　
：
古

・
…
…
・
渡
　
　
辺
　
　
進

　
　
：
久
保
田
音
二
郎

ア
メ
リ
カ
南
部
工
業
発
展
の
経
営
位
置
論
曲
老
察
…
米

（
寄
稿
）
　
経
理
の
経
営
管
理
機
能
に
つ
い
て
…
：
：
：
秋

「
税
法
と
難
馨
珊
揚
鍵
磯
臨
歳
－
古

（
紹
介
）
F
・
S
・
プ
レ
イ
著

「
社
会
会
計
と
国
民
経
済
に
お
け
る
企
業
部
門
」
…
能

（
調
査
）
、

賀谷花林塚田

養伊　喜俊義

一織稔楽郎郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
　
信
　
子

資
産
再
評
価
事
情
に
関
す
る
調
査
報
告
…
経
営
経
理
研
究
室
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事務の機械化に関する調査の中間報告

経管機械化研究室

　　本調査は企業経営科の計画に基ぎ増崎宗弘助手が立案に当り調査票を各社に発送し

　た結果を中閥的に取纏めたものである。調査票め整理には；噌崎助手と難波恒治郎技官

　が之に当り本報告の一及び二は増崎助手が，三は難波技官が分担執筆した。（渡辺進）

　最近の我が国における事務機械化の気運には旨覚ましいものがある。しかし，そこには

一種の流行とすら思われる面も轡くない。したがって，その親状を認識し理解して，そこ

での■題点を老察し将来の闇題点を明かならしめることが緊急の課題となってくる。；本調

沓は，この点に鑑み，課題考察の一助たらしめるべく，機械使用中の会社については，そ

の導入の経過とか機械を中心とする職制組織乃至業務内容或いは機械による効巣達成の度

合を調査し，機械未使用の会社については，その導入を阻んでいる響町とか機械化に関す

る研究の状況を調査して，．機械化の現在及び将来の問題点を指摘せんとしたのである。

　本調査には，後述する如く200に達する多数の会社から，それぞれ，貴重な回答が寄せ

られた。’これらを種々の角度から検討し綜合的に研究すれば，調査所期の・目的を果し得る

ものと思われる。が，時日上の制約から，鼓では，一応，中聞報告として諸回答を殆んど

素材の儘に提供する。最終的な報告を近く発表すべく，目下，鋭意作業中である。

一　調　査　の　経　過

　本調査ぱ各種会計機業者の好意によって入手した会計機納入：先乃至受註先一覧に所載の

会社121社及びその他の我が国主要会社261社，計382社を対象として行った。

　昭和28年10月7日，調査票をこれら382社に発送した。調査票の形式は附表1に示す如

くであるが，そこで見られるように2通りの調査票，すなおち，機械使用中の会社に対す

るものと機械を使用せざる会社に対するものとからなっている。これら2通りの調査票を

それぞれの宛先会社に発送した。

　10月30日，未回答の会社に督促状を発し，11月15日，回答会社200社を得て調奪を締切

つた（回答率52％）。園答会社の内訳を盗本金別・業態別に示せば次表の如くである9

　　　　　　　　　　　　　　　　　”，　．．　1　一
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ゴ業　　　．種

鉱山・石炭・石油

　
陪
円

　
…
意
意

表
コ
馴

　
　　

円
満

訳　
億

内
…
柔

　
　
，
I
－
－
．

社
砺

　
一
二

会
一
使

　
　
不

三
一
．

　
一
二

回
避

A
B

電気・ガス

，c

D　光学

E
　　造船

F

鉄鋼・軽金属・非鉄金属

諸機械・電機電線・計器

車輌・自動車・自転車・

鉄道・運輸・海運・倉庫

G
｝
H
…
1
一
J
一
K

化学・窯業・セメント●
ゴム・皮革・パルプ

医薬品・油脂・塗料・染
料・食品

紡績●イヒ繊・織物

銀行・信託

保険・証券・不動産

・二陣百貨店●鱗

合 計

機械使用中の会社 。

使用せざ・錦． 1

機械使用中の会社 。

使用せざる会社 。

機械使用中の会社 。

使用せざる会社 。

　5億円こ
　．20億円

Ol　2
㎜
4
o

㎜
o
o

F
D

一
〇

1

o

2 2

機械使用中の会社i o 1

使用せざる会社1 o

機械使口中の平袖　　　　0

15

1

使用せざる会社： 0

0

8

機械使用中の会社… 1

使用せざる会社． 1 3

機械使用中の会社 。

使用せざる会社， o

機械使口中の会社 。

使用せざる会社… o

灘使用中の会細 。

使用せざる会社… o

戦野口中の会画 。

使用せざる会社 。

2

9

1

7

1

2

3

3

0

4

o

6

o

8・

1

10

1

3

1

7

4

4

蟹噸「需一

。 2

3旨　　13
　1

ゴ、　1

3， 4

1 1

2， 6

2’ 3

0 19

2 3

3 17

・
［
2

1
｝
1
4o 3

2 21

0 2

o 10

1 3

2
一
5

11

黷
P
2

3 10

機腋榊の会則 （13）

　　　　　　　　L使用せざる会社… 1

機械使用中の会社… o

使用せざる会社 2

機械二二・会司 。

使用せざる会社 5

6

3

4

1

7 4

13

66

10

58

，，一S’

0　　　　　4

0 13

12

20

（13）

35

（註）rK保険・証券・不動産」の項で，生命保険会社は相互会祉として独自な基金制

　　　をとっているため，その回答会社数を通常の資本区分では示し得ないQしたが

　　　つてその回答会祉数は一括して（　）で示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　rr’　2　H＝一

　（3）
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　以下，機械使用中の会社について業態別にその機械化事情を老察し，次に，機械を使用

せざる会社について業種別にその機械化研究状況を老察する。

　筒，本中間報告は

1）二の「機械使用中の会社における機械化事情」の章では業種別に，穿孔カード式会計機，』 L帳

会計機，及びそれら両者を使用中の会社に分けて，それぞれ，i　使用機械の具体的な機種内容と

操作人員（予備員潅含む）ii機械の導入事情iii　機械室の職制上の地位iv機械による基本的

な事務処理の流れv　機械使用の経験年数，一日平均の機械操作時間（穿孔カード式会計機の場合

’は他にカード・ロスの程度，プラッギソグの事情）機械運用計画の変遷事情等vi今後に残され

た主たる問題点，と云うような順で記した。

2）三の「機械を使用せざる会社における機械化受壷状況」の章では業種別に，目下研究中の会社，

研究の結果一応研究しないことに内定した会社，研究の結果使用することに決定した会社，その他

の会社に分けて，それぞれ，i機械化研究機関ii硫翻した機種，そして，機種別にiii研究した

機械化業務の内容iv機械化を阻む主たる事情，と云うような順で記した。

3）同一区分に属す会社は，原則として，資本金の大小順にA，B，　c，……と略称した。

4）穿孔カード式会計機は「附表II」の分類に従ってその機種名を示した。

5）二における「機械化による事務処理の基本的な流れ」及び三における「研究した業務内容」を

示すそれぞれの表で，

　　「意図」とは当該業務の機械化（乃至その研究上）に際し最も強く狙った意図を，「結果」とは

　　その最：も強く狙った意図の達成程度一予期通りに達成されたときは○，達成されていないと

　　きは×一を示す。

　　筒，意図として人件費その他事務経費の節減を狙ったときは該項に「経費節減」と略示した。

　　又，経営管理資料の調製と云う意図は「管理資料」と略示した。

6）本報告で穿孔カード式会計機の機械名を特に記さない場合にはIBM式の機械を示す。

7）その他は別表1の調査票における註記を参照されたい。

事
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二　機械使用中の会社における機械化：事情

A　鉱 山

　　　1　穿孔カード式会計機使用中の

　　　　　　　　　　　　　会社における場合

　該当会社において用いられている機械の具体的な内容は右表

の如くである。但し，この会社は，現在，更に1セット（合計

26台）を追加使用することに決し既に発註済である。

　次に，これらの機械の操作を担当する人員数は次表の如く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3　一一

機 種　　治下

穿
検
分
会
麟
封

孔
孔
類
計
訳
合

機
機
機
機
機
機

集団複写合計穿孔機

計　算穿　孔　機

6
4
2
1
1
1
1
1
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であるQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　　　種　　1入数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械室責任者　1
　これら機械は，最初，特別の委員会によってその導入の可否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穿孔手・検孔手　7
が研究され，現在，経理関係の部課の所管となっているが，依　　機械操作員　3

然として機械に移される業務内容の具体的な決定はこの特別の　　合　　　　　計　11

委員会によってなされている。

　そこで機械的に処理される事務処理の基本的な流れは次の如くである。

領 域

固定資産系統
の経理事務

賃金給与関係
の経理事務

その他の経理
事務

株式関係の事
務

労務関係の統
計事務

意　　図

経費節減

経費一望
迅速化，

正確化

経費節減

迅速化

結果

×

0

o

証愚書乃至伝一
票名

資産別一覧表

各種給与及び
引去金明細表

出納振替伝票

0
［
○

名儀善換請求
書

個人別調査表

遣難至フオ

　
帳
簿
帳
帳

記
旧
訳

日
出
仕
元

一
階講書瑠

艦罰至伝票名滋

羅勤評噛纏部

　
部

　
理

　
経

ヨ
ボ
ノ

表
表
表

書
覧
口
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15，　OOO

15，　OOO

二丁の統計正靴・二三　．一一：：：：蒲二二二一1：888
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　これらの業務を一日平均6時聞の機械操作で処理しているが，その場合，穿孔カードの

穿孔間違いその他によるカード・ロスの程度は約1％である。葡，プラグ・ボードの編成

替え．は全＝部自社で行っている。

　この会社が機械を導入したのは1年前であり，その後，予定通りの計画で作業を続け，

今日，予期の効果を挙げているが，そこでは今後に残された問題点として，機械化の前提

たる一般事務の流れを整備する要ありp・とか機械化について社内一般の理解を一一層深める

要あり，とか機械部課の所属を一層明確にする要あり，とかの諸点を特に強く指摘してい

る。以下の各業種においても大凡同様であるが，そこでいわば，機械化以前の開題がその

解決を後日に譲られている点は注目せらるべきであろう。

　　　　　　　　　　2　記帳会計機使用中の会社における場合■

　該当会社は記帳会計機1台を10人で以て操作している。そ．こでは，最初，機械導入の可

否が経理部で研究され現在でも経理部の所管となっているが，必要に応じ，資材部や労務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　4　一



部或いは総務部がそれぞれ自部の業務を行うのに用いているのである。したがって，勿論，

機械にかけられる業務内容はそれぞれの関係部課で具体的に決められている。

　そこでの機械による事務処理の基本的な流れは次表の如くである。

領　　　　域　意　　図

受取勘定，麦
払勘定，主要
原材料，製品，

雛騙朧迅速化

定系統の経理
事務

雛懸野迅速化

籍関係の事縷鰍

結果

。

灘華乃至→

伝 票

タイムレコPt
Pt　一一・カード

その他

株主名簿

弊誌難至→

日計表
（勘定科目別）

｛婁錨籍喜｝

株主配当金明
細表

鱗腰縄乃至馴饒提

｛瀦錘元帳｝

出入別台帳

配当金領収書

経理部

労務部

各株主

月間処理
伝票枚数

5，　OOO
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　これら業務を1日平均7時聞の機械操作によって処理しているのであるが，この場合，

当初の予定通り経理部だけが使用したのでは機械の遊休が生ずるから，前述の如く，賃金

計算や配i当金計算をも行うことにしたのである。

　この会社は約半年以前より機械を用い始めたばかりであり，今後の問題として，機械化

の前提たる一般事務の流れを整備する要あり，とか現在の機械化領域を整備する要あり，

ということを指摘しているが，一応，所期の効果を達成したものと認め㍗れる。

　B　電　　　　　気

　本業種での事務機械化は相当程度進んでいる筈である。しかし，本調査では穿孔カード

式会計機によって機械化を行う電気事業会社1社から機械化事情を知り得たのみである。

しかし，その回答会社は斯界での代表曲な地位にあるから，以て本業態における機械化事

情の全般を類察することも困難ではなかろう。

　その用いている機械の具体的な内容とそれぞれの操作を

担当している人員数は右表の如くである。

　当初，これら機械導入の可否は，米国電気事業調査団の

料金部会に参加した営業部を申心とする特別の機関によっ

て研究されたのであるが，現在，機械部門は社長室計算課

の所管となっており，その具体的な業務内容は特恥の委員

会によって決定されている。

　機械による事務処理の基本的な流れは次のようである。
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領域具体的麟盗難醗ト嘩藝署至1謙瓢饒提議翻

一心の妻二代瀦ヒρ

i軽焼聾価㈱

減
計
旧懐画

帳
輪
台

針
三

面
設

懲料皿㎜1

検曙
蜿V購入購表．礁・4・・…　1

　　　　1　　　　　設備種類別・支　
迅速化○固定資産台帳店別減価償却一
　　　　　　　　　i覧表　　　　　1

経理部
半年
　1，　800

事務　　鱒資事務1
i獄関係の即金調繊鰍。株主講轟難i講簿1

［
一
I
I
I

1

販売関係の
統計事務

労務関係の
統計事務

1生磯回の

輝事務

その他の統
母事務

讐鋸書管理資料○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［半年

欝計酬・糊華表欝鱗… 労務部
半年
24，　OOO

一爵騨灘欝織認給電課1 5，　OOO

職計1管理資料』1国軍嚇位勲位細断
録 1流量表、

　
o
o

　
む年

a
1
1

計力
課

水
画

以上の業務が日に平均5時間の機械操作によって処理されている。その場合・穿孔カー

ドの穿孔闇違いその他によるロスの程度は約5％である。

　こXで機械が導入されたのは1年前であり，当初の計画通りの業務を続け予期通りの効

果を挙げながら今日に至っているのであるが，今後の問題としては，機械化の前提たる一

般事務の流れとか現在の機械化領域を整備する要のあることを特に強く指摘している。

　C　鉄　　　　　鋼

　本業種での事務機械化の現状は穿孔カード式会計機によって機械化を行っている製鉄会

社1社から知り得た黛けであるが，その回答会社が斯界での主導的な地位にある関係上，

以て本業態での機械化事情の大洲を類察することも可能で

あろうQ

　その用いている機械の具体的な内容とそれぞれの操作を

担当する人員数は右表の如くである。

　当初，これら機械導入の可否は，管理副部長と嘱託（部

長待遇）とが研究の結果重役会で決定されたものであり，

現在，管理局第1部の所管となっているが，その具体的な

業務内容は機械操作抵当の部課で決められているQ

一斗
機
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機
機
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丁
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亡
・
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そこでの機械による事務処理の基本的な流れは次のようである。

領域意図綜韓紅駒岡難至彦難馨喜

馨
賃金給与関係
の経理事務

株主関係の事
務

販売関係の統
計事務
労務関係の統
計事務

階即応の統

髄資料回翌出、藁｝

迅速化 ’固定資産台帳

経費節減．

貯蔵品受払表

減価償却費計算

経費節減

管理資料1・

勘定元帳

出欠勤ﾐ鷺欝収

鱗講蜘
畿翻｝蹄高表

迅速化・晦・一・“醸統計

管理資料藤島糠霧1婆盤呼子1・

堪出星

経理部

管財課

給与課

本社株
式課

成品課

整員課

厚板課

月間誕理力
・・一・ h枚数

25，　OOO

年
40，　OOO

300，　OOO

10，　OOO

12，　OOO

年5，300

10，　OOO
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　以上の業務が一日平均4時間の機械操作によって処理されている。その場合，穿孔カー

ドの穿孔間違いその他によるロスの程度は約1％と云う好成績である。

　こXで機械が導入されたのは1年半前であり，導入当初の賃金計算と云う主たる目的は

管理面へとその重点を移さざるを得なかったけれども，爾後，予期通りの効果を挙げつX

今日に至っている。そこで，今後の問題として，機械化の前提たる一般事務の流れとか現

在の機械化領域を整備する要のあることを強く指摘し，又，機械化について社内一般の理

解を一層深める要があると云っていることは，注目に値する。

　D諸　　　機　　　械

　本調査によって，穿孔カード式会計機によって機械化を行う機械製造販売会社3社（資「

本金区分1～5億円に属するもの1社，20億円以上に属するもの2社）よりその機械化事情

が明らかになった。

　該当3社について，それぞれが用いている機械

の具体的な内容は右表の如くである。この場合A

社ではその本社と3工場それぞれにおいて機械化

事情を異にしているため，本社をA，各工場をAユ，

A2，　A，3として示した。

　これらの機械の操作を担当する人員数は次表の

通りである。
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そし（・これら機騰入の潴撮初剛譲X・、A，　liill・．’で’

織するため・特別の委員会を設けたもの3社　機械室責任者　　1　1、2　1　1　1

（A2，　A3，　B），委員会その他特別の機関を設　穿孔手。検孔手　　910141112　7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械操作’員　5　5　3　3　8　4
けなかったもの3社（A，Aエー部長会議によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計151619152112
’る，C一企画室で審議）となっている。

　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　但しA3では予備人員を省いてある
現在．これら機械操作担当部門は，それぞれ

での職制上，経理関係の部課（A1，　A2，　A3）或いは調査関係の部課（A，　C）に属してい

るが，Bのみは総務部計数課の所管となっている。このことは，以上の各社において，機

械化が如何なる狙いで行われ何処に重点を置いているかを類推する：重要な手掛りである。

そして，実際に機械に移す業務内容を具体的に決定するところは，A2，　A3では特別の委員

会，A，　Cではそれぞれの関係部課と機械操作担当部課との協議，　Bでは機械操作担当部

課（近く部課長会議に移管される予定），A1ではそれぞれの関係部課となっている。

　以下，機械による事務処理のi基本的な流れをみる訳であるが，その充分な検討は冒頭に

述べたように後日に譲らねばならない。が，一応，整理すれば次表の通りである。

領　　域

受取勘定系統
の経理事務

支払勘定系統
の経理事務

主要原材料勘
定
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8，　OOO

1，　OUO

40，　OOO

15，　OOO

虫000 P
！一gogg－oo　1

10．　000
i61　666　1

　　　1
7，　OOO　1

半期8，・・。l

　　　　l

一　8　一



賃金給与系統
の経理事務

原価計算関係
の経理事務

株式関係の経
理事務

販売関係の統
計事務

労務関係の統
詐事務

生産関係の統
計事務

その他の統計
事務

場
転
B
C

ユ
　
　A
A輪
一
B

A

碗
B
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経費節減

経費節減

迅速化

迅速化

経費節減

経費節減

経費節減

管理資料

迅速化

管理資料

A土、管理資料

A3迅速化
B　経費節減

C　管理資料

A1迅速化

A3

B
C
鎗
B

管理資料

管理資料

管理費料

o

X

o

0

o

o

o

作業分数表

作業カード

犠海砂｝

票
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一

　
票
票
票

島
伝
伝
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庫
庫
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墨
入
出
作

ドか篠

受　二二

受註伝票

受註伝票
売上伝票
入傘伝票

鷺躯，｝

作業力t・一ド

従業員経歴簿

作業計画表

○作業カー一一　F“

完成日報

（勤労統計）

作業表リスF

作業者別作業
分類表

給与力・一　F

加工費集計表

霧鍛融｝

分数金額表
（作業番号別

　。工程別）

販売月報（工場
　別・製品別・
　業種別・地域
　別・支：払条件
　別・注：文：別）

受註高表（営業
　要式・製品別）

態≡1｝

作業分数表（作
　業者別）

労務統計カード

作業量集計表

入庫カード

賃金台帳

給与明細書｛金種表
各種報告書

原価集計表

原価元帳の
一部

原価計算表
（要素別）

離聯
販売月報の
一部

各種報告書
（約20）

能率統計表

労務統計表

作業量調書

入庫統計表

（昇給・賞与・隠田の統計）

各製作課

会計課給
与係

経理→各個
経理部　入
担当部課

原価課

原価菰

原価敵

営業関係
重役

課靴墨

役
役

部
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70，　eoo
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　本業態では，大略，以上のような事務領域に穿孔カード式会計機を適用しているのであ

るが，その場合，会計機の一日平均稼働時間は，それぞれ，6～7時間（Cのみ4・5時間）．

であり，穿孔カードの穿孔間違いその他によるカード・ロスの程度はA（0・8％），C（2％）

　　　　　　　　　　　　　　　　t一　9一
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を除いてA2（10～20％），　A3，　B（ともに10％），　Al（5・9％）と意外な高率を示している。

　尤も，以上の諸会社は，いずれも機械使用の経験年数が1年であり，未だ，充分に機械

の効力を発揮するまでに至っていないのかも知れない。既に各事務領域の機械化で最も強

く狙った目的が予期通りに達成されたかどうかについては老察したが，概括的にみて機械

化による効果達成の度合を，予期通りに挙げているもの2社，予期通りに挙げいなbもの

2社，領域により挙げたり挙げなかったりするもの2社，となっている。

　’尚，機械導入後，機械の遊休時間を避けるため，購入当初に予定した計謀を変更した会

社は1社もない。又，プラグ・ボードの編成替はどの会社でも全部自社で行っている。

　以上が本業能における機械化の現状であるが，然らば，今後に解決を要すると老えてい

る問題は何であろうか。そこで，注目されることは，機械化の前提たる一般事務の流れを

整備する必要がある，といずれの会社も相当強く指摘していることである。この他共通

した今後の問題として注目されている点は，現在の機械化領域を整備する要ありとするも

の4社，一層拡大する要ありとするもの4社，機械化について社内一般の理解を一層深め

る要ありとするもの4社，というような諸点である。

　E　車輔・自動車・造船

　本調i査では，記帳会計機を用うものとして造船及び：車輔製造会社（資本金区分20億以上

に属す）と自動車製造会社（資本金区分1～5億に属す）から，穿孔力・一一　r式会計機と記帳

会計機を併用するものとして造船及び車輌製造会社（資本金区分20億円以上に属す）から

それぞれの機械化事情を入手した。

　　　　　　　　　　1　記帳会計機使用中の会社における場合

　該当2社一一一資本金の大小に応じA，Bと略称する一の用いている機械台数とその操

作順購表の如くである・　’flit）Aでは機械がその5面こ誤

�E1・散設置されている関係上その操作人員数が詳かでない。　　　　記帳会計機台数　5　1

　これらの会計機は，いずれも，導入当初，その可否を特別の　操作人員数　　　2

委員会で研究検討され，現在は経理関係の部課の所管となっているが，実際に機械に移さ

れる業務内容は，Aでは特別の委員会，　Bでは機械操作担当の部課で決められるている。

　そこでの事務処理の基本的な流れは次の如くである。樹，Aでは，次表に掲げた外，経

費節減の目的を以て受取勘定・支払勘定・主要原材料勘定各系統の経理事務や株式事務，

労務関係の統計事務の領域での事務をも機械的に処理しているが，その具体的な内容は明

らかでない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　10一



領　　域

支払勘定系統
の経理事務
賃金絵与関係
の経理事務

名社

B

原価計算関係
の経理事務

B
一
A

意　　図

迅速化

経費節減

管理資料

霧式関係喋・1油化

結－ ﾘ懸書乃
果　至伝票名

o

o
×

納品書類

飴巌｛
費目別原始
伝票

○　株主カード

→二二轄→山亭馨

鷺（薦D買三元帳
賃金支給明細表
罫金支給内訳表1

費目別集計表｝工事別集計表

｛四脚田表
　．　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

→観提

｛経理部
資材部
人事課
経理．部

経理課

総務部

月聞処理
伝票枚数

ユ0，000「

2，　500

40，　OOO

半年4000
　　’

　Bはこれら業務を一日平均5時間の機械操作で処理している（樹，Bは機械導入丁丁か

4ケ月しか経っていない）。

　鼓では，A，　Bいずれも，機械化の前提たる一般事務の流れを整備する要があると共に

機械化について社内一般の理解を一層深める要がある，と将来に残された問題を強く指摘

している。省，Bでは現在の機械化領域を一層拡張したい意饗を強く表明している。

　　　　　　　　　　　2　両者併用中の会社における場合

　蜘こ両者併用と云っても，両者はそれぞれ異る事業場で別箇に使用されてV）るのであり，

しかも，穿孔カード式会計機は使用計画中であって未だ具体約な適用領域乃至業務内容は

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
聞
報
告

決まっていないQ「

　しかし，一応，そこで設備されている機械り具体的な内

容とその操作人員を示せば右表の如くである。

　これら機械導入の可否は，当初，特別の委員会で研究さ

れたのであるが，現在は記帳会計機が給与課，穿孔力■一ド

式会計機が独立した特別の部課（予定）の所管となってい

る。又，現在はこれら機械に移すべき業務内容の具体的な

決定を部課長会議で行っているが，将来は特別の委員会へ

移譲する予定となっている。

　既述のように，現在は記帳会計機による機械化だけしか

醜薄ム
記帳会計機

機
機
影
機
機
計
舗
麟

畿
禦
隷
下
翻
合　　計

・劃操鰍員数

1
…
0
9
3
2
2
2
2
4
4

　
…
－

　　一一一一一一一一一一？一一
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室
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実施していないが，その基本的な事務処理の流れは次のようである。

領　　域

賃金給与系統
の経理事務

意図

経理
節減

結果 証愚書乃至伝票名 　作成報告書’
　乃至帳簿名

一〉その提出先

難難副麟明細㍉給与課

A間処理
伝票枚数

1，　600

　応分

F倉　　　　庫

本調査では記帳会計機を使用する倉庫会社（資本金1～5億円区分に属する）1社から

　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　ll　一
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その機械化事情を知り得た。すなわち，その会社では記帳会計機1台を3人で操作してい

るのであるが，その導入は約半年前のことで機械の展示会での見学を契機としている。そ

こで，会計機は人事課と総務課（株式関係）とに共用され，各課でそれぞれ機械に移すべ

き業務内容を具体的に決定している。

　そこでの事務処理における基本的な流れは次の如くである。

陵…丁．域一－億一面騙灘籍方奎考躯響携肇灘．羅提醗姦］

賃金給与関係
の経理事務

株式関係の事
．一．務

経費節減

経費節減

給与計算基礎
資料

株主名簿

個人明細表

配当金計算原
簿．

灘壁甕表｝

配当金領収書

各麦店
　会計課

各株主

7，　620

毎期3，500

　一日平均6時間の機械操作でこのような業務を，当初の予期通りの効果を挙げながら処

理しているのであるが，、そこでは，今後の問題として，現在の機械化領域を一層拡張する

要があると共に機械化の前提たる一般事務の流れを整備する要がある，と指摘している。

　G　化学・窯業セメント

　本業態には穿孔カード式会計機導入の我国における一の先駆会社があるが，遺憾ながら，

そこから資料を入手レ得ず，本調査における限り，機械化の準備段階にある3社からしか

その機械化事情を審かにし得なかった。すなわち，蚊に3社とは記帳会計機を用い穿孔カ

ード式会計機を発註済のセメント業A社（資本金5～20億円の区分），記帳会計機を使用中

で，しかも，穿孔カード式会計機を発註済（現在穿孔機2，検孔機1が入荷している）の

化学会社B，そして記帳会計機の入荷早々の陶器会社C社（B，Cとも資本金1～5億円の

区分）である。これら3社は，いずれも将来大々的に事務を機械化する計画のようである。

これら機械導入について，B，　Cはその研究のために何等の機関をも設けていないが（Cは

既設の経営管理研究委員会による），Aは部課長会議と云う機関によっている。そして，こ

れらの機械操作部門は，Aでは記帳会計機が経理部，穿孔カード式会計機が調査関係部課

（予定）の所管となっており，Bでは総務部，　Cでは独立した特別の部課（予定）の所管

となっている。実際に機械に移す業務内容を具体的に決定するのは，B，　Cでは特別の委員

会，Aでは機械操作担当の部課となっている。

　上述のように，該当3社は現在まだ機械化の準備段階にあり，したがって，そこから事

務処理の基本的な流れを具体的には知り得ないが，A，　Bでは経理事務と統計事務の殆ん

ど全般について，Cでは固定資産勘定・賃金給与・諸経費各系統の経理事務，株式事務

販売・労務・生産各関係の統計事務について．その機械化を計画している。唯，僅かに知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一12．　一一



り得るのは記帳会計機を現在用いろXあるB社の次のような事務処理の流れである。

領　　域

受取勘定系統
の経理事務

意図

迅速化

結果 証愚書乃至
伝票名

出荷通知書

考蝉難至

｛霧籍帳

→罐譲蝋 →観提

灘鞭別）｝繍

月間処理
伝票枚数

7，　OOO

　H　医　　薬　　品

　本調査では，穿孔カード式会計機によって機械化を行う代表的な製薬会社2社（A一資

本金5～20億円の区分の会社，B；同じく1～5億円の区分の会社）からその機械化準準

を入手し得た。

　その用いている機械の具体的な内容は右表の如くである。

　そして，これらの機械は下表の如き操作人員で以て操作され

ている。

　これら機械導入の当初，いつれも，その可否研究のため殊更ら

に特別の委員会を設けるようなご．と｝ましなかったが（唯もAは

特別の研究員を任命している），現在，機械部門はAでは調査関

係，Bでは経理関係の部課の所管となっている。このことは．

機械の台数構成とか操作人員構成と勘案しそれぞれの会社での

機械化目標が奈辺に存するかを推察せしめるものとして興味深

い。機械に移す業務内容の具体的な決定はAでは各部課乃至そ

の事務連絡会議，Bでは各部課事務連絡会議で行っている。・

　機械による事務処理の基本的な流れは，大要次の通りであ

る。

社　名 A B
一

＼
種
機

本四工場本社

穿孔機
6 9 5

検孔機
0 3

分類機
2 3

会計機
3 4

練訳機
0 1

照　合機 0 1

集団複写合

v穿孔機
3 2

計算穿孔機 1 2

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
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中
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喋
機械室責任者

穿孔・検孔手

機械操作員

合　　計

　A

剣瑚

8

21

　B
　本杜

11　1

　14　1’4

81　3

　18

領　　域

受取勘定i系統
の経理事務

社
　意　　図名

A

B

　　　　　A
麦払勘定系統
の経理事務

B

迅速化

経費節減

迅速化

経費節減

結証愚書乃至
果伝票名

　売上伝票。

　入金伝票

。

出荷依頼書

仕入伝票

支払伝票

入庫伝票

→弊下燃至閃影翫

→仕切書

→領収書

　請求書

販売日計

→仕入明細表
（仕入先別・品

目別）

餌壷手品入

買入明細

三轍
売掛金元帳

→斎編髪期日

買掛金元帳

藁饒

本祉
経理部

→空聾

陣門経理

月間処理
カード枚数

50，　OOO

3，　OOO

13，　OOO

25，　OOO

1，　200

1，　500

2，　OOO
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’本祉

企画部
A 迅速化 ○ 仕入品移送伝製品生産日計累製造原価・販売 ・工場 1，500

製品勘定系統 票 計表 価比較表 製薬部
の経理事務 出荷依頼書 、製剤部

B 正確化 入庫伝票 製商品勘定元帳
麦店引渡伝票

固定資産勘定
n統の経理事
ｱ

B 迅速化
一

異動報告書
固定資産減価償
p計算表 経理課

賃金給与関係の経理事務 A 経費節減

蟄
難
麟
｝
表

給与支給明細表

課別給与麦払

ﾋ…
本社・工場勤労部

10，000

B 経費節減 賃金台帳
給与支払明細o撫計表 人事課 4，500

諸経費関係の
o理事務

A 正確化 ○
入金・出金・

U替の各伝票
仕訳日計及び三
}

事業場への勘薗闥ﾊ知書試算表勘定元帳麟鞭

本社経理部 8，000

B 迅速化 振替債票 鰹膿表｝ 10，000

原価計算関係の経理事務 A 管理資料 ○

製品作業伝票
ｮ理票
ｻ薬製剤製造
�随

一〉製造報告書

T｝ ，原料比較表

→灘麟　工場一〉製薬部　　製剤部

16，000

T，000

B 経費節減 振替伝票 原価要素部門配
兜¥

原価要素元帳 工場経理課

株式関係の事
ｱ

A 迅速化 ○ 株式移動表 株式移動明細表
配当金支払三

髟 本社総務部 20，000

B 迅速化
’販売累計表
品目別販売月

販売関係の統 A 迅速化 ○ 売上伝票 売仕切書 計表 本社営業部 50，000

計事務 特約店別・品
目別販売月報

B 管理資料
勤続年数別人員

A 管理資料 ○ 人事移動処理人員表（部門別表 本杜総務部 5，000

労務関係の統 表 男女別） 年令別扶養家族
計事務 ・別人員表

級別時間内賃金
明細表

B 管理資料
一生産関係の統

v；事i務
A 管理資料

○ 仕上品移送伝
[

製品生産日計累

v表
製品生産遂行一
Z（旬日）

本社o　企画部工場　製剤部

1，500

A 管理資料 ○ 入金伝票 →回収翻細一鞭地表受取手形画調
3，000

資金関係の統
v事務

出金伝票 蓋払手灘入
　支払手形銀行今別・支i払：鷲別 本社経理部

1，500

・期別・明細表
B 迅速化

その他の統計

末ｱ
A 管理資料 ○ 新聞別広告明

ﾗ表

府県別明細表o品目朋細表　（ともに金額面積）こ∴＿．

本社学術部 5，000

一　14　一一一



　これらの業務を，例えばAは一日平均8時間の機械操作で処理しているのであるが，そ

の際の穿孔間違いその他によるカード・ロスの程度は約1～2％となっている。叉，いず

れも・プ・グ・ボ司・の撤齢それぞれ自社で民謡っている・　　　　霧

・れら両翫ともに，長・機械使用と確の経験話している（Aは・6第Bは・7年）農

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　械
のであるが，将来に残された問題として，いずれも，現在の機械化領域を一層拡張する要　化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
があると共に機一儲の技能を一N高め硬がある・と強く指摘していることは・長き謬

経験者の言として醸臆面を持っている・　　　　　　　　義
　1綿紡・織’物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中
　本調査において，穿孔カード式会計機によって機械化を行うもの3社（資本金区分1～　聞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報
5億円，5～20億円，20億円以上の各1社一いずれも綿紡）記帳会計機によって機械化　告

を行うもの1社（資本金区分1～5億円に属す織物会社）から，その機械化事情が明らか

になった。

　　　　　　　1　穿孔カード式会計機使用中の会社における場合1

　該当3社について，それぞれが用いている機械の具体的な内

容を示せば右表の如くである。

　次に，これら機械の操作を担当する人員数は下表の通りであ

る。

　これら機械導入の可否を最初に研究するため特別の委員会や

その他特別の機関を設けた会社はない。．Cの如きは研究のため

或る個人が指名されてそれに従事しただけである。

　現在，これら機械操作部門は，それぞれでの職制上，統計関

係の部課（A），経理関係の部課（B），独立した特別の部課（C），

というようなそれぞれ異った部課の所管となっている。このこ

とは本業態での穿孔カード式会計機による機械化の狙いと：重点

の置き場所が企業によって区々であることを類推せしめる。

省，実際に機械に移す業務内容を具体的に決定するのは，

Bでは各部課事務連絡会議となっている。

生誕ABG
1
7
3
7
1
1
2
1

1

5
8
3
2
1
1
1
1

1

5
9
3
3
1
1
2
2

1
機
機
機
機
機
機
合
機
機

孔
難
計
馨
慧

穿
検
分
会
翻
照
集
計
計

試機械室責任者
穿孔手・検孔
手
機械操作員

合　　計

A　B　C

O　1　1
16　19　10

4　　6　　5

20　26　16

A，Cでは機械操作担当の部課，

　以下，機械による事務処理の基本的な流れをみる訳であるが，その充分な検討は既に述

べたように後日に譲らねばならない。殊にB社についてはその事務の流れが余りに多岐で

あるため，残念ながら，その詳細は総て後日に譲らねばならない。が，一i応，これらを整
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i理すれば次表の通りである。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
σ
中
間
報
告
、

領 域

受取勘定系統
の経理事務

支払勘定系統
の経理事務

主要原材料勘
定系統の経理
事i務

製品勘定系統
の経理事務

貯蔵品勘定系
統の経理事務

固定資産関係
の経理事務

諸経費関係の
経理事i務

原価計算関係
の経理事務

社
名

A
　
B
C
A
旦
A
旦

意　　図

管理資料

経費節減
管理資料

管理資料

迅速化

　
料
化
料

料
欝
纏

C

A
B
C
c

A

c
一
A
τ
旦

株式関係の事A
務

販売関係の統
計事務

労務関係の統
計事務
生産関係の統
計事務

管理資料

経費節減

管理資料
経費節減｛
管理資料

迅速化

経費節減

料
化
化

繋
速

管
豆
殿

A
B
C

無霧係の碗

C
一
B
旦

迅速化
迅速化
i迅速化

結
星
O
Oo

0
6
o

o

証愚書名乃至→作成書類乃
伝票名　　ブオーム名至

出荷儲膿歯

伝票

工場報告

出荷報告

固定資産異
動報告

伝票

部門配分表

　名儀書換日報Q

入金票 入金日報

葦霊薬郡
売掛金兀帳
売上統計
手形元帳

｛仕訳帳
元帳

統計表

種別帳

｛二二妻覧

表

予実費比較表

集計表

ト
繍
期

ス
暇
暇
簿
幡

り
　
簿
原

同
名
払

　
　
連
支

単

一

→観提

部
部
役

理
業

経
営
重

経理部

経理部’｛
原綿部

経理部

経理部

統制室
経理部

証券部

入鋪計表降理部

月間処理
カード枚数

ls，　ooo

2，　OOO

1，　OOO

5，　OOO

4，　OOO

5，　OOO

15，　OOO

　本業態では，．大略，以上のような事務領域に穿孔カード式会計機を適用しているのであ

るが，その場合，機械の一日平均稼動時間は，それぞれ，Aは3・5時間，　Bは7時間，　Cは

5時闇であり，穿孔カードの穿孔聞違いその他によるカード・ロスの程度はC（0，5％）を

除いてAは5％，Bは2e％と意外に高率を示してN・る。

　これら諸会社は，いずれも，機械使用の経験年数がまだ1～2年であるけれども，概括

的にみて3社とも予期通りの効果はこれを挙げている模様である。

　樹，機械導入後，機械の遊休時間を避けるため，購入当初に予定した計画を変更した会

社は1社もなく，叉，プラグ・ボードの編成替はどの会社でも全部自社で行っている。

　．以上が本業態における機械化の現状であるが，今後に解決を要すると考えている問題と

して，機鍼化の前提たる一般事務の流れを整備する要あり，とか機械化について社内一般
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め理解を一層深める要あり，とか機械操作者の技能を高める要あり，とか文現在の機械化

領域を一層拡張する要あり，と云うこと等をea・X’共通した問題点として挙げていることは

注目されるQ

　　　　　　　　　　2　記帳会計機を使用中の会社における場合

　該当会社は，現在，記帳会計機1台を3人の操作手によって操作しているが，当初，こ

の導入の可否は企画課がこれを研究した。現在は，職制上，経理部と労務部の共同所管と

なっており，機械に移すべき業務内容の具体的な決定もこれら両課が．それぞれ．当って

いる。

　そこでの基本的な事務処埋の流れは次の如くである。

領　　　域

賃金給与系統
の経理事務

経費系統の経
理事務’

意　　図

経費節減

結
果

×

証愚書乃至
伝票名

個人別賃金台
帳

仕訳伝票

噛癖至
賃金支払書

｛
二
貫金内訳書

帳元
報

定
日
簿

勘
訳
連

声
仕
補

一

瞬舗乃至→饒提1顯鑛

労務部

経理部

1800人分

1，　OOO

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

　これらの業務をご日平均1．5時聞の機械操作で処理している。

　この会社は，本来，経費節減の意図で以て賃金計算の領域へ機械を導入したのであるが，

現在までのところ所期の意図が充分に挙らないため，有効な機械ゐ利用を目指して，経理

事務一般乃至原価計算へとその適用領域の転換を器量中である。ともかく，この会社は機

械導入憐僅かに半年であり，しかも，現在，機械化領域の拡張を老慮中である点からみて，

この会社での機械化事情の老察は更に他日を侯つべきであろう。

　J　銀　　　　　行

　本業種では，最近，事務の機械化が着々として進行中であるが，本調査に回答を寄せた

会社を使用機械別・資本金別に区分すれば，次のようである。

使　　用　　機　　種

穿孔カード式会計機
記　　帳　　会　　計　　機

両者併用による場合

合 計

1億円未満

0
0
0
o

1～5億円

0
0
り
03

5～20億円

0
0
0
1
4

20億円以上

0
9
一
35

合’@計

0
8
4
12

　すなわち，本業種での機械化は預金出納の窓口事務の処理に大なる能力をもつ記帳会計

機を措いては1考えられないことを物語っている。
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　　　　　　　　　　　1記帳会計機使用中の会社における場合

．該当8社一以下，便宜上資本金額の大小に応じてA，B，　C……G，　Hと、略称一について，

それぞれが用いている機械の具体的な内容とその操作人員を挙げれば次表の如くである。

省，同じく記帳会計機と云っても．通常，普通預金の出納と当座預金の出納では異った型

の記帳会計機が用いられているが，蝕では両者を区別せずに台数通算で示した。

　　　　　　　　行名
一一‘一一

黶D一．一一L．一．．L．

　内　容”’一tt一’L一一一一一一一一：．1．．Ll

　
　
　

台
人

（
　
（

数
仁
所

　
入
場

　
作
置

引
操
設

A B C D E F G H

　31　7　17　47　．10　2　10　4
　62　13　30　47　20　4　20　8
各麦店　本支店　本支店　各支店　本支店　各支店　本支店　本　店

　これら機械導入の三二については殊更らに特別の機関を設けて研究せず，業務部での一一

般業務合理化研究の一環として研究したものが多い（A，C，　D，　F，　G）が，特別の委員会

（B）や既設の業務合理化委員会（E）或いは部課長研究会（H）等を設けて研究した会社も

ある。i現在，機械操作の担当部門は，多く，本店預金課（B，　E，　G，　H）乃至直接各支店（A，』

D，F）の所管に属しており，その業務内容も，多く，業務関係の部課（A・B，　D，　H一一

但しBは経理課とも協議）や経理関係の部課（C，G）において決められている。

．その業務内容は，いずれも，預金の出納業務（一般的に云えば受取・：支払勘定系統の経

理事務）であって，これ以外の業務を記帳会計機に行わしめているような例外は見当らな

い。故に，各行それぞれの業務内容を蝕に列挙する煩を避け，次の如くAをしてその基本

的な流れを代表せしめたい。すなわち，

領 域

預金受入事務

預金払出事務

意　図

迅速化

迅速化

篁
○

o

証愚書乃至
伝票名

入金伝票

出金伝票

考攣蝿
騰蓋穰｝

｛麩蓋穰｝

雇翻雁
日記帳

日記帳

→観場 月越処理
伝票枚数

50，　OOO

50，　OOO

　これは所謂ユニット・システムによる窓口業務である。これら業務を一日平均3蒔間

（A，C，　E，　G）叉は7～8時間（B，　D，　H）の機械操作で以て，概ね，予期通りの効果を挙

げながら（但しDは予期した効果を挙ぐるに至ってない）処理しているのである。

．既述した通り，本業種での機械化は最近になって漸く軌道に乗ってきたものであるが

（すなわち最も古いA，Cでも約2年，最も回しいHでは1ケ月の経験しかない），そこ

で，．今後の問題として，機械化．の前提たる一般事務の流れを整備する要がある，とか機械

化について社内一般の理解を一層高める必要がある，とかを共通した問題点として指摘し
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ている半面，一部の会社で，現在の機械化領域を一層拡張する要がある，としていること

は，本業態における機械化の今後の動向を推察せしめるものとして意味の深いものをもっ

ている。

　2　両者併用中の会社における場合

　該当5社について，その用いている機

械の具体的な内容は右表の如くである。

尚，この場合，穿孔カード式会計機の設

置場所は全部が本店である。

　次にこれらの機械を操作する人員数は

下表の如くである。

　これら機械導入の可否は，当初，Bでは

経営合理化の一環として業務部中心の，

Cでは事務能率推進部という，叉，Dで

は委員会の形の特別な機関で研究された

が，A，　Eはそのために特別な研究機関

を設けなかった。現在，機械操作担当部

門の所管は，Aで記帳会計機については

各支店・穿孔カード式会計機については

企画担当の部課，Bでは業務部，　Cでは

事務能率推進部，

＼　　祉　名
機種一＼

A　　　B　　　C　　　D　　　E

講講講．調（燈働Σ
穿
検
分
会
醗
呼
集
穿
集団複写合計

孔
孔
類
計
訳
合
契
孔

機
機
機
臨
機
機
計
機

計算穿孔機

51　88　5　96　36

5
5
2
1
1
1
1
1

11　7　　　4
15　2　5　　　3
5　　セ　　　．1　　2

3　黒　1　1
1・　1　　　1
1　　　　　　　1　　　1

4　．　1　1
1　　　　　　　1　　　0

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

一社　名職種　　　　
記帳会計機操作手

穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
機

機械室責任者

穿孔手・検孔手

機械操作員

A　B　C　D　E
100　198　9　176

1　　1　　1　1・　1

6

2

∵：ド

合 計 109　226　23　191

　　　　　　　　Dでは独立した特別の部課，そして，Eで記帳会計機については独立し

た特別の部課・穿孔カード式会計機については総務部に属すると云うように極めて多彩な

職制の型をとっている。と同様に，機械に移す業務内容の具体的な決定も，A，　Eでは各

部課事務連絡東出Bでは機械操作担当部課，Cでは事務能率推進部，　Dではそれぞれの

関係部課でなされる，と云うように多様な系統組織をとっている。

　本業態では，成程，記帳会計機と穿孔カード式会計機め併用と云っても，両者を補完的

な関係で併用しているのではない。前者は預金出納の窓口業務，後者はそれ以外の業務に

用いるというように各々別箇の領域で適用されているのであって，この例外は1社も見当

らない。したがって，まず，記帳会計機によって処理される事務の基本的な流れを見てか

ら，次に穿孔力9ド式会計機でのそれへと別々に見てゆきたい。

　　　　　　　　　a　記帳会計機による事務処理の基本的な流れ
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領　域

預
金
出
納
の
経
理
事
務

雨
蓋

A

露礁

迅速化

証愚書乃至伝票名

酬
D迅速化

　普通預金入金票
　
遥　普通預金請求書。
　当座勘定入金票
　当座小切手

　伝票
　元利金目払報告
　書
　当座勘定伝票

　普通預金勘定伝。
　票

璋瓦曉二念嗜

口座別元帳

｛菩痛惜金元帳｝

灘雛礁書｝
普通預金の伝票・
元帳・通帳・日計
表

；普通預金通帳

普通預金元帳
当座勘定元帳
照合表

収支日表

収支：日表

当座勘定残高帳

日計鑑査票

→観提

霧剛
情轟轟｝

経理部

経理部

主計部

主計部

凋間処理伝
票枚数

100，　OOO

’　300，　OOO

　17，　OOO

　3，　oob

400，　OOO

300，　OOO

　　　　　　　　b穿孔カード式会計機による事務処理の基本的な流れ

　本調査では該当5社のうち，遺憾ながら，鼓に発表するだけの内容をもつ回答はAからだ

けしか入手し得なかった。しかし，Aの事務系統表は本業態での典型的なものと思われる

から，以下のAにおける事務処理の流れによって本業態全般のそれを類察することも左程

に困難ではない。省，この場含，．Aはそれぞれの業務の機械化に際し事務処理の迅速化を第

1に意図しているのであり，しかも，この意図は全領域に亘り予期通りに達成されている。

領　域

外国為替
統計事務

人事統計
事務

株式統計
事務

経費統計
事務

預金統計
事務

貸出金統
計事務

証愚書乃至伝票名

輸出為替取扱報告

輸入信用状発行報告

面面麟馨告及｝

個人別給与日給票

退職給与計算書

株主明細表

月別経費支出報告書

半期経費予算表

預金利率調査月報

貸出先預金残高調

割増金付定期預金の
金額別消化内訳調

貸付金利率調査月報

業種日貸出残高表

貸出先別丁出金三三

産業資金順位別
　　　運用実績表

→書類乃至：7オーム名

1難鶏

→蕪錠囎顯の

今二二囎矧当
　株主分布表
今（府県別・株主職種
　別・株数段階別）

：難雛翻

講羅｝

黛難｝
：鞭悲1｝

蝦謡乃至帳瀦三厩

外国為替諸統計　　　外国部
　　　（旬報・月報）

→人鶉ｫ嚇）
→退職翻細蛛@）

株式諸統計表
　　　（半期報）

経費諸統計表
　　（月報・半期報）

　　　　　（月　報）

預金諸統計表（半期報）

　　　　　（隔，月報）

貸出金諸統計表　・
　　　　　（月報）

貸出金諸統計表
　　（，月報・四半期報）

人事部

庶務部

庶務部

翻
業務部

主計部

審査部

月聞処理
カード枚数

6，　OOO

2，　OOO

1，　OOO

4，　OOO

5，　OOO

1，　OOO

5，　OOO

2，　OOO

8，　OOO

7，　OOO

1，　OOO

2，　OOO
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　これらの業務をAでは一日平均2時間の機械操作で処理しているが，これと同程度或い

はより少ない領域で穿孔カード式会計機を適用しつつある他の会社は一日平均の機械操作

時間が4時間（D，E）或いは8時聞（B）となっている。又，月間処理カード枚数の基準

が百万枚のCでは就業時間内のフル稼動を目標としている。樹，穿孔カードの穿孔闇違い

その他によるカード・ロスの程度は大略5％（A，C，　E）乃至10％（D）と相当に高い。

　本業態での機械操作の経験は3年（B）から1年内外（A），概して約2年（但しCのみ

半年）と云う比較的短時日のものであるが，例外なく予期通りの効果或いは予期以上の効

果を挙げつつある模様である。：更に，将来に残された問題として，いずれも，機械化領域

を一層拡張する要あり，と第一に指摘していることは，本業態における機械化の躍進を今

後に期待せしめるものと云えよう。このような：ことは，C社の言を借りれば「事務の機械

化についてその検討実施の問題はすでに解決しつくされたわけであり，むしろ，機械をめ

ぐる人事管理や組織の如きマネージメントに関する新たな問題を主要テーマとして調査研

究」する段階に立っているからだ，とも思われる。

　荷，本業態における機械化事情は相当に複雑であるから，その周到な整理検討を後日に

譲り，本稿ではその鳥鰍的な概察に止めざるを得なかったことを附言しておく。

　K　保　　　　　険

　本業種はその業務活動の基礎を各種の業務統計資料に求めねばならぬ関係上，統計的な

処理の領域に大なる効能を有する穿孔カード式会計機が広く導入されているであろうこと

は見易い道理である。本調査でも保険会社13社から回答を得たが，記帳会計機によるもの

は僅か1社で，他のi2社は穿孔カード式会計機によっている（うち記帳会計機を併用する

もの2社）。周知の如く，生命保険会社の資本構成は通常の株式会社と異り相互会社とし

て独自な基金制によっているため，この回数を資本金別に表示し得ないが，業種別に示せ

ば次の如くである。

　　記帳会計機による会社………………生命保険業1社

穿孔・o’一一’・式会計機に・る会社一 ﾗ密韮鷺

　　　合、記帳会計蔽馬鞭瀞’社　醜薄塞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記帳会計機　1　4
　該当1社が用いている機械の具体的な内容とその操作人員は右　　分類統計機　1　3

表の如くである。荷，蜘こ分類統計機とはナショナル2299号式のことである。
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これらは，当初，各部課事務連絡会議がその導入の可否を研究しているが，現在，経理

関係の部課と保険料収納関係の課との共同所管となっており

の業務内容を具体的に決めることになっているQ

　そこでの事務処理の基本的な流れは次表の通りである。

機械操作担当の部課が実際

領 域

受取勘定系統
の経理事務

賃金給与関係
の経理事務

その他の経理
事務

統計；事務

機械名

分類機

会計機

会計機

分類機

意図
結
果

迅速化　　　o

迅速化　　　o

迅速化　　　o

迅速化　　　o

証愚書乃至
伝票名
保険料払込
証愚

前月分給与
台帳

蕪羅｝

保険料払込
証高

唱碧乃至フォー

振替伝票

灘（個人別源泉徴収簿）

給与台帳
俸給計算書
給与合計表

日計表

保険料収入状況
表
（期日別事）

雇骨腫1
保険料集計
日記帳

増減日計表｛貸借対照表

継続保険料
収入状況月
報

その提出先

各部課

会計課

会計課

課
銀

部
灘
局

各
大
行

月間処理
伝票枚数

ls，　ooo．一v

20，　OOO

650

15，　OOON
20，　OOO

　これらの業務を記帳会計機では一日平均5時間，分類統計機では同3時間の機械操作で

処理している。

　これらの機械は僅か半年前に導入されたばかりであるが，予期の効果を挙げている。そ

こでは，将来の問題点として，現在の機械化領域の一層の拡張と，半面，機械化の前提た

る一般事務の流れの整備の要とを特に強く指摘している。

　　　　　　　　　2　穿孔カード式会計機使用中の会社における場合

　該当12社は，4社を除き，いずれも，15年乃至30年と云う長い機械使用の伝統と経験を

有している。以下，便宜上，使用年数の長短に応じ該当12社をそれぞれA，B，　C……K，　し

と略称して，その各々における機械化事情を諒察しよう。

lee　ts　fZll　．A　B　c　D　E　’F　G　H　1　J　1〈　L

穿
下
分
会
醗
照
門
穿
集団複写合計

孔
孔
類
計
訳
合
塾
孔

忌
引
機
機
機
墨
引
機

計算穿孔機

2
4
3
8
2
2
5
2

4
2
1

1
1
1
1
0
、
0
0
0

1
6
4
3
1
0
1
0

1

7
5
3
2
0
0
0
0

9
8
5
3
1
0
3
1

8
7
3
2
1
0
3
1

5
1
5
3
1
0
3
1

1
1

9
6
3
1
1
1
2
0

0
5
2
1
0
1
1
1

1

0
7
3
1
1
1
1
0

1

4
3
1
1
0
0
0
0

5
4
1
1
1
1
1
1

　そこで用いられている機械の具体的な内容は上表の如くである。樹，表中，（1）D，F，

KはRR式穿孔カード会計機を使用中であること（2）BはIBM式とRR式を共用して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一22一



いること（3）1〈，Lは記帳会計機をも用いでいること一一その詳細は木項末に譲る（3）

現在発註（未入荷）台数を』切省いてあることを附記しておく。

廉＼遡・ABGDEFGHIJK・機械室責任者
穿孔手・検孔手

機械操作者

合　　　計

111112　4－1　101132　3　5　4　12　12　10　4　12　17　3　9
39　2　3　3　18　6　13　5　18　5　1　．3
62　6　9　8　31　20　27　10　31　22　5　13

　これら機械を操作する入員数は上表の如くである。勿論，この中にはKl，　L　の如く記

帳会計機をも用いているところでは，その操作人員を含めていない。

　これら機械導入の可否を，最初に研究した機関は，Bでは機械担当の部課，　Gでは部長

会議，1では特別の委員会，Kでは課長会議と云うような特別の機関となっているが，当

時の事情が不明なGを除く爾後の7社は機械導入の可否研究のため敢えて特別の機関を設

けるようなことがなかった。このことは保険と云う業務の執行手段として穿孔カード式会

計機が留る程度不可欠であるとの意識を共通して導入当初から抱いていたからではなかろ

うか◎更に，本業態の特徴は1社の例外（L一ここでは入事部組織課の所管）を除いて他

のいずれもが機械の操作担当部門を統計関係部課の所管としていることであるが，このこ

とは，本業態における機械化目標の重点が奈辺にあるかを明瞭に示すものであると云えよ

う。しかし，これら機械に掛けられる業務内容を具休的に決定する機関は，必ずしも，画

一的でない。すなわち，『 c，E，』 gは機械操作担当の部課，　B，　F，　Gはそれぞれの関係部

課・Aはこれら両部課の協議E・Kは部課長会議・1は（事務）管理課，Jlは統計調査室・

Lは入事関係の部課でこれら業務内容の具体的な決定を行うようになっている。

　次に，本業態における機械的な事務処理の基本的な流れを見る訳であるが，本業態の性

格上，本調査では充分に盛り込み得ない業務領域もあり，それらは便宜上「その他の統計

事務」の項に入れた。
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領
域「K意図魔果汁魏乃至ltww．l！i；．一．．ligllil至！→窒麟書二

手十手例・白化・

9纏睾守部迅速化b

　　　　　A正確化　　　　　　　　　　o
離懸霧統珊速化・
　　　　　G迅速化

給与台帳
内勤職員給与
台帳

　
額

　
総

書
与

野
給

領
別

給
目

俸
費
表

→魏先

経理課’

大蔵省

月間処理
カード枚数

10，　OOO

le，　ooo

　4，　OOO

年1，500

30，　OOO

一23一



40，　OOO経理課

細目別統計一
支社別・科目別
統計　（以上日
　　報・月報）

証葱書類合計
表0正確化灘羅係のト

38，　500

30，　OOO

10，　OOO

各支店

各関係重役

給与支払

態
表
入

実
位
戻

働
順
出

実
績
転
所

員
書
手
忌
月
面

隠
蠣
隷
騒

立
　
ド

賊
か

顛嶽

累計表

罫
成
算
同

一
－

生命保険契約

｛申込書

第二月転出内
訳報告書

EI管理資｝料10

G 迅速化10

・纏鯛

原価計算関係
の経理事務

羅霧係の統1・

4，　OOO

1，　800

5，　OOO

勤労課

関係部課基準人員一覧表

　
三

富
愚
計

合
統
集

総
他
別

選
の
係

給
そ
課

職員台帳

執i務週報

A
C

G

管理資料

管理資料

迅速化

o
o
o

10，　OOO

3，　900

30，　OOO

　　以上

120，　OOO

23，　OOO

32，　OOO

31，　OOO

10，　OOO

20，　OOO

50，　OOO

l，　500

　
　
o
o

　
　
ゆ

　
　
o
o

　
　
4一
100，　OOO

JO，　OOO

経理部

翠煙
　
　
省

関
長
役
蔵

各
課
重
大

ー
ミ

保険経理入

保険経理三

鼎理部長

医長

業務部

部
部

理
事

数
人

役・主務

役
高部課長

一〉業as統計表

→積立金明黒表

→人事参考資料

一〉事業報告書

　　　　（年）
→事業成績表
　　　　（月）
一〉経営効率表

　　　（半期）

業

数

人

重
省

同

重
関

保険経理人

事業成績表

統計諸表新契約カード

諸統計表

諸統計表

金額別・保険種
類別契約年度別
・加入年令別性
別・生年別・地
方別払込回数別
・支払別の統計

月報
灘｝

一Y薪契約諸統計

諸統計表

関係諸統

約諸統計

　
　
旧
事
整
準

薪
表
目
人
計
新
誌
都
計
表
続

今
　
↓
　
↓
　
今
　
メ
N
・
継

約増減表

亡失効統計

率表

年令別統計表

。
離調
講劉
申込書

険契約申込

効・復活通
票
険金其他支
書類
約異動関係
類

保
書
失
知
保
払
契
書

　　　
　
○

保険契約申

購羅

契約申込書

｛収納カード
　　　（手記）
職員台帳

約申込書

契
磁
繊

　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　

　
　
○
　
　
　
○

約異動通知

掛料金一山

欝更通知｝

迅速化i・

迅速化［

労務関係の統
詐事i務

○

○
　
　
○

○

正確化

迅速化

正確旧

例速化

正確化

迅速化

迅速化

霧霧係の統1・

FA

B

G

D

E
　
　
　
G

F

H

1陣確化

その他の統計
事i務

t
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　これらの業務を，一日平均2～4時間（B，H，」）叉は5～6時間（A，D，E，　G）乃至

7～8時間（F，1）の機械操作で処理してみる。その際，穿孔カードの穿孔間違いその他

・によるかド’ロス耀度は概して1－3％であるthX・中には15％（F）・10％（E・　G）と霧

い縞軟ものもある・’1・liN・そ・で・機榔・よる遡難の露霜際して礎の会社VSブ儀

・・グ・ボぜ噸囎を全三社で行っているカ・，　RR式によるEKはそれぞれの・稽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
イヤリング・ユニットの組替えを全部は自社で行わずその工作を会計機専門業者に委ねて　関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調

既に述べたように・上述諸会社は鰍の使用に長い伝統と繊鮪b雛も・予期以禽

上三叉勘の蘇蝉げているのであるが，しか嚇そ・では，搬に今後の醐嵩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報
として如何なることを指摘しているであろうか。第1に注目されることは，1の例外を除　告

いで，更に一層な機械化領域の拡張を望んでいることである。この他，擬械化について社

内一般の理解を深める要あり，とか機械操作者の技術を高める要がある，とか叉，機械化

の前提たる一般事務の流れを整備する要があると未だ強く指摘していることに勘案して・

本業態における機械化が，省，躍進の途上にあることを痛感する。

　伺，最後に，既述の如くK，しでは記帳会計機をも併用しているが．その適用．されて

いる業務内容は，いずれも本項の「記帳会計機使用中の会社における場合」で述べたとこ

ろと同様なことを附言しておく。

　L、貿易商事・百貨店

　本調査によれば，本業態での機械化は記帳会計機のみによって行われている。すなわち・

業種恥・資本金別にこれを示せばみれば，資本金区分5～20億円に属す貿易商事会社1社・

同じく1～5億円に属す百貨店3社となっている。

　以下，記帳会計機によるこれら各社での機械化事情をみよう。

W，それぞれが用ひている鰍の購勺納容と

?`BCDその操作人員数を各社別一貿易商事をA，百貨店を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記帳会計機　　3　4　2　1
盗本金の大小順にB，C，　Dと略称一にみれば右表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作入員数　　　9　19　4　3

の如くである。樹，Bは本店に2台一・　15人，2支店に

1台＝2人宛と分散設置している。

　これら機械導入に際しAは特別の委員会を設けてその可否を研究しているが，百貨店B，

C，Dはいずれも特に機関を設けず機械展示会での見学とか経理課乃至調査課での研究を

契機として導入している。そして，現在，機械部門を，Aでは財務部計算課ζ云み特別の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一“　25　ny
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独立した課で所管しているが，百貨店B，C，　Dでは等しく経理関係の部課で所管してい

る。樹，A，　C，　Dでは機械操作担当の部課，　Bではそれぞれ関係の部課によって機械に移

される業務内容が具体的に決められている。

　そこで機械によって処理されている；」務の基本的な流れは次表の如くである。

領　域画論

受販・…支払勘

定系統の経理　　　　　A
事務

．正確化 o

B経費節減×

支払勘定系統
　　　　　cの経理事務 迅速化

D経費節減×

賃金給与関係
　　　　　Bの経理事務

経費節減

証愚書乃、
至伝票名

望
講

日　計　表

仕入他6種の
伝票

難麟｝

齢難劇

　扶養家族台帳
×旧聞外勤務簿
　その他

→盤面難至

残高試算表
　　（勘定別）

仕入日報他6
種の日報

買掛金補助簿｛
支払案内書

給与台帳
諸控除・時間外
明細及び給与明
細書
給与袋

→燵謹魏一1一＿＿・temSll提

　売掛金勘定元
　帳の一部
　受取手形勘定
　元帳
　買掛金勘定元
　帳の一部
　麦払手形勘定
　元帳
　受取手形割引
　勘定元帳
　短期借入金勘
　定元帳
　担保借入金勘
　定元帳
　貿易手形借入
　金元帳
　商品在高帳の
　一部
　借入金残高表
　残高試算表
総勘遣元帳

仕入日計表他6
種の日計表

買掛金明細表

諸統計表

計算課及び
各売場事務

鰐翻

経理部

労働課

計算課

各従業員

月聞処理
伝票枚数

6，　OOO

10，　OOO

6，　OOO

5，　OOO

3，　500

1，　500

1，　500

1，　500

1，　500

40，　OOO

2，　500

20，　OOO

30，　OOO

　これら業務はいずれも一日平均5～7時間の機械操作で処理されている。

　本業態における機械化の経験は比較的新しくC社の1年以外は皆約半年しか操作の経験

を有していない。したがって，機械操作の不慣れとか機械台数の不足によって導入当初予

期した効果を挙げるに至っていない会社（A，B）がある。が，ともかく，将来の問題とし

て，機械化領域を現在より一層拡張したいというのが共通した願いである点からみて機械

化が本業態においてより広く普及するだろうことを将来に期待し得よう。が，半面，機械化

の前提たる一般事務の流れを整備する要が強く指摘されていることは注目せねばならない。

三　機械を使用ぜざる会社における機械化研究状況

一”　26　一一



A鉱山・石炭・石油

本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えている。

研究状況
資本金

全然考えたことがない会祉

：）〉一）＝一一一一

目下研究中の会社

研究の結果一応使用しないζとに内定し
た会社

研究の結果使用することに決定した会社

その他の会祉

1億円未満

　　　o

－
一
〇

o

o

1～5億円

　　　1

1

o

2

o・

5～20億円

。

2

o

2

20億円以上

o

1

o

2

1 o

合計
1

5

o

6

1

合 計 1 4 5 補 13

　以下・全然考えたことがない1社を除き，目下研究中の5社，研究の結果使用すること

に決定した6社およびその他の1社における機械化研究状況をみよう。

　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当5社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，　Eと略称する一一中，機

械導入の可否に関する研究を，経理関係の部課で行うもの3社（A，B，　D），特別の委員

会を設けて行うもの（E），調査関係の部課で行うもの（C），各1社である。

　そこでは穿孔カード式会計機の研究を行うもの1社（A），記帳会計機の研究を行うもの

2社（C・D），両者それぞれの研究を行うもの1社（B）である。Eは未だ何れの機械につ

いても具休的に研究する段階に至っていない。

　以下，Eを除いてこれら三様の研究態度について老察してゆきたい。

　　　　　　　　　　　a穿孔カーード式会計機を研究中の会社

該当Aは，現在文献により研究を進めている状態であり，従って各事務領域について具体

的にその業務の内容を研究する段階には至っていない。機械導入に際して発生すると考え

られる障害についても，機械の故障発生による事務手続への支障と云ふ点に不安を抱いて

いる模様である。

　　　　　　　　　　　　　b　記帳会計機を研究中の会社

　該当2社（C，D）では次のごとく各事務領域についての研究を進めている。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

事　i務　領域

貯蔵品勘定系統の経
理事務
賃金給与系統の経理
事務

社名
機械化よつて
期待される主
な効果

G　迅　速　化

C　経費節滅

研究された業務の内容

棚卸表作成，貯蔵品売上伝票の分類集計

賃金総額支払金額算出労務費の原価費朗U集計
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・降費鰍 給料，賃金計算
諸
経
費
系
統
の
経
理
事
務 ・1迅速化 無勘定元帳記帳

原価計算系統の経理

末ｱ ・ゆ速化 原価計算表作成

その他の経理事務 ・陣節減 残高試算表作成，総勘定元帳記帳

株式関係の事務

J務関係の統計事務

・陣速化 配当金計算

C　管理資料 賃金明細表，工員数調査表作成

　こXでは機械導入に際して発生する障害として，Cでは丈字キーが英字叉は仮名文字の

ため，摘要記入に難点があることを第一に指摘し，Dでは計算記録事務の系統組織が機械

を導入する迄に整備されていないことを最大の障害であると指摘している点が特に注目さ

れる。

　　　　　　　　　　　　c両者それれぞを研究中の会社

　該当Bは機械導入によって事務処理の迅速化，経営管理資料の調製・事務処理の正確化

を期待して研究を進めているが，各事務領域についてその業務の内容を具体的に研究する

迄には至っていない。こXでは機械導入に際する障害として，機械導入に際して発生する

一時的経費が巨額であることを第一の障害に挙げている。

　　　　2研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当6社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，　E，　Fと略称する一中，

機械導入の可否に関する研究を特別の委員会を設けて行ったもの4社（B，C，．　D・F）・企

画関係の部課で行ったもの1社（E），その他の機関（組織及び事務手続の研究担当課）で

行ったもの1社（A）である。

　叉，こNでは穿孔カード式会計機を研究したもの4社（B，C，　D，　F），記帳会計機を研

究したもの2社（A，E－Eは：更に穿孔ヵ←ド式会計機の導入を目下研究中）であり，両

者それぞれを研究したものはない。

　以下，これら二様の研究態度について考察してゆきたい。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究した会社

　該当4社のうち，Fは人件費その他事務経費の節減，事務処理の迅速化，経営管理資料

の調製，事務処理の標準化を期待しながら機械の導入を決定したのであるが，B，　C，　Dの

3社は次の如き各事務領域について相当詳細な研究を行った結果，その導入を決定してい

る。
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事務領域
高
名

隷齪細の盤1・
支払齪系統の櫻1・

事務 @　［・
主要原材料勘定系統
の経理事務

B

D

羅勘定系統の櫻1・

貯蔵品勘定系統の経
理事務

固定資産勘定系統の
経理事務

賃金給与系統の経理
事務

B
一
D
B
↓
DB

C
一
D丁丁統のmai・

原価計算系統の経理
事務

B
一
Dその伽旧事劉・

株式関係の事務

販売関係の統計事務

労務関係の統計事務

B
「
CB

c

B
一
CD

生産関係の統計劃・

飴関係の鼠講劃・

その他の輝事劃・

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅速化

迅速化

迅速化
管理資料

迅速化
管理資料

管理資料

迅速化
経費節減

経費節減

正確化

迅速化
管理資料

管理資料

迅速化

迅速化
経費節減

正確化
管理資料

迅速化
管理資料

迅速化

迅速化
管理資料

管理資料

管理資料

研究された業務の内容

売掛金関係

賃金及資材代支払

貯蔵品，資材

製品受払事務

発註受入払出

（研究予定）

本社従業員の差引給与計算

給与計算，渡票作成，給与台帳

賃金計算

本社における会計伝票の記帳整理作表事務

コスト・センター別物品費労務費

本職店勘定事務

名儀書挽及び配当金支払事務

株主移動処理，配当金計算，領収証作成，株主統計

石油製品に関する販売統計事務

石炭受払表（各地別），売上高手取計算，販売統計

社員統計，・給与月報事務

入事統計，給与統計，退職金手当計算

勤怠統計，給与統計

　こXでは機械導入の障害として，機械導入に際して発生する一時的経費が巨額なことを

第一に挙げるもの2社（C，D）があり，Bは特に障害となるものはないとレているg省，
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Fからはこれの回答が寄せられていない。

　　　　　　　　　　　b　記帳会計機を研究した会社

　該当2社（A，E）は各事務領域について次の如く研究した結果，その揉用を決定した。

事　務　領域
社
名

・雛三三系統の矧・

華霧給与職の鯉1・

霧顯総の経縣i・

その他の経理事務
A

E

獄関係の轄1・
Ellltl’il－eees－a）fa，”af’su｝

飴関係の繍事劃・

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅速　化

経費節減

迅　速　化

迅速　化

経費節減

経費節減

迅　速　化

経費節減

正　確　化

研究された業務の内容

集計，分類，の事務処理能力の増強

給与計算給与統計

辱価資粁の集計

予算統制，原価計算資料の集計

補助簿，月計表，元帳の計算記帳

配当金計算支払

多種目の販売統計

売上高統計

同一書類の複写

　こXで機械導入の障害として，Eでは事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得

ないことを第一に挙げているQAからはこの点の回答が寄せられていない。

　　　　　　　　　　3その他の会社における機械化研究状況

　該当1社は，機械化導入の可否に関し特別の委員会（業務改善委員会）を設けて研究し

た結果その採用を決定し，その旨社長に進言中であるが，未だ採否を確定するには至って

いない。

　こXでは，穿孔カード式会計機が研究され，その具体案の検討は経理を中心とする専門

委員会によって行われている。

　この会社が機械導入によって期待する効果は，経営管理資料の調製および事務処理の迅

速化，正確化であるが，現在のところ未だ各事務領域別に機械を導入すべき業務の内容を

具体的に決定する段階には至っていない模様である。

　Nt，機械導入の障害として訂算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されてV

ないことを特に指摘している。

B　電　気．・ガ　ス・

本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えているQ
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　　　～・一．．．　　　　　資　本　金
　研究状況1．．－～　一一・一一・

全然考えたことがない会社

目下研究中の会社

研究め結果一応使用しないことに内定し
た会社

研究の結果使用することに決定した会社

その他の会社

1億円未満

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

1～5億円

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

5～20億円

　　　0

　　　1

　　　0

　　　0

　　　0

20億円以上

　　　0

　　　3

　　　0

　　　0

　　　0

合計
0

4

0

0

0

合 計 0 0 1 3 ・
4

　以下，目下研究中の4社について，その機械化研究状況をみよう。

　該当4社一一一一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　Dと略称する一中，機械導

入の可否に関する研究を企画関係の部課で行うもの3社（A，B，　D）であり，Cは事務機

械化の研究所においてこれを行っている。

　こxでは，穿孔カード式会計機の研究を行っているもの3社（B，C，　D），穿孔カード式

会計機および記帳会計機の両者をそれぞれ研究中のもの1社（A）である。

　以下この二様の研究態度についてそれぞれ考察しよう。

　　　　　　　　　a　穿孔カード式会計機を研究中の会社

　該当3社のうち，Bは次の如くその研究を進めている。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

事：務　領　域

賃金給与系統の経理
事務

電気料理調定事務

営業関係の統計事務

労務関係の統計事務

生産関係の統計事務

機械化によっ
て期待される
主な効果
迅　速　化
正　確　化

正　確　化

料
化
化

資　
速
肌

理管
迅
正

迅　速　化
正　確　化
迅　速　化
正　確　化

研究された業務の内容

従業員の給与麦払に関する事務

需要者毎の電気料金計算と領収書発行事務

需要者の取付設備内容，電力使用量，電気料金収入等を
地域別，供給種別等に集計し統計表を前項調定事務と関
連せしめて作成する

従業員に関する各種統計

鈴電に関する各種統計

　Cでは，既に一部の機械を導入して目下試用中であるが，事務領域別の具体的な業務内

容に関する研究は現在のところ進行中である。

　又Dでは，事務領域を細別して具体的に機械の使用を計画していないので，事務領域別

の効果を予想するまでには到っていない。

　次に機械導入の障害として，Dは試験的に機械採用している同種会社の効果が未だ明確

でないから積極的たり得ない，ということを指摘しており，Bは研究の結果採用が是とな
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れば他に障害はないと云い，叉，Cからはこの点に関する回答が寄せられていない。

　　　　　　　　　　　h両者それぞれを研究中の会社

　該当Aは，各事務領域について次の如く研究を進めている。

事務領域
受取勘定系統の
経理事務H
貯蔵品勘定系統
の経理事務
賃金給与系統の
経理事務、

株式関係の事務

販売関係の統計
事務
労務関係の統計
事務
生産関係の統計
事務

その他の統計事
務

機　　種

穿孔カード
式会計機

1
1

11

／
！

何れか不明

1
1

11

11

／1

！
1

期待される
主な効果

正　確　化

迅　速　化

経費節減

迅　速　化

迅　速　化

迅速化
迅速　化

迅　速化

管理資料

迅　速化

研究された業務の内容

電気料金の計算及び領収証の発行

在庫品調査統計

賃金計算

配当金計算及び領収証発行

．需要統計（二二及び大口需要二二）

給与，労務統計

給電統計，可能発電力統計

人事統計

抽出実態調査統計

事故統計

　こ＼では機械導入の障害として，（i）電気料金計算及び領収書発行事務の機械化に際

してはそれに伴う職制の変更の困難なこと，　（ロ）統計その他事務の機械化については事

務運行の改変に相当の時日を要するこ．と，を挙げてい．る。

　C　鉄鋼・軽金属・非鉄金属

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えている。

～～～一．．．．一一　　　資本金　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　研究状況　　　一．．～一～一

1億円未満 1～5億円 5～20億円 20億円以上 合計
全然考えたことがない会社 0 1 0 0 1

目下研究中の会社 0 1 1 1 3

研究の結果一応使用しないことに内定し
ｽ会社

0 0 1 0 1

研究の結果使用することに決定した会社 0 0 0 1 1

その他の会社 0 0 0 0 0

合　　　計　1　・1　・1　・1　・ll　・

　以下，全然老えたことがない1社を除き’，目下研究中の3社と研究の結果一応使用しな

いことに内定した1社および研究の結果使用することに決定した1社における機械化研究

状況をみよう9
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　　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当3社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　Cと略称する一中，機械導入

の可香に関する研究を，調査関係の部課において行うもの2社（A，B），特別の委員会を

設けて行うもめ1社（C）である。

　こxでA，B2社ほ穿孔カード式会計機の研究を行っているが，　Cは現在の処では，具

体的に機種を選定して研究する段階までに至っていないg

　以下，Cを除いて，穿孔カード式会計機を研空中の2社についてその研究状況をみよう。

　Aは現在研究が緒についたばかりで，各事務領域について研究中の具体的な内容を明か

にするには至っていないが，Bは次の如く各事務領域について研究を進めている。

事　i務　領　域．

受取勘定系統の経理
事i務

支払勘定系統の経理
事務
主要原材料系統の経
理事務
製品勘定系統の経理
事務
固定資金勘定系統の
経理事務
賃金給与系緯の経理
事務
諸経費系統の経理事
務
原価計算系統の経理
事務

その他の経理事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

労務関係の統計事務

生産関係の統計事務

資金関係の統計事務

その他の統計事務

機械化によって期
待される主な効果

迅　速　化

迅　　速　二

二　　速　二

二　　速　二

二　　速　化

経費節減

迅　速　化

経費節減

迅　速　化

経費節減

管理資料

経費節減

管理資料

迅　速　化

管理資料

研究された業務の内容
収入伝票金額の勘定区分別集計等

支払伝票金額の勘定区分別集計十
干払手形の銀行別・期日別・集計等
各種原材料の受払残高の集計等
数量：及び金額別集計等

各種製品の受払残高の集計等
数量及び金額別集計等

類別固定資産及び減価償却費の計算等

給与カード，基本金・加給。手当・控除金等各明細別集
計及び各営業所及び工場の労務費の内訳別集計

工場経費及び一般管理費の内訳別集丁丁

工事番号別製品原価内訳の分類及び集計等

各種会計勘定の営業所別内訳別集計

株主名簿配当金計算及び支払事務並に各株主分布その他
の統計等
営業所及び製品別見積高，受註高，売上高，噛入金高，売
掛金並に前受金残高の集計等

入員構成，職種別，性別，年令別統計等

種類別生産量統計，原材料使用量統計，部門別作業時間
統計等

有価証券の額面金額，取得価格帳簿価格の集計等

統計表の種類及び様式の総括並びに統一等

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
申
聞
報
告

　これら機械導入の障害として，A，　B共に，計算記録事務の系統組織が機械を導入する

迄に整備されていないことを第一に指摘している。

　　　2研究の結果一応使用しないことに内定した会社における機械化研究状況

　該当1社は，調査関係の部課において，穿孔カード式会計機および記帳会計機の両者に

ついて，その導入の可否を研究した結果，一応使用しないことに内定している。各事務領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　33　一
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域に関する具体的内容には何等の回答も寄せられていないが，機械導入の障害として，や

はり計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていないことを第一に指摘し

ている。

　　　　3研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当1社は，機械導入の可否を調査関係の部課で研究した結果，．穿孔カード式会計機の．

採用を決定したものである。この会社においては現在，人件費その他事務経費の節減およ

び経営管理資料の調製を意図して各事務領域につき機械導入の業務を研究中であるbこX

では，機械導入に際しての障害は余りなかったと回答している。

　D　諸機械・電機電線・計器光学

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えている。

　　研究癌「一鮭ぎ漏円繍鶯輸・一・・億円・・隔心・合計

全然考えたことがない会社

目下研究中の会社

研究の結果一応使用しないことに内定し
た会社

研究の結果使用することに決定した会社

その他の会社

o

o

o

o

o

3

10

1

1

o

1

3

o

o

o o

o o

o o

4

13

1

1

o

合 計 0 51 4 0 19

に示す如き機関で行っている。「その他の機

関」のうちAはその研究を総務部教育課にお

いて行い，Dは組織化された研究機関を設け

ないで関係部課の’協力によって行っている。

　こXでは次表の如き機械が研究されてい

る。「機種未定」のJ，M，2社は機械化の研

究が緒についたばかりであり，現在，其体的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　34

　以下，全然冷えたことがない4社を除き，目下研究中の13社と研究の結果一応使用しな

いことに内定した1社，および研究の結，果使用することに決定した1社における機械化研

究状況をみよう0

　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当13社一一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，……K，　L，　Mと略称する一一に

おいては機械導入の可否に関する研究を右表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械化研究機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社数

特別の委員会

各部課事務連絡会議

企画関係の部課

調査関係の部課

経理関係の部課

その他の機関

H

M

C，　J，　L，

1，　1〈

B．　E．　F．　G
r　HJ　一　）

A，　D

1

1

3

2

4

2



に髄を撰定して研究を進める段階にまで窒機　種　会社名会撒

っていないものである。　　　　　　　　　　未　　　定　　　J，M　　　　　　2

以下・の2社を除き・穿孔かド式会計機難編難計機9耶・　・

を磯中の4N・記帳鋪機を研究中の4碧雲翻機を確中開即　 4

u・両者それぞれを磁中の・社について老覇難それを磯氏阻　　・

察しよう。

　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究中の会社

　該当4社のうち，Cは未だ各事務領域について具体的にその業務の内容を研究する段階

に至っていないが，D，　E，　Gの3社では次ゐ如く研究が行われている。

事i務領域

受取勘定系統の経理
事務

支払勘定系統の経理
事務

主要原材料勘定系統
の経理事務

製品勘定系統の経理
事務

貯蔵品勘定系統の経
理事務

固定資産勘定系統の
経理事務

賃金給与系統の経理
事務

諸経費系統の経理；事

務

原価計算系統の経理
事務

薯i肇繋宕

Dl正確化
E　迅速化
D

E

D
一
E
D
［
E
D
一
E
D
一
E
D
一
EG

D
一
E
D
｝
EG

正確，化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化

迅速化
経費節減

迅速化

迅速化

迅速化
迅速花

管理資料

迅速化

標準化

研究された業務の内容

記帳手続

売掛金整理統計事務

記帳手続

買掛金整理統計事務

記帳手続

原材料受払及在庫高

記帳手続

製品受払在庫高

記帳手続

貯蔵品受払及在庫高

記帳手続

滅価償却計算

計算手続

支払高の計算及統計

賃金支給台帳の整理

計算手続

一般管理費整理事務

計算手続

製品原価計算及び各工場原価要素の統計整理事務

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
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告

材料伝票，労務伝票の整理事務
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その他の経理事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

D

E

D

E

G

正．確　化

迅速　化

管理資料

迅速化

迅薫化

D　迅速化
E［迅速化

1労獺係噺計事劉・
…

1生産関係の統計事務
D

迅速化
迅速　化

E　迅速化

計算手続

日計表，貸借対照表，各計算書

記帳及計算手続

株式配当金関係事務豫び諸統計

株主台帳の整理事務

計算手続

各取引先別受註及び販売統計

計算手続

計算手続

生産実績統計事務

飴関係の旧離1・迅速化膣欝
その他の統計事務 ／　D　迅　速　化　〃

　こ）・，では，機械導入に際する障害として，計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄

に整備されていないことを第一の障害として指摘するもの2社（D，E），．機械導入に際し

て発生する一時的経費が巨額であることを第一の障害として指摘するもの1社（G）であ

る。樹，Cからはこの点に関し，何等の回答もない。

　　　　　　　　　　　　　b　記帳会計機を研究中の会社

　該当4社中，1からは各事務領域についての具体的な研究内容の回答はなかった。　しか

しB，F，　Hの3社では次の如く研究を行っている。

事i務領

隷勘定系統の羅｝

社
名

H

域
羅

主要原材料勘定系統
の経理事務

F
一
H欝霧齪系統の経IF

鑛鑛齪系統のi・

犠給与系統の紐1・

諸経費系統の経理事
務

B
一
F
二
H

機械化によっ
ﾄ期待される
蛯ﾈ効果

正確化

迅速化
迅　速化

迅　速化

育　速　化

経費節減

経費節減

経費節減

正　確　化

　　　　研究された業務の内容

仕入先内訳帳の記入

主要原材料払出票の払出業務

工場勘定帳簿への記入

貯蔵品払出票の払出事務

滅価償却

給与計算及び諸表伝票の同時記録

給料工賃支払計算事務

工賃計算：表の作成，計算表，賃金台帳，給料メモの同時
．記入＿．＿＿．一一．＿＿．t．．一．一＿＿，一．，．’．．＿一一一一．．．．．一．．』　＿．．．一一．一＿一．．＿

経費帳簿の記入，内訳帳元帳の記入
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事無論統の盤レ 経費節減 作業伝票の計算事務

　　　　　　　　　B平準化配当金支払事務
株式関係の事i務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事

　　　　　　　　　F　経費節減　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　．務

販売一計紳…一一売掛金一………　1
・・で膿騰入の障害として細務郵ミ少く翻催よる蹟の節鯛網罪ない慢

ヒと媒一に指摘するもの2社（B・H）・計算記騨獅系統組織が機搬導入する迄に玄

輔されて・・軸・と聯一に指摘するもの・社（F，　1）である。　　　　馨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　c両者それぞれを研究中の会社　　　　　　　　　　　　　　　中
該当、社のうち，。において融の如き覇領域についてその㈱・齎究。てい・。羅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告

　事i務領域

貯蔵品勘定系統の経
理事務
賃金給与系統の経理
事務
原価計算系統の経理
；事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

労務関係の統計事務

生産関係の統計事務

　機　　種

穿孔力P・ド式
会計機

記帳会計機

　　／1

穿孔カード式
会計機

　　ll

　　11

　　11

機械化によつ’
て期待される
主な効果

管理資料

正　確　化

正　確　白

田　確　化

管理資料

管理資料

管理資料

二三された業務の内容

品目別統計

賃金給与計算，賃金台帳の同時記帳

原価計算書，間接費計算書

株式諸統計

製品別・地域別・得意先別販売統計

給与統計，入員統計半

製品番号別統計等

　Kは，今の処，記帳会計機によって人件費その他事務経費の節減，事務処理の迅速化お

よび正確化を期待しながら製晶勘定系統・賃金給与系統の経理事務・その他の経興事務及

び販売関係・労務関係の統計事務についての研究を進めている。

　しからは，研究された業務の内容及び機械化によって期待される効果の回答は寄せられ

ていない。

　機械導入に際しての障害については：事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得な

いことをeg一一に指摘するもの2社（K：，　L），計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄

に整傭されていないことを第一に指摘するもの1社（A）である。

　　　2研究の結果一応使用しないことに内定した会社における機械化研究状況

　該当1社は特別の委員会を設けて機械導入の旬否に論ずる研究を行った。

　そこでは穿孔力Lド式会計機について次の如き事務領域における業務の機械化を研究し

ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一37一
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事務領域
主要原材料勘定系統
の経理事務
製品勘定系統の経理
事務
貯蔵品勘定系統の経
理；事務

賃金給与系統の経理
事務
原価計算系統の経理
事務

販売関係の統計事i務

労務関係の統計事務

生産関係の統計事務

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅速化
迅速　化

工　速　化

迅　速　化

迅　遠　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

研究された業務の内容

資材購入予算実績，消費の予算実績統計

製品出荷入金状況の統計

購入・消費の予算実績統計

給与，賃金の計算簡素化

原価管理の諸統計，標準原価の設定，原価計算

受註出荷在庫入金の統計

勤続年数別，学歴別男女別，職階別統計

製造計画，材料部品の進度管理

　ここでは機械導入の障害として次の如き諸理由を挙げている。すなわち，

　（イ）計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていないこと（ロ）機

械導入に際して発生する一時的経費が巨額であること　（ハ）分類が非常に多い割に分類

毎の量が少い業種であること。この会社においては以上の3っの理由から一応機械の不採

用を内定したものと老えられる。

　　　　3研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当1社は企画関係の部課において記帳会計機についてその導入の可否に関する研究を

行った結＝果採用を決定している。一

　こxで研究された各事務領域の業務内容は次の如くである。

事　務　領域
機械化によって期
待される主な効果

灘鶏勘定系統経費節減
羅勘定系統の鯉隠亡節減

腰霧勘定系統の経正確化

肇野縣統の鯉i読応

研究された業務の内容

材料受払，在庫量

製品品種別・得意先別残高

貯蔵品の品種別在高

　この会社では機械導入の障害として，第一に計算記録事務の系統組織が機械を導入する

迄に整備されていないことを指摘している。

　E　車tw　・自動車・自転車・造船

　本業態では経理事務乃至統計事務化について次のように老えているQ
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薫涜～一髄・億円未満
全然考えたこ乏がない会社

目下研究申の会社

研究の結果一応使用しないことに内定し
た会杜

研究の結果使用することに決定した会社

その他の会杜

o

o

o

o

o

1～5億円

5

2

o

1

o

5～20億円

・1

2

o

3

o

20億円以上

1

1

o

1

o

合計
7

5

o

5

o

合 計 。 8 6 一1 17

　以下，全然飢えたことがない会社7社を除いて目下研究中の5社と使用することに決定

した5社での機械化研究状況をみようQ

　　　　　　　　　l　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当5社一一以下，便宜上盗本金の大小の順にA，B，　C，　D，　E，と略称する一中，機

械導入の可否に関する研究を，特別の委員会において行うもの（A），企画関係の部課にお

いて行うもの（B），調査関係の部課において行うもの（G），経理関係の部課において行う

もの（D），人事関係の部課において行うもの（E），それぞれ1社である。

　叉，そこでは穿孔カード式会計機の研究を行うもの2社（A，E），記帳会計機の研究を

行うもの3社（B，C，　D）である。

　以下，そのそれぞれについてみよう。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究中の会社

該当2社のうち，Aは既に経営全般の管理職能の現状について調査・分析を一応終了し，

現在，その標準化・集中化に関する研究の段階にあり，その結果によって穿孔カード式会

計機の導入の可否を検討している。したがって，こXでの機械化研究の意図は経営管理資

料の調製及び事務処理の標準化・集中化にあり，研究された業務の内容も殆ん9“全事務領

域に互っている。

　一方，Eでは人件費及びその他の事務経費の節減，事務処理の迅速化，正確化を目標と

して賃金給与系統の経理事務に関してのみ研究が進められている。

　機械導入の主なる障害として，Aは計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備

されていないことを指摘し，Eは事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得ないこ

とを指摘しているQ

　　　　　　　　　　　　2　記帳会計機を研究中の会社

　該当3社のうち，Bは人件費その他事務経費の節減，事務処理の迅速化および正確化を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39一
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意図しながら，主要原材勘定系統・賃金給与系統・原価計算系統の軽理事務について機械

の導入を研究中である。Cにおいては現在記帳会計機の試用が漸く緒についたばかりであ

り，‘したがって研究中の業務の内容その他についての何等の回答がない。叉，Dは主とし

て事務処理の迅速化と人件費その他事務経費の節減を期待しながら，材料・製品・貯蔵品

の入出庫に関する伝票の発行および計算事務，製品販売に関する請求書および売上伝票の

発行およびその集計事務について研究を行っている。

　機械導入の障害としてBは機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であること，D

は機械化に伴う職制の変更が因難なことを第一の理由に挙げている。

　　　　2研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当5社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，　E，と略称する一中，機

械導入の可否に関する研究を，企画関係の部課で行ったもの2社（B，D），内部統制の機

関で行ったもの2社（A，C），調査関係の部課で行ったもの1社（E）である。

　こXで研究された機械はすべて穿孔カード式会計機であり，各社はいつれも既に機械を

発註済である。

　機械導入に関して研究された事務領域および業務の内容は次表の如くである。

事務領域　雛警紫鰯翠 研究された業務の内容

受取勘定系統の経
理事務

支払勘定系統の経

理事務

主要原材料勘定系

統の経理事務

D
一
E
B
一
DE

A
一
B
一
D
一
E

標　準　化

迅　速　化

迅　速　化

標　準化

迅　速化

受註高調査，受註残高調査，売掛金調査，売上調査，受
取手形調査，

買掛金に関する事務

発註状態調査，発註未納品調査，買掛金調査，支払手形
調査

管理資料i

迅速化1鰍浸入鹸瞥騨一出庫の過程に伴う籍

管理酬
迅速化1鮒緩撚況調査

羅量定系統の経回迅速化陶受払状況議

貯蔵品勘定系統の

経理事務

固定資産勘定系統
の経理事務

B

D

E
一
DE

迅　速　化

管理資料

迅速　化

管理資料

迅　速　化

購入一回目一検収一入庫一日置の過程に伴う業務

貯蔵品受払状況調査

減価償却計算
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B正確化給与計算および統諜務
賃金給与系統の経

　　　　　　　　D
理事務

経費節減

E　経費節滅給与計算

諸経費系統の経理

末ｱ

B 迅速化 間接費並びに一般管理費及び販売費に関する計算

D 管理資料

A　迅速化
B　迅　速　化　材料費計算，仕掛品計算

原価計算系統の経

　　　　　　　　G　迅速化
理事i務

　　　　　　　　D　管理資料

E迅速化製品原単位計算，製品別原価計算，部門別原価計算

その他の経理事務
B　迅　速　化　総勘定元帳の機械化

E　管理資料　資金計画，試算表作成‘貸借対照表作成，損益計算

株式関係の事務
・迅速化七六寸寸務（襟轍脚当支払鮪その他

E　平　準　化　名儀書換事務，配当金計算，株主調査

薬売関係の講回鯉酬市細査

労務関係の統計事

務

生産関係の統計事

務

B

D

E

B

C
一
DE

迅速化1台盤繍給与繍

管理資料

管理資料

迅速化

迅速化
管理資料

管理資料

入事統計，勤怠統計，賃金統計，就業叡聞調査

作業日報およびそれに伴う統計業務

仕掛品計算，生産計画

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

掛関係の統計剰・1髄酬1

　こXでは機械導入の主たる障害として計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整

備されていないことを指摘するものが多く（A・B・C・E）・機械化に伴う職制の変更の困

難なことを指摘するものは僅か1社（D）である。

　F　鉄道・運輸・海運・倉庫

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えている。

学資越全然考えたことがない会
鮭、

1億円未満

1

1億円ん5億円

2

5億円～20億円

3

20億円以上

。

合計
6

一一　4．1　一一・
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目下研究中の会社

蕨究あ結＝果一応使用しな
いことに内定した会社
研究の結果使用すること
に決定した会社

その他の会社

0
一
〇
一
〇
一
〇

－
一
〇
一
〇
一
〇

2
一
〇
一
3
｝
0

2

0

0

0

5
一
〇
「
3
一
〇

合 計 1 3 8 2il　i4

　以下，全然老えたことがない6社を除ぎ，目下研究中の5社と研究の結，果使用すること

に決定した3社についてそれぞれでの機械化研究状況を検討してみよう。

　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当5社一一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，　Eと略称する一．1一一一一中，機

械導入の可否に関する研究を特別の委員会で行うもの2社（A，B），経理関係の部課で行

うもの2社（C，D），その他の機関で行うも』の1社（E一人事部）である。

　叉，研究中の機種については記帳会計機の研究を行うもの2社（D，E），穿孔カード式

会計機および記帳会計機の両者をそれぞれ研究中のもの3社（A，B，　C）である。

　　　　　　　　　　　　　a　記帳会計機を研究中の会社

　該当2社の中・Dは貯蔵品勘定系統の経理事務および運輸収入の統計事跨について事務

処理の迅速化を主に期待しながら機械化を研究中であり，Eは賃金給与系統の経理事務に

ついて人件費その他事務経費の節減を期待しながら研究を進めている。

　機械導入の障害として，Dは地方鉄道規則によって経理統計その他の事務を規定されて

いるため，既存の会計機械をそのまX使用しえず，使用しうるとしても巨額な機械に限ら

れだろうと云うことをその理由・に挙げ，Eは機械導入に際して発生する一時的経費が巨額

であることを最も大きなものとして挙げている。

　　　　　　　　　　　　b両者をそれぞれ研究中の会社

　該当3社のうち，Aは受取勘定系統・支払勘定系統・賃金給与系統の経理事務について

事務処理の迅速化を主に期待しながら，既に記帳会計機を試用し研究中である。Bは賃金

給与系統の経理事務について事務処理の迅速化を主に期待しながら研究を進めている。「叉，

Cは人件費その他事務経費の節減，事務処理の迅速化，正確化を意図しながら機械化の導

入を考えているが翠具体的に個々の業務について研究雄めるに至っていない・

　機械導入の障害については，その主なるものとして，計算記録事務の系統組織が機械を導

入する迄に整備されていないことを指摘するもの2社（A，C），事務量が少く一且そグ）種類が
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多く機械化による経費の節減を見込み得ないことを指摘するもの1社（B）である。

　　　　2　研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当3社一一以下，便宜上資本の大小の順にA，B，　Cと略称する・　中．機械導入の

研究を企画関係の部課で行ったもの（A），給与関係の部課で行ったもの（B），部課長会議

と調査関係の部課の協議で行ったもの（C）各1社である。

　こxでは記帳会計機を研究したもの2社（A，B）であり，　Cからは機種について回答が

寄せられていない。

　これらA，B2社では，共に賃金給与系統の経理事務において，人件費その他事務経

費の節減と事務処理の迅速化を期待して研究がなされ，研究の結果その採用を決定し，既

に機械を発註済である。

　しかしながら，こkでも機械導入の主たる障害として，計算記録事務の系統組織が機械

を導入する迄に整備されていないことを指摘するもの（B，C）が多いが，機械導入に際し

て発生する一一時的経費が巨額であることを指摘するもの（A）もある。

　G　化学・窯業セメント・ゴム皮革・パルプ

ー本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように考えている。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

一一一一、　　資本金

　研究状況一
全然考えたことがない会
社

目下研究中の会社

研究の結果一応使用しな
いことに内定した会社
研究の結果使用すること
に決定した会祉

その他の会社

1億円未満

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

1億円～5億円

3

5

0

1

0

5億円～20億円

　　　　2

　　　　5

　　　　0

　　　　3

　　　　0

2・億円以上l

　　　　o．

　　　　1

　　　　0

　　　　1

　　　　0

合　計

　5
　11

　0

　5

　0
合 計 0 9 iO　i 2　ll　2，

　以下，全然考えたことのない5社を除ぎ，目下研究中の11社と使用することに決定した

5社とにおける機械化研究状況をみよう。

　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当11社一以下，便宜上資本金の大なる順にA・B……J・K：と略称する一中・t機械

導入の可否に関する研究を，調査関係の部課で行うもの3社（F，，G，1），1企画関係の部課

で行うもの2社（B・C）・．特別の委員会で行うもの（E），経理関係の部課で行うもの（A）．

管理室（H）各部課（J）専属研究員（K）によって行うもの，経理関係の部課と人事関係

の部課との協議で行うもの（D）各1社である。
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　又，そこでは，穿孔カード式会計機の研究を行うもの2社（H，K），記帳会計機の研究

を行うもの5社（D，E，』G，1，　J），両者それぞれを研究するもの1社（A）未だ研究する

機種を決定せざるもの3社（B，clF）となっている。最後の3社は除いて，以下，これ

ら三様の研究態度をとる会社のそれぞれに分けて老察したい。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究生の会社

　該当2社中，Hは経費節減を主目的として賃金給与関係と決算関係の経理事務および販

売関係の統計事務とにおける機械化を，管理資料の調製を主目的として労務関係の統計事

務における機械化を老え，Klは事務処理の簡素化を主目繭として原価計算系統の経理事務

における機械化を考えているが，まだ，いずれも機械化すべき業務内容を具体的に研究す

る迄には至っていない。

　この場合，Hでは事務量が少く機械化による経費の節減が見込薄なことを，機械導入。［？

障害たる主な理由に挙げている。

　　　　　　　　　　　　　b　記帳会計機を研究中の会社

　該当5社中，Dは迅速化を主目的として受取勘定・製品勘定・貯蔵品勘定の各系統の経

理事務における重複記帳排除のためにその機械化を，経費節減を主目的として賃金給与系

統の経理事務における賃金の計算・記帳・統計事務の能率化のため，株式関係の経理事務

における記帳と統計書類の統一化のために機械化を老えているが，Eは標準化を主目的と

して受取勘定・支払勘定系統の経理事務における機械化を，経費節減を主目的として賃金

給与関係の経理事務と株式関係の事務における機械化を，管理資料の調製を主目的として

販売関係の統計事務の機械化を老えている。叉，Gは迅速化を主目的として原価計算関係

の経理事務と生産関係の統計事務における機械化を，経費節減を主目的として賃金給与関

係の経理事務における機械化を考え，1は経費節減を主目的として賃金給与および諸経費

系統における経理事務の機械化を，迅速化を主目的として株式関係の事務における機械化

を老えている。

　樹，Jはまだ具体的な業務内容について研究する迄に至っていない。

　こり場合，これらの会社で機智導入を妨む主たる理由は，まず，計算記録事務の系統組

織が機械を導入する迄に整備されていないと云うことであり，次に，機械化に伴う職制の

変更が困難なことであるQ

　　　　　　　c両者それぞれを研究中の会社

　該当Aは，事務処理の平準化を主目的として原価計算関係の経理事務と株式関係の事務
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で穿孔カード式会計機による機械化を，賃金給与関係の経理事務で記帳会計機による機械

化を計え，迅速化を主目的として穿孔カード式会計機による固定資産勘定系統の，記帳会

計機による製品勘定系統の経理事務における機械化を弔えている。尚，貯蔵品勘定系統の

経理事務に機械化を行いたいが，棚卸資産の評価に移動平均法を用いているためその領域

での機械化を行い難いと附記している。

　蝕では，機械導入を妨む第一の理由として計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄

に整備していないことを指摘すると共に，穿孔カード式会計機による機械化は事務量が少

いためそれによって多くの勧果を期待し得ないことをあげている。

　H　油脂・塗料・染料．・医薬品・食品・醸造

本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように考えている。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

一一一“一一一一一一一一一一一一・．＿

`資本金
　研究状況　　　　　　　一”一’一一Xm一．一s

全然考えたことがない会
社

目下研究中の会祉

研究の結果一応使用しな
いことに内定した会社
研究の結果使用すること
に決定した会社

その他の会社

1億円未満

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

　　　o

1億円～5億円

　　　　3

　　　　1

　　　　1

　　　　2

　　　　0

・億円一・・億円・・翻以上1

0
「
1
一
〇
一
－
「
－

0
一
〇
…
0
一
〇
－
一
〇

合計
3

2

1

3

1

合 計 0 7 ・じ 。　ll　io

　以下．全然考えたことがない3社を除き，目下研究中の2社，研究の結果一応使用しな

いことに内定した1社，研究の結果使用することに決定した3社，その他（一時研究した

ことがあるが現在行っていない）の1社についてそのそれぞれの会社における機械化研究

状況をみょう。

　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当2社一以下，便宜上資本金の大小に応じ』A，Bと略称する一は機械導入の可否

に関する研究を共に経理関係の部課で行っている。又，研究中の機種はAにおいて記帳会

計機，Bにおいて穿孔カード式会計機および記帳会計機の両者である。以下，そのそれぞ

れについて検討しよう。

　　　　　　　　　　　a　記帳会計機を研究中の会社

　該当Aは各事務領域について次の如く研究している。

事　務　額　域

受取勘定系統の経理事務

機械化によって期

待される主な効果

迅　速　化

研究された業務の内容

売掛金，買掛金の元帳への記入と日報，請求書，分類表
などの同時作成
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支払勘定系統の経理事務

主要原材料勘定系統の経
理事務

賃金給与系統の経理事務

原価計算系統の経理事務

その他の経理事務

迅　速　化

正　確　化

迅　速　化

迅　速化

迅速化

資材管理票叉は部品カードの処理

給料計算，賃金台帳，給料支払明細表の同時作成

原価計算表或いは原価形態別集計表

伝票により補助簿，日計表，総勘定元帳の同時作成

　こ）・．では機械導入に際して何らの特別の障害もないとしているが，当面の間題として，

技術的な面における機械の適応性に関する研究，国字問題，従来の帳簿・伝票形式の改訂

及び新機械採用に対する管理方式の習熟等を挙げている。

　　　　　　　　　　　　b．両者それぞれを研究中の会社

　該当Bは主として事務処理の迅速化を期待しながら次のような事務領域での機械化を研

究しているが，各事務領域別に研究した業務の内容については図答を寄せていない。

事　務額域

受取勘定系統の経理
事i務

支払勘定系統の経理
事務
主要原材料勘定系統
の経理事務
製品勘定系統の経理
事務
貯蔵品勘定系統の経
理事務

機　　種

穿孔カード
式会計機
記帳会計機

／／

穿孔カード
式会計機

！1

／
1

轟櫛系統の鯉繊矧機

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

事　務　領　域

諸経費系統の経理事
務

原価計算系統の経理
事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

生産関係の統計事務

機　　種

穿孔カード
式会計機

11

記帳会計機

穿孔カード
式会計機

！1

機械イヒによっ
て期待される
主な効果

迅　速化

迅　速化

迅　速　化

迅　速化

迅　速　化

　こXで機械導入の障害として第一にあげられていることは事務量が少く機械化による経

費の節減を見込み得ないことである0

　　　2研究の結，果一応使用しないことに内定した会社における機械化研究状況

　該当1社は記帳会計機導入に関する研究を企画関係の部課において行っている。

　そこでは人件費その他事務経費の節減と事務処理の迅速化を期待しながら支払勘定系統

および主要原料勘定系統・賃金給与系統の経理事務について研究を行ったが．事務量が少

ぐ機械化による経費の節減を見込み得ないことと，機械導入に際して発生する一時的経費

が巨額であることとを勘案して不採用と内定したものである。

　　　　3研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状濁

　該当3社一一一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　Cと略称する一一rt．”中，機械導入
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の可否に関する研究を経理関係の部課で行ったもの（A），調査関係の部課で行ったもの

（B），特別の委員会を設けて行ったもの（C）者1社であるQ

　そこでは，穿孔カード式会計機を研究したもの1社（B），記帳会計機を研究したもの1

社（C），両者それぞれを研究したもの1社（A）である。以下，これらのそれぞれについて

考察してみたい。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究した会社・

　該当Bにおいては，次のように機械導入の研究が進められている。

事　務領域

受取勘定系統の
経理事務
支払勘定系統の
経理事務
主要原材料勘定
系統の経理事務
．製品勘定系統の
経理事i山

鵯蔵品勘定系統
の経理事務
固定資産勘定系
統の経理事務
賃金給与系統の
経理事務
諸経費系統の経
理事務
原価計算系統の

一経理1事i務

その他の経理事
務

株式関係の事務

販売関係の統計
事i山

車関係の翻

生産関係の統計
事務
資金関係の統計
事務

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅連化
迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

正　確　化

正　確　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

管理資料

管理資料

管理資料

管理資料
その他の統計事
務 管理資料

研究された業務の内容

現在の帳簿のカード花b損益計算迄の一元化

配当金計算，株式，株主分布統計

品質別・地域別・得意先別月別統計表，在庫統計，輿論調査，宣
伝効果分析統計

人事統計，勤惰統計，安全別学統計

製品・率製品・仕掛品の生産統計，操業度関係調査，工程管理，

品質管理資料

事
務
の
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こXでは，機械導入の障害として，機械化に伴ふ職制の変更：が困難なことを第一に指摘

している。

　　　　　　　　　　　　b　記帳会計機を研究した会社

該当Cは次の如き研究の結果，その採用を決定している。

；事務領域
機械化によっ
て期待される
主な効果

研究された業務の内容
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受取勘定系統の
経理事務
賃金給与系統の
経理事務
販売関係の統計
事務
労務関係の統計
；事務　　　　　’

標　準

迅　速

迅　速

迅　速

壷
皿
化
㎜
化
一
化

・販売伝票，売掛台帳記録

給与台帳個人別支払明細作成

製酪別・地域別・販売月報，製品グループ別日報

給与統計

　しかしながら，こXでも計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていな

いことが機械導入を阻む最大の障害であると指摘している。

　　　　　　　　　　　c両者それぞれを研究した会社

該当Aは両者をそれぞれ研究した結果記帳会計機の採用を決定している。穿孔カード式

会計機の採用の困難な理由はそこでの事務量が少く，しかも，それが全国的に分散してい

るためである。

　記帳会計機による各事務領域の研究内容は次の如くである。

事務領域
受取勘定系統の
経理事i務

支払勘定不統の
経理事務
賃金給与系統の
経理事i務

その他の経理専
務
その他の統計事
務

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

研究された業務の内容

出荷伝票，売上台帳，請求書，売掛金元帳の関聯記帳および整理

銀行関係事務

給与計算，各種表の作成

補助簿，元帳の記帳，伝票整理集計

各種統計資料作成

　この結果から記帳会計機の採用を決定したであるが，そこでは計算記録事務の系統組織

が機械を導入する迄に整備していないこと，又機械化による効力が数字的に確認出来ない

ことが機械導入を遅らしめた主たる原因であることを指摘している。この為この会社では，

現在，試験的に記帳会計機を1台採用し，その時聞的な効能を検討している。

　　　　　　　　　　3その他の会社における機械化研究状況

　該当1社は，株式課において多少研究したことがある程度で，機械導入の可否に召し，

特別の委員会とか特別の機関を設けて研究したものではない。

　こxでは・穿孔カード式会計機を事務処理の迅埣化と正確化を意図して株式配当事務に

導入することを研究した結果，主として事務量が少く機械化による経費の節減が見込み得

ないことから機械化の研究を中絶したものである。

　1綿紡・化織・諸織維・織物

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えているQ
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　　　　　　資本金
､究状況

1億円未満 1億円～5億円 5億円～20億円 20億円以上 合計
全然考えたことのない会
ﾐ

0 2 2 0 4

・目下研究中の会祉 0 0 4 1 5

研究の結果一応使用しないことに内定した会社
0 0 0 0 0

研究の結果使用すること
ﾉ決定した会杜

0 0 1 1 2

その他の会社 ・1　　・ 0 0 0

合　　計1　・1　・i　7　　21U
　以下，全然考えたこ≧のない4社を除き，目下研究中の5社と使用することに決定した

2社とにおける機械化研究状況をみよう。

　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当5社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，　Eと略称する一一中，機

械導入の可否に関する研究を経理関係の部課で行うもの2社（B，D），企画関係の部課で

行うもの（E），調査関係の部課で行うもの（A）各1社，企画関係め部課と調査関係の部

課で行うもの1社（C）である。

　そこでは，穿孔カード式会計機の研究を行うもの2社（B，E），記帳会計機の研究を行

うもの1社（C），両者それぞれを研究するもの2社（A，D）となっている。

　以下，これら三様の研究態度をとる会社のそれぞれに分けて老察してゆきたい。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究中の会社

　該当2社中，Bは経費節減を主目的として賃金給与系統と株式関係の経理事務における

機械化を，迅速化を主目的として受取勘定主要原材料勘定各系統の経理事務における機械

化を，管理資料の調製を主目的として販売関係と労務関係の統計事務における機械化を，

そして，正確化を主目的として固定資産勘定系統の経理事務における機械化を老えている

し・Cは正確化を主目的として賃金給与関係の経理統計事務における機械化を謂えてい

る。

　そして，何れも，機械導入の障害として計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に

整備されていないことを最も強く指摘し，又，機械導入に際して生ずる一時的経費の巨額

なことをも相当強く指摘している。

　　　　　　　　　　　h　記帳会計機を研究中の会社

　該当Cは事務処理の迅速化という見地からその機械化を研究しているが・機械導入の障

害としては矢張り，計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていないこと，
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機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であること，その他，事務量が少く機械化に

よる経費の節減を見込み得ないことおよび機械化に伴う職制の変更が困難なことをあげて

いる。

　　　　　　　　　　　　　C両者それぞれを研究中の会社

　該当2社は，それぞれ，以下のように詳細に事務の機械化を研究している。

総領珍事

丁丁
務鍵受

講

支払勘定系統の
経理事務
主要原材料勘定
系統の経理事務
製品勘定系統の
経理事務
貯蔵品勘定系統

賃金給与系統の
経理事務

諸経費系統の経
理事務

原価計算系統の
経理事務

その他の経理事
務

株式関係の事務

販売関係の統計
事務
労務関係の統計
事務

塑
・

A

A
一
AA

A

A

D

A．

A
［
D
一
A
一
D
A

A

A

機 種

穿孔力・一一　F式

・記帳会計機

／
1

〃

／
1

〃

！
1

穿孔カード式
・会計機

記帳会計機

穿孔カード式
会計機

1
1

記帳会計機

穿孔カーード式

会計機

ll

’11

／1

1
1

よ
さ
効

に
待
な

化
期
主

械
て
る

機
つ
れ
果

経費節減

迅速化

管理資料

経費節減

管理資料

迅速化

経費節減

迅速化

経費節減

迅速化

迅速化

経費節減

迅速化

迅速化

管理資料

管理資料

研究された業務の内容

売掛金勘定帳，前受金勘定帳，請求書発行，取立
済報告発行日，入金帳，受取勘定諸統計
買掛金勘定帳，未払金勘定帳，麦払明細帳，麦払
勘定諸統計
買付記帳，約定残高表，途上計算，受払報告，原
材料勘定帳，棚卸計算，平均値帳
受払報告，製晶勘定帳，出荷指図（出荷報告）積
送品勘定帳，受渡カード

貯蔵品元帳，受払報告

台帳カード，増滅報告，償却計算，固定資産勘定
帳，固定資産諸統計
給料勘定帳，時聞外手当計算，賃金台帳，個人別
支給明細表，源泉徴収簿

賃金計算台帳と賃金明細表と個人台帳との重複事
務の排除

一般管理及販売費集計，同分析表

工場原価計算表集計，単位当原価計算：

‘原価計算関係の諸表作成における計算・記録・転
記事務の重複排除および正確化
各種日（月）計表，予実差異分析，預金勘定帳，
受取手形（割引手形）勘定帳

株主カー一　F，配当金計算，配当金領収書発行，未
払配当金台帳，配当金麦払調書，その他統計
売約日記帳，品種別売約明細帳，採算表，商社別
●製品別の売約乃至販売統計

嘉鶴翻醤雰箭．韓講藩礫（年令」

　鼓でも，機械導入の障害として，まず，計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に

整備されていないこと，事務量が少く機械による経費の節減が望み得ないことを強く指摘

しており，叉，機械導；入に際して生ずる一時的経費の巨額なことをもその共通する理由と

して挙げているQ

　　　　　2研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当2社一以下，便宜上資本金の大小に応じてA，Bと略称する一中，　Aは記帳会

計機を，Bは穿孔カード式会計機を使用することに決定し．いずれも，既に発註済である。

　その場合，機械導入の可否について，Aは企画関係および調査関係の部課で，　Bは調査
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関係の部課でその調査研究を担当しているのだが，’ ?ﾌ的にどのような業務内容における

機械化が，それら研究の結果適当であると判明したかと云えば，まず，

　Aは経費節減を主目的として受取勘定・支払勘定・主要原材料勘定・製品勘定・貯蔵品

勘定・固定資産勘定・賃金給写・諸経費各系統・その他の経理事務および株式関係の事務

に回る機械化が・迅速化を主目fi勺として販売関係の統計事務における機樹ヒが・管騨

料の調製を主目的として原価計算系統の経理事務における機械化が適当であると老え，

　Bは管理資料の調製を主目的として受取勘定・支払勘定・主要原材料勘定・製品勘定・

貯蔵品勘定各系統の経理事務および販売・生産・資産各関係の統計事務における械械化が，

事務処理の迅速化を主目的として固定資産勘定・諸経費・原価計算各系統・その他の経理

；事：務・株式関係の事務と，更に労務関係の統計事：務における機械化が，経費節減を主目的

として賃金給与関係の経理事務における機械化が適当であると老えている。

　しかし，機械を導入することに決定したこれら2社においても，将来，事務の円滑な機

械化に対して，職制の変更が困難なこと，計算記録事務の系統組織の整備が困難なこと等

がその障害となるでろあらうと述べている。

　J　銀　行・信　託

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について，次のように老えている。
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一．．．＿　資本金
　研究状況＼一一一＿一一一

全然考えたことがない会
社

目下研究中の会社

研究の結：果一応使用しな
いことに内定した会祉
研究の結果使用すること
に決定した会社

その他の会社

1億円未満

o

o

o

o

1億円～5億円

1

2

o

o

0 o

5億円～20億円　20億円以上

o o

1 o

o o

3 3

o o

合　計

1

3

o

6

o

合 計 0 3 4 』3い・

　以下全然老えたことがない1社を除き，官下研究中の3社と研究の結果使用することに

決定した6社についてその機械化研究状況をみよう。

　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当3社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　Cと略称する一の中，機械導

入の可否に関する研究を，特別の委員会を設けて行うもの（B），各部課事務連絡会議で行

うもの（A），調査関係の部課で行うもの（C）各1社である。

　こXでは各社共預金事務について主として事務処理の迅速化（A，B），あるいは正確化
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（C）を意図しながら記帳会計機の研究を進めている。

　こXでは機械導入の障害として，機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であるこ

とを第一にあげるもの（A，B），事務量が少く機械化によ＼ 骭o費の節減を見込み得ないこと

をあげるもの（C）がある。

　　　　2研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況

　該当6社一以下．便宜上資本金の大小に応じA，B，　C，　D，　E，　Fと略称するLL・の中，

機械導入の可否に関する研究を企画関係の部課で行ったもの4社（A，C，　D，　F），各部課

事務連絡会議で行ったもの（E），庶務部で行ったもの（B）各1社であるQ

　こXでは各社共預金業務については記帳会計機を研究したものであるが，更にそれ以外

の経理事務乃至統計事務について穿孔カード式会計機を研究したもの（B，C，　D）もある。

　すなわち各社共預金業務については研究の結果，記帳会計機の導入により主として事務

処理の迅速化（A，C，　D，　F），叉は正確化（F）を期待しうると云うことからその採用を

決定し，既に部分的に実施してみるもの（F）もある。

　記帳会計機と共に穿孔カード式会計機をも研究した会社では，それについて次の如き研

究の結果その採用を決定した。

事i務領域

貯蔵品勘定系統の統
理事務

固定資産勘定系統の
経理事務

賃金給与系統の経理
事務
原価計算系統の経理
事i務

その他の経理事務

株式関係の事務

労務関係の統計事務

資金関係の統計事務

その他の統計事務

社
名

D

B
　
Cc

D
【
B
【
C
C
一
D
C
一
Dc

B

D

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅速化

迅速化
迅　速化

経費節減

迅速化
管理資料

経費節減

経費節減

迅　速化

迅速化
管理資料

管理資料

管理資料

研究された業務の内容

消耗品受払

固定資産の償却事務

給与の麦払事務

本支店勘定の未達分の管理

株式の名儀書換及配当金支払事務

配当金支払

人事統計

人事管理

貸出金の管理

迅速化貸出，外国為替
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　こXでは機械導入の障害として機械導入に際して発生する一時的経費が巨額なことを第

一に挙げるもの（C，D，　F）が多いが，計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整

備されてるないこと（A），事務量が少く機械化による経費節減を見込み得ないこと（E）を

挙げるものもある。叉，Bは支店が多数存するので一律に全般的匠機械化し得ないことを

指摘している。

　K　保険・証券・不動産

　本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように考えている。

一x一一一資本金
　研究状況　　一一’一一
全然考えたことがない会
社

目下研究中の会社

研究の結果一応使用，しな
いことに内定した会社
研究の結果使用すること
に決定した会社

その他の会社

1億円未満

1

e

o

o

o

1億円．v　5億円

1

3

Q

2

o

5億円～20億円

o

1

Q

3

o

20億円以上

o

o

o

o

o

合　計

2

　
）4
3

　
（

o

5

o

合 計
1

6 4 ・11呂）

（註）生命保険会杜について資本金区分は出来ないから全都一応合計榊このみ（

　た。

）附して記入し．

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

　以下全然這えたことがない2社を除き，目下研究中の7社（うち生命保険3社）と研究

の結果使用することに決定した5社における機械化研究状況をみよう。

　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当7社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　C，　D，生命保険会社3社は任意

にX，Y，　Zと略称する一の中，機械導入の可否に関する研究を，特別の委員会の設け

て行うもの3社（A，C，　D），特別の委員会・部長会議・企画関係の部課の協議で行うも

の1社（B），部課長会議・調査関係の部課の協議で行うもの1社（X），関係部課で行うも

・の1社（Y），統計課で行うもの1社（Z）である。

　こxでは穿孔カード式会計機の研究を行うもの4社（A，B，　C，　Z），穿孔カード式会計

機および記帳会計機の両者それぞれの研究を行うもの3社（D，X，　Y）で，記帳会計機の

みを取上げて研究しているものはない。

　以下この二様の研究態度について考察してみたい。

　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究中の会社
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事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

　該当4祉のうち，証券会社Aでは事務処理の迅速化と牢確化を意図して，証券取引にお

ける約定より受渡終了後の経理記帳および，それに至る迄の経理事務を主流として研究し

ているが，附随的に給与・固定資財管理・株式事務及び一般経費支払事務をも研究してい

る。Bでは人件費その他事務経費の節減，事務処理の迅速化，正確化，経営管理資料の調

整を意図しながら受取勘定・支払勘定・賃金給与各系統の決算関係の経理事務，営業関係

の統計事務についてその機械化を研究中である。叉．Cにおいては，現右各事務領域に

ついて分類および方式等について検討中であるが，特に一般契約関係・再保険関係統計事

務等については機械化によって事務処理の迅速化，正確化，標準化を期待しうるとしてい

る。

　越し，Zにおいては機械の導入によって，新契約統計・外務社員給与・継続手当等の事務

について主として人件費その他事務経費の節減を，一般業績統計事務について主として事

務処理め迅速化を期待しうるとしている。

　こXでは機械導入の障害として事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得ないこ

とを第一に指摘するもの（C，Z），機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であるこ

とを指摘するもの（A），計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されてるない

’ことを指摘するもの（B）各1社である。

　　　　　　　　　　　b両者それぞれを研究中の会社

　該当3社のうち，Dは保険契約関係の諸統計事務につき事務処理の迅速化と正確化を期

待しながらその機械化を研究しているが，今の処機械導入に際して機械を設置する事務室

を拡張せねばならない点に主たる障害があるど指摘しているQ

　X社からは，穿孔カード式会計機についてのみ，次の如き研究内容が明かにされた。

事務領域
受取勘定系統の経理
事務
支払勘定系統の経理
事i務

主要原材料勘定系統
の経理事務
貯蔵品勘定系統の経
理事務
固定資産勘定系統の
経理事務
賃金給与系統の経理
事務
諸経費系統の経理事
務
原価計算系統の経理
事務

機械化によっ
て期待される
主な効果

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

研究された業務の内容

原資料（旬報受取伝票書類）より諸表，並びに諸帳簿作成

〃　（〃　支払　　〃） ／
1

旬報，諸伝票類より諸表並びに諸帳簿作成

11

1
1

給与計算事務，賃金統計全般，健康保険組合収支統計

旬報，諸伝票類より諸表並びに諸帳簿作成

11
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その他の経理事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

労務関係の統計事務

資金関係の統計事務

その他の統計事務

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

軽費節減

旬報，諸伝票類より諸表並びに諸帳簿作成

11

11

人員統計，異動統計，就業統計

旬報，諸伝票類より諸表並びに諸帳簿作成

保険業務（月掛，年掛）新契約，徴収，保金麦給関係

　こXではi現在のところR・R・式会計機と1・B・M・式会計機の性能を比較検討中であり，

その結論次第でそのいつれかの導入を予定しているが，機械導入に際して特別な障害はな

いとしている。

　Yは穿孔カーード式会計機と記帳会計機の両者を，主として事務処理の迅速化を期待しな

がら次の如き各事務領域で研究している。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
間
報
告

事務領域
受取勘定系統の
経理事i務

支払勘定系統の
経理事務
主要原材料勘E
系統の経理事務
固定資産勘定系
統の経理事務
賃金給与系統の
経理事i務

諸経費系統の経
理事i務

原価計算系統の
経理事務
その他の経理事
務

株式関係の事務

販売関係の統計
事務
労務関係の統計
事務
生産関係の統計
事務
資金関係の統計
事務
その他の統計事
務

機 種

穿孔カード式会
計機，記帳会計機

穿孔カード式会
計機

l
l

tf

1
1

穿子Lカード式会
計機，記帳会計機
孔穿カード式会
計機
穿孔カード式会
計機，記帳会計機
穿孔カード式会
計機

・
〃

11

11

11

11

機械化によつ
て期待される
主な効果

迅速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速化

迅速化
迅　速　化

迅　速　化

迅　速化

迅　速　化

迅　速　化

迅　速　化

研究された業務の内容

新契約，払込案内，保険料収入等に関する統計
及び作票
死亡，満期，災害，給付金支：払等に関する作票
及び統計

責任準備金算出用統計，死因統計

運用率統計

内外務員給与，医的診査経費一作票および
統計

物件費，雑費に関する作票および統計

経営効率統計

i雑会計事務

利廻計算等

新契約高分類集計

外務員成績査定等

保険料計算等

運用率統計

契約者番号簿，索引力・一一ド作成，契約異動，消
滅等に関する統計

　この場合，機械導入の障害として機鍾化に伴う職制の変更の困難なご≧を第一に指摘し．

ている。

　　　　2研究の結果使用することに決定した会社における機械化研究状況
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　該当5社一以下・便宜上資本金の大小の順忙A，B，　C，　D，　Eと略称する一の中，・

機械導入の可否に関する研穽を特別の委員会を設けて行ったもの3社（A，B，　D），特別の

委員会と調査関係の部課の協議で行ったもの1社（C），企画関係の部課において行ったも

の1社（E）である。

　こXで研究された機械はすべて穿孔カード式会計機であり，』B社を除いてはすべて既に

機械を発註済である。

　その中，Aからはその研究内容について回容を入手していないが，証券会社Bは株式売

買に伴う金銭出納や株券の出納に関する事務について事務処理の平準化，迅速化および人

件費その他事務経費の節減を期待しながら機械

を導入することを決定している。

　こXでは，機械導入の障害として証券取引法

・取引所法等の改正を特に強調している。

　Cにおいては右表の如き事務領域に機械の採

用を決定した。

　この場合，機械導入の障害として計算記録事

務の系統組織が機械を導入する迄に整備されて

いないことを第一に指摘している。

研究された事務領域

保険料請求事務

保険金支払事務
諸経i費系統の経理事i務

損益計算事務

株式関係の事務

契約募集統計事務

労務関係の統計事務

資金関係の統計事務

機械化によって期
待される主な効果

迅　速　化

管理資料

管理資料

管理資料

経費節減

迅速化
管理資料

迅速　化

叉．Dにおいては下表の如き事務領域に機械の導入を決定している。

事務領域
諸経費系統の経理事務

株式関係の事務

販売関係の統計事務

機械化によって期
待される主な効果

管理資料
迅　　速　　化

管理資料

事　i務領域

労務関係の統計事務

資金関係の統計事務

その他の統計事務

機械化によって期
待される主な効果

管理資’ ｿ

管理資料
管理資料

　しかし乍らこXでは事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得ないことが機械導

入の最大の障害であるとしている。．

　次に，Eでは今の処機械を発註したばかりであり，現在，個人別に担当事務を調査の上，

これら資料を委員会において分析研究中である。したがって各機械化事務領域の業務の内

容についてはまだ具体化するに至っていない。

　こ＼では，主として事務処理の迅速化，正確化および人件費その他事務経費の節減を：期

待しながら研究中であるが，機械化に伴う職制の変更が困難であることが，機械導入の第

一の障害ときれている。
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L　貿易・・百貨・興業・観光

本業態では経理事務乃至統計事務の機械化について次のように老えている。

’rrr：一rr一：．一ss資本金

　研究状況　　一一一x
全然考えたことがない会
社

目下研掌中の会社

研究の結果一応使用しな
いことに内定した会祉
研究の結果使用すること
に決定しte会杜

その他の会社

1億円未満

o

1億円～5億円

1

1 4

0 1

1 1

0 o

5億円～20億円

1

1

1

1

20億円以上

o

o

o

o

0 o

合　計

2

6

2

3

o

合 計 2 7 4 ・い3

　以下全然老えたことがない2社を除き，目下研究中の6社，研究の結果一一応使用しない

ことに内定した2社，研究の結果使用することに決定した3社における機械化研究状況を

みよう。

　　　　　　　　　1　目下研究中の会社における機械化研究状況

　該当6祉一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，C，D，E，Fと略称する一一中，機

械導入の可否に関する研究を経理関係の部課で行うもの3社（A，C，　E）．経理関係の部

課および調査関係の部課の協議で行うもの1社（D），各部課事務連絡会議で行うもの1社

（F），その他の機関（総務部）で行うもの1社（B）である。

　そこでは穿孔カード式会計機の研究を行うもの1社（D），記帳会計機の研究を謡うもの

3母（B，E，　F），両者それぞれを研究するもの2社（A，　C）である。

　以下これら三様の研究態度のそれぞれについて考察しよう。

　　　　　　　　　　　a穿孔カード式会計機を研究中の会社

　該当Dでは次の如ぎ事務領域において機械の導入を研究している。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
申
問
報
告

箏　務　領　域

受取勘定系統の経理
事務
支払勘定系統の経理
事務
諸経費系統の経理事
務

販売関係の統計事務

機械化によっ
て期待される
主な効果

迅　速　化

迅　速　化

管理資料

管理資料

研究された業務の内容

得意先勘定処理

商品統制統計資料の作成，仕入先計算：事務

経費統制資料作成

日別現金売上の処理

　この場合機械導入の障害として機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であること

を第一に指摘している。
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　　　　　　　　　　　　　b記帳会計機を研究中の会社

　二三3社のうち，Bは人件費その他事務経費の節減および事務処理の迅速化を意図し

ながら機械化を研究中であるが，今の処まだ各事務領域の個々の業務につき具体的に研究

する段階には至っていない。EおよびFにおいては，次の如く研究が進められている。

事務領域薯
　　　　　　　　丁
受取勘定系統の経理
事務
　　　　　　　　　F

　　　　　　　　　El支i払勘定系統の経理

事務　　　　　　F

販売関係の統計事務　F

機械化によっ
て期待される
主な効果

研究された業務の内容

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減

経費節減・

経費節減

迅　速　化

経費節減

迅　速　二

六　速化

迅　速　化

売掛金勘定のi整理事i務

手形関係，各種日報，当座預金元帳一般補助簿

買掛金勘定の整理事務

買掛台帳

仕入伝票，商品元帳

商品の仕入に関する整理事務

賃金台帳，源泉徴集簿，部課別一覧，給与諸統計表

寸寸金並に株式移動に関す．る事務

配当金計算

掛売伝票，請求書の分類統計

　この場合機械導入の障害として，Bは機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であ

ることを第一に挙げ，Eは異種の計算記録事務に対し使用時の摩擦を調整して有効に適用

することが困難だから経費の節減を期し得難いことを指摘しており，Fは事務量が少く機

械化による経費の節減を見込み得ないことを指摘している。

　　　　　　　　　　　　c両者それぞれを研究中の会社

　該当2社のうち，Aにおいでは主として事務処理の迅速化と正確化を期待しながら受取

勘定・支払勘定各系統に記帳会計機の適用を，叉人件費その他事務経費の節減，事務処理

の迅速化，正確化を期待しながら商品勘定・賃金給与各系統の経理事務と販売関係の統計

事務に穿孔カード式会計機の適用を考えて研究している。

　叉tCにおいては現在経理事務全般に亙って各種の機械について事務処理の迅速化，正

確化，三二費その他事務経費の節減を主目的として比較研究中である。

　こXでは機械導入の主な障害として，機械導入に際して発生する一時的経費が巨額であ

ること（A），および一定の標準に当てはまる事務量が少く機械化による経費の節減を見込

み得ないこと（C）が挙げられている。
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　　　2研究の結，果一応使用しないことに内定した会社における機械化研究状況

　該当2社一以下，便宜上資本金の大小に応じA，Bと略称する一の中，機械導入の

可否に関する研究を，経理関係の部課で行ったもの（B）と，経理関係の部課および調査

関係の部課の．協議で行ったもの（A）がある。こ）・．で研究された機種はAでは穿孔カード

式会計機であり，Bについては不詳である。

　Aでは，事業の性格からと事業所が分散している関係上，計算記録事務のみを中央に集

中しても全般的に経費を節減し得る見込が少く，したがって機構および職制の変：更を敢て

強行する夢要が現在の処ないためtlc一一一・応使用しないことに内定している。叉，　Bにおいて

は取引毎に取引条件が相異する場合多く・事務が価性的で昂るから事務の標準化とか平準

化が非常に困難であるため，使用しないことに内定している。

　　　　3研究の結果使用することに決定した会社における機械化研研状況

　該当3社一以下，便宜上資本金の大小の順にA，B，　Cと略称する一はそれぞれ次

の機関で機械導入の可否に関する研究を行った。すなわち，Aでは調査関係の部課におい

て穿孔力…ド式会計機を，経理二二の部課において記帳会計機の研究を行い，Bでは特別

の委員会を設け，又C社では部長会議において，共に記帳会計機の研究を行った結果その

採用を決定したのである。

　　　　　　　　　　　　　a　記帳会計機を研究した会社

　該当2社のうち，Bはまだ委員会が発足したばかりなので，機械適用の具体的な業務内

容は決まっていないが，総括的にみて機械化による事務処琿の迅迷化と正確化を意図しな

がらその導入を決定したものと老えられる。

　Cにおいては研究の結果事務処理の迅速化と正確化を受取勘定・支払勘定・賃金給与各

系統の経理事務，および販売関係の統計事務に期待しうるとの結論の下に機械の採用を決

定したものである。

　この場合機械導入の障害として，Bでは機械導入に際する一時的経費の巨額なことを，

Cでは計算記録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていないことを第一に挙げ

ている。

　　　　　　　　　　　　b両者それぞれを研究した会社

　該当Aは記帳会計機の採用を決定し，更に穿孔カード式会計機をも研究中であるが次の

如き各事務領域での機械化を研究している。

事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
申
間
報
告
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事
務
の
機
械
化
に
関
す
る
調
査
の
中
聞
報
告

事務領域 機　　　　種

機械化によって期待される

蛯ﾈ効果
研究された業務の内容

受取勘定系統の
o理事務

穿孔カード式会
v機，記帳会計機 迅　速化

売掛金分類計算：・集計，売掛金元帳作成，勘定書，

ｿ求書入金計算事務
支払勘定系統の
o理事務

〃 迅　速　化 買掛金分類計算・集計，買掛金元帳作成支払計
Z事務

商品勘定系統の
o理事務

穿孔カード式会

v機 迅　速化
．商品別仕入日報，売上日報，商品売買旬報，月
�C棚卸計算事務

‘貯蔵品勘定系統の経理事務

〃 正確　化
用度品購入計算，用度品請求計算，用度品支払

v算
固定資産勘定系
揩ﾌ経理事務

〃 正確．化 固定資産減価償却費計算

賃金給与系統の
o理事i務

穿孔カード式会
v機，記帳会計機 正確化

給与交附票計算作成，賃銀台帳作成，年末調整
v算事務

諸経費系統の経
搦末ｱ

穿孔カード式会

v機 管理資料 営業費分類集計，予算統制計算事務

原価計算系統の
o理纂務

〃 迅速化 商品売買益計算，売買益率算定

その他の経理事
ｱ 〃 迅速化

仕入先別支払資金計算，売場別経理表作成，商
i券発行，回数，残高計算，照合

株式関係の事務 〃 正確　化
．株主別株式計算，株券別株主数計算，配当金計
Z，株主分布統計

販売関係の統計

末ｱ
〃 管理資料

類番別売上統計，売場別売上統計．対予算・対
O年対比計算

P労務関係の統計
D事務

〃 管理資料
平均給与計算，男女別・階級別・年令別・給与

搆v
資金関係の統計

末ｱ
〃 管理資料

その他の絞計事
ｱ 〃 管理資料 本店集計，各店比較計算業務

　この場合機械導入の障害として，社内一般の事務機械化に対する認識の不足や改革に対

する熱意の稀薄なことを第一に指摘している。
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附 表　　1　（a）

殿

神大研発第291号
昭；和28年10，月7日

聯戸大学経済経営研究所

事務の機械化に関する御照会の件

前略
このたび当研究所は会計事務乃至統計事務の機械化に関し，その各社における実態を調査

し，整理研究の上，我国企業における事務機械化問題の血忌に資したいと存じます。既に

貴社では穿孔カー一一一ド方式による事務の機械化，又は記帳式・登録式簿記会計機による事務

の機械化を御実施中でございますが，同封の調査票に所要の事項を御記入の上，下記によ

り御返送下さい。諸用御多忙の折柄とは存じますが本調査の趣旨を御諒承の上何卒宜敷御

願い申上げます。

①
②

　　　　　　記

回答期限　　昭和28年10月25日

回答先　神戸市灘区六甲台町

神戸大学経済経営別究所長　柴田銀吹聴宛（親展書）

附記

　1・　同封の調査票中機械とは穿孔カード方式による機械及び記帳式・登録式簿記会計機

　　を指し，四則計算機とかキャッシ＝・レヂスター（記帳しないもの）は含みません。

　2．本調査では社名など一切外部に洩れませんから，この点，御心配なくお答え下さい。

　3・御回答頂いた会社に本調査の結果報告の印刷物をお送り致したいと存じますg
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業　　種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本金　　　　　設立年月日　　　年　　　月

問　1．貴社で御採用の機械につきその具体的な内容とそのそれぞれの操作を担当する人員数をお答

　　え下さい」

　　　（カード式会計機を御採用の場合に限り操作人員はB表に記入して下さい）

答　A

B

機械製造

?ﾐ名
型（Typo又はClass）

機械名 台数 操作人員
i予備員を含む）

設置場所
i韓島謝 備　　　　考

人

機械室責任者
人

操：事

?x

m
穿　　孔　　手
i検孔手を含む）

機械操作員
勤む‘A口　　　　　計

問　2．事務の機械化につき，その導入の可否を研究のため特別に機関を設けられましたか？

　　　（該当の箇所の番号に○印を記して下さい。若し設けなかった場合は研究された機関名を記

　　　して下さい）

答　A　設けた，そしてその設けた機関は

　　1．特別の委員会である。

　　2・部課長会議である。

　　3・各部課事務連絡会議である。

　　4・その他（簡単に記して下さい）

　　B　設けなかった。
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会祉名

問　3．事務の機械化に着手された際，次のような意図を抱いてのことx存じます。すなわち

　　a・人件費その他事務経費の節減　　　b・事務処理の迅速化

　　c．経営管理資料の調製　　　　　　　d・事務処理の正確化

　　e・　事務処理の標準化　　　　　　　　f・　事務処理の平準化

　　9・その他
　　しかし，これらの諸々の意図も，機械化しようとされた事務領域が異れば，自ら，そのそれぞ

　　れへの関心の程度も違っていることと存じます。そこで，貴社では次の種々な領域の異る毎に，

　　以上の諸理由のうち，何れを主として御考慮になりましたか？　その重要度を置かれた順にお

　　答え下さい。　（答は各理由の頭にあるアルファベット℃お答え下さい。筒，その際「その他」

　　gとお答えの際は，その内容を簡単に記して下さい。）

「＼　　重要度の理由　　　．、　へ～、事務領域　＼

重要度1
ﾌ理由1

重要二五

ﾌ理由
重：要度巫

ﾌ理由
備　　　　　　考

受取勘定系統の経理事務

支払勘定系統の経理事務

　　　　　　　　　●蝸v原材料勘定系統の経理事務

製品勘定系統の経理事務

貯蔵品勘定系統の経理事務

固定資産勘定系統の経理事務

賃金給与系統の経理事務

諸経費系統の経理事務

原価計算系統の経理事務

そ　の　他　の　経理事務

株式　関　係　の　事　務

販売関係の統計事務　　　　　、

労務関係の統計事務

生産関係の統計事務

資金関係の統計事務

その他の統計事務
問　4・機械操作担当部門は職制上次の如何なる部課の所管となっていますか？

　　　　（該当の箇所の英字に○印を記して下さい。）

答　a・経理関係の部課　　　　b・統計関係の部課　　　　c・調査関係の部課

　d．独立した特別の部課　　e・その他の部課（簡単に記して下さい）

問　5・機械に移す業務内容の具体的な決定は，次の如何なる機関で行っていますか？

　　　　（該当の箇所の英字に○印を記して’ドさい。）

答　a・特別の委員会　　　　b・部課長会議　　　　　c・各部課事務連絡会議

　d・それぞれの関係部課　e・機械操作損当の部課　f・その他の部課（簡単に記して下さい）
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会社名

問　6・現在，機械による事務処理の基本的流れについて，それぞれの機械化領域毎にお答え下さい。

　　註1・「配置された機械名」及びその「台数」欄はカード式会計機を使用されている場合御記

　　　　　入に及びません。

　　　　2・「月聞平均カーード数」の欄はカード式会計機を使用されている場合に御記入下さい。

　　　　　記帳式，登録式簿記会計機を使用されている場合は月聞処理伝票乃至証愚書概数を記入

　　　　　して下さい。

（
記
載
例
）

領　　　　　城
配置され

ｽ機械名
台数 馨欝徽丁丁名士雛街上磐告書下丁丁撃 月間一画

Jード放数

受取勘定系統の

o理事務

ﾌ売関係の

搆v事務

ナショナ

汲R1号
3 出徽灘激売畷難編1）続掛金蔵

ﾌ売輪編畷灘糊・

@　　　　　　．

特約店売掛金傾向表→営業関係重役

→経　理　部 15，000

T0，000

受取勘定系統の

o理　事務
支払勘定系統の

o理事務
主要原材料勘定
n統の経理事務

製品勘定系統の

o理事務
貯蔵品勘定系統の経理事務

固定資産勘定系

揩ﾌ経理事務
賃金給与関係の

o　理事務
諸経費関係の

o理事i務
．原価計算関係の

o理事務
そ　の　他　の

o理事務
株式関係の
磨@　　　i務

販売関係の
搆v事務
労務関係の
掾@計事務
生産関係の
搆v事務
資金関係の
掾@計事　務

ゴ

そ　の　他　の

搆v事　務
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会社名

問7．次の諸問にお答え下さい
答　A・機械使用の経験年数は　　　年である
　　B・穿孔カードの穿孔間違いその他によるカー一　Kのロスの程度は

　　　会計機使用の場合に限りお答え下さい）

　　C・機械導入後，機械の遊休時間を避けるため，
　　　か？　（該当の箇所の英字に○印を記して下さい）

　　　　a・　変更していない
　　　　b・変更した（変更の内容と変更の事情を簡単に記して下さい）

％程度である　（カード式

導入当初に予定していた計画を変更されました

　　D・機械の一日実働時間は？　（カード式会計機使用の場合は会計機の実働時間を記して下さい）

　　　　平均　　　時間である（最高　　　時間，最低＿時闇）
　　E・プラグ・ボードの編成替を行う場合は？（カード式会計機使用の場合に限りお答え下さい。

　　　該当の箇所の英字に○印を附して下さい）

　　　　　a・全部自社でやる　　　b・相当部分自杜でやる　　　c・一部分自社でやる
　　　　　d・全然自社でしない　　　e・そのような場合に際会しなかった
　　　　　f・その他（簡単に記して下さい）

問　8．導入当初に予定された機械化の効果を挙げておられますか（該当の箇所に○印を記して下さ

　　　い）

答　a・予期以上に挙げている　　b・予期通りに挙げている　　　c・予期通りに挙っていない
　　d・予期に全く反した　　　　e・その他（簡単に記して下さい）
　　機械化により入谷費その他の事務経費の節減は出来ましたか？

　　　a・節減された，そして，その主な領域は
　　　b・、依然として節減されない，そしてその主な領域は

　　機械化により事務は迅速化されましたか？

　　　a・迅速化された，そしてその主な領域は
　　　b・迅速化されない，そしてその主な領域は　　　“

　　機械化により経営管理資料の調製は可能となりましたか？

　　　a・調製は可能となった，そし（その主な領域は
　　　b・　調製は可能とならない，そしてその主な領域は

　　機械化により事務処理は正確化されましたか？

　　　a・正確化された，そしてその主な領域は
　　　b・正確化されない，そしてその主な領域は
　　機械化により事務処理は標準化されましたか？

　　　a・標準化された，そしてその主な領域は
　　　b・標準化されない，そしてその主な領域は
　　機械化により事務処理は平準化されましたか？

　　　a・平準化された，そしてその主な領域は

　　　b・平準化されない，9そしてその主な領域は＿＿
問　9．貴社では事務の機械化で今後解決を要する問題は何処にあるとお考えですか？

　　　　（重要度の順に該当項目の頭に附せられた枠内に番号を附して下さい）

□
ロ
ロ
ロ
ロ
聾
心
ロ
ロ
ロ
ロ

答

a
b
C
d
e
f
g
h
i
．
｝
k

現在の機械化領域を一層拡張する要がある
現在の機械化領域を整備する要がある

現在の機械化領域を縮小する要がある

機械化に伴う消耗品費その他の節減を図る要がある

機械化の前提たる一般事i務の流れを整備する要がある

機械部課の所属を一層明確にする必要がある

機械部課の職掌事項を一層明確にする必要がある

機械部課とその他の部課との職掌関係を一層明確にする必要がある

機械化について社内一般の理解を一層深める要がある
機械操作者の技能を高める必要がある

その他（簡単に記して下さい）
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附 表　　1　（b）

神　大　研　発　第　290　号

昭禾028年10月7日

殿

神戸大学経済経営研究所

　　　　　　　　　　　事務の機械化に関する御照会の件

前略
　このたび当研究所は会計事務乃至統計事務の機械化に関し，その各社における実態を調査し，整理
　研究の上，我国企業におけ’る事務機械化問題の参考に資したいと存じます。貴社におかれましては，

　この問題に関して御関心をお持ちになり既に相当の御研究を積まれたことX存じますが，同封の調

　査票に所要の事項を御記入の上，下記により御返送下さい。諸色御多忙の折柄とは存じますが本調
　査の趣旨を御諒承の上何卒宜敷御願い申上げます。

　　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　①回答期限　　昭和28年10月25日
　　　　　　②回　答　先　神戸市灘区六甲台町
　　　　　　　　　　　　神戸大学経済経営研究所長　　柴田銀次郎宛　（親展書）
附　記

　L　同封の調査票中，機械とは穿孔カード方式による機械及び記帳式・登録式簿記会計機を指し，

　　　四則計算機とかキャッシュ・レヅスター（記懐しないもの）は含みません。

　2・本調査では社名など一切外部に洩れませんから，この点，御心配なくお答え下さい。
　3・御回答頂いた会社に本調査の結果報告の印刷物をお送りしたいと存じます。

問　L

答　a・

　　c．

　　e，

　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名
　　　　　　　　　　　　　　　　　業　　種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本金　　　　　　設立年月　　　年　　　月

貴社では経理事務乃至統計事務の機械化についてどの様にお考えですか？
（該当の箇所の英字に○印を記して下さい）

全然考えたことがない　　　　　　　　　　　b・　目下研究中である
研究の結果一応使用しないことに内定した　　　d・研究の結果使用することに決定した
その他（簡単に記して下さい）

圖に撃て・と翫られ下館以下の納の瀦は穫で到

問　2．

a
d
9
3

答

問

答　a・

b．

貴社では事務機械化の導入の可否の研究は次の中何れの機関で行われていますか？
（該当の箇所の英字に○印を記して下さい）

特別の委員会　　　　　　b・　部課長会議　　　　　　c．　各部課事務連絡会議

企画関係の部課　　　　　e・調査関係の部課　　　　f・経理関係の部課
その他（簡単に記して下さい）

貴社では旅の5ち何れの機械を研究しておられますか，叉はされましたか？

（該当筒駈の数字に○印を附して下さい，事務の機械化の採用を決定し既こ発註済の場合は

台数を記して下さい）

穿孔カード式会計機

1・1・B・M・会計機　　　　set　　　2・R・R・会計機　　，　・et
記帳式・登録式簿記会計機

1
3
5
7

ナショナノレ31号式会計機

R・R・，フォア・モースト会計機

アンダー。ウッド簿記会計機
その他（簡単に記して下さい）

台
台
台
台
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2・ナショナル3千号式会計機

4・　バウPt・・一簿記会計機

6・ナショナル2千号式会計機

台
台
台



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名
問　4．貴社では事務の機械化の硯究に着手された際，次の様な意図を抱いてのことと存じます。す

　　なわち，

　a・人件費その他事務経費の節減　　　　b・事務処理の迅速化

　c．経営管理資料の調製　　　　　　　d・事務処理の正確化
　e・事務処理の標準化　　　　　　　　　f．事務処理の平準化

　9・その他
　しかし，これらの諸々の意図も機械化しよ5とされる事務領域が異れば自ら，そのそれぞれへの関

心の程度も違っていることX存じます。そこで貴社では研究の結果，次の種々な領域の異る毎に，以

上の諸理由のうち何れを主として期待出来ると考えられますか？　その重要度を置かれた順にお答え

下さい。（答は各理由の頭にアルファベッbでお答え下さい，爾，その際「その他」gとお答えの際は，

その内容を簡単に記入して下さい）

事務領域
研究された

@械名
研究された業務の内容
i具体的に記入して下さい）

機械化により期待される効果

要度1 重要度II 重要度III 備　　考
受取勘定系統の経理事務

論幣霧1主要原材料勘定系統の経理事務

製品勘定系統の経理事務

貯蔵品勘定系統の

o　理　事　務
固定資産勘定系統の経理事務

賃金給与系統の経理事務

諸経費系統の経理事務

原価計算系統の経理事務

その他の経理事務

株式関係の事務

販売関係の
掾@計　事　務

了

労務関係・の
掾@計　事　務
生産関係の
掾@計　事　務
資金関係の
掾@計　事　i務

その他の統計事務

問5・貴：杜では事務の機械化の遵入に際して障害となるものは次の中いずれであると考えられます

　　か？　重要なものから順に〔コ内に番号を附して下さい

答　□　a．事務量が少く機械化による経費の節減を見込み得ないこと

　　□　h．機械化に伴う職制の変更の困難なこと

　　□　c・機械化に対する職員又は労働組合等の反対が強いこと

　　口　d・計算詑録事務の系統組織が機械を導入する迄に整備されていないこと

　　ロ　e・機械導入に際して発生する一時的経費（機械購入費，設備費及び附帯費用）が巨額で

　　　　　あること
　　口　f・　その他（簡単に記して下さい）
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附 表 1

機械別

機種別

穿

孔

機

O

I B． M 式

型

OOI

OIl

O12

015

016

031

036

024

026

516

522

043

063

機 械 名

Mechanical　1〈ey　Punch

Electric　Key　Punch

Electric　Duplicating　Key

　　Punch

Motor　Drive　1〈ey　Punch

Motor　Drive　Duplicating

　　I〈ey　Punch

Alphabetical　Duplicating　Kgy

　　Punch

Alphabetical　Printing　Punch

Card　Punch

Printing　Card　Punch

Duplicating　Summary一　Punch

Alphabetic　Duplicating

　　Sumrnary　Punch

Tape－Controlled　Card　Punch

Card－Controlled　Tape　Punch

R． R 式

型

lO2

301

－204－2

204－3

204－4

306－2

306－3

306－4

207＝1

207－4

308－1

308－4

308－3

308－5

機 械 名

Portable　Punch　（for　45

　　col・），　Hand　Punch

Spot　Punch

Automatic．Vissible

　　Numelical　Punch　with

　　Verifying　Attachment

Automatic　Vissible

　　Numerical　Punch　with

　　Numbering　Attachment

Auto阻atic　Vissible

　　Numerical　Punch

Automatic　Vissible

　　Alphabetical　Numer五cal

　　Punch　With　Verifアing

　　Attachment

Automatic　Vissible

　　Alphabetical．NUmerical

　　Punc．h　with　Numbering

　　Attachmellt

Automatic　Vissible

　　Alphabetical　Numer三caI

　　Punch

Synchromatic　NUmerical

　　Punch

Synchromatic　Vissible

　　Numerical　Punch

Sア11chromatic

　　Alpha・Numerical　Pロnch

Synchromatic　Vissible

　　Alpha－numerical　Punch

Card－0－Matic　Punch

Tabe　to　Card　Cohverter
ら

Card　to　Tape　Converter

Perforating　Typewriter

Automaic　Punch　with

　　Readillg　Unit
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検
孔
機

051

052

054

055

分

類

機

080

082

075

Mechanical　Verifier

Motor　Drive　Verifier

Alphabetical　Verifier

Alphabetical　Verifier

Sorter

Sorter

Card　Counting　Sorter

会

計

機

285

297

405

404

416

402

403

1

407

Electric　Accounting　Machine

Electric　Accounting　Machine

Alphabetical　Accounting

　　Machine

Alphabetical　Accountin．a

　　Machine　with　Multiple

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　Line　Printing

Numerical　Accounting

　　Machine

Alph’abetieal　Accounting

　　Machine

Alphabetical　Accounting

　　Machine　with　Multiple　Line

　　Pri且ting

Alphabetical　Accounting

　　Machine　・

鳴

75
（A．B．C．）

Soecial　Apparatus　for

　　Cancelling　in　Tape

Tag　Marker

Tag　Remarker

Cross－footing　Punch

313

325

Hand　Verifier　for　45　col．

Hand　Verifier　for　90　col，

Automatic　Verifier’

Duplicate　Card　Detector

220

221

320

321

420

421

PJain　Sorter　（for　45／90

　　　col．）

Cotinting　Sorter　（for　45／

　　90　eoL）

Plain　Sorte；　（for　Alpha

．　INumeric）

Counting　Sortet　（for　Alpha

　　INumeric）　’

Electronic　Plain’　Sorter

Electronic　Counting　Sorter’

285

285

3100

Alpha－Numerical　Tabulator

Numerical　Tabulator

Alpha－Numerical　Tabulator

　　　　　．

ﾙ 550．　，

T51

　　　　　　　　　　r
`ntomatid　Interpreter

b毎eck　Writing　Interpreter

212

R12

Interpreterく45／90　00L）

hnterpreter
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訳

機

552 Alphabetical　lnterpreter 312－1

312－2

312－3

312－4

？osting　・lnterpreter　一

Check　Writing・　lnterpreter

Check　Writing　Posting

　　Interpreter

Automatic　Line　Finding

　　Posting　lnterpreter

照
合
機

077

089

Collator

Alphabetical　Collator

集

団
複

写
．
合

計
穿

孔
．
機

517

518

523

513

514

519

Gang　Summary　Punch

Gang　Summary　Punch

Gang　Summary　Punch

Reproducing　Punch

Reproducing　Pirnch　．

Document　Originating　Machine

319－2

211

311－4

311－7

314

314－2

310

310－1

310－2

315－1

315－2

317－1

Num6rical　Collator

Su’高高≠窒凵@Card．Punch

Summary　Card　Punch

Summary　Card　Punch

Reproducing　Punch

Reproducing　Numbering

，　Punch

Multi・Control　Reproducin3

　　Punch

Multi－Contrql　Interfiling

　　Reproducing　Punch

Multi・Control　Inter丘1ing

　　　　　　ら
　　RサprQducing　Punch　with

　　Field　Seleetion　Device．

Collating　Inter丘1ing

　　Reproducing　Punch

COIIating　Inter丘ling

　　Reproduging　Punch

　　with　Field　Selection

　　Device．．

Tag　Controlled　Card

　　Reproducing　Punch．80

　　to　90　Column　Card

　　Reproducing　Punch

601 Electric　Multiplieτ 309 Printing　Multiplier

計 601r3 Mult五plier 330－2 Calculating　I⊃unch

算 602－A Calculating　Punch M＿9 Calculating　Punch

穿
604 Electronic　Calcula㌻ing　Punch M40 Electronic．Calculating

Punch
孔

409－2R Electronic　Computing

機 1
Punch．

i409－2A Electron量。　Computing　Puuch
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B：ESU皿E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　On　the　Apalysis　of　the．Balapce　sheet

　　The　analysis　of　a　ba］ance　sheet・has　to　be　considered’　in　relation　to　its　function，　and　in　its

logical　relation　to　the　function．

　　Without　thinking　of　the　finqncial　function　that　the　balance　sheet　has．in　business，　the

impQrt’apce　’of　the　analysis　cannot　be　recognizeq．’　Ther．e　are　dynamic　and　static　phases　in　the

analysis．　Even　i｝i　this　case　the　eMcient　metliod　is　to　observe　thg　foll？w　of　the　funds　during

the　period　by　invgstigating　thc　balance・　sheet．　’ DThe　funds　statement，　．which　may　be　takeri　to

represent　this　method，　has　this　characteristic　feature　that　it　represents．　the　origin　and

bperation　of　the　funds　for　comprehension　at　one　glance．　The　pritnary　purpose　of　the　analysis，

however，　is　not　look　at　the　current　status，　but　to　analyse　the　且uidity　of　the　funds．

　　Consequently，　the　central　problem　with　the　balance　sheet　analysis　is　to　investigate　the

catises　that　produced　the　veriations　in　the　fluidity．’　Again，　these　variations　must．．be　cassified

into　two　classes：　those　variqtions　that　originate　in　the　sphere　of　plant　and　eguipment，　and

those　that　originate　in　the　sphere　of　current　’assets，　aiid　these　causes　that　give　variance　to

fluidity　must　be　trbced　in　the　respective　spheres．

　　The　writer　wou’ld　point　out　that　the　central　proposition　of　the　funcl　fluidity　．analysis　is　to

analyse　and　clarify　the　relations　between　the　g．rowth　of　plant　and　e（luipment　and　the　origin

of　the　funds．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kσ’吻ゴyamashita

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Accounting

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Universめ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Principle　of　lndustrial　Scale

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　under　Planned　Economy

　　The　industrial　scale　or　the　scale　of　each　industrial　branch　means　the　whole　amount　of　the

partl，cular　goods　produced　in　that　branch．　Under　the　free　capitalist　economy，　the　industrial

seale　is・　automatically　decided　by　the　aggregation　of　the　amounts　of　production　of　all

enterpri＄es　in　that　industriql　branch．　Each　enterprise　decides　・its　amount　of　production．　so　as

to　make　equilibrium　between　the　mqrginal　cost　and　the　marlcet　price，　in　order　to　get　the

rnaximum　profit．　Under　planned　economy，　the　State　aims　at　the　greatest　welfare　fot　the

national　economy，　and　does　not　permit．　each　enterprise　to　get　any　surplus　profit　beyond　the

nor皿al　pro丘t．　The　State　persists　in　enforcing　the　so－called‘‘cost　compensatioガ’principle．

This　pr’inciple　is　commonly　understood　to　mean　tha．t　each　enterprise　is　not　to　be　allowed　to

decide　its　scale　of’ 垂窒盾р浮モ狽奄盾氏@at　the　point，　where　the　matglnal　cost　becomes．　egual　to　the

official　price　of　the　State；　but　rather’that　the　scale　of　preduction　should　further　be　extended

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　1一



to　the　point，　where　the　average　cost　becomes　egual　to　that　official　price．　Theoretically

speaking，　however，　this　interpretatioh　of　the　cost　compeilsation　principle　is　wrong．　Because，

the　fact　that　the　scale　of　production　of　an　enterpriser　is　limited　at　the　point，　where　the

average　cost　becomes　egual　to　othcial　price　determined　by　the　State，　is　not　oply　unprofitab］e

for　each　individual　industry，　but　also　is　irrational　from　the　standpoint　of　the　wholg　national

economY．　As　the　leading　principle　of・　planned　eeonomy，　we　ins’i’st　that，　the　State　determines

one　oMcial　price，　and　each・buyer　decides　his　demand　for　that　geods　so　as　to　make　marginal

utility　egualize　to　the　oMcial　price，　and　on　the　other　hand　each　producer　decides　his　supply

so　as　to　egualize　marginal　cost　to　the’oMcial　price．　And　aggregate　amount　of　the　demands

of　a】I　co皿sumers．for　this　oMcjal　prjce皿ust．be　equal　to　the．aggregate　amount　of　the　sppp】ies

of　all’　the　producers　for　this　same　price．．　But　the　State　buys　the　products　of　each　enterprise

at　his　average　cost　and　sells　to　the　consumers　at　the　selling　price，　which　is　egual　to　the

oMcial　price　above　mentioned　and　therefore　higher　than　the　buying　price．　The　State

obtains　the　difference　between　its　buying　Pri¢e　from　each　enterprise　and　the　selling　price　to

each　．consumer　as　the　State　Surplus．’　・By　this　method　the　State　can　secure　the　“cost

compensation”　principle　for　the　producer　and　at．．the　same　time　it　can　utilize　the　nitional

resources　most　rationally　from　the　standpoint　of　the　national　economy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K加zoル勿廊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Economics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobeσ伽〃s吻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Case　Study　of　the　Localized　lndustry

　　The　prob！ems　of　the　depressed　small　industrial　business　in　our　country　have　been　caused

by　the　development　of・large　capitalistic　enterprises．　Accordingly，・for　solving　these　problems，

we　must　study　the　gengral　characteristics　of　these　small　businesses　in　relation　of　the　large

enterprises．　Since　there　are　overwhelming　number’　of　small　businesses　which　are　different

from　one　another　with　special　features　by　each　grodp　or　pattern，　it　is　not・　reasonable　for　the

research　of　these　problems　．to　be　based　on　’the　general　consideration　only，　and　it　is

indispensable　to　study　the　pro．blems　with　・a　view　to　tlie　special　features　of　these　groups　or

patterns．　ln　this　article’
C’

@the　writer　adopted　the　latter　plan　by　presenting　a　case　study　of　one

localized　industry　which　is　one　of　the　chief　patterns　of　our　small　industriql　businesses；　the

small　oil－engine　industry　for　agriculture　in　Okayama　Prefec加re．

　　In　1937，0kayama　manufac加red　60％of　the　engines　in　our　country，　and　in　l952，　although

not　decreased　guantitatively，　it　produced　only　15％　relatively，　beeause　of　the　enormous

development　of　some　large．　enterbrises，　proGucing　the　similar　engine．　However，　this　engine

industry，　which　is　localized　in　Okayama　is　composed　of　about　fourty　small　industrial　firms，

and　still　they　occupy　a　preponderant　proportion　in　our　countrジs　production　as　a．bove　stated・

　…
，
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Theseミm章II丘mis　in　Okayama　Lave　been　s曲jected　to　gre乱t　stress．1）y　some　large　enterprises

after　the　II　Wor1φ．Wa：r，　which　is　one　of　the　general．pr6blems　ofσur　small　businesses．　Aside

from　these　general　characteristics，　this　industry，　until　to－day，　has　actua11y．　depended　on　the

backward　structure　oF　our　agriculture，　whose　specialities　are　conservatism　and　undermachi・

nization．　Accordingly，　t．hose　small丘rms　enjoyed　a　fair　pro丘tab］e　position，　strange　to　say，

hy　the　limitedness　oF　the　market，　and　by　llot　too　strict　requirement　on　quality．　But　after

the　War，　the　demand　for　agbicultural　machinery　haS　increased　quantitatively　and　come　to

・require　the　good　and　precise　quality　gradually．　Our　agriculture　has　been．democratized，

become　wealthy　little　by　little，　and　is　being　modernized，　more　and　more．　．Thus，　the　small

五・m・i・Ok・y・m・・eem．t・b・n・t・b1・t・adj・・t　th・m・elY・・t・th・Se　ch・・gi・g　co醐…si・

their　markets。　Moreover，　this　Iocalized　industry　is　Iess　specialised　vgrtically　and　horizon㌃ally

among　the　factorie串than　most　localised　industries　and　is　not　a1）le　t6　manufacture．　oll　a　large

scale　and　enhance　the　preCi，seness　of　the　quality．　In　this．case　studア，　the　writer　studied　these

problems，　from　the　standpoi皿t　of　market，　industrial　organization，　and　technohlgy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mino7bU　Beika

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P7②fessor｛ゾP’an彦Z，oca彦ion
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meaning　and　nature　of・　Gras’　business　history

　　　bject　in　the　last　chapter，　see　T．　lnoue’s　On　Basiness　History　（Kobe　Economic

　　　　　　　　　1，　1953）．

　　　　　　　　　　Tadakatsu　．　lnoue

．Assistant　Professor　of　Business　History，
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　　　　　　　　　　　　　　　　The　Birth　of　Lifo　in　the　American　Tax　Law

　　In　America，　it　was　in　1938’　that　the　Lifo　basis　of　inventory　valuation　Was’　officitilly

recognized　by　the　tax　law．　The　1938　Act　limited　the　use　of　Lifo　to　certain　industries，　but

in　the　1939　Act　a　significant　amendment　was　made　to　permit　a　general　use　of　the　Lifo　method

without　restriction　as　to　the　type　of　the　industries．　A　number　of　years　before　this　authorization

of　Llfo　for　tax　purposes，　the　Lifo　method，　or　its　close　relatives，　the　base－stock　and　inventQry－

reserve　methPds　were’used　by　many　prominent　corporations　in　various　inaustries．　This　fact

shows　that　Lifo　or　related　inventory　methods　originated　for　other　reasons　than　tax　motiyations・

The　whole　purpose　of　the　Lifo　method　．is　to　mateh　the　current　costs　against　current　sales，

and　to　prevent　price　changes　in　the　inveritory　investment　froni　affecting　the　periodical　income・

The　need　for　Lifo　as　a’method　of　determinipg　inceme　became　evident　by　the　experience　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　．　．　　　　．　一　．price　decline　period，　1921－1931．　ln　this　sense，　it　cdntains，

idea　concerning　“inconie”　as　compared　with　Fifo．　lt　is

e4rly　stage，．　primarily　as　an　adaptation　to　cyclical　price

years　total　income　Will　be　the　same　under’any　method

But　when　we　consider　non－cyclical　price　movernents，　the

extends　over　a　longer　period．’It　can’　be’ 唐≠奄п@that　a　new

by　the　recognition　of　the　Lifo　method　as　one　of　the　methods　conforming　to　the　best　accounting

practice　in　the　trade　or　business，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Susumu　VVatanabe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professot　of　Accounting，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Staffル勧¢b〃げ伽1～esearch　lnstitute

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobeσ伽〃5勿

the　author　thinks，　a　quite　different

clear　that　Lifo　was　viewed，　in　the

movementi，　i．　e，，　over　a　period　of

of　apcounting　consistently　applied．

　differenee　between　Lifo　and　Fifo

concept　of　income　was　introduced

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

　　　　　　　　　　　　　The　Fundamental　Character　of　Social　Accounting

　　Social　accounting　is　the　theoretical　device　meant　to　operate　as　the　diagnor，is　of　the

structure　of　national　e．conorpy，　thereby　reforming　the　defect　．of　the　national　ipcome　researeh．

　・Compared　with　the　latter，　characterized　by　the　formuia　of　the　aggregation　table　of　1〈eynesian

aggregates，　social　accounting　starts　from　the　mutual　transactions　of　the　numberless　individuals

which　construct　the　national　economy　as　a　whole，　then　collects　and　classifies　the　regords　of

the　transact．ions，　so　as　to　represent　the　Tesult　by　the　acceunting　form．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t’

　　The　personal　account　derived　by　the　above　precedure，　is　consolidated　at　every　heterogeneous

section　of　the　national　economy　to　coristruct　the　sector’s　accounts．　And　the　character　of　the

social　accounting．is　in　the　function　to　represe皿t　the　economic　relatiQh…　quasi・macro　scopic

structute・，．　of　the　national　economy　from　the　set　of　the　sector’s　accotints．　Then，　the　three

categories　of　social　aco’unting　are　the　transaction，　the　activity　anq　the　sect6r．　The　transaetion

ls　the　original　basis　by　which　we　grasp　the　interrelations　of　the　national　economy，　and　the，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　4　’一丁・



・ec・・ds・f　th・t・a・・acti・n・a・e　assembl・d　i凱・each・・ti・itジ・・cc・・nt　a・p帥・ti・・acc・u・t・

income－expenditure　a6count　and　the　saving－investment　account，’・　accotding　the　nature　of　the

activity　that　’the　transaction　a’ims．　This　activity　accunts　refer　to　the　Keyneg．　ian　ldentities，

YiiC十1，　YEi1C｛一S　and　S＝一．一1，　so　we　must　notice　that　the　gharacter　of　this　activity　is　to

grasp　all　the　economic　activities　as　the　circulating　activity　from　the　view．．point　of　the　・demand

or　expenditure　theory，　nearly　egual　to　the　1〈eynesian　apProaeh．　On　the　bther　hand，　the

・ect・・，　di・p1・yi・g傾6・t…t・・e・f　th…ti・n・1　i…me・by・th・i蜘rel・t且・n・f・’th・　・q・h　sect・・’・

account，　has　no　specific　theoretical　．considerati6n：　it　has　ngt　so　fundamental　principle　of　the

division　of　the　sector　as　that　of　the　marxian’ ≠垂垂窒盾≠モ?戟@And　it　is　also　about　the　transaction

matrix　as．the　model　of　s．oeial　accounting，　’And　we　understand　the　chaiacter　of　social

accounting　as　the　exchange　or　circulation　ballqnpe，　sueceeding’aparently　the　Keynesian　notion．

Sb’　we　may　eoncl．ude　that　social　accounting　is　not　yet　perfect　diagnosis　of　the　national

econ，omy　so　long’ @as　its　theory　is　still　under’ @the　Keynesian　notion　though　it　aspires　to　reform

the　defects　of　the　national　income　approach．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nobuko　Nose

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Research　Asistant　of　Social　Accountin’　g，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobeひ吻θ7s吻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mechanized　Accounting　and　its　Auditing

Every　system．ef　accounting　must　be　judged　not　only　for　the　results　it　achieyes，　but　also

from　the‘‘safetジ’angle　and　from　the　auditor’s　point　of　view．　What　problems　must　the

auditor　resolve　when　one　oC　his　cllents　i血troduced　some．accounting　machines？　And　what　effects

Will，　the　new　system　haye　on　internal　checking？　Xrp’ill　there’　be　more　opportuniti’es　for　error

or　fraud．　and　less　chance　for　the　auditor　to　detect　it？

　　When　the　internal　checking　on　the　me．chanized　procedure　’is　effective，　there　are　some　merits

to　increase　the”counting　and　recording　aceuracies，　because　the　mechanic　devices　prevent　errbr

or　fraud　themselves．　ln　mechanized　accounting，　for　instance）　when　a　calculation　of　totals

〈maqe．　from　prime　documents　prior　to　mechanic　operation）　against　the　machine’　totals’　will

be　checked一一a　procedure　usually．known　as　“’ 垂窒?|listing”，　the　means　of　safe－guarding

against’　counting　．and　recording　error　or　fraud　can　be　performed．　But，　partial　avenues　for

error　or　fraud　that　are　available　under　a　manual　system　（particularly　where　loo’se－leaf　records

are　in　use）　are　still　opened．　They　are　 for　etror　or　fraud　on　prinCiples　underlying　the　client’s

accounting　system．

From　this　point，　the　wTitgr　considers　that　the　specific　diMcul．t’ 奄?刀@caused　by　rhechanized

accounting　are　the　abserice　of　primary　records　and／or　ledger　records，　the　use　of　code　number，

the　misuse　of　accounting　terms　and　the　incorrect　allocation，　which　indicate　that　these

diMculties　referred　to　arrise　from　only　one　ma）’or　eause，　viz．，　deMciencies　in　the　document

and　voucher・control　system．
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